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○ 大学の概要  

 
（１）現況 （明示のないものは令和元年度末現在の状況） 
①大学名 国立大学法人神戸大学 
 
②所在地 兵庫県神戸市灘区六甲台町、兵庫県神戸市灘区鶴甲、兵庫県神戸市中央区楠

町、兵庫県神戸市東灘区深江南町、兵庫県神戸市須磨区友が丘、兵庫県神戸
市東灘区住吉山手、兵庫県神戸市中央区港島南町、兵庫県明石市山下町、兵
庫県明石市大久保町 

 
③役員の状況 
  学 長  武 田   廣（平成27年４月１日～平成31年３月31日） 
             （平成31年４月１日～令和３年３月31日）再任 

理事数  ８名 
  監事数  ２名（うち非常勤１名） 
 
④学部等の構成 
（学   部） 文学部、国際人間科学部、法学部、経済学部、経営学部、理学部、 

医学部、工学部、農学部、海事科学部 
（研 究 科） 人文学研究科、国際文化学研究科、人間発達環境学研究科、法学 

研究科、経済学研究科、経営学研究科、理学研究科、医学研究科、 
保健学研究科、工学研究科、ｼｽﾃﾑ情報学研究科、農学研究科、海事 
科学研究科、国際協力研究科、科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科 

（総合研究推進組織） 高等研究院、先端融合研究環 
（乗船実習科） 乗船実習科 
（附置研究所） 経済経営研究所 
（附属図書館） 附属図書館 
（ 附属病院 ） 医学部附属病院 
（ 附属学校 ） 附属幼稚園、附属小学校、附属中等教育学校、附属特別支援学校 
（基幹研究推進組織） 

ﾊﾞｲｵｼｸﾞﾅﾙ総合研究ｾﾝﾀｰ、内海域環境教育研究ｾﾝﾀｰ※、都市安全研
究ｾﾝﾀｰ、分子ﾌｫﾄｻｲｴﾝｽ研究ｾﾝﾀｰ、海洋底探査ｾﾝﾀｰ、社会ｼｽﾃﾑｲﾉﾍﾞｰｼ
ｮﾝｾﾝﾀｰ、数理・ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰ、計算社会科学研究ｾﾝﾀｰ、先端バイオ
工学研究ｾﾝﾀｰ、先端膜工学研究ｾﾝﾀｰ、未来医工学研究開発ｾﾝﾀｰ 

 （研究科等の附属施設） 
人間発達環境学研究科附属発達支援ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ、医学研究科附属動
物実験施設、同感染症ｾﾝﾀｰ、農学研究科附属食資源教育研究ｾﾝﾀｰ※、
海事科学研究科附属国際海事研究ｾﾝﾀｰ、同練習船深江丸※、経済経
営研究所附属企業資料総合ｾﾝﾀｰ 

 （学内共同基盤組織等） 
情報基盤ｾﾝﾀｰ、研究基盤ｾﾝﾀｰ、環境保全推進ｾﾝﾀｰ、計算科学教育ｾﾝ
ﾀｰ、保健管理ｾﾝﾀｰ、ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ、ｷｬﾝﾊﾟｽﾗｲﾌ支援ｾﾝﾀｰ、ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ、
海洋教育研究基盤ｾﾝﾀｰ、神戸ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ研究・人材育成ｾﾝﾀｰ 

 （機   構） 学術研究推進機構、大学教育推進機構、国際連携推進機構 
※は、教育関係共同利用拠点に認定された施設を示す。

⑤学生数及び教職員数（令和元年５月１日現在） 
学生数17,627名（うち留学生1,037名） 
［学部11,577名（うち留学生119名） 研究科4,649名（うち留学生918名） 
乗船実習科38名 附属学校1,363名］ 

 教職員数3,744名 
  ［教員1,653名 職員2,091名（附属病院の看護師等医療職を含む。）］ 
 
（２）大学の基本的な目標等 
神戸大学は、「学理と実際の調和」を建学の理念とし、進取と自由の精神がみなぎる

学府である。「真摯・自由・協同」の学風のもと、真理の探究を旨として学問の継承と
発展に寄与し、人々の智と徳を高め、もって社会の基盤を築き、産業・経済を活発にす
るとともに、諸問題の解決に貢献してきた。 
この伝統と社会科学分野・理科系諸分野の双方に強みを有する特色を発展させ、神戸

大学長期ビジョンとして「先端研究・文理融合研究で輝く卓越研究大学」へ進化するこ
とを目指す。すなわち、世界最高水準の教育研究拠点を構築し、現代及び未来社会の課
題を解決する新たな価値を創造し続け、人類社会に貢献するために、様々な連携・融合
を高い次元で同時に満たし、その力を最大限に発揮できるよう、以下の実現に挑戦する。 
教育においては、教養教育と専門教育の有機的な連携を実現し、さらに、学部と大学

院のつながりを強化することにより、先端研究の臨場感のなかで学生が創造性や主体性
を深め、幅広い学識に基づく問題発見力、分析力、実践力を培うことを重視する。もっ
て、地球的諸課題を解決するために先導的役割を担う人材を輩出する。 
研究においては、独創性のある研究の萌芽を貴び、文科系・理科系という枠にとらわ

れない先端研究を戦略的に強化し、他大学・研究機関とも連携して、新たな学術領域を
開拓・展開する。それらをはじめとする世界最高水準の先端研究を強力に推進し、その
効果を周辺諸分野にも波及させる循環システムを構築することにより、学術の進展をリ
ードする。 
また、海外中核大学と共同研究や連携教育の重層的な交流を図り、世界各地から優秀

な人材が集まり、世界へ飛び出していくハブ・キャンパスとしての機能を飛躍的に高め
る。これらの教育研究を社会と協働して推進し、先端的技術の開発や社会実装の促進、
研究成果の社会還元においてもハブとなることを目指す。 
以上の挑戦に当たる構成員一人ひとりが、教育研究・学修・業務に持てる力を存分に

発揮して生き生きと取り組むことのできるように、学長のリーダーシップにより改革を
推進し、神戸大学全構成員の力を結集して学術の新境地を切り拓く。 
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平成27年度（平成28年3月末時点） 令和元年度（令和2年3月末時点）
※赤線囲いは変更箇所

役員会

国際企画課

学
長
選
考
会
議

教育研究評議会

経 営 協 議 会

監事

理事

学長

事 務 局

総 務 部

財 務 部

総 務 課

連携推進課

国際交流課

財務企画課

経理調達課

学術・産業ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創造本部

国 際 部

国際教養教育院

大学教育推進本部

監 査 室

広 報 課

財務戦略課

国際コミュニケーションセンター

大学教育研究推進室

アジア総合学術センター

ＥＵ総合学術センター

米 州 交 流 室

先端融合推進課

企 画 部

研究推進部

人 事 課

企 画 課

研究推進課

卒業生・基金課

評 価 室

地域連携推進室

広 報 室

安全保障輸出管理室

安全衛生・環境管理統括室

男女共同参画推進室

基 金 推 進 室

震災復興支援・災害科学研究推進室

国際連携推進機構

学術研究推進機構

大学教育推進機構

戦 略 企 画 本 部

内 部 統 制 室

アドバイザリーボード

国際連携推進本部

国際教育総合センター

戦 略 情 報 室

研究戦略企画室

教育戦略企画室

財務戦略企画室

大学文書史料室

SDGs推進室

学際教育センター

未 来 構 想 室

役員会

国際企画課

学
長
選
考
会
議

教育研究評議会

経 営 協 議 会

監事

理事

学長

事 務 局

総 務 部

財 務 部

総 務 課

人事労務課

連携推進課

国際交流課

財 務 課

契 約 課

学術研究推進本部

国 際 部

国際教養教育院

大学教育推進本部

監 査 室

広 報 課

資金管理課

国際コミュニケーションセンター

大学教育研究推進室

アジア総合学術センター

ＥＵ総合学術センター

米 州 交 流 室

課（ﾎ゚ ｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ地区事務担当）

企 画 部

研究推進部

人事企画課

企 画 課

社会連携課

研究推進課

課(日欧連携教育府担当)

課(新研究科等設置準備担当)

卒 業 生 課

企 画 評 価 室

地域連携推進室

広 報 室

安全保障輸出管理室

安全衛生・環境管理統括室

男女共同参画推進室

基 金 推 進 室

震災復興支援・災害科学研究推進室

国際交流推進機構

学術研究推進機構

大学教育推進機構

戦 略 企 画 本 部

内 部 統 制 室
アドバイザリーボード
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教授会

教授会

教授会

事務・キャンパス支援センター

学 務 部

施 設 部

学 務 課

学生支援課

入 試 課

施設企画課

建 築 課

設 備 課

総合図書館

専門図書館

医学分館

海事科学分館

附属図書館事務部

情報管理課

情報サービス課

学 部

文 学 部

国際人間科学部

法 学 部

経 済 学 部

経 営 学 部

理 学 部

医 学 部

工 学 部

農 学 部

海事科学部

教授会

教授会

(経済学研究科事務課)

(経営学研究科事務課)

教授会

事 務 部

教授会

附 属 病 院

総 務 課

管 理 課

病院経営企画課

学 務 課

教授会

教授会

教授会

医 事 課

キャリア支援課

(法学研究科事務課)

(人文学研究科事務課)

(理学研究科事務課)

(工学研究科事務部)

(農学研究科事務課)

(海事科学研究科事務部)

(保健学研究科事務部)

研究支援課

施設管理課

事 務 部
鶴甲第一キャンパス事務課

鶴甲第二キャンパス事務課

患者サービス課

国際がん医療・研究センター事務室

附属図書館

社会科学系事務部

文理農等キャンパス事務部

社会科学系事務部

社会科学系事務部

文理農等キャンパス事務部

文理農等キャンパス事務部

教授会

教授会

教授会

事務・キャンパス支援センター

教授会

学 務 部

施 設 部

学 務 課

教育推進課

学生支援課

入 試 課

施設企画課

建 築 課

設 備 課

附属図書館

総合図書館

専門図書館

医学分館

海事科学分館

附属図書館事務部

情報管理課

情報サービス課

学 部

文 学 部

国際文化学部

法 学 部

経 済 学 部

経 営 学 部

理 学 部

医 学 部

工 学 部

農 学 部

海事科学部

教授会

教授会

(経済学研究科事務部)

(経営学研究科事務部)

教授会

事 務 部

教授会

附 属 病 院

総 務 課

管 理 課

病院経営企画課

学 務 課

教授会

教授会

教授会

医 事 課

キャリア支援課

(法学研究科事務部)

(人文学研究科事務部)

(国際文化学研究科事務部)

(人間発達環境学研究科事務部)

(理学研究科事務部)

(工学研究科事務部)

(農学研究科事務部)

(海事科学研究科事務部)

(保健学研究科事務部)

発達科学部

研究支援課

安全衛生・環境管理統括課

施設管理課

大学文書史料館
（国立公文書館に類する施設）
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大 学 院

教授会

教授会

教授会

人文学研究科

教授会

人間発達環境学研究科

教授会

法学研究科

教授会

経済学研究科

経営学研究科

教授会

教授会

工学研究科

教授会

農学研究科

教授会

国際協力研究科

教授会

文理農等キャンパス事務部

附属発達支援インスティテュート

社会科学系事務部

社会科学系事務部

社会科学系事務部

社会科学系事務部

国際文化学研究科

教授会

人文学研究科事務課

理学研究科 文理農等キャンパス事務部

事 務 部

（医学部事務部）

附属食資源教育研究センター

教授会

事 務 部

附属国際海事研究センター

附属練習船深江丸

センター事務室

保健学研究科

教授会

事 務 部

附属動物実験施設

附属感染症センター

システム情報学研究科

教授会

（工学研究科事務部）

海事科学研究科

医学研究科

総 務 課

会 計 課

学 務 課

科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科

教授会

文理農等キャンパス事務部

（国際人間科学部事務部）

（国際人間科学部事務部）

法学研究科事務課

経済学研究科事務課

経営学研究科事務課

理学研究科事務課

農学研究科事務課

科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
研究科事務課

国際協力研究科事務課

文理農等キャンパス事務部

教授会

教授会

教授会

大 学 院

人文学研究科

教授会

人間発達環境学研究科

教授会

法学研究科

教授会

経済学研究科

経営学研究科

教授会

教授会

工学研究科

教授会

農学研究科

教授会

国際協力研究科

教授会

事 務 部

附属発達支援インスティテュート

事 務 部

事 務 部

事 務 部

事 務 部

国際文化学研究科
教授会

事 務 部

事 務 部

事 務 部

理学研究科 事 務 部

事 務 部

（医学部事務部）

附属食資源教育研究センター

教授会

事 務 部

附属国際海事研究センター

附属練習船深江丸

センター事務室

保健学研究科

教授会

事 務 部

附属動物実験施設

附属感染症センター

システム情報学研究科

教授会

（工学研究科事務部）

海事科学研究科

医学研究科

総 務 課

会 計 課

学 務 課
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附 属 小 学 校

附属中等教育学校

附属特別支援学校

乗船実習科

附置研究所

附属企業資料総合センター

教授会

社会科学系事務部

附 属 幼 稚 園

附属学校 附属学校部

運営委員会

経済経営研究所

事 務 部

総合研究

推進組織
先端融合研究環 運営委員会

高等研究院 運営委員会

経済経営研究所事務課

附 属 小 学 校

附属中等教育学校

附属特別支援学校

乗船実習科

附置研究所

附属企業資料総合センター

教授会

事 務 部

事 務 部

遺伝子実験センター

バイオシグナル研究センター

内海域環境教育研究センター

分子フォトサイエンス研究センター

自然科学系教育研究推進会議、研究環会議、運営委員会

運営委員会

運営委員会

運営委員会

運営委員会

重 点 研 究 部 運営委員会

都市安全研究センター 運営委員会

附 属 幼 稚 園

附属学校 附属学校部

運営委員会

経済経営研究所

学際融合教育

研究推進組織

教育研究推進会議社会科学系教育研究府

教育推進会議日欧連携教育府

運営委員会統合研究拠点

自然科学系先端融合研究環

事 務 部

基幹研究

推進組織

運営委員会バイオシグナル総合研究センター

運営委員会都市安全研究センター

運営委員会内海域環境教育研究センター

分子フォトサイエンス研究センター 運営委員会

海洋底探査センター 運営委員会

運営委員会社会システムイノベーションセンター

数理・データサイエンスセンター 運営委員会

計算社会科学研究センター

先端バイオ工学研究センター 運営委員会

運営委員会

先端膜工学研究センター

未来医工学研究開発センター

運営委員会

運営委員会

バイオシグナル総合研究センター

都市安全研究センター

内海域環境教育研究センター

分子フォトサイエンス研究センター

海洋底探査センター

社会システムイノベーションセンター

数理・データサイエンスセンター

計算社会科学研究センター

先端バイオ工学研究センター

先端膜工学研究センター

分子フォトサイエンス研究センター
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情報基盤センター

運営委員会

運営委員会

運営委員会

研究基盤センター

環境保全推進センター

計算科学教育センター

運営委員会

キャリアセンター キャリアセンター会議

神戸バイオテクノロジー研究・人材育成センターその他の組織

運営委員会

事 務 部

楠分室
深江分室

保健管理センター

キャンパスライフ支援センター キャンパスライフ支援センター会議

アドミッションセンター 運営委員会

学内共同

基盤組織

海洋教育研究基盤センター 運営委員会

学内共同教

育研究施設

情報基盤センター

保健管理センター

運営委員会

運営委員会

運営委員会

運営委員会

留学生センター

研究基盤センター

環境保全推進センター

計算科学教育センター

運営委員会

連携創造本部 運営委員会

キャリアセンター キャリアセンター会議

神戸バイオテクノロジー研究・人材育成センターその他の施設

運営委員会

事 務 部

楠分室
深江分室

海洋底探査センター 運営委員会

キャンパスライフ支援センター キャンパスライフ支援センター会議
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○ 全体的な状況 

  
 
本学は、建学以来の社会科学系の強みと、理系の先端研究における新たな強みに

より、「学理と実際の調和の理念のもと、先端研究や文理融合研究で輝く卓越研究
大学へ」を第３期中期計画の目標に掲げ、世界最高水準の教育研究への取組を実践
している。 
■ 「神戸スタンダード」に基づいた新たな教養教育への改革 
地球的諸課題を自ら発見し、その課題をリーダーシップを発揮しながら解決でき

る人材育成の一環として、本学の全学部学生が卒業時に身に付けるべき３つの能力
として、「神戸スタンダード」（①複眼的に思考する能力、②多様性と地球的課題
を理解する能力、③協働して実践する能力）を明示し、従来、主に学士課程の１・
２年生が学修していた教養原論の見直しを行い、平成 28 年度から教養科目を再編
し、自らの専門分野と異なる学問分野の基本的なものの考え方を学ぶ「基礎教養科
目」と、多文化理解や複数の学問分野にまたがるグローバル・イシューを学ぶ「総
合教養科目」を開講した。さらに、平成 30 年度から、新たな教養科目として、「協
働して実践する能力」の修得を目的とする３・４年生を対象とした「高度教養科目」
を本格的に開講した。令和元年度に「神戸スタンダード」の４年間（平成 28～令和
元年度）を通じた達成度を調査した結果、「物事を複眼的に思考する能力（85.2％）」
「多様性と地球的課題について理解する能力（77.3％）」「他者と協働して実践す
る能力（82.9％）」において、肯定的な回答（「身についた」「ある程度身につい
た」）が高い割合で得られており、過去２年の卒業時アンケートにおいて調査した
結果よりも肯定的回答の割合が上昇していることから、「神戸スタンダード」に基
づく教養改革の成果が順調に表れていると言える。 
 
■ 神戸大学の英語教育（アカデミック・イングリッシュを学ぶ） 
平成 29 年度から全学共通教育及び専門教育における英語教育を階層化・体系化

（「神戸大学の英語教育（アカデミック・イングリッシュを学ぶ）」）し、学士課
程の英語教育について、学生が将来の目標に応じて英語学修をよりよく行えるよう
改善した。 
・第１階層：国際教養教育院による英語教育カリキュラムで、アカデミック・イ 
ングリッシュの基礎を学ぶ。 

・第２階層：アドバンスト・コース科目や高度教養科目（外国語セミナー）、各 
学部開講の専門分野の基礎英語により、グローバルな視点で学修できる基礎を 
つくる。 

・第３階層：英語による専門科目により、将来の学術研究につながる英語、グロ
ーバル社会で使える実践英語を学ぶ。 
令和元年度からは、学士課程における４年一貫の英語教育の体系化に向け、全 

学共通授業科目の英語必修科目を４単位化し、各学部が開講する「専門分野を英
語で学ぶ科目」を整備し、令和２年度以降の開講に向けた準備を進めた。卒業時ア
ンケートにおける「在学中の英語外部試験の最高スコア」に関する調査結果では、
TOEIC に関してスコアの回答があった学生におけるスコアの割合が、800 点以上
(平成 30 年度：20.7％、令和元年度：22.1％）、700 点以上(平成 30 年度：47.9％、

令和元年度：52.3％）と、多くの学生が一定の英語力を身に付けていることが確認
できた。 
 
■ 国際通用力を強化したプログラムの展開 

平成 28 年度から、課題発見・解決能力を有する実践型グローバル人材を育成す 
る「神戸グローバルチャレンジプログラム」（平成 27 年度文部科学省「大学教育
再生加速プログラム（AP）」選定事業）を開始した。本プログラムは、１、２年生
の１つのクォーターや長期休暇を「チャレンジターム」として設定し、その期間に
学生が国際的なフィールドで学修活動を行うもので、平成 28 年度～令和元年度ま
でに毎年 100 名前後の学生が参加した。平成 30 年度に実施した渡航前後のルーブ
リック指標の自己評価を比較すると、「自分の役割を担う」、「得意分野を伸ばし
苦手分野を克服」の項目において学生の 20％が伸びを示すなどの成果があった。 
 これ以外にも、各学部や研究科において、例えば、グローバルリーダーを育成す
るために、世界の著名な教授を講師として招へいし、日本で世界最高峰の講義を学
ぶことができる「グローバル・マスタープログラム（GMAPs）」や、学部２年生から
博士課程前期課程まで一貫したカリキュラムを提供し、EU の社会文化・法・政治・
経済的側面について専門的かつ分野横断的に研究する能力や高度な語学力を段階
的に習得できる「EU エキスパート人材育成プログラム（KUPES）」等、特色のある
プログラムを展開し、国際通用力を強化した。 
 
■ 数理・データサイエンス教育の推進 
未来社会において、数理的思考に基づいて解析・問題解決を行う能力や、データ

サイエンスを活用して新たな価値を生み出し、有用なシステム構築につなげる能力
が求められている。このような状況を踏まえ、専門分野を超えて、全学的・組織的
な教育を行う機能を有する組織として、平成 29 年 12 月に数理・データサイエンス
センターを整備し、平成 30 年度から数理・データサイエンスの基礎を身につける
ことができる標準カリキュラムコースを開設した。令和２年度からは全ての 10 学
部において実施している。ビッグデータと社会とのかかわりについて学び、コース
のコアとなる「データサイエンス入門Ａ」（平成 30 年度 169 名履修、令和元年度
289 名履修）及び「データサイエンス入門Ｂ」（平成 30 年度 147 名履修、令和元年
度 242 名履修）を開講し、令和元年度には、データサイエンスを実践する際に必要
となる技術の概要を学ぶ「データサイエンス概論Ａ」（令和元年度 194 名履修）、
「データサイエンス概論Ｂ」（令和元年度 314 名履修）を新たに開講（一部平成 30
年度に試行的に開講）するなど内容を充実させた。 
平成 30 年度には、文部科学省「大学における数理・データサイエンス教育の全 

国展開」の新たな協力校（20 校）として、「大学連携と産学地域連携を活かした数
理・データサイエンス標準カリキュラムの開発と地域への普及」の事業が選定され
た。本学は拠点校と協力して近畿地区の「数理・データサイエンス標準カリキュラ
ムコース」の普及・開発を行うとともに、神戸市や兵庫県と共同でデータ解析を課
題解決につなげる学部レベルの演習講義などを開発し、e ラーニングコンテンツを
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整備するとともに、神戸市、兵庫県内の国公私立大学への普及に向け取り組んでい
る。 
 
■「協働型グローバル人材」を養成する新学部「国際人間科学部」の設置 
平成 29 年４月、国際文化学部と発達科学部を再編統合し、国際人間科学部を設

置した。国際人間科学部では、現代社会が地球規模での協働を通して取り組まなけ
ればならない課題（グローバルイシュー）について、様々な専門分野から構造を明
らかにし、多様な境界線を越えて人々と自在にコミュニケーションをとり、課題の
共有と解決に向けてリーダーシップを発揮できる「協働型グローバル人材」を輩出
することを目的とする。実体験を通してグローバル・イシューについて学ぶため、
学部生全員が海外研修とフィールド学修に参加する実践型教育プログラム「グロー
バル・スタディーズ・プログラム（GSP）」を平成 30 年度から本格実施し、平成 30
年度及び令和元年度の各年度において 330 人程度の学生を海外に派遣し、研修を実
施した。平成 30 年度に実施した参加後のアンケートでは、グローバル・イシュー
に係る知識修得度は、研修型 GS コースでは 30％から 71％に、実践型 GS コースで
は 40％から 88％に上昇しており、グローバル・イシューに係る知識が一般的なレ
ベルから、体験から得られた知識へと深化した。 
 
■ 文理融合により基礎研究から事業化までの一貫した研究を進める「科学技術イ
ノベーション研究科」の開設 

 平成 28 年４月、社会科学分野と自然科学分野の構成員が一体となって、本学が 
フラッグシップ研究と位置付ける重点四分野(バイオプロダクション、先端膜工学、 
先端 IT、先端医療学)と事業創造に焦点を当てたアントレプレナーシップとの融 
合による日本初の文理融合型の独立大学院として、学問の枠を越えた新たな文理融 
合型の教育研究システムを構築し、科学技術イノベーションを自ら創出できる力を 
もった人材を養成する「科学技術イノベーション研究科」を開設した。 
 平成 30 年度には、同研究科に博士課程後期課程を設置し、各学生の研究シーズ 
に沿った科学技術上のブレークスルーを実現するとともに、イノベーション・スト 
ラテジーを構築する能力を身につけることができる体系的な教育プログラムを提 
供した。平成 31 年３月には博士課程後期課程の学生が合成バイオ・合成化学関連
ベンチャー（株式会社シンアート）を起業、令和元年 12 月には博士課程前期課程
（２年）の学生がサイバーセキュリティ関連の研究・開発、コンサルティング等を
行う IT ベンチャー（株式会社リチェルカセキュリティ）を設立するなどの成果に
つながった。 
 
■ 法科大学院における法曹養成に向けた取組 
 学部と法科大学院を有機的に連携させるとともに、学部段階において学生の基礎
学力の十分な涵養を図り、学部３年＋法科大学院２年で司法試験受験資格を獲得す
ることを容易にするため、平成 29 年度に学部において法科大学院進学５年コース
（３＋２プログラム）を導入した。 
 平成 28 年度に開始した企業法務に関する法曹リカレント教育を実施する法学研
究科博士課程後期課程（トップローヤーズプログラム：TLP）と法科大学院との連携

教育の仕組みを整備し、法科大学院における科目等履修制度との接合（TLP 志願者
に対し、入学の前段階における科目等履修制度の活用を促すなど）及びリカレント
教育による成果を法科大学院に還元するために TLP の一部科目を法科大学院の科
目として再配置した。この取組は、法科大学院出身の法曹資格者等を博士課程後期
課程に受け入れ、研究能力も実務経験も有する次世代型の法科大学院教員の養成を
目指す仕組みであり、今後の法科大学院教育を支える人材の供給という社会的意義
を有しており、法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラムで高く評価された。 
 法科大学院教育における国際性・実践性を強化するために、ミャンマー、タイ、
台湾、マレーシア、シンガポールなど様々な国の法律事務所等でのインターンシッ
プへの長期派遣や英語による調停ワークショップへの短期派遣を実施した。 
 上記の取組や、広島大学法科大学院の司法試験合格率向上に向けた組織的支援な
どの取組が「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」において評価され、
平成 31 年度運営費交付金（法科大学院公的支援見直し分）にて二年連続全国１位
（平成 31 年度運営費交付金分は９校同率１位、平成 30 年度運営費交付金分は全国
単独１位）となる配分率 110％を獲得した。 
また、司法試験累積合格率 71.6％（平成 17～29 年度修了者の平成 30 年度実施分

までの司法試験）の高い水準を維持しており（74 法科大学院中（※既に募集停止し
た法科大学院含む）５位）、平成 30 年度に受審した専門職大学院認証評価におい
ても、優れた点として評価された。 
 
■ 多面的な評価方法を用いた「志」特別入試の実施 

神戸大学「志」特別入試を令和元年度入試（平成 30年度実施）から 10 学部中７
学部にて開始した。「志」特別入試は、書類審査、模擬講義・レポート及び総合問
題を課す第１次選抜と面接等対面式の最終選抜を通じて、学力の３要素を多面的・
総合的に評価する入試で、国立大学としては先進的な取組である。「志」特別入試
の合格者に対して、入学前の自宅学習として「センター試験学習レポート」、「学
習課題レポート」、「確認テスト」等を提出させ添削指導を行った。入学前教育終
了後のアンケートでは、「一人一人個別に対応してくださり、学習により意欲的に
取り組むことができた。高校時代とは違う課題のやり方に戸惑うことが多かった
が、今回体験できて、入学後にはスムーズに行うことができるようになると感じた」
との意見もあり、基礎学力の向上・学習習慣維持という目的を達成できた。また、
高校で取り組んだ探究学習の継続、または新規の内容でポスターセッションの発表
に取り組む受講生や、自分で実験機器を作成するなど意欲的に取り組んだ受講生も
いた。受講生同士の活発な質疑応答もあり、主体的な学びの実践の場とすることが
できた。アンケートでは「自分の分野にとても詳しい教授の方の鋭い質問に応答す
ることで自分自身が何倍にも成長した気がした。また、異なる分野の教員からの質
問では、基本をしっかり押さえたうえで発表しないとうまく伝わらないということ
も感じた。とても良い機会だった。」との感想もあり、高等学校で探究活動の経験
のない受講生にとっても、高校までの学びと大学での学びの溝を埋める「学びの転
換」を促す橋渡しができた。 
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■ 先端研究・文理融合研究の推進 
先端研究・文理融合研究を更に推進するための体制整備として、平成 28 年度に 

これまで各分野で個別に活動してきた自然科学系先端融合研究環、社会科学系教育
研究府及び統合研究拠点を再編統合し、特に、新たな先端融合研究組織として「先
端融合研究環」を設置し、新たな学術領域を開拓することを目的とした重点研究プ
ロジェクトを選定し重点支援を行った。平成 30 年度には、世界をリードする研究
領域の確立、優秀な研究者の集積及び次世代の研究者の集積・育成、国際ネットワ
ークの強化を目指す「極みプロジェクト」の制度を新設し、当該プロジェクトに選
定されたプロジェクトに対し、運営費として年間 1,000 万円（特命教員人件費、海
外招へい・派遣旅費等）を支援することとした。（従来のプロジェクトへの支援は
運営費年間 50 万円と申請により「海外研究者招へい」と「ワークショップ開催支
援経費」を配分するものだった。）この制度により重点支援を行った「ホログラフ
ィック技術による生命現象の４次元計測・操作の実現とその臨床応用」について、
宇都宮大学、理化学研究所、コネチカット大学（米国）等の研究機関との連携を進
めているほか、santec 株式会社や株式会社ニコンインステック等と機器の開発、商
品化を進めるなど社会実装に向けた取組につながっている。 
  
■ 研究力強化のための組織的取組 
URA を配置し、研究力強化と競争的資金獲得を主な活動目的としてきた学術研究

推進本部と、産学官連携等社会貢献を通じての外部資金獲得を行ってきた連携創造
本部を統合再編し、「学術・産業イノベーション創造本部」を平成 28 年 10 月に設
置し、本部の下に、学術研究推進部門、産学連携・知財部門、社会実装デザイン部
門を設けた。設置にあたって、「オープンイノベーション」の機能を強化するため
「社会実装 URA」を配置し、環境省「CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実証
事業（２億４千万円）」の獲得等につなげた。平成 29 年度には、更なる機能強化の
ため、学術研究推進部門に「人社系 URA（政策研究職員）」を、社会実装デザイン
部門に「新産業創出プロモーター（特命教授）」を配置した。人社系 URA が中心と
なり、学術図書、人社系対象の財団系競争的資金情報を提供し、申請を後押しした。
新産業創出プロモーターが中心となり、数理・データサイエンスセンターと企業と
の共同研究の検討を進めた結果、平成 30 年度と令和元年度に、株式会社日本総合
研究所、三菱重工業株式会社、パナソニック株式会社等と 13 件の共同研究が成立
した。また、その他本学の教育研究活動を支援する六甲台後援会により、社会系分
野の研究者に対する科研費獲得の支援を行うなどの取組を行っている。 
これまでの本学の取組が評価され、令和元年 10 月に文部科学省の「オープンイ

ノベーション機構の整備事業」 に本学の提案が採択された。本事業を推進するた
め、令和２年４月から文理融合で社会実装・事業化に取り組むことができる体制と
し、「オープンイノベーション推進部門」を設置し、競争領域での戦略的共同研究
として位置付ける大型の研究開発プロジェクトのマネジメントに特化し、プロフェ
ッショナル人材によるプロジェクト運営を行うこととした。  
 
■ 本学発ベンチャーの創業支援システムの構築  
平成 28 年１月に神戸大学発ベンチャー企業の立ち上げのための出資や、創業期

における支援を行う「株式会社科学技術アントレプレナーシップ(STE 社)」及び「一
般社団法人神戸大学科学技術アントレプレナーシップ基金(STE 基金)」を設立した。
STE 社は、一般的なベンチャーキャピタル（VC）と異なり、事業化の検討段階から
関与するシードアクセラレーターとして、同社が扱うシーズは本学で生まれたもの
に特化している。国からの資金助成を得た国立大学が、自ら VC を作り、投資を行
う例はあるが、本学のスキームは、他大学では例を見ないユニークなものである。
同社では、平成 28 年度に新設した科学技術イノベーション研究科と連携し、事業
戦略、財務戦略など総合的なサポートを行っており STE 社、STE 基金の支援により、
平成 28 年度～令和元年度までに６社のベンチャー企業が設立された。 
特に、このスキームにより平成 29 年に起業した本学発ベンチャー企業である株

式会社バイオパレットや株式会社シンプロジェンについては、本学が有する「切ら
ないゲノム編集技術」「長鎖 DNA 合成技術」を生かし、革新的な創薬研究開発ツー
ルの提供や長鎖 DNA 合成受託サービスの提供等、創薬ビジネス分野・バイオ産業分
野への応用に取り組む研究を実施した結果、基盤技術拡充・成果の特許出願、市場
調査・事業モデルを構築した。「切らないゲノム編集」で設立したバイオパレット
社や「長鎖 DNA 合成技術」で設立したシンプロジェン社は、ベンチャーキャピタル
より約 15 億円の資金調達を行うなど、研究成果を社会実装化するイノベーション
を図っている。 
 
■ 合成バイオ研究拠点形成と社会実装体制の構築 

文部科学省イノベーションシステム整備事業・先端融合領域イノベーション創
出拠点形成プログラムにおいて平成 20 年度に採択された『バイオプロダクション
次世代農工連携拠点』では、再生可能な資源バイオマスから様々なバイオベース製
品の生産を行う「バイオプロダクション技術」の確立を目指す活動を実施してきた
（化学製品をバイオベース製品に転換するバイオリファイナリーでは日本最大規
模の産学連携事業）。このプログラムは、企業（協働機関）とのマッチングにより、
新産業の創出等の大きな社会・経済的インパクトのある成果（イノベーション）を
創出する研究開発を行う拠点の形成を支援するものであり、旭化成株式会社等 13 
社の協働機関が参画し、各企業の特徴を活かした連携体制を構築し、産学連携によ
る研究開発を進め、平成 30 年度に行われた事後評価では、「所期計画を超える取
組が行われている」というＳ評価を得た。「バイオプロダクション次世代農工連携
拠点」の後継プラットフォームとして、先端バイオ工学研究センターを設置し、こ
れまでの研究を更に発展させ、研究科の枠を越えた全学体制でバイオベース燃料や
抗体医薬・ペプチド医薬の生産技術開発、バイオマス処理技術開発、ゲノム編集な
どの先端バイオ技術開発等を推進すると共に、研究成果の社会実装を目指して一般
社団法人先端バイオ工学推進機構の企業群との産学連携を進め、その成果として平
成 30 年度末に設置したベンチャー企業 Algae Nexus において、微細藻類を利用し
た液体燃料、汎用化学品、機能性化学品の生産技術に関する研究では、藻類を利用
した有用物質生産技術を提供する事業を開始した。 
 
■ バイオプロダクション分野における人材育成拠点の構築 
わが国初の取組として、平成 29 年度には、AMED、関係省庁のほか多くの団体の
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協力を得て、バイオ医薬品の開発・製造にかかわる人材育成を行う一般社団法人バ
イオロジクス研究・トレーニングセンター（BCRET）を設立した。同センターでは、
バイオ、製薬を目指す学生はもとより、バイオ医薬品の製造・品質管理・承認申請
に携わる企業（製薬、機器や機材、原材料会社等）の社員や規制を扱う官庁の担当
者等を対象とし、座学に加えて実際の製造施設を用いた実習教育を行うとともに、
人材育成に加え、バイオ医薬品の開発・製造に関する先端研究や、日本発のバイオ
創薬につながるシーズの探索も支援し、産業界への橋渡しを行ってきた。これらの
実績により、令和２年６月 15 日に APEC LSIF RHSC（アジア太平洋経済協力 ライフ
サイエンスイノベーションフォーラム 規制調和運営委員会）の電話会議が開催さ
れ、本学がバイオテクノロジー製品分野で APEC の正式な優良研修センターとして
認定された。このバイオプロダクションの分野については、科学技術イノベーショ
ン研究科や株式会社バイオパレット、株式会社シンプロジェンといった本学発のベ
ンチャー企業による「研究成果の社会実装化に係る」イノベーション・ハブ・キャ
ンパスモデルであると言える。 
 
■ 革新膜の社会実装によるグリーンイノベーションと持続的社会の実現 
水の浄化・再利用の高度化、二酸化炭素の排出抑制、水素の生産時のガス分離な

ど、環境問題の解決のためのキーテクノロジーとしての膜工学の世界的な先導とい
う役割を果たすために、先端膜工学研究センターでは、旭化成株式会社や川崎重工
業株式会社等 65 社と連携した先端膜工学研究推進機構を形成し、水処理膜、有機
薄膜、ガス分離/ガスバリアー膜、塗布膜、膜バイオプロセス、膜材料合成化学につ
いて研究を進めた。平成 27 年度に国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合
開発機構（NEDO）の研究開発委託事業「エネルギー・環境新技術先導プログラム」
（テーマ：正浸透膜法を用いた革新的省エネ型水処理技術の開発【神戸大学、山口
大学、東洋紡株式会社】）に採択（２億円/２年）されたほか、平成 30 年度に、同
プログラム（テーマ：有機溶剤の超ろ過膜法開発による化学品製造プロセス革新、
申請金額：１億円／年【神戸大学、広島大学、ユニチカ株式会社、株式会社 J-オイ
ルミルズ】）に採択された。さらに、戦略的省エネルギー技術革新プログラム（テ
ーマ：省エネ型造水 FO 膜システムの開発、：総額３千３百万円【東洋紡株式会社、
神戸大学】）に採択された。企業等との共同研究協議の増加につながり、NEDO 事業
を共同で実施するユニチカ株式会と別途共同研究契約を締結したほか、ユニチカ株
式会社及び大手液晶ディスプレイメーカーに薬液提供を行っている企業とも、今後
共同で実用化に向けて取り組む予定である。丸善石油化学株式会社との共同研究成
果では、水処理フィルターの改良に関する技術を新規発明として、平成 30 年 12 月
に特許出願を行った。また、株式会社ルネッサンス・エナジー・リサーチ(RER)、
NEDO と共同開発した二酸化炭素（CO2）を分離する「CO２促進輸送膜」が令和２年
度に実用化することを令和元年 10 月に発表するなど成果をあげている。 

 
■ 医療イノベーション創出を目指す医療研究拠点  
本学と公益財団法人神戸国際医療交流財団が共同事業者、神戸市が提案者とな

り、企業や医療機関との連携による先進的医療機器の開発・実用化を目的に、臨床
現場に密に連携した環境の整備を目指した「国産医療用ロボット等革新的医療機器

の統合型研究開発・創出拠点」が、文部科学省平成 28 年度補正「地域科学技術実
証拠点整備事業」に採択された。神戸医療産業都市を拠点とし、高度なものづくり
技術を有し医療機器分野への新規参入を目指す企業や医療機関との連携・共同事業
を促進し、安全性や操作性、経済合理性など「医療現場のニーズ」に応えた"Made 
in Japan"にこだわり、グローバルな視点から比較優位性に優れた医療機器の開発
を進めた。また、神戸国際医療交流財団と共同で、平成 30 年１月に神戸医療産業
都市内に文部科学省「地域科学技術実証拠点整備事業」として、「統合型医療機器
研究開発・創出拠点（Medical Device Innovation Platform，MeDIP）」を開設し
た。本拠点は、先端医療機器や国産初の高度外科医療ロボットの実用化を目指した
大学や企業等の技術シーズと臨床ニーズをシームレスにつなぐ研究開発、及び事業
化に向けたオープンサイエンス拠点として活用されている。MeDIP を活用して開発
を進めてきた手術支援ロボットについては機器の製作が完了し、ナビゲーションシ
ステムとの連動など、ソフトウェアの開発が進んでいる。このような取組が評価さ
れ、令和２年１月に「地方大学・地域産業創生交付金事業（代表：神戸市）」にお
いて「神戸未来医療構想」が採択された。神戸医療産業都市において医療機器開発
のエコシステムを形成するため、医学部附属病院国際がん医療・研究センター
（ICCRC）や MeDIP に、産学官連携による実証拠点（リサーチホスピタル※１）を
整備し、産学官医連携によるオープンイノベーションを創出することを目指す。ま
た、市内に拠点を置く医療機器メーカーをはじめ、地元中小企業、スタートアップ
企業との連携・協力により AI・５G・８K 等の未来医療技術を活用した医療機器の
研究開発や医工連携人材の育成を行っていくこととしている。 
※１：新しい治療技術や医療機器の開発や臨床研究を実施する病院  
 
■ 船舶を有する総合大学の強みを活かした「海」を基軸とした研究の推進 
海洋底探査センター (KOBEC)において、海事科学研究科附属練習船「深江丸」を

用いて、鹿児島県、大隅諸島の硫黄島 (いおうじま) 北西部から竹島を北縁とする
海底カルデラである「鬼界カルデラ」を対象とした探査航海を平成 28 年度から平
成 30 年度にかけて６回実施した。これまでの探査の結果、7,300 年前の巨大カルデ
ラ噴火以降の短期間に地球上で最大クラスの巨大な溶岩ドームが形成されたこと
を確認するとともに、現在も鬼界カルデラの地下に巨大なマグマ溜りが存在してい
る可能性を突き止めた。さらに、反射法地震探査データと ROV（Remotely Operated 
Vehicle：遠隔操作水中探査機）による観察・試料採取・化学分析に基づき、カルデ
ラ形成を起こした火砕流を特定し、その分布範囲・厚さを確認した。これらの成果
として、平成 30 年２月に英国 Nature Publishing Group のオンライン科学雑誌
「Scientific Reports」に掲載された論文（"Giant rhyolite lava dome formation 
after 7.3 ka supereruption at Kikaicaldera, SW Japan"）が、28,000 回以上の
閲覧数を得たとして同誌において平成30年に掲載された17,000本以上の論文の中
から「TOP 100 READ ARTICLES 2018」に選ばれた（令和元年５月８日に Scientific 
Reports から公開された "Journal Top 100" において７位の閲覧数）。 

また、平成 30 年に発生した大阪北部地震を受け、地震や津波を引き起こす未知
の活断層を明らかにしようと、令和元年６月から大阪湾全域の海底活断層の調査を
開始した。調査にあたって寄附型クラウドファンディングプロジェクト「地震を起
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こす海底活断層を、大阪湾全域で探査する！」について、学術系クラウドファンデ
ィングサービス運営企業と業務提携し、探査期間の練習船深江丸運航費や探査に用
いる装置のレンタル費を支援してくれるサポーターの募集を開始（目標金額：200 
万円、実施期間：平成 31 年３月 15 日～令和元年６月 15 日）した。寄附金額は
238 万９千円となり目標金額を達成した。大阪湾内の様々な場所で船に積んだ特殊
な装置から振動を発生させ、海底から跳ね返ってきた反射波を計測することで海底
の構造を解析でき、活断層の分布や活動を調べ、地震発生予測を目指し、防災等に
も役立てると期待されている。 
 
■ 神戸市地下街での AI を利用した世界初「AI-Smart 空調」の開発 
神戸市地下街「さんちか」で、人の動きや場所ごとの温度などを人工知能（AI）

で分析し、冷房に生かす実証実験を平成 30 年７月から開始した。この実証実験は、
平成 29 年度に本学が株式会社日建設計総合研究所、株式会社創発システム研究所、
神戸地下街株式会社とともに採択された環境省の「CO2 排出削減対策強化誘導型技
術開発・実証事業」（課題名「人流・気流センサを用いた屋外への開放部を持つ空
間の空調制御手法の開発・実証」、平成 29～令和元年度の採択額：約 2.4 億円）と
して実施したもので、地下街で人の流れや気温変化を予測し、場所に応じて異なる
空調制御をする世界初の取組である。平成 30 年度に実施した世界初の実証実験で
は、電力消費量を 42.5%削減（令和元年 48.9％削減）することに成功し、メディア
でも大きく取り上げられた。また、この「さんちかモデル」の大規模商業施設への
応用展開として、スマートイオン店舗をフィールドとした実証実験を関西電力から
総額１億 1,800 万円の共同研究契約（令和２年５月～令和４年８月）として締結し、
社会実装に向け製品化に取組んでいる。 
 
■ 世界発「マイクロ波マンモグラフィ」の開発 
応用数学上の未解決問題である「波動散乱の逆問題」を 解析的に解き、乳がん検

診を革新する世界初の画像診断システム『マイクロ波マンモグラフィ』のプロトタ
イプ機の開発に世界で初めて成功し、第１回日本医療研究開発大賞の日本医療研究
開発機構（AMED）理事長賞を受賞し、総理官邸にて表彰された。微弱な電波によっ
て、乳がんを可視化するマイクロ波マンモグラフィは従来の技術では画像化が不可
能である高濃度乳房の腫瘍も診断することが可能な新技術である。従来の X線マン
モグラフィが持つ、撮影時の痛みや X線による人体への影響がないだけでなく、腫
瘍の見落としもない革新的な医療機器であり、基本特許がアメリカ、中国、ドイツ、
イギリス、オランダ、日本等、世界 26 ヵ国で成立し、令和元年９月に開催された
学長記者会見では、NHK、朝日新聞（一面トップ）、毎日新聞（一面トップ）等、全
国 266 のメディアで報道されるなど、高い注目を受けた。 

すでにこのプロトタイプ機は、神鋼記念病院、兵庫県立がんセンター、本学附属
病院等で臨床試験を約 400 人実施し、従来技術よりも高い性能を実証した。今後、
治験、装置の製造、世界展開の方策を本学発のベンチャー企業である「株式会社
Integral Geometry Science」が担い、令和２年７月までに、提携企業、医師、ベ
ンチャーキャピタル、著名人等から約 30 億円の投資を受け、社会実装を加速させ
ている。 

■ 「実践的病院経営マネジメント人材養成プラン（M×M KOBE）」 
医学部附属病院と大学院経営学研究科がタッグを組んで「実践的病院経営マネジ

メント人材養成プラン」を立ち上げた。本事業は、医療経営に関する分析手法やデ
ータ活用事例、政策の動向等、教育コースでの講義やグループワーク、学内外から
講師を招いたセミナーを通じて、受講生及び地域の方に有益な情報を提供すること
を目的としている。この取組は、産学連携を意識しつつ産業界をリードする人材の
養成を手掛けてきた本学経営学部・経営学研究科(MBA プログラム)と附属病院が連
携し、病院データの活用や MBA プログラムの特徴を活かした実践的なプログラム
である点などが評価され、文部科学省平成 29 年度大学教育再生戦略推進費「課題
解決型高度医療人材養成プログラム」に採択された。 
平成 30 年度には、経営学研究科（MBA）と３科目 36 時間の講義・実習を新たに

開発し、医療機関での勤務経験は持たないが、経営マインドの高い神戸大学 MBA 社
会人学生らと同じグループで議論を行う場を提供した。また、新たなケーススタデ
ィ手法としてフィールドワークを開発し、実際に課題解決を行ってきた医療機関に
受講生が訪問し、実際の担当者の説明をもとに、グループワークを行った。受講者
からは、「自院でもできることがあるか考えながら取り組むことができ、実用的知
識を学べた。」「MBA との共通項目について、自院も、第２期の中期計画を実施中
で、原価管理や損益分岐点、業績管理や次の投資意思決定など、現在進行のものを
改めて見直すことが出来た。」などの声が寄せられた。 
 
■ 学長のリーダーシップによる戦略的な資源配分 
学長のリーダーシップのもと、重点分野への戦略的資源配分を行うことや教育研

究の現場での創意工夫ができる体制構築を行い、平成 28 年 10 月より教育研究組織
と教員組織を分離し、職位によりポイント換算し管理する「ポイント制」を平成 29
年４月に全学導入した。この導入で、各学域等の教員組織より一律５％のポイント
供出を図り、大学の機能強化に再配分する人的資源を第３期中期目標期間の６年間
で、総ポイント 5,632、措置することが可能な再配分人員（教授相当）53 人分確保
した。 
学内における重点分野に対して学長が戦略的に人的資源を再配分する仕組みで

ある学長裁量枠については、特に、平成 28 年度の科学技術イノベーション研究科
への重点的措置や、バイオプロダクション次世代農工連携拠点化事業への措置が神
戸大学発のベンチャーの起業等に繋がり、また、世界初のマイクロ波マンモグラフ
ィの開発においても、令和元年にはプロトタイプ機の開発成功という大きな成果と
なった。 
財政面においては、国立大学法人機能強化促進費（補助金）及び目的積立金など、

財源の多様化を図り、重点事項への戦略的な予算配分や「学長戦略経費」の拡充な
ど、学内資源を戦略的に再配分した。 
特に、研究分野においては、社会実装まで見据えた新領域・分野横断研究を推進

する先端融合研究環に「極みプロジェクト」制度の新設や平成 28 年度設置された
科学技術イノベーション研究科のスタートアップ支援により、競争的資金の獲得総
額が増加した。 
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■ IR を活用した戦略的体制の整備 
 本学が重点的に取り組むべき分野において、学長が迅速・的確なリーダーシップ
の発揮を補佐する体制の強化を図るため、平成 28 年度には、戦略企画本部の下に
「教育戦略企画室」、「研究戦略企画室」及び「戦略情報室」を、平成 30 年度には
「財務戦略企画室」を、平成 31 年度には「未来構想室」を設置し、それぞれの分野
において、総合的かつ一体的な戦略を迅速に取りまとめた。 
教育戦略企画室では、国際人間科学部、海洋政策科学部(令和３年４月設置予定)

の設置の戦略を、研究戦略企画室では、先端融合環や高等研究院、学術・産業イノ
ベーション創造本部の設置等に関する戦略を、戦略情報室では、戦略的事項の検討
に必要な情報分析から教育研究力向上のための重要指標まで分析するとともに、そ
のための対応策等を提言した。 
このような迅速な戦略の「たたき台」を経て、学長が的確にリーダーシップを発

揮することで、特色のある教育研究活動の成果が生まれることとなった。 
 
■ 専門的業務に従事する高度専門職である「政策研究職員」の新設 
IR を担う人材やリサーチアドミニストレーター（URA）など教育研究の円滑な実

施を支援するために必要な政策的、専門的業務に従事する高度専門職を確立させる
ため、平成 29 年度から本学独自の「政策研究職員」を新設することを決定し、採
用方法や給与制度等を整備した。例えば、ＩＲを活用した戦略的体制である「戦略
情報室」に配置された政策研究職員は、教育、研究分野における情報分析を担い、
大学としての戦略決定に必要な提言を実施することにより中心的な役割を果たす
など、長期的な人事配置による専門的業務が高い質で適切に遂行された。 

また、令和元年度には、高度専門職のキャリアパスを確立するため、職位を２つ
から４つに増やし、事務職員の部長相当職となる「首席政策研究職員」や課長補佐
相当職となる「主任政策研究職員」を新設し、政策研究職員としての長期的なキャ
リアを構築した。現時点では、事務職員からの配置転換を含め、10名（令和２年４
月現在）を配置するとともに、高度化・複雑化した大学業務を長期的な視点で配置
された政策研究職員が高度な専門知識で適切に業務を遂行できる環境を整備した。 
 
■ 附属中等教育学校における先導的な教育研究 
附属中等教育学校においては、総合大学にある附属学校を生かし、「研究開発学

校」や「スーパーグローバルハイスクール（SGH）」、「ユネスコスクール」、「ス
ーパーサイエンススクール（SSH）」など、国の先導的な教育研究の拠点としての役
割を果たした。「研究開発学校」では、地理歴史科の新科目の開発に取り組み、学
習内容と方法、評価について研究開発し、グローバルな時空間認識を通して、生徒
のグローバル人材として必要な思考力や判断力、表現力等の資質・能力がどう育成
されるかをまとめ、令和４年から始まる「地理総合」「歴史総合」という新科目と
なった。この新科目に関わり、各都道府県の学校関係者、教育機関関係者などのべ
381 機関、470 人（平成 31 年３月現在）が来校し、メディアでも大きく取り上げら
れるなど、研究を進めるとともに、その成果を発表することで、各都道府県の学校
における新科目への対応の旗振り役を担った。 

「スーパーグローバルハイスクール」事業では、生徒全員による課題研究に加え

て、国内外の各種機関等への生徒を派遣等の交流を実施し、生徒が自身の課題研究
を通じて得た成果として、国公立大学推薦・AO 入試で神戸大学「志」特別入試を含
め 22 名（平成 28～30 年）が合格した。 
「ユネスコスクール」では、生徒の教育課程内外（授業及び課外活動）に設定す

る具体的活動について協議し、ESD 実践研究集会において、附属中等教育学校生徒
がポスター発表者として参加した。平成 29 年度にはユネスコスクールとしての本
校教育活動が評価され、ESD 大賞高等学校賞を受賞などの成果を上げた。 
これらの取組や神戸大学と連携した学校設定科目「データサイエンス（DS）」等

の設置といった科学教育に注力した結果、令和２年度からの「スーパーサイエンス
ハイスクール」の採択に繋がった。 
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○ 戦略性が高く意欲的な目標・計画の状況 

 ユニット１ グローバル人材育成に向けた国際通用力の強化 

 中期目標【1】 
地球的諸課題を解決する先導的役割を担う人材を輩出するため、国際都市神戸に立地する大学の特色を活かしつつ、研究者や学 

生が世界から集まり、世界へ飛翔する教育研究拠点としてふさわしい質の高い教育成果の達成を目指す。 

 

令和元年度計画 

【  1-1-1】 

学士課程において４年間を通じた教養教育により身に付けるべき共通の能力である「神戸スタンダード」の達成度や、ダブル・
ディグリー・プログラムなどの国際通用力を有する教育プログラムの学生の学修成果について点検し、実践型グローバル人材を育
成するための取組の充実・改善に活かす。 

【令和元事業年度の実施状況】 
・ 令和元年度は新しい教養教育を開始した平成 28 年度入学生の卒業年度であり、卒業時アンケートにおいて「神戸スタンダード」の達成度を調査し点検した。
調査の結果、肯定的な回答（「身についた」「ある程度身についた」）が、「物事を複眼的に思考する能力（85.2％）」「多様性と地球的課題について理解す
る能力（77.3％）」「他者と協働して実践する能力（82.9％）」と各能力で高い割合で得られており、過去２年の卒業時アンケートにおいて調査した結果より
も肯定的回答の割合が上昇していることから、「神戸スタンダード」に基づく教養改革の成果が順調に表れていると言える。 

・ ディプロマ・ポリシーの見直し、及びディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーとの整合性の点検を全部局で行い、大学教育推進委員会及び教育研究
評議会で確認した。 

・ 協働して実践する能力を修得することを目的に、平成 30 年度から全学部及び国際教養教育院で本格的に開講した高度教養科目について、令和元年度も引き
続き開講し、その開講数は前年度の 204 科目から 235 科目に増加した。特に、令和元年度から総合教養科目「企業と経営」を基礎教養科目「経営学」として開
講し、基礎教養科目「数学Ｄ」を新たに開講するなど開講科目の整備・充実を図った。 

・ ダブル・ディグリー・プログラムの実施状況・学修成果を点検した。平成 31（令和元）年度は、国際文化学研究科とハンブルク大学人文科学部アジア・ア 
フリカ研究所とのプログラムを新たに実施し、令和元年度で実施したダブル・ディグリー・プログラムは合計 21 コースとなった。  
また、ダブル・ディグリー・プログラムとして以下のとおり令和元年度に学位が授与された。 
 大学院課程 

（受入） 
国際文化学研究科：ナポリ東洋大学（イタリア）   （２名、修士） 
国際文化学研究科：ルーヴェン大学（ベルギー）   （１名、修士） 
国際文化学研究科：パリ・ディドロ大学（フランス） （１名、修士） 
法学研究科   ：エセックス大学（英国）     （１名、修士）  
経済学研究科  ：武漢大学（中国）        （４名、修士） 
経済学研究科  ：北京外国語大学（中国）     （５名、修士） 
国際協力研究科 ：インドネシア大学（インドネシア）（２名、修士） 
国際協力研究科 ：ガジャマダ大学（インドネシア） （４名、修士） 

都市工学系研究科       （１名、修士） 
経済経営学研究科       （２名、修士） 
政治学研究科         （１名、修士） 
 

国際協力研究科 ：復旦大学（中国）        （２名、修士） 
国際協力研究科 ：高麗大学校（韓国）       （２名、修士） 
（派遣） 
法学研究科   ：ヤケヴォ大学（ポーランド）   （１名、修士） 
法学研究科   ：エセックス大学（英国）     （１名、修士） 
経済学研究科  ：ルーヴェン大学（ベルギー）   （１名、修士） 
 
経営学研究科  ：シェフィールド大学（英国）   （１名、博士） 
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国際協力研究科 ：高麗大学校（韓国）       （４名、修士） 
国際協力研究科 ：復旦大学（中国）        （１名、修士） 
国際協力研究科 ：イーストアングリア大学（英国） （１名、修士） 
 

 学士課程 
   経済学部    ：武漢大学（中国）        （３名、学士） 

経済学部    ：貿易大学（ベトナム）      （１名、学士） 
 

・ これまでの国際通用力を有するプログラムを活かし、実践型グローバル人材を育成するための取組として、短期海外派遣プログラムの強化に向けて、令和元
年度で文部科学省の助成事業「大学教育再生加速プログラム(AP)」が終了する「神戸グローバルチャレンジプログラム」を令和２年度以降も継続することを決
定した。 

 

 中期目標【2】 
ディプロマ・ポリシーの見直しを踏まえ、各学部・研究科において国際性及び実践性を更に強化する教育を展開する。 

 

令和元年度計画 

【2-1-1】 

カリキュラムマップやナンバリングを点検し、より体系化した教育を展開するよう改善する。 

【令和元事業年度の実施状況】 

・ 教育課程の体系性について、カリキュラム・マップやナンバリングに加えて、学生・教職員による教育懇談会における学生からの意見聴取により点検した。
教育懇談会参加学生への事前アンケート（回答者 34名）では、「本学の教育課程・カリキュラムは、体系的に編成されていると思うか」という質問に対して、
学部生・大学院生ともに 9割以上の学生から肯定的な回答（「そう思う」または「どちらかといえばそう思う」）が得られた。前年度に実施した卒業・修了時
アンケートを点検した結果、本学の教育に対する満足度は全学平均で学部生（肯定的回答 80.4％，否定的回答 5.4％，どちらでもない 14.1％）、大学院生
（博士課程前期課程）（肯定的回答 86.5％，否定的回答 2.6％，どちらでもない 10.9％）と、それぞれ高い評価が得られている。さらに現在行っている体系
的な教育をより分かりやすく示すべく、同じ内容であっても学位ごとのカリキュラム・マップを作成するなど、各教育課程におけるカリキュラムマップを改
善した。 

・ ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーとの整合性の点検とあわせて、全ての教育課程でカリキュラムマップ、コース・ツリーや履修モデルが作成
されているかを点検し、特に博士課程後期課程においてカリキュラム・マップ等が明確になるよう改善した。 

 

令和元年度計画 

【2-1-2】  

学士課程における４年一貫の英語教育の体系化に向け、全学共通授業科目の英語必修科目を４単位化し、各学部が開講する「専
門分野を英語で学ぶ科目」を整備するとともに、大学院課程における英語コース等を充実させることにより国際通用力を強化する。 

【令和元事業年度の実施状況】 
・ 学士課程における４年一貫の英語教育の体系化に向けて、以下の取組を行った。 
 各学部が開講する「専門分野を英語で学ぶ科目」を整備するとともに、全学共通授業科目の英語必修科目を４単位化して令和元年度に開講した。 
 英語外部試験を活用した「英語外部試験に基づく単位授与制度」及び「英語特別クラス」を引き続き実施し、令和元年度の実績として、英語外部試験に基

づく単位授与者数（科目別）は 62 人、英語特別クラス受講者数は 188 人であった。 
 ジョージア工科大学との連携プログラム Japan Summer Program in Sustainable Development 2019 (JSPSD)を令和元年度に新たに実施し、本学の学生は

高度教養科目として２科目を開講し、「Introduction to Global Development」を 21 名、「Smart & Sustainable Mega-region」を 15 名が履修した。 
 

・ 大学院課程における英語コースについては、理学研究科（博士課程前期課程）及び農学研究科（博士課程後期課程）で新たにコースを開始したほか、工学研
究科において新たに検討を開始した。既存の８研究科での英語コースとあわせて、令和元年度は計 12 コースで計 89 名が入学した。 

・ 全学評価・FD 委員会において、「英語による授業の質を高めるための授業設計・教授法上の工夫」を令和元年度に実施する FD の重点課題の１つとして設定
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し、取組を推進した（本重点課題に関する FD（19 件）への参加教員数：延べ 330 名）。 
・ 令和元年度開講の外国語による授業科目については、中期計画２－１で全授業科目の 10％を目標としているところ、平成 30 年度同様 9.3%であった。 

令和元年度計画 

【2-2-1】 

全学的に学生の能動的・自主的な学修を促進するため、「神戸グローバルチャレンジプログラム」や「神戸大学 ESD（持続可能
な開発のための教育）コース」、国際人間科学部における「グローバル・スタディーズ・プログラム」等の学外学修活動を盛り込
んだ教育プログラムの内容を充実させ、実施する。 

【令和元事業年度の実施状況】 

・ 国際的なフィールドでの学修活動を行う「神戸グローバルチャレンジプログラム（GCP）」について、令和元年度は 16 コース実施し（前年度１コース増）、
参加者は 138 名となり、前年度の 117 名から 18％増加した。プログラムは進んで課題発見に向けて主体的に行動する「課題発見・解決型グローバル人材」の
育成を目標にしており、学生の能動的・自主的な学修活動が期待できる。参加者からは、「(高年次での)留学への意欲が高まった」「海外で働くことに魅力を
感じるようになった」などの感想があった。 

・ 「神戸大学 ESD（持続可能な開発のための教育）コース」について、実施要領を見直し、次年度入学者から高度教養科目として「ESD 総合演習」を開講する
こととした。本演習は、フィールドワーク、ワークショップデザインづくり学習、アクションリサーチデザインづくりワークショップなどを通して、ESD をよ
り主体的に理解するとともに、ESD 実践の実際を経験する、宿泊型プログラムを組み入れた集中講義であり、これまで特定の学部においてのみ開講されていた
フィールド科目（高度教養科目）を全学部生が履修可能とした。 

・ 国際人間科学部における「グローバル・スタディーズ・プログラム（GSP）」について、令和元年度の海外派遣数は実践型 GS コース 137 名、研修型 GS コー
ス 119 名、留学型 GS コース 78 名の計 334 名となり、前年度から６名増加した。そのほか、 「GSP を通じた学びを振り返るリフレクション」に関する記述に
ついて、[20-2-1]（17 頁）参照。 

・「神戸スタンダード」を修得するための導入教育として全新入生向けに実施している初年次セミナーについて、引き続き開講するとともに、令和元年度は初年
次セミナー検討 WG を設置し、より自律的な学びの姿勢を育むための方策を検討し、学修ポートフォリオに関する項目を追加するなど、初年次セミナー共通教
材の内容を見直し、令和２年度用に改訂を行った。 

・ 高度教養科目の充実に関しては、[1-1-1]（13 頁）を参照。 

 

令和元年度計画 

【2-2-2】 

 数理・データサイエンス標準カリキュラムコースの対象学部及び履修者を拡大するとともに、理工系人材育成プログラムの基礎
科目である「志」講義については、これまでの理系学部生対象から全学部の学生に対象を広げ開講する。 
 実践的な課題解決を学ぶオープンイノベーションワークショップを拡充する。特に、企業や地方自治体と共同して、実際のデー
タを用いて課題設定・解決を図る「実践データ科学演習」を新たに開講する。 

【令和元事業年度の実施状況】 
・ 数理・データサイエンス標準カリキュラムについて、令和元年度に対象学部を文学部、法学部にも拡大し実施した。履修者について、コースのコアとなるデ

ータサイエンス科目「データサイエンス入門Ａ」及び「データサイエンス入門Ｂ」を第３及び第４クォーターに開講し、それぞれ 289 名（前年度より 96 名
増）、242 名（同 47 名増）が履修した。なお、令和２年度から医学部にも拡大することとし、10 学部の全学部生を対象とすることとなった。 

・ 理工系人材育成プログラムの基礎科目で、社会や研究の第一線で活躍してきた本学 OB を中心とした講師による講義である「神戸大学『志』講義」を全学共
通授業科目の総合科目Ⅱとして全学部学生を対象に開講し、１年次生 93 名が履修した。履修者のアンケート結果から「社会で活躍されている方々の実体験に
基づいた講義は、これからの大学での学びに対する姿勢や社会に出る上で必要な心構えなどについて具体的にイメージするきっかけとなり、とてもいい経験
になりました。」「この授業は今現在の社会や世界を知る上で良い機会となった。なかなか会うことの無い社会で活躍されている方々の話を聞いて、将来の進
路を考える材料となった。」といった意見があり、アンケート回答者の 81.2％が本講義を「有益であった」または「どちらかといえば有益であった」と回答
していることから、各履修者の専門分野に対するモチベーションを向上させることができた。 

・ オープンイノベーションワークショップとして実施している高度教養科目について、令和元年度は「生保ビジネスワークショップ」（日本生命保険相互会社
と協働した、講義とグループワークを用いたビジネス企画体験型授業）と、「消費者指向のマーケティング」（コクヨ株式会社と協働し、選ばれるためのもの
づくりにおける消費者視点に対する理解を深める科目）の２科目を新たに開講し、計７科目を開講した。新たに開講した科目の一つに「実践データ科学演習」
（工学研究科開講科目）があり、兵庫県、神戸市と共同し、集中講義として開講した。神戸市からは、神戸市観光統計、神戸空港利用実績、大手データ関連会
社の神戸関連データの提供を受け、神戸市観光の活性化という課題について検討した。兵庫県からは、兵庫県と各県との月別人口移動データの提供を受け、人
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口移動について様々な観点から解析を行った。 

 

中期目標【12】  
海外の大学との教育連携を更に強化し、質保証を伴った国際通用力のある教育プログラムを展開するとともに、留学生の派遣・ 

受入を増加させ、「グローバル・ハブ・キャンパス」の機能を高めることにより、国際社会で活躍する実践型グローバル人材を育 
成する。 

令和元年度計画 

【12-1-1】  

学術交流協定大学との協力関係を強化し、新たなダブル・ディグリー・プログラムの締結に向けて協議を行う。 
また、ヤゲウォ大学及び北京外国語大学とのユニット交流を引き続き実施するとともに、その他の大学とのユニット交流の実施に
向けて検討する。 

オックスフォード大学出身者を雇用し、神戸オックスフォード日本学プログラムを充実するとともに、全学共通授業科目（英語）
を担当させ、英語教育を強化する。 

【令和元事業年度の実施状況】 

・ ダブル・ディグリー・プログラム(DDP)について、国際文化学研究科とパリ・ディドロ大学とのダブル・ディグリー・プログラムの更新が行われた。このよ
うに、引き続き活発にダブル・ディグリー・プログラムが実施されている。 

・ 「ユニット交流事業」について、以下の教育に重点を置いた交流を行った。（研究に重点を置いた交流については、［11-1-1］（23 頁）を参照。） 
① ヤゲウォ大学（ポーランド） 

平成 28 年度に締結した覚書に基づき、令和元年６月にヤゲウォ大学にて法学分野のレクチャーシリーズ(２コース)を実施し、本学から５名の教員が参加
した。 

② 北京外国語大学（中国） 
令和元年７月６日～７日に、北京外国語大学からユニットを招へいし、シンポジウムを開催した。北京外国語大学から発表者として教員４名、学生３名が

参加した。本学側からも教員６名、学生４名が参加した。お互いユニットで交流し、今後の共同研究強化につながるシンポジウムであった。学生にとって
は、発表の実績となった。 

③ ジョージア工科大学（米国） 
ジョージア工科大学との連携プログラムを６月から８月にかけて本学において実施し、ジョージア工科大学から教員４名、学生 14 名が参加し、ユニット

交流を行った。（詳細は、[12-2-1]（17 頁）を参照） 
④ 南カリフォルニア大学（米国） 

前年度に引き続き、南カリフォルニア大学ビジネス日本語プログラムを５月から６月にかけて本学において実施し、南カリフォルニア大学ビジネス日本
語コースから教員１名、学生８名が参加し、ユニット交流を行った。 

 
 ⑤その他 

令和元年９月 17～18 日に、経済学研究科と先端融合研究環が"The 5th International Conference on Applied Econometrics in Hawaii"を開催した。カ
ンファレンスを実りあるものとするため、国立台湾大学、ハワイ大学、漢陽大学、南洋理工大学、厦門大学からも研究者を招へいし、シンポジウムを開催し
た。本件は、これまで主として研究に重点をおいた交流であったが、今回のシンポジウムには大学院生も参加し、教育にも主眼をおいたシンポジウムであっ
た。 

また、招へい教員の所属大学とのユニット交流システム活用の可能性について検討を行い、上海外国語大学と令和２年度に本プログラムを絡めてユニッ
ト交流を行うことについて協議を始めた。 

・ オックスフォード大学出身者を 10 月から特命助教で雇用し、第３クォーターから全学共通授業科目（英語）を担当した。 
・ 現代日本プログラムについては、修了要件を見直して要件を緩和するとともに、プログラムの開講科目数を増やし、交換留学生がプログラムに登録しやすく

した。（修了に必要な最低修得単位数：平成 30 年度以前８単位→令和元年度以降４単位、開講科目数：平成 30 年度 67 科目 102 単位→令和元年度 83 科目 117
単位、 登録者数：平成 30 年度前期９名→令和元年度前期 18 名）また、国内外の大学教員や民間企業の専門家を学外講師をとして招き、英語による講義を
行うとともに、フィールドワークを含む文理融合科目の開講により魅力あるプログラムにした。 
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令和元年度計画 

【12-2-1】 

全学部の１・２年生を対象とした「神戸グローバルチャレンジプログラム」や、国際人間科学部における「グローバル・スタデ
ィーズ・プログラム」等の国際的なフィールドで行う学修活動を引き続き促進する。 

これまで実施してきた夏期日本語日本文化研修プログラムの募集定員を拡充するとともに、新たに短期日本語研修プログラムを
実施する。また、ジョージア工科大学と連携した特別プログラムを実施する。 

【令和元事業年度の実施状況】 

・ 「神戸大学グローバルチャレンジプログラム」及び「グローバル・スタディーズ・プログラム」については、[2-2-1]（15 頁）を参照。 
・ 「夏期日本語日本文化研修プログラム」では令和元年度に募集定員を 30 名から 40 名へ拡充し、また、国際教育総合センター教員等の協力のもと協定校の

日本語担当教員へ直接プログラムの案内をした結果、81 名の応募があり、選考の結果 48 名を受入れた（前年度比 30 名増）。プログラム終了後にアンケート
を実施し、満足度について参加者から５段階評価の上位２以上の回答を得た。 

・ 神戸日本語プログラムの一つである「Kobe Japanese Program -Discover Japan-Australia つながり in Kobe!-」を令和２年１月８日～29 日オーストラリ
ア、ニュージーランドの５大学から留学生 15 名を招いて実施した。終了後にアンケートを実施し、プログラムの内容、教職員のサポートに満足する旨の回答
を得られた（プログラム内容に満足：「強く同意」13 名/15 名、教職員のサポートに満足：「強く同意」12 名/15 名）。 

・ ジョージア工科大学との連携プログラムを６月から８月にかけて約２か月間本学において実施し、教員(４名)及び学生(14 名)のユニットを受け入れた。本
学学生は 38 名が履修した。本プログラムは、単に受け入れるだけのプログラムではなく、本学の学生も 38 名が正規授業として履修し、ネイティブの教員や
学生の中で英語のみで行われる授業を受講したり、フィールドワークに参加したりするとともに、本学の教員も含めた交流会にも出席し、本学学生が留学を
考えるきっかけや渡航前に留学のイメージをつかむことにも役立った。 

・ 令和元年度における留学生の受入実績は中期計画 12－２で「留学生の受入 2,000 人に増加」を目標としているところ 2,014 名（前年度比 356 名増）、派遣
実績は中期計画 12－２で「派遣を 1,200 人に増加」を目標としているところ 1,272 名（前年度比 118 名増）と、中期計画の目標値を４年目で達成した。 
 

 

中期目標【20】  

社会変革をリードする新たな価値の創出に挑戦し続けるため、教育研究組織を不断に見直す。 

令和元年度計画 

【20-2-1】  

（本計画は「「国際人間学部」を設置」する内容であり、「協働型グローバル人材」養成を引き続き着実に実施する段階である 
ため、特に年度計画を設定しなかったもの） 

【令和元事業年度の実施状況】 

・ 令和元年度は「国際人間科学部」の入学定員 370 名に対して、1,552 名から出願があり、うち 382 名が第３期生として入学した。 
・ 令和元年度は３年生の第３クォーターと第４クォーターに「グローバル・スタディーズ・プログラム（GSP）」を通じた学びを振り返るリフレクションを行
った。学生は５つのクラスに分かれ、５～９名のグループでそれぞれのテーマを設定し（例：「持続可能な観光開発とは」「差別を生まない包括的な教室運
営」「ハードパワーの限界：芸術的視点から」「GSP 必修の意義」等）、学生自身の海外での経験とその後の大学での学びから研究発表を行った。最優秀グル
ープには最終回に総合発表会を行い、教員、下級生、リフレクション未受講の同級生を招き、GSP とその後の大学での学びの成果を共有した。（48 頁を参照） 

・ 令和元年度開講の「GSP 演習（リフレクション）」受講生のアンケート調査の回答を、「GSP 演習（オリエンテーション２）」や「GS コース」履修時にまで
遡って集計すると、自らが取り組んでいるグローバルイシューに関する知識の習得意識が概して高いことがわかった。たとえば、「GS コース」の異同にかか
わらず、「自らが取り組もうとするグローバルイシューを認識しているかどうか」への自己評価は「GSP 演習（オリエンテーション２）」の履修直後から高く
（2.95 ポイント（最高４ポイント））、この高さは「GSP 演習（リフレクション）」の履修直後まで変わらなかった（2.98 ポイント（同上））。また、「自
らが取り組もうとするグローバルイシューの解決に向けて行われている研究や実践に関する知識を備えているかどうか」への自己評価も、履修を進めるにつ
れて高まっている（たとえば、「研修型 GS コース」履修者の「GSP 演習（オリエンテーション２）」履修直後 2.17 ポイント（最高４ポイント）、「GS コー
ス」履修直後 2.62 ポイント（同上）、「GSP 演習（リフレクション）」履修直後 2.92 ポイント（同上））。（GSP については、 [2-2-1]（15 頁）を参照） 
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 ユニット２ 
イノベーション創出に向けた研究の拡充 

 中期目標【２】 
ディプロマ・ポリシーの見直しを踏まえ、各学部・研究科において国際性及び実践性を更に強化する教育を展開する。 

 

令和元年度計画 

【  2-3-1】 

科学技術イノベーション研究科では、学際領域における先端科学技術の研究開発能力と研究成果の事業化プロセスをデザインで
きるアントレプレナーシップを兼ね備えた理系人材を養成する教育を引き続き実施する。 

また、高度専門法曹養成のための「トップローヤーズ・プログラム」をはじめとする学内の先端的カリキュラム・分野融合カリ
キュラムを点検し、教育内容を充実させる。 

【令和元事業年度の実施状況】 
・ 科学技術イノベーション研究科では、平成 30 年４月に博士課程後期課程を設置後、令和元年度は入学定員 10 名に対して、11名が志願し、11 名が２期生
として入学した。また、博士課程前期課程の学生が自身の研究分野を活かして、サイバーセキュリティに関するベンチャー（株式会社リチェルカセキュリテ
ィ）を令和元年 12 月に起業した。株式会社リチェルカセキュリティは、サイバーセキュリティの脆弱性に関する検査技術の研究・開発、コンサルティング、
技術指導等を行う IT ベンチャーであり、本研究科で学んだアントレプレナーシップ教育で得た知識を生かして社会実装につなげる具体的成果となった。 

・ 法学研究科では、経験を積んだ法曹を対象とし、博士後期課程において、一線級の実務家と理論法学研究者が共同してビジネス・ロー分野の高度に専門的な
理論的教育と博士論文の指導を行うプログラム「トップローヤーズプログラム」を平成 30 年度より設置しているが、令和元年度の履修者は延べ 42 名となり、
博士号取得者９名を輩出した。また、授業内容の改善に向けて、実務家からの意見聴取を継続して行っている。 

 

 

中期目標【7】 

新たな価値の創造に挑戦し続ける世界的教育研究拠点として、国際水準の学術研究成果、社会の評価を得るイノベーション及び 
諸課題の解決につながる先端研究・文理融合研究の成果を、他大学・機関とも連携しつつ、持続的に創出する。 

令和元年度計画 

【7-1-1】 

科研費獲得のための支援や優秀若手研究者賞による顕彰を継続するとともに、先端融合研究環の「極み研究ユニット」及び「開
拓研究ユニット」のプロジェクトに対して、先端融合研究の推進及び次世代先端研究・文理融合研究のシーズ育成への支援を行い、
これらの研究を発展させる。また、科学技術イノベーション研究科が中心となって推進してきたリサーチコンプレックスプロジェ
クトに関連するイノベーションの創出に取り組むとともに、工学研究科「未来道場」では神戸市との連携を通して新たな研究テー
マを立ち上げる。 

 
【令和元事業年度の実施状況】 
・ 令和元年度の大型科研費の新規・継続の合計採択数は、概算要求(機能強化経費)指標 39 件に対して 52 件の結果を得、且つ実績値も平成 29 年度 38 件、平
成 30 年度 43 件に対し増加している。令和２年度科研費について、科研費支援制度の募集を行い、選考委員会で対象者 16 名を選考し、決定した。また、新規
公募の令和２年度科研費（学術変革研究(B)）について、支援制度の追加募集を行い、同様に７名を選考・決定した。科研費支援制度で選考された対象者等に
対して、申請書類へのコメント等の科研費申請支援を行った。 

・ 顕著な業績をあげた若手研究者に対する表彰制度「優秀若手研究者賞」において、選考委員会で５名の受賞者を選出し、授賞式及び研究発表会を開催した。 
・ 先端融合研究環において、以下の取組を行った。 
 極みプロジェクトでは、令和元年９月に第２回シンポジウムを開催し、これまでの研究進捗状況を若手研究者中心とした発表により示すとともに、６大

学から 10 件の口頭発表と 37 件のポスター発表があった。また、12 月に第３回シンポジウムを開催し、プロジェクト研究の進捗報告、外部講師による関
連研究紹介及び若手研究者による講演など、３大学、２研究機関から 17 件の口頭発表があった。 

 開拓プロジェクトキックオフシンポジウムを７月 22 日に開催し、４月から研究を開始した開拓プロジェクト９件の研究内容の発表を行った。参加者数は
78 人であった。参加者からは、新しい学術分野の展開を今後期待したい等の意見があった。 

 先端融合研究環の各研究領域（自然科学・生命医学系融合研究領域（自生領域）、統合研究領域、人文・社会科学系融合研究領域（人社領域））毎に決定
した研究プロジェクトへワークショップ開催経費を配分した。（自生領域：５プロジェクト、人社領域：３プロジェクト、統合研究領域：２プロジェクト
への支援）。自生領域のワークショップへの参加者は約 250 人、人社領域のワークショップへの参加者は約 110 人、統合研究領域のワークショップへの
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参加者は約 140 人であった。ワークショップを通じて国内外の分野の垣根を超えた交流により、今後国際共同研究に発展する可能性が見い出せた等の成
果報告があった。シンポジウム参加者との間で新たな国際共同研究を実施すべく情報交換・打ち合わせを実施することになった。 

 先端融合研究環の研究プロジェクトの研究の実施・発展に伴い、大型外部資金へ 80 件申請し、15 件採択された。 
 既存プロジェクト・ユニットから年次報告書・中間報告書（旧 X2プロジェクトからは最終報告書）の提出を受け、それらに基づき外部評価を実施し、外

部評価報告書を取りまとめた。外部評価の結果は、全プロジェクトにおいて概ね良好であり、更なる異分野交流や人材育成を行うとともに引き続き研究
を推進するようにとの要望があった。 

・ リサーチコンプレックスプロジェクトにおいて、オープンイノベーションに関する人材育成プログラムを行い、社内ベンチャーにつながる 15 件程度のアイ
デア醸成につながり、実際に受講後に会社設立に至った２件の実績があった。教育プログラム実施と並行して、米国発のイノベーション理論の日本企業への
アレンジというテーマで研究を行うことができた。受講者の派遣元企業の人事部を対象にしたイノベーション研究にもつながり、今後の発展が期待される。 

・ 「未来道場」のコーディネートにより、神戸市のみならず兵庫県と再生可能年ルギー・水素エネルギー社会の構築に向けた対話の場を協議会として構築でき
た。次年度以降における未来社会構築プロジェクトへの展開の基盤となった。 

・ 以上の取組の結果、中期計画７－１で、「イノベーションの創出に資する成果や文理融合型プロジェクトの成果を累計 20 件創出」と目標にしているところ、
令和元年度までに累計 22 件となった。 

 

 

中期目標【8】  

研究戦略・計画の企画立案機能を強化するとともに、先端研究・文理融合研究の実施、育成及び支援の体制を充実させ、優秀な 
研究人材が集積する教育研究拠点としての地位を確立する。 

令和元年度計画 

【8-1-1】  

リサーチ・アドミニストレーター組織と連携創造本部を統合して設置した学術・産業イノベーション創造本部機能の一層の効率
化・実質化に向けた組織運営の改善を行う。また、先端融合研究環の既存のプロジェクトの中間評価等を踏まえて、昨年度から開
始した「極み研究ユニット」・「開拓研究ユニット」制度を改善する。 

【令和元事業年度の実施状況】 

・ これまでの本学の取組が評価され、文部科学省のオープンイノベーション機構の整備事業に申請し、本学の提案が採択された。令和元年 10 月にオープンイ
ノベーション推進本部設置準備室を立ち上げた。プロジェクトを推進するクリエイティブ・マネージャーを雇用し、マネジメント体制を整備し、産官学連携機
能の強化のための組織改革について実施した。 

・ これまでの本学の神戸医療産業都市における産学官の取組（詳細は 10 頁■ 医療イノベーション創出を目指す医療研究拠点 参照）が評価され、令和２年１
月に 「地方大学・地域産業創生交付金（代表：神戸市）」において「神戸未来医療構想」が採択された。神戸医療産業都市において医療機器開発のエコシス
テムを形成するため、医学部附属病院国際がん医療・研究センター（ICCRC）や「統合型医療機器研究開発・創出拠点（MeDIP）」に、産学官連携による実証拠
点（リサーチホスピタル）を整備し、産学官医連携によるオープンイノベーションを創出することを目指す。ICCRC と未来医工学研究開発センターを中心とし
た部局横断の研究実施体制を構築し、また、市内に拠点を置く医療機器メーカーをはじめ、地元中小企業、スタートアップ企業との連携・協力により AI・５
G・８K等の未来医療技術を活用した医療機器の研究開発や医工連携人材の育成を行っていくこととしている。 

・ 先端融合研究環の重要なプロジェクトに対して以下のような重点的な支援や取組を行った。 
極みプロジェクトについて、年次報告書に基づき外部評価を行った。また、既存の X2 プロジェクトについて、中間報告書（平成 28～30 年度）と年次報告

書に基づく外部評価を行い、それぞれ報告書を作成した上で、第７回先端融合研究環運営委員会で評価結果を踏まえた改善点について審議した。各プロジ
ェクトへは結果をフィードバックし改善点を共有し、先端融合研究環外部評価報告書を取りまとめた。なお、開拓プロジェクトの実施状況については、今年
度の年次報告を作成・公表し、制度の改善点等を確認する予定としている。 

・ 令和元年 10 月に先端融合研究推進組織を総合研究推進組織へ名称変更し、総合研究推進組織にトップダウン型の研究組織として「高等研究院」を設置し、
高等研究院のもとに、最先端の海洋関連研究や、我が国の海洋に係る国際的プレゼンスの向上を図る政策提言等を実施することを目的とした、「海共生（とも
いき）研究アライアンス」を設置した。また、外生的リスク災害に備え、百年の計、千年の夢を描ける新しい生活空間と環境のグランドデザインを提供できる
文理医融合の未来世紀都市学の構築を目指す「未来世紀都市学研究アライアンス」を令和２年４月に設置を予定するなど、学長のリーダーシップのもとで、世
界最高水準の卓越した研究活動を推進した。 
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中期目標【9】  

世界や地域に位置する研究機関や企業と連携し、大学と社会の知の循環を生み出す「イノベーション・ハブ・キャンパス」を実 
現する。 

令和元年度計画 

【9-1-1】  

認知症予防プロジェクトにおいて、製造業や生命保険業の企業等と協働し、実用化・社会実装を目指した研究を推進する。 
次世代バイオ医薬品製造技術研究組合のバイオ医薬品の高度製造技術の開発や遺伝子・細胞治療用ベクターのプラットフォーム製
造技術開発などへ参画するとともに、シグナル伝達に関連する企業との共同研究を推進する。また、神戸市と協働して地域イノベ
ーションエコシステムにおけるゲノム編集・合成技術等の事業化に向けた継続的検討を行う。 
 

【令和元事業年度の実施状況】 
・ 認知症予防プロジェクトでは兵庫県・丹波市との健康寿命延伸に関する協定を締結し、丹波コホートプログラムを開始した。丹波コホートプログラムとは、
本学・兵庫県・丹波市が共同し、丹波市民に対して運動・認知機能に関する住民調査を行い、既存データと突合して長期観察する取組である。また、民間企業
（製造業）との共同研究である指標開発を継続するとともに、社会実装の市民講座コグニケアプログラムを開始した。 

・ 製薬企業との包括連携協定に基づく検討により、共同研究発掘・開始に向け、ニーズシーズマッチングに基づく本学医学系教員との協議を実施した。 
・ 次世代バイオ医薬品製造技術研究組合（MAB）の活動では、前年度から引き続き「バイオ医薬品の高度製造技術の開発」と「遺伝子・細胞治療用ベクターの

プラットフォーム製造技術開発」に参画して研究を進めた。 
・ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）と本学とが支援して設立したバイオ医薬品の開発・製造にかかわる人材育成を行う一般社団法人バイオロジ
クス研究・トレーニングセンター（BCRET）が実働を開始し、有料講習は座学講習 228 名、実習講習 68 名となった。また、AMED から新規に「遺伝子治療薬の
開発、製造にかかわる人材育成プログラムの開発」を受託するほか、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）向けの研修をはじめ新規プログラムを開発
中であり、製薬業が盛んな富山県への出張講習も行うなど他組織と連携し、共同企画を行った。 

・ 地域イノベーション・エコシステム形成プログラム（バイオ経済を加速する革新技術・ゲノム編集・合成技術の事業化）では、「切らないゲノム編集技術」
「長鎖 DNA 合成技術」「培養系ヒト腸管モデル」の事業化に向けての市場調査や研究開発を進めた結果、ゲノム編集の精度や利便性の向上等の基盤要素技術
の整備と、有望な事業化モデルの構築・絞り込みが進展している。 

・ 世界に誇る地域発研究開発・実証拠点（リサーチコンプレックス）推進プログラム（平成 28～令和元年度）では、アントレプレナー人材育成を担当し、令
和２年４月以降もこれまでに構築したイノベーション人材育成手法と地域の人材ネットワークを活用してプログラムを進化させ、研究を継続していくことと
した。 

・ 令和元年度から全学組織として発足した「先端膜工学研究センター」の開所式・成果発表会開催、共同研究マッチング、競争的資金獲得、JST 新技術説明会
フォロー等の支援を行った。また、旭化成株式会社や川崎重工業株式会社等 65 社と連携し、膜工学に関する先端研究と人材育成を推進する「先端膜工学研究
推進機構」の秋季・春季講演会開催の支援を実施した。同センターの研究成果により、「NEDO 省エネ型製造 FO 膜システム」、及び「NEDO 有機溶剤の超濾過膜
法開発による化学品製造プロセス開発」でそれぞれ１千万円以上の研究資金を獲得し、先端膜工学推進機構の新規入会も着実に増加している。 

・ 平成 30 年度に高評価で終了した先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム「バイオプロダクション次世代農工連携拠点」の後継プラットフォー
ムとして、神戸大学先端バイオ工学研究センター（平成 30 年７月創設）と一般社団法人先端バイオ工学推進機構（平成 30 年 10 月創設）が、相乗的に産学連
携によるバイオエコノミー及びデジタルバイオ関連の研究開発や情報発信を推進した。バイオマス処理技術開発、ゲノム編集などの先端バイオ技術開発等を
推進し、その成果として前年度末に設置したベンチャー企業 Algae Nexus では、微細藻類を利用した液体燃料、汎用化学品、機能性化学品の生産技術に関す
る研究において、藻類を利用した有用物質生産技術を提供する事業を開始した。 

・ 応用数学上の未解決問題である「波動散乱の逆問題」を解析的に解き、乳がん検診を革新する世界初の画像診断システム『マイクロ波マンモグラフィ』のプ
ロトタイプ機の開発に世界で初めて成功した。微弱な電波によって、乳がんを可視化するマイクロ波マンモグラフィは従来の技術では画像化が不可能である
高濃度乳房の腫瘍も診断することが可能な新技術である。従来の X 線マンモグラフィが持つ、撮影時の痛みや X 線による人体への影響がないだけでなく、腫
瘍の見落としもない革新的な医療機器であり、基本特許がアメリカ、中国、ドイツ、イギリス、オランダ、日本等、世界 26 ヵ国で成立し、令和元年９月に開
催された学長記者会見では、NHK、朝日新聞（一面トップ）、毎日新聞（一面トップ）等、全国 266 のメディアで報道されるなど、高い注目を受けた。 
すでにこのプロトタイプ機は、神鋼記念病院、兵庫県立がんセンター、本学附属病院等で臨床試験を約 400 人実施し、従来技術よりも高い性能を実証した。

今後、治験、装置の製造、世界展開の方策を神戸大学発のベンチャー企業である「株式会社 Integral Geometry Science」が担い、令和２年７月までに、提
携企業、医師、ベンチャーキャピタル、著名人等から約 30 億円の投資を受け、社会実装を加速させている。 
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中期目標【20】  

社会変革をリードする新たな価値の創出に挑戦し続けるため、教育研究組織を不断に見直す。 

令和元年度計画 

【20-3-1】  

（本計画は「「科学技術イノベーション研究科」を設置」する内容であり、「科学技術イノベーション研究科」設置において引き
続き着実に実施する段階であるため、特に年度計画を設定しなかったもの） 

【令和元事業年度の実施状況】 
・ 令和元年度は科学技術イノベーション研究科博士課程後期課程の入学定員 10 名に対して、11 名が第２期生として入学した。11 名中７名が社会人学生であ
り、科学技術アントレプレナーを育成・輩出するために有能な理系バックグラウンドの学生を受け入れている。 

・ 博士課程後期課程の初年度の学生が２年次に進学したことに伴い、「科学技術イノベーション研究２」を開講した。この科目では、システム思考やデザイン
思考を活用しながら、市場や社会で求められる製品やサービスは何かといったイノベーションの機会分析など、イノベーション・アイディアをまとめる能力
を身につけさせている。また、博士課程後期課程の２年次生を対象にアドバイザリーボードによるオフィスアワー（学生各人による研究テーマの発表と質疑
応答）を実施した。学生からは「重要な意見や新しいアイデアが得られ、役に立った。」といった意見が得られた。 

・ 理科系と社系教員の連携のもと、当研究科の学術成果を基盤としたベンチャー企業を令和２年３月末時点で７件設立しており、このうち、２社は学生ベンチ
ャー（平成 30 年度１社、令和元年度１社）である。令和元年度に起業したサイバーセキュリティに関するベンチャー（株式会社リチェルカセキュリティ）は、
博士課程前期課程の学生が起業した。サイバーセキュリティの脆弱性に関する検査技術の研究・開発、コンサルティング、技術指導等を行う IT ベンチャーで
あり、本研究科で学んだアントレプレナーシップ教育で得た知識を生かして社会実装につなげる具体的成果となった。 

・ ベンチャー関連の個別成果としては、株式会社バイオパレットに対する実施許諾、そのことを背景にした株式会社バイオパレットにおける資金調達（海外の
著名な VC から平成 29 年５月に約４億円、平成 30年６月に約 1.5 億円、２回の合計が約 5.5 億円）を実現したことと、令和元年５月には、同社とハーバード
大学・MIT（マサチューセッツ工科大学）発の著名なバイオベンチャー（Beam Therapeautics、本社・米国ボストン）との独占的クロスライセンス契約の締結
がある。株式会社シンプロジェンへの実施許諾も行い、同社は平成 30 年 10 月に Spiber 株式会社（本社・山形県鶴岡市）との戦略的提携（Spiber 株式会社か
らの資金調達１億円および事業提携）を実現し、その後、令和元年５月には、国内最大手 VC から 10 億円の資金調達に成功した。また、平成 29 年９月には
ViSpot 株式会社と国内大手の消費財メーカーとの戦略的提携（ベンチャーへの人材と資金提供（無担保・無保証の資金借入を含む総額約４億円））等を実現
している。 

・ 令和元年７月に科学技術イノベーション研究科 特別シンポジウムを開催した。（詳細は 51 頁参照） 
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 ユニット３ 
国際的水準の研究の促進 

 

中期目標【7】 
新たな価値の創造に挑戦し続ける世界的教育研究拠点として、国際水準の学術研究成果、社会の評価を得るイノベーション及び 

諸課題の解決につながる先端研究・文理融合研究の成果を、他大学・機関とも連携しつつ、持続的に創出する。。 

令和元年度計画 

【7-2-1】 

欧州の大学のリサーチ・アドミニストレーターと連携し、研究資金獲得に向けたプロジェクトを推進するとともに、新たな国際
共同研究プロジェクトを創成する。特に日・欧研究者による超スマートコミュニティ推進の連携体制を強化する。 

また、SDGs のアクションプランとなるプロジェクトとして、農村活性化プロジェクト、再生可能エネルギー社会構築プロジェク
ト等を実行する。 

【令和元事業年度の実施状況】 

・ 欧州の大学のリサーチ・アドミニストレーター（RA）と連携し研究交流を深め、共同研究プロジェクトの創成に向けて、以下の取組を行った。 
 英国シェフィールド大学と本学システム情報学研究科とで RA が連携し、日英共同公募（戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）「人と情報のエコ

システム」研究開発領域）に向けた共同研究プロジェクトを立上げ、日英で共同申請した（ヒアリングまで進んだものの最終不採択）。 
 ブリュッセルオフィスとの連携の下、海外大学・研究機関におけるオープンイノベーション推進状況の調査と今後の交流進展を図るため Web 会議（ミュ

ンヘン科大等５機関）を行った（コロナウイルス事態を受け、直接訪問から Web 会議へ変更）。今後も継続的な交流に努め、Horrizon Europe 等の日欧共
同公募申請を目指す。 

 EARMA2020 に向けて国内で行われる RA 協議会（電気通信大学：令和元年９月３～４日）において、本学のスマートシティにかかる取組とブリュッセルオ
フィスにおける活動をアピールするポスターセッションを実施した。その結果として、RA 協議会による「URA の資格認証と教育プログラム策定」WG の要
請により、スマートシティの事例を「地域連携・産学連携」の教育コンテンツとして提供し、全国の URA の質向上・レベルアップに貢献した。 

 EARMA2020（4 月 27-29 日）において、ブルュッセルに拠点を持つ日本の３大学（早稲田大学、関西大学、本学）連携によるポスターセッションと欧州 URA
との連携パネルセッションが採択された。これらのセッションでの本学と欧州の大学との交流拡大に向けた準備を行った。 

 
・ 再生可能エネルギー社会構築プロジェクトについては、令和２年度からスタートする兵庫県水素社会推進協議会の立ち上げに関与し、継続的に議論を進め
るプラットホームを構築した。農村活性化プロジェクトについては、未来道場が推進している「神大ふるふる」プロジェクト（姫路市夢前町山之内地区の活性
化プロジェクト）の支援を行った。 

・ JAMSTEC との連携協議会を開催し、今後一層、連携を強化していくことで合意するとともに、３年間の包括連携協定延長の合意書を締結した。 
・ 影響力のある学術研究成果として、Web of Science に収録されている論文における被引用トップ１％論文は、2014～2019 年出版分で 177 報に上った。 

 

 

中期目標【8】 

研究戦略・計画の企画立案機能を強化するとともに、先端研究・文理融合研究の実施、育成及び支援の体制を充実させ、優秀な 
研究人材が集積する教育研究拠点としての地位を確立する。 

令和元年度計画 

【8-2-1】 

研究人材の多様性確保のため、本学独自のテニュアトラック制度を産休・育休等のライフイベントに配慮した制度に改善し、運
用するとともに、テニュアトラック教員の研究環境を点検し、必要に応じて改善する。また、女性研究者の研究力強化のため、競
争的資金獲得支援を重点的に行う。日本学術振興会が公募する外国人研究者の招へい事業を活用して、海外の若手研究者を招へい
し、共同研究に従事する機会を提供する。 

【令和元事業年度の実施状況】 
・ テニュアトラック制度について、以下の取組を実施した。 
 本学独自のテニュアトラック制度において、テニュアトラック教員がライフイベントに伴う休暇を取得した場合に、取得期間に応じてテニュアトラック

期間の延長を可能な制度とした。また、特に優秀なテニュアトラック教員について、学域長から学長への申し出があった場合には、当初のテニュアトラッ
ク期間を短縮してテニュア取得審査を行うことができるよう制度を整備した。このほか、テニュア審査においてテニュアを取得できなかった場合、当初
任期（５年）に加えて、１年間のセーフティネット期間設けることが出来るよう制度改善を行った。 

 令和元年度は新たに６名のテニュアトラック教員を採用した。また、６名のテニュアトラック教員がテニュアを獲得し、このうち４名は、本年度新たに設
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けたテニュア期間の短縮制度により、早期にテニュアを獲得した。 
 

・ 女性研究者の競争的資金獲得支援として、URA により、令和２年度科研費に対し 12 件（採択２件、結果待ち１件）、CREST・さきがけ等１件（不採択）、二
国間交流事業共同研究１件（採択）、財団系大型競争的資金２件（採択１件）の申請支援を行った。 

・ 日本学術振興会が公募する外国人研究者の招へい事業については、令和元年度に３名の受入れを行った。 
 

 

中期目標【11】  

神戸大学が重点的に取り組んできた EU、東・東南アジアとのネットワークをより強固にするとともに、北米の大学との組織的な 
連携を増加させ、世界トップレベルの研究機関との戦略的な国際共同研究を促進する。 

令和元年度計画 

【11-1-1】  

世界トップレベルの研究チームとのユニット単位での継続的交流を促進するため、EU 域及びアジアの大学へ研究ユニットを派
遣する。また、外国人研究員制度について、招へいの時期や人数をより柔軟に招へいできるよう改め、国際共同研究の活性化、国
際共著論文の増加につなげる。 

「神戸大学若手教員長期海外派遣制度」により、国際共同研究成果の創出に向けて、10 人程度の派遣を継続的に実施するととも
に、帰国した教員による成果報告会を行う。 

【令和元事業年度の実施状況】 
・ ユニット交流について以下の研究に重点を置いた交流を行った。（教育に重点を置いた交流については、［12-1-1］（16 頁）を参照。） 
①ヤゲウォ大学（ポーランド） 

平成 28 年度に締結した覚書に基づき、令和元年６月にヤゲウォ大学にて法学分野のレクチャーシリーズ(２コース)を実施し、本学から５名の教員が参加
した。ヤゲウォ大学とのレクチャーシリーズに参加した教員は、共同研究実施可能性を検討すべく、引き続きレクチャーシリーズに協力する予定である。 

②北京外国語大学（中国） 
令和元年７月６日～７日に、北京外国語大学からユニットを招へいし、シンポジウムを開催した。北京外国語大学から発表者として教員４名、学生３名が

参加した。本学側からも教員６名、学生４名が参加した。お互いユニットで交流し、今後の共同研究強化につながるシンポジウムであった。同シンポジウム
に関連し、研究につながる形で発表内容を報告書としてまとめる旨の案内が北京外国語大学北京日本学研究センターからあった。 

 ③釜山国立大学（韓国） 
令和元年 12 月に釜山国立大学から教員２名、学生 10 名を受け入れ、合同ワークショップを開催した。本プログラムは、EU インスティチュート関西（EUIJ：

欧州委員会の資金援助により設立された、本学・関西学院大学・大阪大学からなるコンソーシアム）及びジャン・モネ・チェアの共催プログラムとして実施
し、本学及び釜山国立大学の学生が EU に関するプレゼンテーションを行い、意見交換を行った。 

 ④国立台湾大学（中国） 
令和２年１月に教員２名、学生 18 名を国立台湾大学に派遣し、 EU や国際政治にに関する合同ワークショップを開催した。本プログラムは、EUインステ

ィチュート関西及びジャン・モネ・チェアの共催プログラムとして実施し、本学及び国立台湾大学の学生が意見交換を行った。 
⑤その他 

令和元年９月 17～18 日に、経済学研究科と先端融合研究環が"The 5th International Conference on Applied Econometrics in Hawaii"を開催した。カ
ンファレンスを実りあるものとするため、国立台湾大学、ハワイ大学、漢陽大学、南洋理工大学、厦門大学からも研究者を招へいしシンポジウムを開催し
た。このようなカンファレンスを継続的に実施することにより、協力関係を深め、今後の共同研究につながる可能性がある。 

・ 「外国人研究員制度」について、財源を有効に活用するため、令和元年度より全学を対象とする制度に改めた結果、令和元年度の招へい総数は 41 名となり、
招へい数 12 名であった平成 30 年度よりも大幅に増加している。 

・ 「神戸大学若手教員長期海外派遣制度」による若手研究者については、令和元年度は新規に５名派遣した。本来は、令和元年度中に左記以外に２名が新規で
派遣予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大の関連で、派遣が翌年度以降に延期となった。さらに、令和元年９月までに帰国した９名の若手教員によ
り、帰国報告会を実施し、各教員から研究成果が発表され、共同研究が深まっていることが確認された。 

・ 国際共同研究や国際交流を目的とした助成事業を行い、令和元年度は４件助成した。また、「国際共著論文」の向上の施策の一つとして、見直しされた外国
人研究員制度の下、先端膜工学研究センターにて新たな外国人研究員（１名）を雇用した。 
・ 以上の取組の結果、国際共著論文数については、Web of Science に収録されている論文のうち国際共著によるものが、2014～2019 年出版分で 3,302 報に上
った。 
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令和元年度計画 

【11-2-1】 

EU 域においては、ヤゲウォ大学等との国際共同研究を更に促進する。特に、Horizon2020 においては、民間企業も加えたコンソ
ーシアムとして、日欧共同公募への参画を目指す。東・東南アジア地域においては、本学中国事務所を設置している北京外国語大
学等との国際共同研究を促進するとともに、新たな国際共同研究、シンポジウムを開催する。米州地域においては、ホノルル拠点
を活用したワークショップ等を引き続き行い、平成 30 年度に大学間学術交流協定を締結したネブラスカ大学リンカーン校との連
携を強化する。 

【令和元事業年度の実施状況】 

○EU 域 
・ 令和元年７月に、ユニット交流を行っているヤゲウォ大学副学長を招へいし、特別講演を実施（100 名以上が参加）するともに、今後の研究協力関係強化に
向けて協議を行った。また、ヤゲウォ大学とは引き続き「研究拠点形成事業」などで共同研究を実施し、lecture series programme を通じて教員を派遣し、
共同研究開始可能性について協議し、理学研究科・教授において、昆虫-植物間の共進化、特に、植食性昆虫に対抗する植物の新規な化学的防御戦略の共進化
についての共同研究を行った。 

・ HORIZON2020 申請について、以下の取組を行った。 
 ブリュッセルオフィスが加盟しているブリュッセルリエゾンオフィスネットワークのメンバーであるコペンハーゲン大学から HORIZON2020 への参画の打診

があり、災害分野の HORIZON2020 からの参画呼びかけに Support 機関として申請を行った。 
 Horizon 2020 マリーキュリーアクションに２件申請を行い１件が採択された。 

・ 平成 29 年度後期から平成 30 年度後期までの１年半、Visegrad Studies Grant に採択され、教育コースを現代日本プログラムの一環として開設した。研究
者間の共同研究を更に推進することを視野に入れ、既に採択されていたプログラムを土台とした次の段階の発展的なプロジェクトとして、 令和元年度に、
Visegrad Studies Grant で連携していた東欧の４大学エトヴェシュ・ローランド大学、ヤゲウォ大学、カレル大学、コメニウス大学と共同で、Visegrad Grants
に申請し、採択された。 

 
○東・東南アジア地域 
・ 令和元年７月６～７日に、本学にて、第４回神戸大学・北京外国語大学国際共同研究拠点シンポジウムを開催した（参加者約 50 名）。１日目は若手研究者

育成を目的として、学生セッションを開催し、２日目には研究交流強化を目指して研究者によるシンポジウムを開催した。北京外国語大学と本学は、研究の今
後の強化や大学間学術交流等様々な分野において緊密な関係を構築している。７月７日に行われた実務者会議においては、ダブル・ディグリー・プログラムの
更新や、今後の共同研究内容についても懇談を行った。参加者からは、今後の研究発展に役立つシンポジウムであった旨発言があった。 

・ 北京大学とは大学間学術交流協定を締結しており、国家発展研究院と教員細則を締結する等緊密な交流がある。令和元年 11 月には、本学・北京大学・復旦
大学主催のフォーラムが実施され、３大学の緊密な交流を示した。 

・ 令和元年５月 24 日に、神戸ポートピアホテルにて駐神戸大韓民国総領事館と共催し、公開シンポジウムとして「日韓未来志向・協力模索シンポジウム」を
開催した。両国が直面する共通の社会的課題に対し、互いにアイデアを持ち寄り、意見を交換し、よりよい社会をともに目指すことを目的として令和元年度に
初めて開催した。「高齢化への対応と日韓協力」をテーマに、発表・評論、ディスカッションを行った。共通課題に対して協力方策を模索する有益な機会とな
った。 

・ 令和元年 12 月５日に、上海にて「神戸大学・上海交通大学ジョイントフォーラム（KUAREF Series）及び第２回『創新・共創』中日企業イノベーション協力
フォーラム」を上海交通大学及び在上海日本国総領事館と共催した（来場者約 250 名）。「高齢化社会の医学・健康産業と社会システム・イノベーション」を
テーマに、産官学の各視点から基調講演、パネルディスカッションを行った。上海や中国において、医療・健康・高齢化への関心は高く、両国における関連分
野の専門家、研究者、企業家間の協力を強化するための有益なプラットフォームを提供する機会となった。なお、参加した人間発達環境学研究科/アクティブ
エイジング研究センター教授は、同シンポジウムに参加したことを契機に上海交通大学の教授と親交を持ち、令和２年度に国際シンポジウムにおける交流を
計画している。計画しているシンポジウムでは、前述の「日韓未来志向・協力模索シンポジウム」において共に発表を行った梨花女子大学（韓国）の教授も参
加予定であり、個別の線のつながりがネットワーク化され、本学をハブとして東アジアおける老年学ネットワークを構築することが期待される。 

 
○米州地域 
・ 令和元年６月 27～28 日に、農学研究科が、ネブラスカ大学リンカーン校と協力関係強化を目指して合同シンポジウムを開催した。シンポジウムは、Probiotics

と Plant Science の２つセッションに分かれて活発な議論を行い、40 名以上の参加があった。 
・ 本学が拠点を置いているハワイ・ホノルルにおいて、以下の取組を行った。 
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 経済学研究科が「第５回国際カンファレンス応用計量経済学（The 5th International Conference on Applied Econometrics） in Hawaii」を令和元年
９月 17～18 日に実施した。ハワイ大学（米国）、漢陽大学（韓国）、国立台湾大学（台湾）、南洋理工大学（シンガポール）が参加し、活発な議論が行
われた。 

 令和元年 11 月には「幸せ・生き活きな超高齢化社会への学際的アプローチ」としてワークショップを開催し、超高齢化社会の諸問題に関する共同研究可
能性につながる機会となった。 

 ホノルル拠点第４回シンポジウムとして令和２年２月４日に" The 4th HOKU Symposium for Advanced Interdisciplinary Research Collaboration 
between Kobe University and University of Hawaii " を開催した。ハワイ大学研究者との有益な学術交流となった。 

 

 

中期目標【19】  

全構成員の力を結集し、戦略的かつ柔軟な大学経営を実現するための効果的な人的資源管理を行う。 

令和元年度計画 

【19-4-1】  

本学独自の「神戸大学テニュアトラック制度」を産休・育休等のライフイベントに配慮した制度に改善するとともに、「卓越研
究員事業」、「科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業」及び「機能強化経費（共通政策課題分）における若手人材支援経
費（旧国立大学若手人材支援事業）」を活用して、将来優秀な PI（主任研究者）となり得る若手教員を確保し、テニュアポスト
への切り替えを進める。 

【令和元事業年度の実施状況】 

・ 本学独自の「神戸大学テニュアトラック制度」を規則等の改正により、産休・育休等のライフイベントに配慮した制度に改善した。「若手人材支援経費（旧
国立大学若手人材支援事業）」で雇用していた若手教員のうちの 10 名及び「卓越研究員事業」「科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業」で雇用して
いた若手教員それぞれ１名を、退職金に係る運営費交付金の積算対象となる教員（いわゆる定員内教員）に切り替えた。このほか、各部局においても定員内教
員として若手教員の雇用を積極的に推進した結果、中期計画の目標値 22％であるところ、令和元年度末現在の定員内教員に占める若手教員の比率は 19.85%と
なった。令和元年度末現在、「神戸大学テニュアトラック制度」で 26 名、「卓越研究員事業」で４名（うち２名は既に定員内）、「科学技術人材育成のコン
ソーシアムの構築事業」で１名、「若手人材支援経費」で４名の若手教員を雇用中であり、引き続き定員内教員への切替えを進める。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
  ① 組織運営の改善に関する目標 

 

中
期
目
標  

【18】世界的教育研究拠点に向けた改革を実現するため、学長のリーダーシップによる戦略推進を支える体制・環境を強化する。 
【19】全構成員の力を結集し、戦略的かつ柔軟な大学経営を実現するための効果的な人的資源管理を行う。  

 

中期計画 令和元年度計画 

進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

中
期 

年
度 令和元事業年度までの実施状況 

令和２及び３事業年度の 
実施予定 

【18-1】 
学長のリーダーシップによ

る大学の機能強化を図るため、
教育研究組織と教員組織の分
離、予算配分方針の見直しを実
施するなど、重点分野に学内資
源を戦略的に再配分する仕組
みを強化する。 

 

Ⅳ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・学長のリーダーシップのもと、重点分野への戦略
的資源配分を行うことや教育研究の現場での創意
工夫ができる体制構築を行うことを目的として、平
成 28 年 10 月より教育研究組織と教員組織を分離
し、これまでの定員制に代えて職位によりポイント
換算し管理する「ポイント制」を平成 29 年４月に
全学導入した。このポイント制導入の際に、各学域
等の教員組織より一律５％のポイント供出を図り、
大学の機能強化に再配分する人的資源を第３期中
期目標期間の６年間で、総ポイント 5,632、措置す
ることが可能な再配分人員（教授相当）53 人分確保
した。なお、学域間のポイントの貸借、他財源を人
件費に振り替えることができる「マルチリソースポ
イントシステム」（令和元年度実績３件）や教員の
流動性の向上と柔軟な人員配置を可能とする「主配
置、配置システム」、令和元年度からは「新たな助
手制度」（令和元年度実績３名）などの仕組みを整
え、部局等の現場においては、それらを活用するな
ど創意工夫によって、マルチリソースポイントシス
テムで振り替えた財源により、戦略的に若手教員の
雇用を進めるなど弾力的な人員配置が実施されて
いる。 
 
・学内における重点分野に対して学長が戦略的に人
的資源を再配分する仕組みである学長裁量枠につ
いては、第３期中期目標期間中（平成 28 年度から
令和元年度まで）において、新たに 48 件の措置を
行った。 
特に、平成 28 年度の科学技術イノベーション研究

・引き続き、教育・研究の重点
分野や若手教員比率の向上な
どの重点施策等、学長のリーダ
ーシップのもと本学の機能強
化に資する要望に対して措置、
支援する予定である。 
・学長のリーダーシップによる
大学の機能強化を図るため、従
来から進めてきた多様な財源
活用に加え、令和２年度以降に
ついては、複数財源で重点支援
している各事業を一元的に管
理することにより、効率的な資
源配分を実施するとともに、財
源多様化による自立的な財務
基盤の強化を目指す。 
 
 
 

○ 項目別の状況 
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科の設置にあたっては、15名の教員を学長裁量枠に
より措置したことにより、その重点支援が結実し、
教員のシーズを元にしたベンチャーの起業及び外
部資金の獲得、平成 30 年度には、同研究科の学生
によるベンチャー起業と企業との共同研究契約締
結につながっている（詳細は８頁 ■文理融合によ
り基礎研究から事業化までの一貫した研究を進め
る「科学技術イノベーション研究科」の開設 参照）。 
バイオプロダクション次世代農工連携拠点化事業
でも、学長裁量枠で教員を措置し、社会実装に力を
注いだ結果、科学技術イノベーション研究科のバイ
オプロダクション分野の強化や本学発のベンチャ
ーの起業に繋がった（詳細は９頁 ■合成バイオ研
究拠点形成と社会実装体制の構築 参照）。 
また、世界初のマイクロ波マンモグラフィの開発に
おいても、学長裁量枠で措置したことにより、令和
元年にはプロトタイプ機の開発成功という大きな
成果となった（詳細は 11 頁 ■世界発「マイクロ波
マンモグラフィ」の開発 参照）。 
これら以外にも、国際人間科学部の設置（詳細は８
頁参照）や数理・データサイエンス教育の推進（詳
細は７頁参照）など、第３期中期目標期間中に行っ
た学長の戦略的資源配分が、人的資源の有効活用に
つながっただけでなく、本学の特色に位置付けるこ
とができる大きな成果を生み出すなど、効果的な仕
組みとなった。 
 
・これらを財政面から支える取組として、従来から
一元的に予算編成を行っている間接経費（全学分）
に加え、国立大学法人機能強化促進費（補助金）及
び目的積立金など、財源の多様化を図り、①重点事
項への戦略的な予算配分（「中期計画事業経費」、
「戦略的事業経費」等）や②「学長戦略経費」の拡
充、③精緻かつ良質な情報を収集・分析し、経営戦
略の立案に資するべく、情報基盤ネットワークの整
備経費の確保等、学内資源を戦略的に再配分した。 
研究分野においては、研究活動の活性化を図るた

め、社会実装まで見据えた新領域・分野横断研究を
推進する「先端融合研究環」に、「極みプロジェク
ト」制度を新設し、将来有望なプロジェクト群の中
から戦略的に特定プロジェクトを選定して重点支
援したほか、世界初の巨大カルデラ火山のイメージ
ング（視覚化）を目指す「海洋底探査センター」の
特命教員を雇用するなど、自然科学系研究科が中心
となって分野融合型の新しい取組を行うための研
究実施体制を整備・拡充した。 
また、学長が指名する若手教員に対し「優秀若手

研究賞」としてスタートアップ経費を支援するとと
もに、「神戸大学テニュアトラック制度」を活用し
た研究費支援を実施し、優秀な若手教員の育成及び
確保等を進めるとともに、若⼿教員長期海外派遣制
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度により長期在外研究の機会を設けるなど、国際的
視野に富む若手研究者を養成するため、研究に専念
できる環境を整備し、国際共同研究、国際共著論文
の促進を図った。 
さらに、ダイバーシティを高め、多様な視点や発

想に基づく知識や価値を創出するため、女性若手研
究者のキャリア形成支援セミナーの開催や研究費
の支援などを実施することで、女性研究者のスキル
アップと研究力向上を図ることができた。 
 これらの研究分野への重点投資により、影響力の
ある学術研究成果として引用度トップ１％論文を
150 報とすることを目標のところ、大きな伸びを示
し４年目終了時点で以下の表のとおり177報と目標
を上回り、論文数に占める割合は１.66％と特に優
れた水準であった。 
 

 

 
 
 
 
研究分野と密接に関連する外部資金の獲得にお

いては、平成 28 年度設置された科学技術イノベー
ション研究科のスタートアップ支援を行い、バイオ
プロダクション、先端膜工学、先端 IT、先端医療学
と事業創造に焦点を当てたアントレプレナーシッ
プとの融合による事業を進めるとともに、科学研究
費補助金や大型外部資金等の獲得を強化してきた
ことにより、科学技術イノベーション研究科の設置
等により競争的資金の総額が増加した。 
 教育分野においては、英語による講義で修士の学
位を取得できる等、国際通用性のある教育プログラ
ムを整備するとともに、短期滞在型留学生用寮への
改修や、グローバル教育管理システムの稼働を開始
したこと等により、留学生数が平成 27 年度から平
成 30 年度にかけて約 30％増加、派遣学生数が約
60％増加した。  
広報関連においては、広報課に特命技術員を配置

することにより、あらゆる大学の広報媒体を検証
し、英語サイトの改訂や学生広報チームとも連携し
た動画の充実等、より効果的な広報手段を通して海
外へも積極的に情報発信した。また、ホームカミン
グデイ・コミュニティネットワーク等を利用して卒
業生、在学生、教職員、海外同窓会等との人的ネッ
トワークを整備拡大し、交流を促進したこと等によ

表 Web of Science 論文数 

 2009-2014 
発行 

2010-2015 
発行 

2011-2016 
発行 

2012-2017 
発行 

2013-2018 
発行 

2014-2019 
発行 

論文数 8,901 9,239 9,516 9,977 10,090 10,634 

トップ１％論文数 99 109 110 132 147 177 

割合 1.11％ 1.18％ 1.16％ 1.33％ 1.46％ 1.66％ 

トップ10％論文数 876 930 923 1,116 1,009 1,116 

割合 9.84％ 10.07％ 9.70％ 9.98％ 10.00％ 10.49％ 

（クラリベイト・アナリティクス社 InCites による）
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り、「神戸大学基金」の寄附受入額が平成 27 年度約
6.2 億円から平成 28 年度は約 8.6 億円（海事科学
部・医学部周年記念事業約１億円含む）、平成 29 年
度は約 10 億円（海事科学部・医学部周年記念事業
約２億円含む）、平成 30 年度は約 8.2 億円、令和
元年度は約 12 億円（バリュースクール建物関連約
３億円含む）となった。これらの取組により、大学
のブランド価値及び信頼性の向上に寄与した。 
 

【18-1-1】 
学長裁量枠として学内から供出された学
長裁量ポイントを本学の機能強化に資す
る分野へ重点的に資源配分する。また、
教育研究組織と教員組織の分離により可
能になった機動的な人材配置を更に促進
するため、テーマに応じて柔軟に参加で
きる研究体制を新たに導入する。 

限られた財源の中で、本学の機能強化
をより有効的に推進するため、予算配分
方法の一部見直しを実施する。 
 
 

Ⅲ

（令和元事業年度の実施状況） 
【18-1-1】 
・学長のリーダーシップのもと、重点分野への戦略
的資源配分を行うや教育研究の現場での創意工夫
ができる体制構築を行うことを目的として、平成 28
年 10 月より教育研究組織と教員組織を分離し、こ
れまでの定員制に代えて職位によりポイント換算
し管理する「ポイント制」を平成 29 年４月に全学
導入した。このポイント制導入の際に、各学域等の
教員組織より一律５％のポイント供出を図り、大学
の機能強化に再配分する人的資源を第３期中期目
標期間の６年間で、総ポイント 5,632、措置するこ
とが可能な再配分人員（教授相当）53 人分確保した。 
なお、学域間のポイントの貸借、他財源を人件費に
振り替えることができる「マルチリソースポイント
システム」（令和元年度実績３件）や教員の流動性
の向上と柔軟な人員配置が可能とする「主配置、配
置システム」、令和元年度からは「新たな助手制度」
（令和元年度実績３名）などの仕組みを整え、部局
等の現場においては、それを活用し、現場の創意工
夫によって、例えばマルチリソースポイントシステ
ムで振り替えた財源により、戦略的に若手教員の雇
用を進めるなど弾力的な人員配置が実施されてい
る。 
 
・学内における重点分野に対して学長が戦略的に人
的資源を再配分する仕組みである学長裁量枠につ
いては、第３期中期目標期間中の令和元年度まで
に、新たに 48 件の措置を行った。 
 
・令和元年度の学長裁量枠は、若手教員を強化等に
新たに６件措置するとともに、国際人間科学部に措
置した教員２名の活動状況の評価を行い、令和２年
度から定員化することを決定した。 
 
・平成 29 年度に措置した「マイクロ波マンモグラ
フィ」の開発については、プロトタイプ機の開発に
成功し、令和元年９月に記者会見を実施し、大きな
注目を浴びた。（詳細は 11 頁参照） 
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・世界的教育研究拠点化に向けた体制の整備のた
め、外国人研究員制度の見直しに伴う予算配分を実
施し、研究分野（グループ）毎に予算枠を設定する
など、柔軟な予算執行を可能とすることで、共同研
究等への参画員数を増加させる仕組みを構築した。 
新しい外国人研究員制度において、①部局毎の定

員管理を廃止し、学系毎に設定した予算枠の範囲内
で自由に雇用できるようにしたこと、②複数名及び
契約期間を重複して雇用できるようにしたこと等
により、外国人研究員は平成 30 年度：12 名から令
和元年度：41 名に増加した。 
 

【18-2】 
学内外の最新の動向やデー

タ等に基づいた効率的かつ迅
速な意思決定を行うため、企画
評価室を改組し IR（インスティ
テューショナル・リサーチ）室
の設置、戦略企画本部の拡充を
行うなど、学長の補佐体制を見
直す。 

 

Ⅳ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・平成 28 年４月より、全学的な教育及び研究推進
のヘッド・クォーターとして、戦略企画本部下に「教
育戦略企画室」及び「研究戦略企画室」を設置し、
教育及び研究それぞれに応じた戦略案を迅速に策
定できる検討体制を構築した。 
 また、平成 28 年 12 月には戦略的事項の検討に必
要となる情報を日常的に分析し、適時に提供できる
専門的な IR 組織として、「戦略情報室」を、平成 30
年 10 月には財源の多様化等による自立的な財源基
盤の強化、コスト意識と戦略的な資源配分を前提と
した経営力の強化に対応するため「財務戦略企画
室」を設置し、学長のリーダーシップを支える補佐
体制を強化した。 
なお、戦略案の策定に当たっては、テーマに応じて、
各企画室または戦略企画本部、教員と事務職員等の
円滑な連携など柔軟に対応した。 
 
・教育の成果は、「教育戦略企画室」を中心に、国
際人間科学部、海洋政策科学部（令和３年開始予定）
の設置において、学長の指示の下、教育戦略企画室
や研究戦略企画室から選ばれた人員により、迅速に
構想の検討を行い、学長を補佐した。数理・データ
サイエンスの推進においても、特に文系の学生にお
いてもデータサイエンスを活用した新たな価値を
創出できるよう、教育内容方針を検討し、平成 29 年
度に全学的なセンターとして数理・データサイエン
スセンターを整備した（詳細は７頁参照）。さらに、
令和元年度には、『価値』をキーワードに分野横断
的な教育・研究・社会貢献のプラットフォームを実
現する「バリュースクール」設置を検討することで
学長の機能強化構想を迅速に実現した。 
 
・研究の成果は、「研究戦略企画室」を中心に、世
界最高水準の卓越した研究活動を支える組織とし
て、先端融合研究環や高等研究院を整備するととも
に、研究成果の社会実装を推進するために学術・産
業イノベーション創造本部や産官学連携本部を整
備し、学長の機能強化構想を迅速に実現した。 

・未来構想室については、令
和２年度までの試行予定で設
置されているが、令和２年度
にはまた新たなメンバーで構
成し、学長へ中長期的なプラ
ンを提言していく予定であ
る。 
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・IR 組織の成果は、「戦略情報室」において、平成
29 年度に教育研究力向上のための KPI を含む指標
（「ビジョン実現に向けた教育研究力向上のための
重要指標」）を定め、継続的に進捗状況を分析し、
戦略企画本部で必要な改善策や対応策を講じた。さ
らに、平成 30 年度に女性研究者の増加シミュレー
ションを通じた「ダイバーシティ研究環境実現イニ
シアティブ（先端型）」の採択、プロジェクト単位
の研究力分析による先端融合研究環の極みプロジ
ェクトの選定など、エビデンス・ベースド・マネジ
メントの実現に向けた取組を行った。 
 
・なお、平成 30 年度には学長補佐２名（キャリア支
援担当、ダイバーシティ担当）を増員し、各テーマ
において学長のリーダーシップに迅速に対応でき
るよう体制を強化した。 
 

【18-2-1】 
戦略企画本部において、戦略の立案を

推進するとともに、IR 機能を担う戦略情
報室において、教育研究活動の状況やそ
れを取り巻く環境に関する情報分析を推
進する。 

また、中長期的な視点から本学の将来
構想を提案する若手教職員を中心とする
「未来構想室」を学長直下に設置すると
ともに、副学長を増員することで学長を
サポートする体制を強化する。 

Ⅲ

（令和元事業年度の実施状況） 
【18-2-1】 
・令和元年度は、戦略企画本部において、「バリュ
ースクール」設置（令和２年４月設置）を検討し、
『価値』をキーワードに分野横断的な研究・教育・
社会貢献のプラットフォーム構想を打ち出し、令和
２年４月から、本学の希望する全学生を対象に価値
創造＝価値創発×価値設計として体系化した教育
プログラムの実施につながることとなった。 
 
・平成 31 年４月に本学の中長期的なプラン策定を
補佐するため、学長直下に「未来構想室」を設置し、
学長の補佐体制を更に強化した。未来構想室は副学
長である室長、概ね 45 歳以下の若手教職員（教員
４名、URA１名及び職員４名）から構成され、月１度
会議を開催し、教職協働によりブランディングや教
職員が挑戦できる環境、業務の効率化等を含めた本
学の将来像について議論した。９月には前期の議論
を総括し学長への第１回提言を行った。後期につい
ては、学長からの３つの諮問事項、①18 歳人口減少
への対応策②大学統合③ツールとしての英語教育
を大学で行うべきか、について主に議論し、３月に
学長への第２回提言を行った。 
 
・研究の成果は、「研究戦略企画室」を中心に、世
界最高水準の卓越した研究活動を支える組織とし
て、高等研究院を整備するとともに、研究成果の社
会実装を推進するために産官学連携本部を整備し、
学長の機能強化構想を迅速に実現した。 
 
・副学長を１名増員し、国際連携及び先端医学研究
の推進、財務戦略を立案するために所掌業務を見直
すとともに、更に学長補佐（入試改革担当）１名を
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増員し体制を強化した。 
 
・戦略情報室では、専任の室員の他、学内関係組織
から教職員を委嘱し（８名）、各部署からの情報を
集約・検討する体制を構築しており、さらに室員、
委嘱職員をそれぞれ１名増員し、分析機能を強化
し、外部資金獲得のための教育研究活動の情報分析
等を実施し、「オープンイノベーション機構の整備
事業」の採択につながった。 
 

【18-3】 
「神戸大学長期ビジョン」が

教職員に浸透し、中期目標・中
期計画が有効に遂行できるよ
う、これまで築いてきた内部統
制環境を堅持し、情報の収集と
共有を円滑に行うとともに、各
種活動の効率的かつ確実な実
施とリスクへの適切な対応を
促す仕組みを点検・改善する。 

 

Ⅲ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・平成 28 年度から 29 年度にかけて本学の内部統制
システムの構築に向け、内部統制システム部局管理
責任者（部局長）、内部統制システム部局管理副責
任者（事務長等）を対象とした内部統制説明会、イ
ンタビュー、研修会等を実施し、内部統制全学実施
計画、部局統制の進め方など説明を行った。 
 
・平成 29 年度から、内部統制システム部局管理責
任者（部局長）が各部局において、内部統制システ
ム実施報告書を作成することによりセルフチェッ
クを行うとともに、システム統括管理責任者（担当
理事）が各部局長からの内部統制システム実施報告
書の提出を受けて、学内監査結果と一体化してモニ
タリングを行い、内部統制システムが有効かつ適正
に機能しているか確認する仕組みを構築した。 
さらに、各部局からの内部統制システム実施報告書
を学長、理事で組織する内部統制委員会で確認する
仕組みを確立し、全学での情報収集と大学執行部、
各部局で共有が可能となるシステムを作り上げ、稼
動･点検を行った。 
 
・平成 29 年度から公益通報等の窓口として、従来
の通報窓口である内部統制室に加え学外の法律事
務所に公益通報窓口を設置するとともに、退職した
役員及び職員を通報対象者とする規則改正を行い
公益通報の体制を整備した。 
 
・学長による教職員との集会や懇談会を複数回実施
することにより、学長自らがビジョン･中期目標に
基づく機能強化方策の進捗状況や発展方針等本学
の進むべき方向性及び運営方針を示し、各取組を着
実に進めていく上での認識を教職員と共有した。 
 

・内部統制システム部局管理
者、内部統制システム副責任者
に対する内部統制システム（e-
leaning）研修の受講管理を引
き続き行うとともに、各部局長
から提出のあった「内部統制シ
ステム実施状況報告書」と学内
監査結果を一体化してモニタ
リングを行い内部統制システ
ムが有効にかつ効果的に内部
統制が適正に行われているか
検証を行う。 
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【18-3-1】 
内部統制システム実施状況報告書と学

内監査結果を一体化してモニタリング
し、内部統制が有効かつ適正に行 
われているか検証を行い、必要に応じて
改善する。 

Ⅲ

（令和元事業年度の実施状況） 
【18-3-1】 
・部局管理責任者及び部局管理副責任者に e-
leaning 研修を受講させ、受講後の内部統制システ
ム理解度テストについて 100％の受講率を達成し
た。理解度についても受講者全員が満点となった。 
 
・令和２年２月に各部局管理責任者が作成した令和
元年度内部統制システム実施状況報告書をもとに、
令和元年度学内監査結果を一体化してモニタリン
グを行い、内部統制システムが有効かつ適正に機能
していることが確認できた。 

【18-4】 
学長、総括副学長、監事の３

者による意見交換会を定期的
に開催し、大学の意思決定過程
に係る確認、監事意見の適切な
反映を行うとともに、監事への
サポート体制を点検・改善す
る。また、経営協議会に加えて、
企業人事担当者や海外大学教
員等の学外有識者により構成
するアドバイザリーボード等
を活用し、産業界の意見や国際
水準に基づく意見を教育研究
に反映させる。 

 

Ⅲ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・平成 28 年度から、学長、総括副学長、監事の３者
による意見交換会を原則四半期毎に開催すること
により、大学の体制について、現状と課題について
の情報共有を行うとともに改善を促し、監事意見の
適切な反映を行った。平成 29 年度の監事意見（12 
件）のフォローアップを行い、「労働基準法を遵守
した超過勤務の管理・運用を徹底する」といった意
見を受けて、勤怠管理システムの導入を検討し、令
和２年１月本稼働を目指し、システム仕様や業務運
用の設計を行った。 
 
・平成 30 年度から重要課題等の意見交換の場とし
て、監事と監査室との定例会を原則毎月１回開催
し、情報共有等サポート体制の更なる強化を図っ
た。 
 
・企業の執行役員、国内外の大学教員、前欧州理事
会議長など海外機関の関係者等から構成されるア
ドバイザリーボードを活用し、平成 28 年度は「学
術・産業イノベーション創造本部」（H28 年 10 月設
置）、「戦略情報室」（H28 年 12 月設置）及び「数
理・データサイエンスセンター」（H29 年 10 月設置）
の設置に際して意見を反映した。平成 29 年度は前
年度の Visegrad4 カ国（ポーランド、ハンガリー、
チェコ、スロバキア）の研究助成金獲得を目指すた
め 、 助 成 金 獲 得 に 向 け て 申 請 を 行 い 、
VisegradUniversity Studies Grant (VUSG)[15,155
ユーロ]に採択された。さらに、平成 30 年度は、令
和元年度から教養の英語教育と学部の専門英語教
育を一体化した「神戸大学のアカデミックイングリ
ッシュ」として、体系的・階層的に見える化を図る
など、アドバイザリーボードの意見を教育研究等の

・学長、総括副学長、監事の
３者による意見交換会を引き
続き定期的に実施するととも
に、前年度までの監事意見等
のフォローアップを実施す
る。 
・新型コロナウイルスの世界的
な流行により、令和２年度の海
外アドバイザリーボードは開
催しないこととなった。国内ア
ドバイザリーボードについて
は、Web 会議システムを活用し
た開催について検討している。 
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改善に活かした（詳細は７頁■神戸大学の英語教育
（アカデミック・イングリッシュを学ぶ）参照）。 

【18-4-1】 
 監事監査結果報告書における監事意見
を大学運営に反映させるため、学長、総
括副学長、監事の３者による意見交換等
を密にし、監事意見に対する取組状況を
検証するとともに、検証結果を役員で共
有し、関係部署で更なる改善を行う。ま
た、監査室と監事との連携を図り、サポ
ート体制を強化する。 

Ⅲ

（令和元事業年度の実施状況） 

【18-4-1】 
・学長、総括副学長、監事の３者による意見交換会
を６月、11 月、１月、３月に開催し、６月は「平成
30 年度監事監査結果報告書及び令和元年度監事監
査計画の方針」について、11 月は「監事と各部局長
との対話（概要）」について、１月は「平成 30 年度
及び平成 29 年度監事意見等への対応状況」につい
て、３月は「令和元年度監事監査報告書（医学部附
属病院の現状と課題）」について意見交換を行った。 
 
・平成 30 年度監事意見に対し、女性職員の上位職
へのエントリー促進、女性教員比率の向上、女性教
職員の上位職への昇進などの数値目標の達成度に
ついて役員懇談会において検討を行い、教員人事委
員会においても女性教員比率向上のための取組を
行うとともに、女性教員の積極的採用や昇任させる
ための措置としてインセンティブを与えるなどの
施策を実施した。 
 
・監事と監査室の定例会を毎月１回開催し、監事監
査、監事協議会及び学長との意見交換会等に向け連
携の強化を図った。 
 

 【18-4-2】 
本学が直面する課題に知見を有する委

員によるアドバイザリーボードを国内外
で開催することに加え、部局単位でもア
ドバイザリーボードや産業界からの委員
を含めた外部評価委員会を開催し、学外
からの意見を求める。 

 

Ⅲ

（令和元事業年度の実施状況） 

【18-4-2】 
・国内アドバイザリーボードについては令和元年10
月に神戸及び東京で開催し、学外委員はそれぞれ７
名及び８名出席した。 
両会議では「大学経営に期待すること、望むこと」

について意見交換を行うとともに、前年度に開催さ
れたアドバイザリーボードにて委員から出た意見
のフォローアップ状況（日欧共同公募の Joint 
Master Programme や Erasmus+など欧州の教育助成
金を積極的に活用し、留学者数増加させるため、平
成 31 年２月に Erasmus+の助成・奨学金等に申請状
況など。）が報告された。なお、例示した Erasmus+
の助成・奨学金等については、令和元年度に８件が
採択された。 
 

・海外アドバイザリーボードについては令和元年10
月にブリュッセルオフィスで開催し、学外委員２名
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が出席した。会議では「大学の予算削減」「留学生
数」「欧州からの助成金」「外国大学との協力関係」
等について意見交換を行った。 
 
・令和２年度の法人評価及び令和３年度の認証評価
に先立ち、部局単位で外部評価を受審した。特に、
国際人間科学部の外部評価では、「グローバルイシ
ューを解決しようとする人材の育成が学位授与方
針の軸におかれていることは、現代の教育課題に真
っ向から挑戦するものとしての価値があると同時
に、学修内容・方法ともそれに相応しいものとして
展開されている点はとくに優れている」、法学部の
外部評価では、「教育カリキュラムが充実しており、
教育等に対する学生の満足度が極めて高く、非常に
高い教育レベルを維持している」、科学技術イノベ 
ーション研究科の外部評価では、「先端科学技術分
野の研究開発能力およびアントレプレナーシップ
を備える理系人材の育成を目的として、独自性の高
い教育カリキュラムを体系的に構築し、運営してい
る」と評されるなど、高い評価を得た。 

 
【19-1】 

採用・養成・職能開発（SD）
及び適切な人事評価に基づく
処遇等の人的資源管理を通じ
て効果的に事務職員の資質を
高める。また、高度化・複雑化
する教育研究活動を支え、戦略
的大学経営を推進するため、リ
サーチ・アドミニストレーター
をはじめとした高度な専門性
を有する職員を配置・育成す
る。 

 

Ⅳ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・「事務職員の人事異動及び研修の方針」に基づき、
採用、配置及び資質の向上等に必要な研修として、
新規採用職員、係長相当職研修、主任・中堅職員研
修、管理監督者研修など職位に応じた研修を実施し
た。平成 29年度からは役員等の職能開発（SD）とし
て、幹部職員セミナーを新たに実施した。（平成 29
年度：テーマ「広報戦略」、参加者役員、研究科長、
事務系幹部職員等約 80 名、平成 30 年度：テーマ「大
学向けクラウドファンディング」、参加者 137 名）
を実施した。 
・また、業務遂行上必要となるスキルの習得を目的
に、以下のような研修を実施し、職員の資質及び能
力の向上を図った。 
◇プレゼンテーション研修（平成 28 年度実施：参
加者 23 名、平成 29 年度実施：参加者 23 名） 
◇窓口応対力向上研修（平成 28 年度実施：参加者
28 名、平成 30 年度実施：参加者 27 名） 
◇タイムマネジメント研修（平成 29 年度実施：参
加者 69 名） 
◇面接員トレーニング研修（平成 30 年度実施：参
加者 38 名） 
◇説明・説得能力向上研修（平成 30 年度実施：参加
者 46 名） 

・本学の教育研究活動等の適切
かつ効果的な運営を図るため、
職員が必要な知識及び技能を
習得し、資質を向上出来るよ
う、研修を実施する。また、経
営職能・管理職能を担う人材の
資質向上を図るため、役員等の
職能開発（SD）を引き続き実施
する。 
 専門職能については、高度専
門職として整備した政策研究
職員の採用・配置を行う。さら
に、学内の事務系職員からも引
き続き登用を行う。 
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・IR を担う人材やリサーチアドミニストレーター
（URA）など教育研究の円滑な実施を支援するため
に必要な政策的、専門的業務に従事する高度専門職
を確立させるため、平成 29 年度から本学独自の「政
策研究職員」を新設し、平成 29 年 10 月１日に１名
を採用し、学術研究推進機構学術･産業イノベーシ
ョン創造本部に配置した。 
 平成 30 年度には、４月１日付けで学術・産業イ
ノベーション創造本部に１名、男女共同参画推進室
に１名、９月１日付けで戦略企画本部戦略情報室に
１名、10 月１日付けでキャリアセンターに１名を配
置した。 
「学術・産業イノベーション創造本部」では、兵庫
県丹波市の新設県立病院での予防教室実施に向け
て、兵庫県と丹波市と協議し、令和元年５月に３者
での共同事業開始、協定締結につなげる等の成果を
上げた。 
「男女共同参画推進室」では、ダイバーシティ事業
において、女性研究研究者比率の向上に向けた取組
や女性研究者の採用比率・研究力向上に向けた取組
を中心に活躍した。 
 「戦略情報室」では、教育、研究分野における情
報分析を担い、大学としての戦略決定に必要な提言
を実施することにより中心的な役割を果たすとと
もに女性研究者の増加シミュレーションを通じた
「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（先
端型）」の採択、プロジェクト単位の研究力分析に
よる先端融合研究環の極みプロジェクトの選定な
ど、エビデンス・ベースド・マネジメントの実現に
向けた取組を行った。令和元年度には、事務職員を
政策研究職員へ配置転換するなど、積極的に採用を
行った。 
 このように、政策研究職員が配置された各部署に
おいては、政策研究職員が中心となって各部署のミ
ッションの達成に取り組んでおり、新たな職として
有効に活躍している。 
 

【19-1-1】 
本学の教育研究活動等の適切かつ効果

的な運営を図るため、職員が必要な知識
及び技能を習得し、資質を向上出来るよ
う、研修を実施する。また、経営職能・
管理職能を担う人材の資質向上を図るた
め、役員等の職能開発（SD）を引き続き
実施する。 

専門職能については、高度専門職とし
て整備した政策研究職員の採用・配置を

Ⅳ

（令和元年事業年度の実施状況） 
【19-1-1】 
・「事務職員の人事異動及び研修の方針」に基づき、
採用、配置及び資質の向上等に必要な研修を引き続
き実施した。令和元年度は、新たに相手の考えを尊
重したうえで自身の考えを率直に伝える手法を習
得させ、円滑なコミュニケーション能力の向上を図
ることを目的とした「アサーティブコミュニケーシ
ョン研修」を実施した（参加者 40 名）。また、主
任・中堅研修以降の各階層別研修において知識の定
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行う。さらに、学内の事務系職員からも
登用を行い、政策研究職員を事務系職員
のキャリアパスの一つとして位置付け
る。 

着を図るために研修直後及び３か月後に研修内容
を振り返る事後課題を実施した。事後課題では，研
修終了後３か月間の行動計画を立て、３か月後に振
り返る形式をとった。振り返りでは、研修で学んだ
知識をそれぞれの職場において意識して実践する
ことにより、「期末面談の際には、良い聴き手の行
動に注意しつつ、よりよい面談が行えた 」「ミーテ
ィングの際に、実習内容の一部を体験してもらい、
個人としてはもちろん、チームとしても、成長して
いくという意識が必要であることについて、ある程
度の意識づけを行うことができた」「職場内で相談
しやすい雰囲気づくりができた」など自身の取組を
振り返ることができており、所定の成果が上げられ
た。 
 
・また、上記の研修の他に、業務遂行上必要となる
スキルの習得を目的に、以下のような研修を実施
し、職員の資質及び能力の向上を図った。 
◇新規採用者研修 （参加者 23 名） 
◇主任・中堅職員研修 （参加者 30 名） 
◇管理監督者研修 （参加者 15 名） 
◇プレゼンテーション研修 （参加者 27 名） 
◇タイムマネジメント研修 （参加者 22 名） 
 
・人事評価（能力評価）結果の総合評価における評
語が「２」以下となった者について、人事課の課長
補佐以上の職位の者２名以上により、個別に面談を
実施し、改善を促すとともに、「勤勉手当の成績率、
昇給の昇給区分及び降任等に反映させる運用を、令
和元年度から開始した。 
 
・令和元年４月に、政策研究職員として、大学文書
資料室及び国際部に各１名配置した。新たに事務職
員を対象として政策研究職員の学内募集を行い、学
術・産業イノベーション本部に２名（URA 業務）、
戦略企画本部戦略情報室に１名（IR 業務）を半年間
事務職員として業務に従事させた上で、業務実績や
適性、本人の意向等を総合的に評価の上、政策研究
職員に配置換した。 
特に、学術・産業イノベーション本部に配置され

た政策研究職員の活動によって、兵庫県健康局と丹
波市での３者協定後、2,200 名の研究コホートを構
築した。兵庫県との取組が評価され、J-MINT 研究
（AMED)の分担機関として採択された。（代表研究
者：保健学研究科 古和教授、2,250 万円×２年）
また、製造メーカーと認知機能に係る探索フェーズ 
(302 万円)の共同研究の報告会は完了し、継続研究
を獲得した（597 万円、平成 29 年 12 月～令和２年
３月、4,800 万円、令和２年４月～令和３年３月）。
さらに、市民プログラム「コグニケア」を共同事業
形態で平成 29 年 10 月より開始（参加費用：月額
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5,200 円）、計 73 名から 111 名への増加を達成し
た。 
また、下記の表のとおり令和２年３月に、職位を

２つから４つに増やし、各職位の職務内容を明確化
するなど、政策研究職員制度の見直しを実施した。 
 
【現行】 
政策研究職員 教育研究の円滑な実施

を支援するために必要
な政策的、専門的業務に
従事する 

上席政策研究職員 より高度な政策的、専門
的な業務に従事し、当該
部署の長を助けるとと
もに当該部署の業務を
整理する 

 
【変更後】 
政策研究職員 教育研究の円滑な実施

を支援するために必要
な政策的、専門的業務に
従事する 

主任政策研究職員 高度な専門的知識、経験
等に基づき政策的、専門
的業務に従事する 

上席政策研究職員 特に高度な専門的知識、
経験等に基づく調査、研
究、情報分析等を行うこ
とにより、政策の企画及
び立案等の業務に従事
し、当該部署の長を助け
る 

首席政策研究職員 極めて高度な専門的知
識、経験等に基づく調
査、研究、情報分析等を
行うことにより、政策の
企画及び立案等の業務
に従事し、当該部署の長
を助けるとともに当該
部署の業務を整理する 
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【19-2】 
優秀な外国人研究者や実務

家教員をはじめ多様な人材を
確保するため、雇用形態も含
め、人事・給与システムの弾力
化及びその活用を推進すると
ともに、適切な業績評価の取組
を更に進める。特に、教員の流
動性を高めるため、計画に基づ
き年俸制適用教員数を 230 人
以上にするとともに、他大学・
機関とのクロスアポイントメ
ントの活用を図る。 

 

Ⅲ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 

・平成 30 年度に教員活動評価結果を給与等の処遇
へ反映させていることを点検の上、各学域から提出
のあった国際性を見据えた評価指標を教員評価検
討 WG で検討し、「卓越研究大学を目指す「ビジョ
ン」に基づく共通評価指標」として取りまとめた。 
 
・年俸制適用教員数については、教育活動のさらな
る活性化のため、毎年度在職教員への公募を実施す
るとともに、56 歳以上の部局長や年度末年齢 61 歳
以上のシニア教員へ切替えの協力を依頼するとと
もに、新規採用者についても毎年度確保することに
より、平成 28 年度は 175 名、平成 29年度は 177 名、
平成 30 年度は 167 名となっている。また、平成 31
年２月に文部科学省から出されたガイドラインを
受け、新たな年俸制制度案の検討を行うべく WG を
立ち上げ、制度構築に着手した。 
 
・他大学・他機関とのクロスアポイントについては、
平成 28 年度は 17 件 17 名、平成 29 年度は 16 件 16
名、平成 30 年度は 19 件 19 名の実績と順調に伸び
堅調に推移している。 
 
・新たな助手制度を平成 31 年４月から開始するこ
ととした上で、平成 30 年度中に採用に向けた選考
を行い、平成 31 年４月１日付けで、新たな助手制
度に基づく助手を３名採用することとなった。 
 

・国際共同研究の活性化、国際
共著論文の増加につなげるた
めに、外国人研究員制度につい
て、制度を検証していくととも
に、招へい外国人研究者等への
サポートとして、借上げ可能宿
舎の地域と形態を広げ、よりニ
ーズに合わせたサポートを行
う。 
・在職教員に対する年俸制切替
え募集を行うとともに、新たな
年俸制制度について、令和２年
度から新規採用教員への原則
適用を開始する。 

 

 

【19-2-1】 
 教員の流動性を高め、より多様な人材
を確保し、教育研究活動等の活性化と個
人のモチベーションの向上を図るべく、
新たな年俸制制度を導入し、在職教員の
切り替えを推進するとともに、新規採用
教員へ順次適用する。 

外国人研究員について、定員ベースか
ら人件費ベースに制度を改めたことによ
り、配置対象部局を拡大させるとともに
増員を図る。 

Ⅲ

（令和元事業年度の実施状況） 

【19-2-1】 
・令和元年度当初における年俸制適用者数は、前年
度末の退職者もあり 137 名となった。目標人数であ
る 230 人以上の達成に向け、「国立大学法人等人事
給与マネジメント改革に関するガイドライン」を踏
まえた新たな年俸制教員制度を令和２年１月に導
入した。在職教員への募集を行うとともに、役職者
や 60 歳以上のシニア教員などに対しては切替えの
協力を依頼し、延べ 83 名から新年俸制への切替申
請があった。また、新規採用教員についても、56 名
を確保することとなった。これらの取り組みの結
果、令和元年度における年俸制教員は最終的に 276
名となった。 
 
・令和元年度より「外国人研究員」について、定員
ベースから人件費ベースに改め、対象部局を５部局
から全部局へ拡大することで、より柔軟な招へいを
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行うことができるよう制度を改めた。平成 30 年度
に５部局 12 名の招へいであったところ、令和元年
度には、12 部局 41 名を招へいし、前年度よりも大
幅に増加した。 
 
・「国際共著論文」の向上の施策の１つとして、見
直しされた外国人研究員制度（平成 31 年４月１日
施行）の下に、先端膜工学研究センターにて新たな
外国人研究員（１名）を雇用し、４本の共著論文と
いう成果に繋がった。 

【19-3】 
女性研究者の上位職位への

登用支援、女性研究者在職比率
の増加など、男女共同参画の取
組を進めるとともに、女性の管
理職等への登用推進を図り、管
理職等における女性の割合を
15％程度にする。また、年齢、
国籍、障害の有無にとらわれな
いダイバーシティ（多様性）や、
ワーク・ライフ・バランスに配
慮した人的資源管理を行う。 

 

Ⅲ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・女性教員在籍数の増加を目的に「女性教職員の採
用のためのテニュアトラック」「女性教員限定公募
に対するインセンティブ措置（平成 28 年度：２件、
平成 29 年度：１件）」「女性限定公募（平成 28 年
度：1名、平成 29 年度：1名）」制度等を通じた積
極的女性教員の採用を実施するとともに、担当理事
と男女共同参画室長が部局を訪問し、女性教員在籍
数を上げることや、上位職への登用を増やすことを
指示した。 
 
・女性教員の研究力向上を目的に、「連携型共同研
究代表者（女性）への研究費補助（平成 28 年度：80
万円×５人、平成 29 年度：30 万円×３人）、「研
究スキルアップ経費支援（平成 28 年度：100 万円）」、
など経済的支援を行った。女性研究者の教育力・研
究力・マネジメント力を向上し「指導的地位」の女
性比率を増加させるため、以下のような研修を実施
した。 
◇キャリアパスショートセミナー（平成 28 年度：
３回計 178 名参加：満足度 90％） 
◇英語スキルアップセミナー（平成 28 年度：４回
計 113 名参加：満足度 91％） 
◇外部資金獲得セミナー（平成 28 年度：４回計 97
名参加、平成 29 年度：９名参加：満足度 100％） 
◇英語査読セミナー（平成 29 年度：48 名参加） 
◇英語プレゼンテーションスキルアップセミナー
（平成 29 年度：30 名参加） 
◇英語論文執筆に関するセミナー（平成 30 年度実
施：114 名参加） 
 

・育児中の研究者支援として、平成 28 年度に研究
支援員を 25 名配置（500 万円）するとともに、ベビ

・Ⅰ 「女性教員限定公募に
対するインセンティブ措置」
等を通じた積極的女性教員の
採用を推進する。女性教員の
採用率の向上のため、各部局
の女性教員の採用・昇任計画
を確認し、女性教員の積極的
採用や昇任を部局に依頼する
などして PDCA サイクルにより
部局に働きかける。女性研究
者に対する研究力アップのた
めの各種取組を行う。 
①「女性教員限定公募に対す
るインセンティブ措置」及び
「誘導的ポジティブアクショ
ンによるインセンティブ措
置」を実施する。選考は、
「女性研究者養成システム改
革戦略会議」で行う。 
②文部科学省科学技術人材育
成補助事業計画に従い、女性
研究者の海外派遣を行うとと
もに、部局に採用・昇任計画
を確認し、事業計画の目標を
達成できるよう要請する。 
Ⅱ 「教育力・研究力向上等
のためのセミナー」の開催 
・科研費獲得のためのセミナ
ー、英語論文執筆に関するセ
ミナー等を実施する。 
Ⅲ 文部科学省科学技術人材
育成費補助事業の補助機関の
終わる令和 3年度に向けて事
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ーシッター派遣料金補助金サービスとして計 60 万
円を措置した。また、平成 28 年度に新たに介護支
援制度を新設し、介護に係る支援策として４つの両
立プランから希望する一つを選択し業務負担を軽
減できることとした。 
（※平成 28 年度については、平成 26 年度に採択さ
れた文部科学省「女性研究者研究活動支援事業（連
携型）」（平成 26～28 年度）（連携大学：関西学院
大学、兵庫県立大学）により、上記の各支援事業を
実施した。） 
上記のような取組の結果、女性教員在籍比率は

（平成 27 年度 16.1％→平成 30 年度 16.3％）、女性
教員採用比率は（平成 27年度 22.7％→平成 30 年度
22.1％）管理職等における女性の割合は、（平成 27
年度末 7％→平成 30 年度末 8.1％）となっている。 
 

・平成 28 年度から、事務職員の再雇用について、引
き続き定年退職時の役職となることを可能とする
制度を導入し、これまで培った経験と知見を活かす
ことにより、意欲と能力に応じた配置・処遇を行っ
た。平成 28 年度３名（部長１名、課長１名、補佐１
名）、平成 29 年度 10 名（部長３名、課長２名、補
佐４名、係長１名）、平成 30 年度８名（部長１名、
課長２名、補佐３名、係長２名）を配置。 
 
・障害者雇用及び障害者雇用率を維持するための体
制整備を行うため、学内における人員配置、連携・
調整、環境改善、勤務状況把握及び研修の実施並び
に障害者支援団体との連携等を一元的に扱う障害
者雇用促進室を、平成 29 年４月に設置した。障害
者が孤立せず業務に従事することができるよう、同
室の下チーム単位で業務を行う体制をとるととも
に、障害者の特性に配慮し、職員福利厚生施設の一
部を控室として整備を行う等労働環境を改善した。 
上記のような取組の結果、障害者雇用率は、平成 28
年度は 2.57％、平成 29 年度は 2.45％、平成 30 年
度は 2.87％と法定雇用率を継続的に維持した。 
 
・仕事と子育てを両立させるために、ワーク・ライ
フ・バランスに配慮し、六甲台地区にのみ設置して
いた一時預かり保育室について、女性研究者（院生
を含む）が多くいる遠隔地キャンパス（名谷地区）
にも設置した。平成 28 年度に、常勤パート研究職
制度を介護支援に拡大し、利用者からは「家庭と教
育・教育のいずれも犠牲にすることなくバランスの
とれた生活を送ることができ有効であった」という
報告があった。 

業継続のため企業等との連携
（ネットワーク）を強化す
る。 
Ⅳ 学内でダイバーシティの
認識を広め、教育・研究・職
場環境を整備する。 
Ⅴ ユネスコチェアプロジェ
クト（学生交流・共同研究・
セミナー）の実施 
①ユネスコチェア連携パート
ナーとの研究交流を行う。 
②ユネスコチェアの事業期間
の終了する令和 3年までにユ
ネスコチェアの継続について
連携パートナー等と協議す
る。 
③連携機関でユネスコチェア
サマープログラムを実施す
る。 
④連携機関から講師を招へい
し、本学の学生、附属中等学
校の学生を対象に講義・ワー
クショップを行う。 
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【19-3-1】 
女性教職員の在籍比率増加のために、

女性限定公募制度、それに伴うインセン
ティブ措置制度等を通じて積極的に女性
教員の採用を進めるとともに、女性の上
位職登用に資するよう、女性研究者を海
外の研究機関へ派遣又は招へいする制度
を実施する。その他、研究力やマネジメ
ント力のスキルアップのためのセミナー
を実施する。 

ユネスコチェアプロジェクトとして、
アジアの大学等と連携し、ジェンダーや
災害弱者の観点から自然災害を捉える文
理融合型研究セミナーや災害とジェンダ
ーに関する授業を実施する。 

 

Ⅲ

（令和元事業年度の実施状況） 
【19-3-1】 
・これまで実施してきた「女性教員限定公募に対す
るインセンティブ措置」に加え、新たに「誘導的ポ
ジティブアクションによるインセンティブ措置」を
実施し、農学研究科と工学研究科へ配分を行った。
准教授を採用した部局に経費を配分することによ
り、継続して女性教員を採用する意識付けを与える
とともに、女性研究者の研究が配属部局にソフトラ
ンディングできる効果があった。 
 
・外部資金獲得セミナー（14 名参加：満足度 100％）、
英語スキルアップセミナー（集合研修：34 名参加、
個別指導研修参加者 13 名、集合研修参加者 34 名の
53%、個別指導研修参加者 13 名の 92%が役に立った
と回答）など、引き続き女性研究者の研修を実施し
た結果、外部資金獲得セミナー参加者のうち 1名が
科研費を獲得した。 
 
・文部科学省科学技術人材育成費補助事業を活用
し、女性研究者の海外派遣(７名)を行い、１名が講
師から准教授に昇任した。また、海外派遣後に学術
論文数が増えるなど一定の効果があった。ダイバー
シティ教育プログラム（管理職の意識改革を図るた
めの e-ラーニング教材）、α 版（暫定版）を作成
し、学長や理事、ダイバーシティ推進共創パートナ
ー企業５社等を対象にアンケートを実施した。 
 
・女性教員在籍比率は（平成 27 年度 16.1％→令和
元年度 16.3％）、女性教員採用比率は（平成 27 年
度 22.7％→令和元年度 20.2％）、管理職等における
女性の割合は（平成 27 年度末 7％→令和元年度
12.1％）となった。 
 
・ユネスコチェアプロジェクト（学生交流・共同研
究・ワークショップ）を実施し、１月にジェンダー・
弱者の視点から考える減災対策をテーマに、ユネス
コ連携機関から講師を招聘し、本学の学生、附属中
等学校の学生を対象に講義・ワークショップ等を行
った。 
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 【19-3-2】 
障害者雇用について法定雇用率 2.5％

以上を維持するとともに、障害者雇用の
安定のため、学内の発達障害、知的障害
の専門家や学外の幅広い専門家との連携
を通じて、業務指導員の資質向上に取り
組む。 

 

Ⅲ

（令和元事業年度の実施状況） 

【19-3-2】 
・障害者に業務を指導する業務指導員の資質の向上
を図るため、障害者への仕事の指示や健康管理、コ
ミュニケーションの取り方等について意見交換す
る業務指導員連絡会を、附属特別支援学校及び兵庫
障害者職業センターから専門家の協力を得て実施
した。全学の業務指導員を集めた連絡会であり、障
害の内容、程度も様々である中でそれぞれの部局が
抱えている悩みや相談事項を出してもらい、その場
で意見交換を行い、それぞれについて学内外の専門
家から助言、指導を受けている。共通認識が図れる
とともに新たな発見をすることもでき、業務指導員
としての資質の向上に役立っている。 
 
・令和２年度から医学部において、臨時用務員１人
追加で採用することとした。障害者雇用率は 2.78％
と法定雇用率以上を維持した。 
 

 【19-3-3】 
ワーク・ライフ・バランスを良好に維

持・改善するため、子育てや介護と仕事
の両立支援制度（常勤パート研究職制度、
育児休業代替職員制度等）を引き続き周
知徹底する。 

労働時間をより適正に把握するため、
労働時間管理システム（2020 年１月本稼
動予定）を導入し、事務系職員等から運
用を開始する。 

 

Ⅲ
 

（令和元事業年度の実施状況） 

【19-3-3】 
ワークライフバランスを支援するため、以下の取組
を行った。 
 
・子育て中の研究支援員制度について、12 名を支援
した。支援を受けた研究者全員が有効な制度である
と回答した。 
 
・「ベビーシッター派遣料金の一部補助サービス」
「ベビーシッター派遣事業割引券」を実施した。８
名の利用があり、利用者の約８割が有効な制度であ
ると回答した。 
 
・常勤パート研究職制度及び育児休業代替職員制度
により、19名の支援を行った。 
 
・イギリス、ドイツ、ブリュッセル、サンフランシ
スコ、ニューヨークの同窓会等と連携し、海外赴任
研究者のための子育て支援ネットワークの構築に
向け検討を進めた。同地域に派遣される予定の女性
研究者の子どもの学校に関する情報を提供するな
どの支援を行った。 
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・労働時間管理システムを令和２年１月から導入
し、事務系職員等から運用を開始した。 
 

【19-4】 
40 歳未満の優秀な若手教員

が活躍できる場を全学的に拡
大し、教育研究を活性化するた
め、若手教員の雇用に関する計
画に基づき、退職金に係る運営
費交付金の積算対象となる教
員における若手教員の比率が
22％以上となるよう、雇用拡大
に向けた取組を促進する。【◆】 
 

 

Ⅲ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・学長のリーダーシップによる戦略的な教員人事を
可能とするため、平成 29 年４月から定員制を見直
し、教員の人件費を職位によりポイントに換算し管
理する「ポイント制」を導入し、職位ごとの定員に
縛られず、助教等の若手ポストを増加するなど柔軟
な運用を図った。 
 
・若手人材支援事業（旧国立大学若手人材支援事
業）、科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事
業（次世代研究者育成プログラム）、卓越研究員事
業、神戸大学テニュアトラック制度等を活用し、若
手教員の採用を積極的に推進するとともに、テニュ
アポストへの切り替えを進めた。現行の助手の在り
方について、ポイント制を活用したより柔軟な教員
の雇用が可能となるよう、給与等も含めた見直しを
行うことを検討し、新たな助手制度を平成 31 年４
月から開始することとした。平成 30 年度中に採用
に向けた選考を行い、平成 31 年４月１日付けで、
新たな助手制度に基づく助手を３名採用とした。 
 
 若手教員比率は、平成 28 年度末 18.59%、平成 29
年度末 16.29%、平成 30 年度末が 15.17%となった。 
 

・学内でのテニュアトラック制
度の普及・定着状況を踏まえ、
新たなテニュアトラック制度
を導入し、若手教員の育成と雇
用拡大を促進する。 
「卓越研究員事業」等により雇
用している将来優秀な PI（主任
研究者）となり得る若手教員に
ついては、引き続きテニュアポ
ストへの切り替えを進める。 

【19-4-1】 
本学独自の「神戸大学テニュアトラッ

ク制度」を産休・育休等のライフイベン
トに配慮した制度に改善するとともに、
「卓越研究員事業」、「科学技術人材育
成のコンソーシアムの構築事業」及び「機
能強化経費（共通政策課題分）における
若手人材支援経費（旧国立大学若手人材
支援事業）」を活用して、将来優秀な PI
（主任研究者）となり得る若手教員を確
保し、テニュアポストへの切り替えを進
める。 

Ⅲ

（令和元事業年度の実施状況） 
【19-4-1】 
・本学独自の「神戸大学テニュアトラック制度」の
規則等を改正し、産休・育休等のライフイベントに
配慮した制度に改善した。「若手人材支援経費（旧
国立大学若手人材支援事業）」で雇用していた若手
教員のうち 10 名を、「卓越研究員事業」及び「科学
技術人材育成のコンソーシアムの構築事業」で雇用
していた若手教員それぞれ1名を退職金に係る運営
費交付金の積算対象となる教員（いわゆる定員内教
員）に切り替えた。このほか、各部局においても定
員内教員として若手教員の雇用を積極的に推進し
た結果、令和元年度末現在の定員内教員に占める若
手教員の比率は 19.85%となった（平成 30 年度末：
15.17%）。令和元年度末時点では、「神戸大学テニ
ュアトラック制度」で 26 名、「卓越研究員事業」で
4 名（うち 2 名は既に定員内）、「科学技術人材育
成のコンソーシアムの構築事業」で 1名、「若手人
材支援経費」で 4名の若手教員を雇用中であり、引
き続き定員内教員への切替を進める。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
  ② 教育研究組織の見直しに関する目標 

 

中
期
目
標  

【20】社会変革をリードする新たな価値の創出に挑戦し続けるため、教育研究組織を不断に見直す。  
【21】第３期中期目標期間に実施する新たな取組に対応するため、既存業務の改善を推進する。  
 
 

 

中期計画 令和元年度計画 

進捗 
状況 判断理由（計画の実施状況等） 

中
期 

年
度 

令和元事業年度までの実施状況 
令和２及び３事業年度の 

実施予定 

【20-1】 
 学長のリーダーシップによ
り、分野の枠を越えた新たな先
端融合研究組織を立ち上げるな
ど、教育研究の進展や社会的ニ
ーズに柔軟に対応した組織の改
編を、入学定員の適正化を含め、
全学的な視点から実施する。 

 

Ⅳ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・教育研究の進展や社会的ニーズに柔軟に対応するべ
く、学長のリーダーシップのもと組織改編を実施し
た。平成 28 年４月に設置した先端融合研究環は、本
学のビジョン「先端研究・文理融合研究で輝く卓越研
究大学へ」を実現するために、個別に活動してきた組
織を再編統合した組織であり、文理の枠を超えた全学
的な先端融合研究の推進が可能となった。また、平成
29 年 12 月に設置した数理・データサイエンスセンタ
ーにおいては、Society5.0 の新たな社会を牽引できる
人材を養成するべく、平成 30 年度に７つの学部学生
に対してデータサイエンスの基礎を身に付けること
が出来るカリキュラムコースを展開した。 
 
・平成 28 年４月、社会科学分野と自然科学分野の構
成員が一体となって、本学がフラッグシップ研究と位
置付ける重点四分野(バイオプロダクション、先端膜
工学、先端ＩＴ、先端医療学)と事業創造に焦点を当て
たアントレプレナーシップとの融合による日本初の
文理融合型の独立大学院として、学問の枠を越えた新
たな文理融合型の教育研究システムを構築し、科学技
術イノベーションを自ら創出できる力をもった理系
人材を養成する「科学技術イノベーション研究科」（修
士課程）を開設した。 
 
・平成 30 年４月に本学の文理融合分野である計算社
会科学における研究を促進するため、「計算社会科学
研究センター」を設置した。 
 
・文理融合の研究成果の社会実装及びイノベーション
創出を更に推進するため、学内の定員再配分を行い、
平成 30 年度に科学技術イノベーション研究科博士課
程後期課程（入学定員 10 名）を設置した。平成 31 年
３月には、同研究科博士課程後期課程の学生が合成バ

・革新的な価値創造人材を育
成するための全学横断組織と
して「神戸大学バリュースク
ール」を設置し、価値創造教
育や価値の社会への実装を推
進する。 
・海洋ガバナンスに係る政策
立案など、国際海洋社会を牽
引できる海のグローバルリー
ダーとエキスパートの養成を
目標とする「海洋政策科学
部」を令和３年４月から設置
し、令和２年度から学生を募
集する。 
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イオ・合成化学関連ベンチャーを起業した。 
 
・海洋ガバナンスに係る政策立案など、国際海洋社会
を牽引できる海のグローバルリーダーとエキスパー
トの養成を目標に、平成 28 年度より検討を行ってき
た。その結果、令和３年４月から「海洋政策科学部」
を設置することとし、令和２年度から文系科目重視型
及び理系科目重視型の２類型入学者選抜を新たに導
入して学生募集を開始することとした。特色のある教
育課程を編成し、海洋に関する自然科学分野だけでな
く、海洋法や海洋政策などにも精通した海洋に関する
幅広い教養と専門知識を備えた人材、海洋リベラルア
ーツをベースに海洋に関する社会問題解決に貢献で
きる人材を養成することを目指す。 
 

【20-1-1】 
 世界トップクラスの膜工学研究を実
施する「先端膜工学研究センター」、先
端的な医療機器・技術開発の事業化戦
略や人材育成を実施する「未来医工学
研究開発センター」、海に係る教育・研
究を実施する「海洋教育研究基盤セン
ター」等を全学組織として設置し、全学
的な視点での教育研究を推進する。 

Ⅳ 

（令和元事業年度の実施状況） 
【20-1-1】 
・先端膜工学研究センターでは、NEDO 先導研究プログ
ラム事業などの大型プロジェクトで資金を獲得し、有
機溶剤中の膜分離に用いる新規耐溶剤性分離膜の研
究開発に１大学、２企業と連携し取り組んだ。令和元
年１月には研究成果を発信する公開ワークショップ
を東京で開催した（産官学から 80 名参加）。 
 また、株式会社ルネッサンス・エナジー・リサーチ
(RER)、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と
共同開発した、二酸化炭素(CO2)を分離する「CO2 促進
輸送膜」が令和２年に実用化されることを令和元年 10
月に発表するなどの成果を挙げている。 
 文部科学省 2019 年度科学技術イノベーションによ
る地域社会課題解決（DESIGN-i）に「兵庫県における
農林水産資源を起点とした地域の魅力拡大方策の検
討」が採択された。本事業では、本学主導の下、兵庫
県の中山間（西脇市）及び離島（南あわじ市）地域の
農林水産資源の魅力に着目し、地域特有の未来課題抽
出とビジョンを検討する「未来ビジョン検討チーム」、
科学技術による解決策を検討する「仮説構築チーム」
を基軸とした「リージョナルデザインチーム」を構成
し、未来洞察ワークショップやアイディアソン、新産
業創造研究機構、社会科学系教員との連携によるひょ
うごビジネス研究会を通じて、地域の「未来ビジョン」
の設定を行い、社会実験・実装に向けた技術マッチン
グ・検証を行った。本事業を通じて、染色排水のろ過
等の膜技術に関連した課題の抽出、研究シーズの探索
を行うとともに、農業振興と食による地域活性化（西
脇市）と、次世代農林水産業の教育フィールドの実現
（南あわじ市）に取り組んだ。 
 先端膜工学研究センターの開所式（産官学の 210 名
の出席）、人材育成を目的とする新事業創造 MBA
（Membrane Business Academy）講座（４回、受講人
数計 177 人）、膜工学講演会（秋のみ産官学から 190
名出席）等を積極的に開催した。 

 

 

 



神戸大学 

- 47 - 

国立台湾大学、欧州膜研究機構、シドニー工科大学
から著名な膜研究者、エジプトやオーストラリアから
の学生（計４名）の受け入れを行い、国際共同研究を
推進した。さらに、11 月に膜国際ワークショップ
iWMK2019 を開催し、約 20 名の世界的研究者を招へい
し研究交流を行った。 
 上記活動に加え、浙江大学や天津工業大学、シドニ
ー工科大学など、海外の大学との共同研究の成果が論
文となり、2019 年の国際共著論文数は 35 報であった。 
 これらの国内外の大学や企業との共同研究など多
角的な産学連携活動を推進した成果としては、有機溶
剤分離に向けた基礎研究結果をまとめた論文の１つ
が化学工学分野のトップ 1％（JOURNAL OF MEMBRANE 
SCIENCE）にランクインするなどの卓越した成果を上
げている。 
 
・未来医工学研究開発センターでは、新規採択された
AMED「次世代医療機器連携拠点整備等事業」等に基づ
き、「メディカル・デバイス・プロデューサー」育成
プログラムの策定準備を進めており、医学系および工
学系の観点から検討を開始し、関連する講義科目を抽
出した段階である。 
 
・海洋教育研究基盤センターでは、従来の海事科学教
育開発センターからの業務完全移行（2021 年度に完全
移行予定）へ向けて業務方針の検討作業を進めてお
り、今後は教学委員会の下に外部機関との連携が必要
な講義の管理を担う新たな専門部会を組織する準備
を進める予定である。 
 
・令和元年 10 月に先端融合研究推進組織を総合研究
推進組織へ名称変更し、総合研究推進組織には先端融
合研究環に加えて高等研究院を設置した。高等研究院
には、「海と人間の共生」を構想するネットワーク型
未来研究拠点として海共生（うみともいき）研究アラ
イアンスを設置するとともに、文理融合の未来世紀都
市学の構築を目指す「未来世紀都市学研究アライアン
ス」の令和２年４月の設置に向け準備を進めた。 
 

【20-2】 
 持続可能なグローバル共生社
会の実現を目指し、グローバル・
イシューを解決できる人材を養
成するため、平成 29 年度に既
存の学部を再編統合した新たな
学部を設置する。【◆】 

 

Ⅲ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・平成 29 年４月、国際文化学部と発達科学部を再編
統合し、国際人間科学部を設置した。国際人間科学部
では、現代社会が地球規模での協働を通して取り組ま
なければならない課題（グローバルイシュー）につい
て、様々な専門分野から構造を明らかにし、多様な境
界線を越えて人々と自在にコミュニケーションをと
り、課題の共有と解決に向けてリーダーシップを発揮
できる「協働型グローバル人材」を輩出することを目
的としている。 
平成 30 年度には、海外研修とフィールド学修を組

み合わせた「グローバル・スタディーズ・プログラム

・令和２年度については、教
育課程の実施状況を点検しつ
つ、その内容をより体系的で
充実したものにしていくた
め、カリキュラムの見直し作
業を進め、令和３年度に一部
見直す。また、「グローバ
ル・スタディーズ・プログラ
ム（GSP）」については、新型
コロナウイルス感染症拡大の
影響により当面海外研修を実
施できないため、オンライン
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（GSP）」を本格的に実施し、海外派遣数は実践型 GS
コース 152 名、研修型 GSコース 144 名、留学型 GSコ
ース 31 名の計 327 名となり、前年度の 51 名から大幅
に増加した。参加学生に対するアンケート調査による
とプログラム参加前後の学生の意識の変化として、グ
ローバル・イシューに係る知識修得度は、研修型 GS コ
ースでは 30％から 71％に、実践型 GSコースでは 40％
から 88％に上昇しており、グローバル・イシューに係
る知識が一般的なレベルから、体験から得られた知識
へと深化している。また、プログラム参加の満足度は、
研修型GSコースでは92％、実践型GSコースでは99％
であった。 
 

による代替プログラムを開発
し、実施する。 
・令和３年度については、機
関別認証評価の評価項目を利
用し、学部全体の自己点検評
価を行い、学部が掲げる目的
を達成できる体制になってい
るか確認し、必要があれば見
直しを行う。 

 

 

【20-2-1】  
（本計画は「「国際人間科学部」を設置」
する内容であり、「協働型グローバル人
材」養成を引き続き着実に実施する段
階であるため、特に年度計画を設定し
なかったもの） 

Ⅲ 

（令和元事業年度の実施状況） 
【20-2-1】 
・令和元年度は「国際人間科学部」の入学定員 370
名に対して、1,552 名から出願があり、うち 382 名が
第３期生として入学した。 
 
・「グローバル・スタディーズ・プログラム」
（GSP）については、研修型 GS コース 128 名（GSP 以
外の参加者９名を含む。）、実践型 GS コース 160 名
（GSP 以外の参加者 23 名を含む。）、留学型 GS コー
スの中期留学に 36 名、交換留学に 54 名（GSP 以外の
参加者 12 名を含む。）を海外へ派遣した。また、国
内フィールド学修には、136 名（GSP 以外の参加 15
名を含む。）が参加した。 
・令和元年度は３年生の第３クォーターと第４クォ
ーターに GSP を通じた学びを振り返るリフレクショ
ンを行った。学生は５つのクラスに分かれ、５～９
名のグループでそれぞれのテーマを設定し（例：
「持続可能な観光開発とは」「差別を生まない包括
的な教室運営」「ハードパワーの限界：芸術的視点
から」「GSP 必修の意義」等）、学生自身の海外での
経験とその後の大学での学びから研究発表を行っ
た。最優秀グループには最終回に総合発表会を行
い、教員、下級生、リフレクション未受講の同級生
を招き、GSP とその後の大学での学びの成果を共有し
た。 
 
・令和元年度開講の「GSP 演習（リフレクション）」
受講生のアンケート調査の回答を、「GSP 演習（オリ
エンテーション２）」や「GS コース」履修時にまで
遡って集計すると、自らが取り組んでいるグローバ
ルイシューに関する知識の習得意識が概して高いこ
とがわかった。たとえば、「GS コース」の異同にか
かわらず、「自らが取り組もうとするグローバルイ
シューを認識しているかどうか」への自己評価は
「GSP 演習（オリエンテーション２）」の履修直後か
ら高く（2.95 ポイント（最高４ポイント））、この
高さは「GSP 演習（リフレクション）」の履修直後ま
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で変わらなかった（2.98 ポイント（同上））。ま
た、「自らが取り組もうとするグローバルイシュー
の解決に向けて行われている研究や実践に関する知
識を備えているかどうか」への自己評価も、履修を
進めるにつれて高まっている（たとえば、「研修型
GS コース」履修者の「GSP 演習（オリエンテーショ
ン２）」履修直後 2.17 ポイント（最高４ポイン
ト）、「GSコース」履修直後 2.62 ポイント（同
上）、「GSP 演習（リフレクション）」履修直後
2.92 ポイント（同上））。 
 
 

【20-3】 
 平成 28 年度に新設する大学
院「科学技術イノベーション研
究科」において行う先端科学技
術研究（バイオプロダクション、
先端膜、先端 IT、先端医療）と
アントレプレナーシップ研究を
深化・発展させ、科学技術イノベ
ーションにつながる質の高い研
究シーズを作り上げるととも
に、優れたビジネスモデルを構
築することで、ベンチャー企業
の起業等につなげるため、平成
30 年度に同研究科博士課程を
設置する。【◆】 

 

Ⅳ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・平成 28 年４月、本学がフラッグシップ研究と位置
付ける重点四分野(バイオプロダクション、先端膜工
学、先端ＩＴ、先端医療学)と事業創造に焦点を当てた
アントレプレナーシップとの融合による日本初の文
理融合型の独立大学院として、科学技術イノベーショ
ンを自ら創出できる力をもった理系人材を養成する
「科学技術イノベーション研究科（修士課程）」を開
設した。同研究科において、事業化プロセスをデザイ
ンするための基盤的な教育を行うために「専門科目
（アントレプレナーシップ科目）」を、自然科学系の
各専門分野の幅広い知識と学際的視点を養成するた
めに「専門科目（先端科目）」及び「先端研究開発プ
ロジェクト科目」を、それぞれ開講した。 
平成 30 年度には、「科学技術イノベーション研究

科（博士課程後期課程）」を設置した。また、科学技
術イノベーション研究科と産業界等の橋渡しによる
具体的な事業化のプロデュースや学生の就職支援及
び実務家の観点から事業化支援等を行うことを目的
として「科学技術イノベーション推進室」を平成 30 年
６月に設置した。同推進室内には、ベンチャー企業の
代表や弁理士、弁護士、公認会計士等により構成され
るアドバイザリーボードを設置し、当該各分野の専門
知識及び実務経験を教育に活用できる体制を整備し
た。平成 31 年１月にはアドバイザリーボードによる
第１回オフィスアワー（学生各人によるアドバイザリ
ーボードに対する研究テーマ発表と質疑：終日）を実
施した。 
これらの取組により、平成 28～30 事業年度の期間

中に修士課程在籍の学生 10 名が関連学会において、
最優秀学生賞等を受賞した。また、平成 31 年３月に
は博士課程後期課程の学生が合成バイオ・合成化学関
連ベンチャー（株式会社シンアート）を起業し、平成
31 年４月には、本学、帝人株式会社と共同研究契約
を締結した。それ以外にも、平成 28～30 事業年度の
期間中に、当研究科発のベンチャーを５社（株式会社
バイオパレット（ゲノム編集）、株式会社シンプロジ
ェン（DNA 合成）、ViSpot 株式会社（ウイルス安全性
評価）、アルジー・ネクサス株式会社（微細藻関連ベ

・科学技術イノベーション研
究科の博士課程前期課程で
は、自然科学系の各専門分野
の幅広い知識と学際的視点
（分野融合）を養成するとと
もに、事業化の基本を理解
し、事業化プロセスのデザイ
ンを経験できるよう、また博
士課程後期課程では、各学生
の研究シーズに沿った科学技
術上のブレークスルーを実現
するとともに、イノベーショ
ン・ストラテジーを構築する
能力を身につけることができ
るよう、それぞれ体系的な教
育プログラムを実施する。 
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ンチャー）、株式会社シンアート（合成バイオ・合成
化学関連ベンチャー）研究会設立９件、人材バンク設
立１件という成果を上げている。 
特に、株式会社バイオパレットに対する実施許諾、そ
のことを背景にした株式会社バイオパレットにおけ
る資金調達（海外の著名な VC から約 5.5 億円）と、
同社とハーバード大学・MIT（マサチューセッツ工科大
学 ） 発 の 著 名 な バ イ オ ベ ン チ ャ ー （ Beam 
Therapeautics、本社・米国ボストン）との独占的クロ
スライセンス契約の締結、さらに、株式会社シンプロ
ジェンへの実施許諾も行い、同社は国内最大手 VC か
ら約 11 億円の資金調達に成功した。また、株式会社
シンプロジェンと Spiber 株式会社（本社・山形県鶴
岡市）との戦略的提携（Spiber 株式会社からの資金調
達２億円および事業提携）、ViSpot 株式会社と国内大
手の消費財メーカーとの戦略的提携（ベンチャーへの
人材と資金提供（無担保・無保証の資金借入を含む総
額約４億円））等を実現している。 
なお、上記のベンチャー企業５社は、本学がベンチ

ャー起業支援のために仕組み作りをした「株式会社科
学技術アントレプレナーシップ社（STE 社）」からの
支援により事業を展開している。 
 

・民間企業との共同研究については、国立研究開発法
人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、島
津製作所と共同で「高精度メタボローム解析システ
ム」の開発によるハイスループット化を達成し、JST
戦略的創造研究推進事業において世界最高値でのバ
イオコハク酸生産に成功する等、質の高い研究シーズ
を創出している。 
 

【20-3-1】 
 （本計画は「「科学技術イノベーショ
ン研究科」を設置」する内容であり、「ア
ントレプレナーシップ」研究を引き続
き着実に深化・発展させ、優れたビジネ
スモデルを構築する段階であるため、
特に年度計画を設定しなかったもの） 

Ⅲ 

（令和元事業年度の実施状況） 
【20-3-1】 
・令和元年度は科学技術イノベーション研究科博士
課程後期課程の入学定員 10 名に対して、11 名が第２
期生として入学した。 
 
・博士課程後期課程の初年度の学生が２年次に進学
したことに伴い、「科学技術イノベーション研究
２」を開講した。この科目では、システム思考やデ
ザイン思考を活用しながら、市場や社会で求められ
る製品やサービスは何かといったイノベーションの
機会分析など、イノベーション・アイディアをまと
める能力を身につけさせている。また、博士課程後
期課程の２年次生を対象にアドバイザリーボードに
よるオフィスアワー（学生各人による研究テーマの
発表と質疑応答）を実施した。学生からは「重要な
意見や新しいアイデアが得られ、役に立った。」と
いった評価が得られた。 
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・理科系と社系教員の連携のもと、当研究科の学術
成果を基盤としたベンチャー企業を令和２年３月末
時点で７社設立しており、このうち、２社は学生ベ
ンチャー（平成 30 年度１社、令和元年度１社）であ
る。令和元年度に起業したサイバーセキュリティに
関するベンチャー（株式会社リチェルカセキュリテ
ィ）は、博士課程前期課程の学生が起業した。サイ
バーセキュリティの脆弱性に関する検査技術の研
究・開発、コンサルティング、技術指導等を行う IT
ベンチャーであり、本研究科で学んだアントレプレ
ナーシップ教育で得た知識を生かして社会実装につ
なげる具体的成果となった。 
 
・ベンチャー関連の個別成果としては、株式会社バ
イオパレットに対する実施許諾、そのことを背景に
した株式会社バイオパレットにおける資金調達（海
外の著名な VC から平成 29 年５月に約４億円、平成
30 年６月に約 1.5 億円、２回の合計が約 5.5 億円）
を実現したことと、令和元年５月には、同社とハー
バード大学・MIT（マサチューセッツ工科大学）発の
著名なバイオベンチャー（Beam Therapeautics、本
社・米国ボストン）との独占的クロスライセンス契
約の締結がある。株式会社シンプロジェンへの実施
許諾も行い、同社は平成 30 年 10 月に Spiber 株式会
社（本社・山形県鶴岡市）との戦略的提携（Spiber
株式会社からの資金調達１億円および事業提携）を
実現し、その後、令和元年５月には、国内最大手 VC
から 10 億円の資金調達に成功した。また、平成 29
年９月には ViSpot 株式会社と国内大手の消費財メー
カーとの戦略的提携（ベンチャーへの人材と資金提
供（無担保・無保証の資金借入を含む総額約４億
円））等を実現している。 
 
・令和元年７月に、経団連会館（東京）にて「合成
生物学の衝撃とオープンイノベーション ～バイオエ
コノミーの時代に、わが国の大企業とベンチャーは
戦略的パートナーとなりうるか？～」と題した、科
学技術イノベーション研究科 特別シンポジウムを開
催した。わが国を代表する大企業の経営者と経営戦
略スタッフ等 200 名近くの参加があり、当研究科発
バイオベンチャーのアントレプレナー、企業の成長
を支援するプロフェッショナルや本学関係者を交
え、大企業とベンチャーの連携等について活発な議
論を取り交わし、盛会となった。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
  ③ 事務等の効率化・合理化に関する目標 

 

中
期
目
標  

【21】第３期中期目標期間に実施する新たな取組に対応するため、既存業務の改善を推進する。  
 

 

中期計画 令和元年度計画 

進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

中
期 

年
度 令和元事業年度までの実施状況 

令和２及び３事業年度の 
実施予定 

【21-1】 
 定常的に事務業務を点検・評
価し、グループウェアを活用し
た業務改善や事務組織の見直
しを行う。また、本学のグロー
バル化を着実に推進するため、
ワンストップ・サービス化を進
めるとともに、事務職員に対す
る国際業務研修を継続的に実
施する。 
 
 

 

Ⅲ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 

○業務系列ごとに組織した WG における業務改善と全
学から寄せられた業務改善提案・要望事項も併せ、検
討の上実質化を進めた。具体的には以下の取組を行っ
た。 

  

 ・新グループウェア（KUIC）については、特命ワー
キンググループを編成し検討を行い、平成 28 年９
月に試験運用を行った後、翌 10 月からは全学の事
務部において本稼働を開始した。本稼働開始後は新
たにグループウェア運用管理委員会を設置し、全職
員がより効率的に利用できるよう運用の検討を行
った。また、活用面においては、事務効率化を図る
ために、電子決裁の導入の検討のため新たにワーク
フロー機能の利活用を行ったところ、「時間外勤務
申請」など 18 種類の申請・受付業務で本格稼働させ
ることができ、業務負担の軽減と時間短縮に寄与し
た。 

 ・時間外労働の縮減のため、事務系職員を対象に「時
間外労働削減に向けたヒアリングシート」を配付
し、人事評価面談の際に管理監督者と時間外労働削
減に向けた啓発を行うとともに、タイムマネジメン
ト研修や管理監督者研修などにおいて勤務時間の
管理・運用について意識啓発を行った。また、事務
組織の見直しに関しては、事務組織再編等ワーキン
ググループで検討した結果、平成 30 年度に事務局
では総務部、企画部、財務部、学務部及び施設部内
の課の統合を行い、平成 31 年４月に文理農等キャ
ンパス事務部、社会科学系キャンパス事務部を創設

・AI、RPA 導入による業務改善
を推進する。 
・事務職員を対象にした国際
業務研修を引き続き実施し、受
講者の中から優秀な者を選び
海外研修を行い、国際関係対応
能力を強化する。 
・学生の海外派遣業務の効率
化を図るため、システムの機能
強化を促進する。 
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し、事務組織の再編を行い、業務の再編及び人員配
置の見直しを行った。大学全体の超過勤務縮減に取
り組んだ結果、事務職員の超過勤務時間数が
194,084 時間（平成 28 年）から 168,859 時間（平成
30 年）に減少した。 

 ・海外留学プログラムの募集、申請、選考、合否通
知、学生の留学準備・手続き進捗確認等を全てシス
テム上で行うことができる「グローバル教育管理シ
ステム（GEMs）」を平成 30 年４月から新たに導入
した。平成 30 年度に学生から GEMs 上で提出され
た「海外渡航届」は 551 件となり、学生の海外渡航
情報を確実かつ効率的に管理できるようになり、危
機管理体制の強化を図った。また、全学の海外留学
プログラム情報について 450 件以上登録し、全ての
学内教職員及び学生と共有できるよう情報を一元
化した。 

 
・国際業務研修においては、平成 28 年度から初級・
中級・上級に分けた小クラス制の国際業務研修を実施
（受講者：122 名）し、うち４名をブリュッセルに派
遣した。また、中級実践研修においては、Erasmus+プ
ログラムにおいて受入れた海外職員を交えて研修を
実施し、実践的な英語使用の機会を提供した。平成 29
年度は外国人研究者や海外からの留学生への対応力
を強化するために、海外協定校で実施される Erasmus+ 
International Staff Training Week に本学事務職員
を３名派遣した。また、平成 30 年度から研修終了後
に実施したアンケートで満足度を確認し、研修の内容
等を改善し充実を図り、引続きグローバル化に対応で
きる事務職員を育成することとした。 
 

【21-1-1】 
 業務系列ごとに組織したワーキング
グループ等から提案のあった業務改善
について、実現効果等の高いものから順
次改善を行う。また、申請・承認業務を
電子的に決裁することができるワーク
フロー機能などグループウェアが持つ
機能の利活用を計画的に拡充する。 
さらに、敷地が隣接する部局について
は、事務部制とすることで、一部の業務
を集約化し、効率化を図る。 
事務職員を対象にした国際業務研修を
引き続き実施し、新たに、協定校を中心
として国際関係担当者を招集した場に、

Ⅲ 

（令和元事業年度の実施状況） 
【21-1-1】 
○業務系列ごとに組織した WG における業務改善と全
学から寄せられた業務改善提案・要望事項も併せ、検
討の上実質化を進めた。具体的には以下の取組を行っ
た。 
・コスト削減プロジェクト推進会議から提案され
た業務改善について、採用時の手続き関係のＨＰ
掲載などの対応に時間を要する業務の削減など実
現効果等の高いものから順次改善を行っていっ
た。 
・グループウェア（KUIC）のワークフロー機能に
ついて、「長期出張等の報告」など新たに９件を
稼働させ、取りまとめ業務の簡素化を図った。 
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研修の一環として担当者を参加させ、国
際関係対応能力を強化する。 
 
 
 

・事務組織の見直しに関しては、平成 31 年４月
に、文理農等キャンパス事務部、社会科学系キャ
ンパス事務部を創設し、事務組織の再編を行い、
人員の再配置や重複業務の見直しを行った。ま
た、近隣キャンパスでの業務の集中化、効率化を
図り、施設の貸出業務について集約を開始した。 

 ・授業料・入学料免除、奨学金に関する質問に対
応するため、AI による相談窓口を設置し定型的な
質問に対する労力を省くことが可能となった。ま
た、経済学研究科会計業務において、RPA の本格導
入の検討を開始し、11 月に他大学の RPA の導入状
況を調査するため RPA 活用事例発表会に事務職員
を派遣しており、複数部局での展開が始まった。 

 ・ウェブサイト上で労働時間を管理できる労務管
理システムを新たに導入し、人事事務の省略化を
図ることができた。 

 
・事務職員対象の国際業務研修を継続して実施する
とともに、協定校の国際業務担当者等を対象とし
て、"International Staff Training Week"を開催し
た。アジア、ヨーロッパから計８名の受講者があっ
た。本研修の一部へ、本学の国際業務研修受講者が
参加し、本学職員が英語を使用して国際業務につい
て意見交換を行った。さらに、本学国際業務研修受
講者の中から優秀な者を選抜し海外研修を行い、中
級受講者から１名を 10 月にブリュッセルへ派遣し、
帰国後、報告会等を行った。 
 
・GEMs（グローバル教育管理システム）の機能強化
のため、次の機能を連携、追加を行い、ユーザーか
らの要望等を充足し効率化が図れた。 
・積算 GPA 表示を目的とした学生データ連携 
・プログラム参加手続き画面で各手続きの詳細項
目が確認できるよう修正 

・学生氏名から学生データ閲覧へのリンク 
・派遣者数の統計データの強化 
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（１） 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等 

１．特記事項    
 

 ■ ガバナンスの強化に関する取組 
①学長のリーダーシップによる戦略的な資源配分・人事・給与システムの弾力
化【18-1-1、19-2-1】 

【平成 28～30 事業年度】 
○ 学長のリーダーシップのもと、重点分野への戦略的資源配分を行うや教育研
究の現場での創意工夫ができる体制構築を行うことを目的として、平成 28 年 10
月より教育研究組織と教員組織を分離し、これまでの定員制に代えて職位により
ポイント換算し管理する「ポイント制」を平成 29 年４月に全学導入した。このポ
イント制導入の際に、各学域等の教員組織より一律５％のポイント供出を図り、
大学の機能強化に再配分する人的資源を第３期中期目標期間の６年間で、総ポイ
ント 5,632、再配分人員（教授相当）53人分確保することとした。なお、学域間の
ポイントの貸借、他財源を人件費に振り替えることができる「マルチリソースポ
イントシステム」（令和元年度実績３件）や教員の流動性の向上と柔軟な人員配置
が可能とする「主配置、配置システム」、令和元年度からは「新たな助手制度」（令
和元年度実績３名）などの仕組みを整え、部局等の現場においては、それを活用
し、現場の創意工夫によって、例えばマルチリソースポイントシステムで振り替
えた財源により、戦略的に若手教員の雇用を進めるなど弾力的な人員配置が実施
されている。学内における重点分野に対して学長が戦略的に人的資源を再配分す
る仕組みである学長裁量枠については、第３期中期目標期間中の令和元年度まで
に、新たに 48 件の措置を行った。特に、平成 28 年度の科学技術イノベーション
研究科の設置にあたっては、15 名の教員を学長裁量枠により措置したことにより、
その重点支援が結実し、教員のシーズを元にしたベンチャーの起業及び外部資金
の獲得、平成 30 年度には、同研究科の学生によるベンチャー起業と企業との共同
研究契約締結につながっている（詳細は８頁参照）。バイオプロダクション次世代
農工連携拠点化事業でも、学長裁量枠で教員を措置し、社会実装に力を注いだ結
果、科学技術イノベーション研究科のバイオプロダクション分野の強化や神戸大
学発のベンチャーの起業に繋がった（詳細は９頁■合成バイオ研究拠点形成と社
会実装体制の構築 参照）。また、世界初のマイクロ波マンモグラフィの開発にお
いても、学長裁量枠で措置したことにより、令和元年度にはプロトタイプ機の開
発成功という大きな成果となった（詳細は 11 頁参照）。これら以外にも、国際人
間科学部の設置（詳細は８頁参照）や数理・データサイエンス教育の推進（詳細は
７頁参照）など、第３期中期目標期間中に行った学長の戦略的資源配分が、人的資
源の有効活用につながっただけでなく、本学の特色に位置付けることができる大
きな成果を生み出すなど、効果的な仕組みとなった。 

 
○ これらを財政面から支える取組として、従来から一元的に予算編成を行って
いる間接経費（全学分）に加え、国立大学法人機能強化促進費（補助金）及び目的
積立金など、財源の多様化を図り、①重点事項への戦略的な予算配分（「中期計画
事業経費」、「戦略的経費」等）や②「学長戦略経費」の拡充、③精緻かつ良質な
情報を収集・分析し、経営戦略の立案に資するべく、情報基盤ネットワークの整備
経費の確保等、学内資源を戦略的に再配分した。 

平成 28 年度当初配分において、学長のリーダーシップにより「中期計画事業経
費」、「戦略的経費」などの施策に重点的・戦略的な予算配分を行うとともに、学
長のリーダーシップを更に向上させるため、「学長戦略経費」を拡充した。（H27

年度：3,100 万円 、 H28 年度：1 億 500 万円、H29 年度：１億 200 万円、H30 年
度：１億円） 
 
【令和元事業年度】 
○ 「学長裁量枠」においては、本学の機能強化に資する分野への支援を継続して
行うとともに、若手教員の比率向上に寄与する要望や優秀な教員の確保に係る要
望などに対し、新たに６件の措置を決定した。 
 
○ 令和元年度より開始した新しい外国人研究員制度において、①部局毎の定員
管理を廃止し、学系毎に設定した予算枠の範囲内で自由に雇用できるようにした
こと、②複数名及び契約期間を重複して雇用できるようにしたこと等により、招
へいした外国人研究員は、平成 30 年度：12 名から令和元年度：41 名に増加した。 
 

○ 令和元年度において、学長のリーダーシップを更に向上させるため、「学長戦
略経費」を 1.5 億円拡充した。 
 

②学長のリーダーシップの確立【18-2-1，19-1-1】 
【平成 28～30 事業年度】 
○ 平成 28 年４月より、全学的な教育及び研究推進のヘッド・クォーターとし  
て、戦略企画本部下に「教育戦略企画室」及び「研究戦略企画室」を設置し、教育
及び研究それぞれに応じた戦略案を迅速に策定できる検討体制を構築した。また、
平成 28 年 12 月には戦略的事項の検討に必要となる情報を日常的に分析し、適時
に提供できる専門的な IR 組織として、「戦略情報室」を、平成 30 年 10 月には財
源の多様化等による自立的な財源基盤の強化、コスト意識と戦略的な資源配分を
前提とした経営力の強化に対応するため「財務戦略企画室」を設置し、学長のリー
ダーシップを支える補佐体制を強化した。なお、戦略案の策定に当たっては、テー
マに応じて、各企画室または戦略企画本部、教員と事務職員等の円滑な連携など
柔軟に対応した。 
教育の成果は、「教育戦略企画室」を中心に、国際人間科学部、海洋政策科学部

（令和３年開始予定）の設置において、学長の指示の下、教育戦略企画室や研究戦
略企画室から選ばれた人員により、迅速に構想の検討を行い、学長を補佐した。数
理・データサイエンスの推進においても、特に文系の学生においてもデータサイ
エンスを活用した新たな価値を創出できるよう、教育内容方針を検討し、平成 29
年度に全学的なセンターとして数理・データサイエンスセンターを整備した（詳
細は７頁参照）。さらに、令和元年度には、『価値』をキーワードに分野横断的な
教育・研究・社会貢献のプラットフォームを実現する「バリュースクール」設置
（令和２年４月設置）を検討することで学長の機能強化構想を迅速に実現した。 
研究の成果は、「研究戦略企画室」を中心に、世界最高水準の卓越した研究活動

を支える組織として、先端融合研究環や高等研究院を整備するとともに、研究成
果の社会実装を推進するために学術・産業イノベーション創造本部や産官学連携
本部を整備し、学長の機能強化構想を迅速に実現した。 
IR 組織の成果は、「戦略情報室」において、平成 29 年度に教育研究力向上のた

めの KPI を含む指標（「ビジョン実現に向けた教育研究力向上のための重要指標」）
を定め、継続的に進捗状況を分析し、戦略企画本部で必要な改善策や対応策を講
じた。さらに、平成 30 年度に女性研究者の増加シミュレーションを通じた「ダイ
バーシティ研究環境実現イニシアティブ（先端型）」の採択、プロジェクト単位の



神戸大学 

56 

研究力分析による先端融合研究環の極みプロジェクトの選定など、エビデンス・
ベースド・マネジメントの実現に向けた取組を行った。 
 
○ 平成 30 年度には学長補佐２名（キャリア支援担当、ダイバーシティ担当）を
増員し、各テーマにおいて学長のリーダーシップに迅速に対応できるよう体制を
強化した。 
 
 ○ IR を担う人材やリサーチアドミニストレーター（URA）など教育研究の円滑  
な実施を支援するために必要な政策的、専門的業務に従事する高度専門職を確立
させるため、平成 29 年度から本学独自の「政策研究職員」として制度を整備の上、
平成 29 年 10 月１日に１名を採用し、学術研究推進機構学術･産業イノベーション
創造本部に配置した。平成 30 年度には、４月１日付けで学術・産業イノベーショ
ン創造本部に１名、男女共同参画推進室に１名、９月１日付けで戦略企画本部戦
略情報室に１名、10 月１日付けでキャリアセンターに１名を配置した。 
「学術・産業イノベーション創造本部」では、兵庫県丹波市の新設県立病院での予
防教室実施に向けて、兵庫県と丹波市と協議し、令和元年５月に３者での共同事
業開始、協定締結につなげる等の成果を上げた。「男女共同参画推進室」では、ダ
イバーシティ事業において、女性研究研究者比率の向上に向けた取組や女性研究
者の採用比率・研究力向上に向けた取組を中心に活躍した。「戦略情報室」では、
教育、研究分野における情報分析を担い、大学としての戦略決定に必要な提言を
実施することにより中心的な役割を果たすとともに女性研究者の増加シミュレー
ションを通じた「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（先端型）」の採
択、プロジェクト単位の研究力分析による先端融合研究環の極みプロジェクトの
選定など、エビデンス・ベースド・マネジメントの実現に向けた取組を行った。令
和元年度には、事務職員を政策研究職員へ配置転換するなど、積極的に採用を行
った。 
このように、政策研究職員が配置された各部署においては、政策研究職員が中心

となって各部署のミッションの達成に取り組んでおり、新たな職として有効に活
躍している。 
 

【令和元事業年度】 
 ○ 学長の補佐体制を強化するため、令和元年度には副学長を１名増員し、国際 
連携及び先端医学研究の推進、財務戦略を立案するために所掌業務を見直すこと
で、更に学長補佐（入試改革担当）１名を増員し体制を強化した。 
 
○ 戦略情報室では、専任の室員の他、学内関係組織から教職員を委嘱し（８名）、
各部署からの情報を集約・検討する体制を構築しており、さらに室員、委嘱職員を
それぞれ１名増員し、分析機能を強化し、外部資金獲得のための教育研究活動の
情報分析等を実施し、「オープンイノベーション機構の整備事業」の採択につなが
った。 
 
○ 政策研究職員については、大学文書史料室、国際部、学術・産業イノベーショ
ン創造本部、戦略情報室に各 1 名を配置した。政策研究職員が配置された各部署
においては、政策研究職員が中心となって各部署のミッションの達成に取り組み、
所定の成果を上げた。また、令和元年度には、高度専門職のキャリアパスを確立す
るため、職位を２つから４つに増やし、事務職員の部長相当職となる「首席政策研
究職員」や課長補佐相当職となる「主任政策研究職員」を新設し、政策研究職員と
しての長期的なキャリアを構築した。現時点では、事務職員からの配置転換を含
め、10 名（令和２年４月現在）を配置するとともに、高度化・複雑化した大学業
務を長期的な視点で配置された政策研究職員が高度な専門知識で適切に業務を遂
行できる環境を整備した。 

③内部統制環境の堅持【18-3-1】 
【平成 28～30 事業年度】 
○ 平成 30 年度から、内部統制システム研修を随時受講ができるようにｅラー 
ニングにより行い、新任の部局管理責任者 12 名、副責任者７名全員が受講した。
また、各部局から平成 30 年度内部統制システム実施状況報告書の提出を受けて、
平成 30 年度学内監査結果と一体化してモニタリングを行い、内部統制システム
が有効かつ適正に機能していることを確認した。 
  
○ 平成 29 年度の監事意見（12 件）のフォローアップを行い、「労働基準法を 
遵守した超過勤務の管理・運用を徹底する」といった意見を受けて、勤怠管理シス
テムの導入を検討し、令和２年１月本稼働を目指し、システム仕様や業務運用の
設計を行った。 
 
【令和元事業年度】 
○ 部局管理責任者から提出のあった内部統制システム実施状況報告書と学内監
査結果と一体化してモニタリングした結果、内部統制が適切に行われていること
が検証できた。また、令和２年３月 24 日に開催した内部統制委員会で内部統制が
有効に機能していると判断した。 
 
④外部有識者の活用による運営の活性化【18-4-2】 
【平成 28～30 事業年度】 
 ○ 産業界を中心にした社会の意見や国際水準に基づく意見を取り入れるため、 
本学の教育研究に関する事項について、学長の諮問に応じて助言を行う学則に記
した組織として設置（H27）した「神戸大学アドバイザリーボード」について、以
下のとおり外部有識者の指摘や意見を踏まえて施策の立案を行った。 
 
 ・ 国内アドバイザリーボードについては、機能強化構想における「学術・産業

イノベーション創造本部」（H28 年 10 月設置）、「戦略情報室」（H28 年 12 月
設置）及び「数理・データサイエンスセンター」（H29 年 10 月設置）の設置検
討に際して積極的に委員の意見を反映させた。平成 29 年度に開催されたアド
バイザリーボードにおいて委員から出た意見を踏まえ、教養の英語教育と学部
の専門英語教育の一体化を検討し、令和元年度から、①アカデミックイングリ
ッシュの基礎を学ぶ基礎英語の段階、②応用英語、専門分野の基礎英語を組み
合わせた上級英語の段階、③将来の学術研究につながる英語、グローバル社会
で使える実践英語を通して、専門分野を英語で学ぶ段階へと体系的・階層的に
再編することとした。 

 ・ 海外アドバイザリーボードについては、平成 28 年度第１回海外アドバイザ
リーボードを開催し、ヘルマン・ヴァンロンプイ前欧州理事会常任議長をはじ
めとする４名の海外委員が参加、本学の進める国際交流活動について活発な意
見交換を行った。平成 28 年度開催時のアドバイザリーボード委員から東欧諸
国との連携を強化し、共同研究・教育活動の拡充を提案する意見があり、平成
28 年度に Visegrad４カ国（ポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキア）の
大学との優れたコース・学位プログラムの促進を行う大学への助成を行う基金
Visegrad University Studies Grants へ申請し、平成 29 年度に採択され、
10 月から「The Place of V4 Countries in Europe and Japan」と題し、EU に
おける中・東欧地域の重要性、日本と中・東欧地域との関連、日本における同
地域の位置づけについて学ぶコースを開始した。また、元欧州委員会職員のブ
リュッセルオフィスアドバイザーも積極的に活用し、欧州の教育助成金を活用
した留学者数増加を検討し、平成 31 年２月に Erasmus+の助成・奨学金等に 13 
件申請した。さらに、国際共同研究・国際共著論文数増加につなげるため、欧
州各国の助成スキーム検討し、Horizon2020 への災害分野についての申請を見
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据えて、コペンハーゲン大学（デンマーク）を中心としたコンソーシアム（コ
ペンハーゲン大学のほか、パーダーボルン大学（ドイツ）、アムステルダム自
由大学（オランダ）、フィレンチェ大学（イタリア））に参画し、共同研究を
開始した。 

 
【令和元事業年度】 
国内アドバイザリーボード（令和元年 10 月に神戸及び東京で開催）については、

「大学経営に期待すること、望むこと」について意見交換を行うとともに、前年度
に開催されたアドバイザリーボードにて委員から出た意見のフォローアップ状況
（例：「日欧共同公募の Joint Master Programme や Erasmus+など欧州の教育助成
金を積極的に活用し、留学者数増加に活用していくべきである。」とのアドバイザ
リーボード委員からの意見もふまえ、平成 31 年２月に Erasmus+の助成・奨学金等
に申請。）が報告された。なお、例示した Erasmus+の助成・奨学金等については、
令和元年度に８件が採択された。 
 
■ 社会的ニーズに柔軟に対応した教育研究組織の見直し【20-1-1，20-3-1】 
【平成 28～30 事業年度】 
○ 平成 28 年４月、先端研究・文理融合研究を更に推進するための体制整備と  
して、各分野で個別に活動してきた自然科学系先端融合研究環、社会科学系教育研
究府及び統合研究拠点を再編統合し、新たな先端融合研究組織として「先端融合研
究環」を設置し、本学のフラッグシップとなる研究を進めた。また、既設４センタ
ー（内海域環境教育研究センター、都市安全研究センター、分子フォトサイエンス
研究センター、海洋底探査センター）と新設２センター（バイオシグナル総合研究
センター、社会システムイノベーションセンター）を本学の基幹となる個別分野の
先端研究を推進する「基幹研究推進組織」として学則に規定するとともに、全国共
同利用拠点化を目指し、検討を進めた。 
平成 29 年 12 月には、全学的に数理・データサイエンスの教育研究を推進し、企

業や自治体との連携により、データを巡る課題解決や価値創造を可能にするデータ
イノベーションの拠点となることを目指した「数理・データサイエンスセンター」
を設置し、平成 30 年４月には、本学の文理融合分野である計算社会科学における
研究を促進するため、経済経営研究所の部局内センターを全学的な基幹研究推進組
織として「計算社会科学研究センター」に発展させ、法学域・工学域・システム情
報学域・国際協力学域等の教員が参画し、シミュレーション部門、データ分析部門、
データベース部門の３部門において研究活動を行う体制を整備した。また、バイオ
工学分野における研究開発とイノベーション創出を推進するため、平成 30 年７月
に工学研究科の部局内センターを全学的な基幹研究推進組織として「先端バイオ工
学研究センター」に改組し、農学域・理学域・経営学域の教員が参画し、バイオベ
ース燃料・化学品研究部門、バイオロジクス研究部門、機能性食品素材・アグロバ
イオ研究部門、化学・プロセス研究部門、先端プラットフォーム技術開発部門、バ
イオエコノミー研究部門の６部門において研究活動を行う体制整備を行った。 
 
○ これまで、本学が戦略的に進めてきたバイオプロダクション、先端膜工学、先
端 IT、先端医療学などの自然科学及び生命・医学分野の研究と MBA、法科大学院の
社会科学系分野での実績を活かし、高度の先端科学技術教育と社会科学教育が有機
的に連携して、科学技術イノベーションの創出と人材育成に関する国の施策や産業
界の期待に応えることを目的とした日本初の文理融合型独立大学院となる「科学技
術イノベーション研究科」の修士課程を平成 28 年度に、博士後期課程を平成 30 年
4 月に設置した。同研究科と産業界等の橋渡しによる具体的な事業化のプロデュー
スや実務家の観点から事業化支援等を行うことを目的として、平成 30 年６月、同
研究科内に科学技術イノベーション推進室を設置し、アドバイザリーボードメンバ
ー（ベンチャー企業の代表や弁理士、弁護士、公認会計士等により構成）や教員、

本学発ベンチャーを支援する株式会社科学技術アントレプレナーシップ（以下、STE 
社）と連携し、STE 社が創業支援と投資育成を行うことで平成 31 年３月には博士
課程後期課程の学生が合成バイオ・合成化学関連ベンチャー（株式会社シンアート）
を起業し、平成 31 年４月には、本学、帝人株式会社と共同研究契約を締結した。 
 
【令和元事業年度】 
○ 膜工学における世界トップクラスの研究拠点を目指し、先端研究を実施する「先
端膜工学研究センター」、医工学をシームレスに融合し、先端的な医療機器開発の
ニーズ抽出から解決法の概念創出、検証、事業化戦略までを行い、さらに真に医療
機器開発に必要な人材育成を行う「未来医工学研究開発センター」、「海の神戸大
学」として海洋人材育成のための教育・研究を実施する「海洋教育研究基盤センタ
ー」を全学組織として設置した。 
 
○ 令和元年 10 月に先端融合研究推進組織を総合研究推進組織へ名称変更し、総
合研究推進組織には先端融合研究環に加えて高等研究院を設置した。高等研究院に
は、「海と人間の共生」を構想するネットワーク型未来研究拠点として「海共生（う
みともいき）研究アライアンス」を設置するとともに、文理融合の未来世紀都市学
の構築を目指す「未来世紀都市学研究アライアンス」の設置に向け準備した。（令
和２年４月設置済） 
 
■ 業務改善の推進【21-1-1，23-1-1】 
【平成 28～30 事業年度】 
○ 「業務改善プロジェクトチーム」と「コスト削減プロジェクト推進会議」との 
連携により、「総務」、「財務」、「学務」等の業務系列ごとに組織したワーキン
ググループにおいて、新規アイデアの創出及び検討中事項の実質化を進めた。 
平成 28 年度においては、新グループウェアについて、９月に運用準備期間とし

て試験運用を行った後、10 月から本稼働を開始した。新グループウェアにおいて
は、従来事務職員のみであった利用範囲を全教員にも拡大し、学内連絡ツール及び
スケジュール管理ツール等を一元化することにより、セキュリティ強化や業務の効
率化を図った。 
平成 29 年度においては、時間外労働の縮減のため、事務系職員を対象に配布し

た「時間外労働削減に向けたヒアリングシート」を、管理監督者による職員の時間
外労働の実態把握や、業務分担の見直し等に活用した。また、タイムマネジメント
研修（参加者 69 名）や管理監督者研修（参加者 22 名）等において勤務時間の管
理・運用について意識啓発とスキル向上を行った。こうした組織的な時間外労働の
縮減取組により、194,084 時間（平成 28 年）から 168,859 時間（平成 30 年）に減
少した。 
平成 30 年度は、海外留学プログラムの募集、申請、選考、合否通知、学生の留学

準備・手続き進捗確認等を全てシステム上で行うことができる「グローバル教育管
理システム（GEMs）」を平成 30 年４月から新たに導入した。平成 30 年度に学生
から GEMs 上で提出された「海外渡航届」は 551 件となり、学生の海外渡航情報を
確実かつ効率的に管理できるようになり、危機管理体制の強化を図った。また、全
学の海外留学プログラム情報について 450 件以上登録し、全ての学内教職員及び
学生と共有できるよう情報を一元化した。 
 
【令和元事業年度】 
授業料・入学料免除、奨学金に関する質問に対応するため、AI 相談窓口を設置  

し、定型的な質問に対する労力を省くことが可能となった。また、経済学研究科事
務課会計係で RPA の本格導入の検討を開始するとともに、11 月には他大学の RPA の
導入状況を調査するため RPA 活用事例発表会に事務職員を派遣しており、複数部局
での展開が始まった。 
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■ 男女共同参画の推進【19-3-1，19-3-3】 
【平成 28～30 事業年度】 
○ 女性教員在籍数の増加を目的にインセンティブ措置制度等を通じた積極的 
女性教員の採用を実施するとともに、担当理事と男女共同参画室長が部局を訪問
し、女性教員在籍数を上げることや、上位職への登用を増やすことを指示した。（詳
細は 40 頁参照） 
 
○ 女性教員の研究力向上を目的に、「連携型共同研究代表者（女性）への研究費
補助（平成 28 年度：80 万円×５人、平成 29 年度：30 万円×３人）、「研究スキ
ルアップ経費支援（平成 28 年度：100 万円）」、など経済的支援を行うとともに、
女性研究者の教育力・研究力・マネジメント力を向上し「指導的地位」の女性比率
を増加させるため、研修を実施した。 
 
○ 育児中の研究者支援として、平成 28 年度に研究支援員を 25 名配置（500 万円）
するとともに、ベビーシッター派遣料金補助金サービスとして計 60 万円を措置し
た。また、平成 28 年度に新たに介護支援制度を新設し、介護に係る支援策として
４つの両立プランから希望する一つを選択し業務負担を軽減できることとした。 
 
○ 上記のような取組の結果、女性教員在籍比率は（平成 27 年度 16.1％→平成 30
年度 16.3％）、女性教員採用比率は（平成 27 年度 22.7％→平成 30 年度 22.1％）
管理職等における女性の割合は、（平成 27 年度末 7％→平成 30 年度末 8.1％）と
なっている。 
 
【令和元事業年度】 
○ 積極的に女性教員を採用するため、「誘導的ポジティブアクションによるイン
センティブ措置」を実施し、農学研究科と工学研究科へ配分した。（42 頁参照） 
  
○ 女性教員在籍比率は（平成 27 年度 16.1％→令和元年度 16.3％）、 女性教員
採用比率は（平成 27 年度 22.7％→令和元年度 20.2％） 管理職等における女性の
割合は、（平成 27 年度末 7％→令和元年度 12.1％）となった。 
 
 
■ 障害者の雇用に係る取組【19-3-2】 
【平成 28～30 事業年度】 
○ 平成 29 年４月、障害者雇用の維持・拡大を行うため、学内における人員配   
置、連携・調整、環境改善、勤務状況把握及び研修の実施並びに障害者支援団体と
の連携等を一元的に扱う障害者雇用促進室を設置した。同室の下、チーム単位で業
務を行う体制をとることで、障害者が孤立せず業務に従事することができた。また、
障害者の特性に配慮し、職員福利厚生施設の一部を控室として整備を行い、労働環
境を改善した。障害者に業務を指導する業務指導員の資質の向上を図るため、障害
者への仕事の指示や健康管理、コミュニケーションの取り方等について意見交換す
る業務指導員連絡会を開催した。以上の取組により、障害者雇用率は、平成 28 年
度 2.57％、平成 29 年度 2.45％、平成 30 年度は 2.87％であった。 
 
【令和元事業年度】 

令和２年度から医学部において臨時用務員１人を追加で採用することとし、障害
者雇用率は 2.78％と法定雇用率以上を維持した。 
 
■ 若手教員の雇用に係る取組【19-4-1】 
【平成 28～30 事業年度】 

 平成 30 年度末の定員内教員に占める若手教員の比率は 15.17％（詳細は 44 頁
参照）。 
 
【令和元事業年度】 

令和元年度末現在の定員内教員に占める若手教員の比率は 19.85%となった（詳
細は 44 頁参照）。 

 
■ 産学連携の取組状況について 
○ リサーチ・アドミニストレータ（URA）を配置し、研究力強化と競争的研究費獲
得を主な活動目的としてきた学術研究推進本部と、産官学連携推進と外部資金獲得
を行ってきた連携創造本部を統合再編し、学術研究推進機構に「学術・産業イノベ
ーション創造本部」（以下、「創造本部」）を平成 28 年 10 月に設置した。創造本
部においては、新たに「人社系 URA」、「社会実装 URA」、「新産業創出プロモータ
ー」を配置し、それらの企画立案機能を強化した。 
さらに、大学全体の戦略を企画立案する「戦略企画本部」に設置した「研究戦略

企画室」の下、創造本部を実行組織として、先端融合研究環のプロジェクトの企画
や、政策的大型研究事業の企画を強化した。政策的大型研究事業の具体例として、
大学の候補テーマを絞り込み、企業及び地域行政機関と将来計画等を含めた意思疎
通を明確化かつ迅速化した。 
これらの取組の成果として、令和元年度には、競争領域における大型の組織的産

学連携を更に強化することを目標とする「オープンイノベーション機構の整備事
業」に採択され、これにあわせて令和２年度年度から学長直下の「産官学連携本部」
を設置することとし、研究成果を文理融合で社会実装・事業化に取り組むことがで
きる体制として同本部から産学連携・知的財産担当及び社会実装デザイン担当を移
管した「オープンイノベーション推進部門」を設置して、プロジェクトマネジメン
トを行うこととした。 
令和２年３月には産学連携改革を加速させるため、プロ集団を招へいして、プレ

マーケティング手法等による機動力のある資金獲得体制を構築する産学連携業務
の外部化を図り、本学 100％出資の事業子会社「株式会社神戸大学イノベーション
(以下「KUI」)」を設立し、令和２年度から知的財産権利化や技術移転等の業務に加
えて、企業を訪問し大学の研究成果を売り込む活動を開始することとした。 
費用負担の適正化・管理業務の高度化においては、平成 28 年度に間接経費の見

える化を行い、共同研究に要する間接経費の額を試算として算出した。この試算に
基づき共同研究にかかる間接経費について、従来の直接経費の 10％相当額から平
成 30 年 10 月１日以降に締結する契約では同 15％相当額、令和２年度以降に締結
する契約は同 20％相当額とすることとした。これにより、間接経費を研究施設や設
備の整備維持費、管理部門における経費だけでなく、最先端の研究環境の整備や組
織対組織による本格的な共同研究に対応する体制の構築に投資することとしてい
る。 
 
○ 知的財産の活用に向けたマネジメントの強化として、産官学連携本部の設置と
KUI の設置準備に取り組んだ。KUI には、令和２年度から知的財産の権利化に関す
る業務及び技術移転に関する業務を委託することとして令和元年度に検討を重ね
てきた。産官学連携本部は学長直下の組織として設置し、産学連携を担当する理事
が本部長、KUI の代表取締役社長を兼ねる本学教員が副本部長として就き、同本部
の活動は執行部のリーダーシップが届くよう整備し、KUI には他大学での技術移転
などの知的財産関連業務経験者を招へいして人材を確保し、好事例を本学に採用で
きるよう態勢を整えた。 
 
○ クロスアポイントメント制度については、平成 28 年度には受入 13 名・派遣４
名、平成 29 年度には受入 13 名・派遣３名、平成 30 年度には受入 15 名・派遣４
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名、令和元年度には受入 18 名・派遣４名の実績となり、制度としての定着化が図
られた。 
 
○ 例えば、企業との共同研究の成果については、合成バイオ研究拠点形成と社会
実装体制の構築、神戸市地下街で AI を利用した空調を制御するシステムの開発、
国産医療用ロボット等の開発など多くの企業と連携を行い、成果を挙げている。 
 
○ このような取組から共同研究については、第２期末の平成 27 年度の８億４千
万円から令和元年度の 15 億円と約 1.8 倍に増加した。また、特許権等収入につい
ても、平成 27 年度１千５百万円から約７千５百万円と約５倍に増加した。 
 
２．共通の観点に係る取組状況 
（ガバナンス改革の観点） 

・戦略的・効果的な法人運営・資源配分の仕組みとその効果 
・学長のリーダーシップのもと、重点分野への戦略的資源配分や教育研究の現場
での創意工夫ができる体制構築を行うことを目的として、平成 28年 10 月より教
育研究組織と教員組織を分離し、これまでの定員制に代えて職位によりポイント
換算し管理する「ポイント制」を平成 29 年４月に全学導入した。このポイント
制導入の際に、各学域等の教員組織より一律５％のポイント供出を図り、大学の
機能強化に再配分する人的資源を第３期中期目標期間の６年間で、総ポイント
5,632、措置することが可能な再配分人員（教授相当）53 人分確保した。なお、
学域間のポイントの貸借、他財源を人件費に振り替えることができる「マルチリ
ソースポイントシステム」（令和元年度実績３件）や教員の流動性の向上と柔軟
な人員配置を可能とする「主配置、配置システム」、令和元年度からは「新たな
助手制度」（令和元年度実績３名）などの仕組みを整え、部局等の現場において
は、それを活用し、現場の創意工夫によって、例えばマルチリソースポイントシ
ステムで振り替えた財源により、戦略的に若手教員の雇用を進めるなど弾力的な
人員配置が実施されている。学内における重点分野に対して学長が戦略的に人的
資源を再配分する仕組みである学長裁量枠については、第３期中期目標期間中の
令和元年度までに、新たに 48 件の措置を行った。特に、平成 28 年度の科学技術
イノベーション研究科の設置にあたっては、15 名の教員を学長裁量枠により措
置したことにより、その重点支援が結実し、教員のシーズを元にしたベンチャー
の起業及び外部資金の獲得、平成 30 年度には、同研究科の学生によるベンチャ
ー起業と企業との共同研究契約締結につながっている（詳細は８頁参照）。 
バイオプロダクション次世代農工連携拠点化事業でも、学長裁量枠で教員を措

置し、社会実装に力を注いだ結果、科学技術イノベーション研究科のバイオプロ
ダクション分野の強化や本学発のベンチャーの起業に繋がった（詳細は９頁■合
成バイオ研究拠点形成と社会実装体制の構築 参照）。また、世界初のマイクロ波
マンモグラフィの開発においても、学長裁量枠で措置したことにより、令和元年
にはプロトタイプ機の開発成功という大きな成果となった（詳細は 11 頁参照）。
これら以外にも、国際人間科学部の設置（詳細は８頁参照）や数理・データサイ
エンス教育の推進（詳細は７頁参照）など、第３期中期目標期間中に行った学長
の戦略的資源配分が、人的資源の有効活用につながっただけでなく、本学の特色
に位置付けることができる大きな成果を生み出すなど、効果的な仕組みとなっ
た。 
 

・これらを財政面から支える取組として、従来から一元的に予算編成を行ってい
る間接経費（全学分）に加え、国立大学法人機能強化促進費（補助金）及び目的
積立金など、財源の多様化を図り、①重点事項への戦略的な予算配分（「中期計
画事業経費」、「戦略的経費」等）や②「学長戦略経費」の拡充、③精緻かつ良

質な情報を収集・分析し、経営戦略の立案に資するべく、情報基盤ネットワーク
の整備経費の確保等、学内資源を戦略的に再配分した。 
平成 28 年度当初配分において、学長のリーダーシップにより「中期計画事業

経費」、「戦略的経費」などの施策に重点的・戦略的な予算配分を行うとともに、
学長のリーダーシップを更に向上させるため、「学長戦略経費」を拡充した。（H27
年度：3,100 万円 、 H28 年度：1億 500 万円、H29 年度：１億 200 万円、H30 年
度：１億円、R1 年度：1.5 億円） 
 

・学長のリーダーシップの確立 
・平成 28 年４月より、全学的な教育及び研究推進のヘッド・クォーターとして、
戦略企画本部下に「教育戦略企画室」及び「研究戦略企画室」を設置し、教育及
び研究それぞれに応じた戦略案を迅速に策定できる検討体制を構築した。 

  また、平成 28 年 12 月には戦略的事項の検討に必要となる情報を日常的に分析
し、適時に提供できる専門的な IR 組織として、「戦略情報室」を、平成 30年 10
月には財源の多様化等による自立的な財源基盤の強化、コスト意識と戦略的な資
源配分を前提とした経営力の強化に対応するため「財務戦略企画室」を設置し、
学長のリーダーシップを支える補佐体制を強化した。なお、戦略案の策定に当た
っては、テーマに応じて、各企画室または戦略企画本部、教員と事務職員等の円
滑な連携など柔軟に対応した。 
教育の成果は、「教育戦略企画室」を中心に、国際人間科学部、海洋政策科学

部（令和３年開始予定）の設置において、学長の指示の下、教育戦略企画室や研
究戦略企画室から選ばれた人員により、迅速に構想の検討を行い、学長を補佐し
た。数理・データサイエンスの推進においても、特に文系の学生においてもデー
タサイエンスを活用した新たな価値を創出できるよう、教育内容方針を検討し、
平成 29 年度に全学的なセンターとして数理・データサイエンスセンターを整備
した（詳細は７頁参照）。さらに、令和元年度には、『価値』をキーワードに分
野横断的な教育・研究・社会貢献のプラットフォームを実現する「バリュースク
ール」設置を検討することで学長の機能強化構想を迅速に実現した。 
研究の成果は、「研究戦略企画室」を中心に、世界最高水準の卓越した研究活

動を支える組織として、先端融合研究環や高等研究院を整備するとともに、研究
成果の社会実装を推進するために学術・産業イノベーション創造本部や産官学連
携本部を整備し、学長の機能強化構想を迅速に実現した。 
IR 組織の成果は、「戦略情報室」において、平成 29 年度に教育研究力向上の

ための KPI を含む指標（「ビジョン実現に向けた教育研究力向上のための重要指
標」）を定め、継続的に進捗状況を分析し、戦略企画本部で必要な改善策や対応
策を講じた。さらに、平成 30 年度に女性研究者の増加シミュレーションを通じ
た「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（先端型）」の採択、プロジェ
クト単位の研究力分析による先端融合研究環の極みプロジェクトの選定など、エ
ビデンス・ベースド・マネジメントの実現に向けた取組を行った。 

 
・平成 30 年度には学長補佐２名（キャリア支援担当、ダイバーシティ担当）を
増員し、各テーマにおいて学長のリーダーシップに迅速に対応できるよう体制を
強化した。令和元年度には副学長を１名増員し、国際連携及び先端医学研究の推
進、財務戦略を立案するために所掌業務を見直すことで、更に学長補佐（入試改
革担当）１名を増員し体制を強化した。 

 
 ・IR を担う人材やリサーチアドミニストレーター（URA）など教育研究の円滑な
実施を支援するために必要な政策的、専門的業務に従事する高度専門職を確立さ
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せるため、平成 29 年度から本学独自の「政策研究職員」として制度を整備の上、
平成 29 年 10 月１日に１名を採用し、学術研究推進機構学術･産業イノベーショ
ン創造本部に配置した。平成 30 年度には、４月１日付けで学術・産業イノベー
ション創造本部に１名、男女共同参画推進室に１名、９月１日付けで戦略企画本
部戦略情報室に１名、10月１日付けでキャリアセンターに１名を配置した。 

  「学術・産業イノベーション創造本部」では、兵庫県丹波市の新設県立病院で
の予防教室実施に向けて、兵庫県と丹波市と協議し、令和元年５月に３者での共
同事業開始、協定締結につなげる等の成果を上げた。「男女共同参画推進室」で
は、ダイバーシティ事業において、女性研究研究者比率の向上に向けた取組や女
性研究者の採用比率・研究力向上に向けた取組を中心に活躍した。「戦略情報室」
では、教育、研究分野における情報分析を担い、大学としての戦略決定に必要な
提言を実施することにより中心的な役割を果たすとともに女性研究者の増加シ
ミュレーションを通じた「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（先端
型）」の採択、プロジェクト単位の研究力分析による先端融合研究環の極みプロ
ジェクトの選定など、エビデンス・ベースド・マネジメントの実現に向けた取組
を行った。令和元年度には、事務職員を政策研究職員へ配置転換するなど、積極
的に採用を行った。 

  このように、政策研究職員が配置された各部署においては、政策研究職員が中
心となって各部署のミッションの達成に取り組んでおり、新たな職として有効に
活躍している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



神戸大学 

- 61 - 
 

 

 

 

 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(２) 財務内容の改善に関する目標 
 ①  外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標 

 

中
期
目
標  

【22】教育研究の高度化、大学経営の安定化及び財政基盤の強化を実現するため、自己収入の増加に努める。  
 

 

中期計画 令和元年度計画 

進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

中
期 

年
度 令和元事業年度までの実施状況 

令和２及び３事業年度の 
実施予定 

【22-1】 
 科研費や大型競争的資金等
の獲得に向けての情報収集活
動を強化し、申請書作成支援等
の各種支援策について全学的
に拡充するなどの取組を通じ、
競争的資金の獲得額を増加さ
せる。あわせて、産業界とのマ
ッチングシンポジウム等の開
催や特許調査・分析等の活動を
強化し、企業等との共同研究・
受託研究を拡充する。これらに
より、競争的資金等の獲得総額
を 15％増加させる。 

 

Ⅲ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
 
・競争的資金の獲得のため、科研費早期支援（大型種
目挑戦型、若手種目支援・挑戦型、ステップアップ型）
のプログラムを実施し、選定された対象者に対して、
研究計画調書作成の助言や添削を行ったほか、大型種
目に関してはチーム形成の相談・支援も行い、以下の
とおり交付内定を受けた。 
 
 
 
 
 
 

 
（※）同一の研究者が複数種目に採択された場合はそ
れぞれの種目で 1件としてカウント 
 
・大型研究プロジェクトについては、情報収集及び申
請への働きかけの強化、申請書作成支援、面接対応支
援等を行った結果、平成 28 年度は、JST 事業ではマッ
チングプランナープログラム６件、A-STEP 産学共同フ
ェーズが１件採択され、NEDO の微生物創薬プロジェク
ト、AMED 事業の感染症研究国際展開戦略プログラム、
医療分野研究成果展開事業、創薬基盤推進研究事業の
４件が採択された。平成 29 年度は JST 事業では未来
社会創造事業２件、地域産学バリュープログラム２件
が採択され、AMED の橋渡し研究戦略的推進プログラ

・科研費や大型競争的資金等
の獲得に向けて、科研費等の競
争的資金情報を収集、分析し、
学内に情報提供する。申請にお
いて、URA 等が申請書面へのコ
メント等の支援を行う。 
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ム、革新的先端研究開発支援事業、再生医療実用化研
究事業といった年額 3,400 万円～6,000 万円程度の大
型研究プロジェクトが５件新規採択されたほか、日本
学術振興会「頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネッ
トワーク推進プログラム」が１件採択された。平成 30
年度は、JST 事業では CREST１件、さきがけ２件、A-
STEP 機能検証フェーズ６件、A-STEP 産学共同フェー
ズ FS ステージ２件などが新たに採択された。また、
AMED 事業では AMED-PRIME、次世代バイオ医薬品製造
研究の継続事業、NEDO の次世代人工知能・ロボット
の中核となるインテグレート技術開発事業、国土交通
省の運輸技術開発推進制度などに採択された。 
 なお、「感染症研究国際展開戦略プログラム」につ
いて、インドネシアにおいて研究を進めている HIV ウ
イルスに関する研究成果が、令和元年度に国際学術雑
誌「Scientific Reports」に掲載された。このほか、
「頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク
推進プログラム」においては、平成 30年度において、
派遣者が、高耐震架構に関する共著論文を２編、耐震
補強レシピに関する共著論文を１編執筆するなどの
実績が挙がっている。 
 
・平成 28 年８月に開催された国内最大規模のビジネ
スマッチングイベント「イノベーションジャパン
2016」に本学から５件出展し、うち１件の研究発表に
ついては、学外からの問い合わせが約 150 社に上るな
どの反響があった。また、平成 29 年度に本学の産学
連携シーズ研究の展示（個別研究者のシーズ計 11 件、
大学としての組織展示１件）を行った。マッチングイ
ベント終了後も興味を示した企業と共同研究の可能
性について協議等を継続して行った。 
 
・企業経験者とアカデミア教員との協働による超スマ
ート社会（Society5.0）を目指した社会実装を推進す
る取組を進め、平成 29 年度に採択された環境省 CO2 
排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業（平成 29
～31 年度の総額約 2.4 億円）として神戸市地下街で
の実証実験を行うとともに、環境省二酸化炭素排出抑
制対策事業費等補助金（再生可能エネルギー電気・熱
自立的普及促進事業）に採択された（1,000 万円/平
成 30 年度)。また、課題解決型高度医療人材養成プロ
グラムに採択された「実践的病院経営マネジメント人
材養成プラン（M×M KOBE）」（平成 29～令和３年度
の総額 5,000 万円、平成 30 年度 1,000 万円）につい
て、本格的に教育コースを開始した。 
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・共同研究や公募対応の外部資金獲得、知財獲得等の
支援を強化するため、知的財産マネージャー及び産学
連携コーディネーターが参加する知財検討委員会に
おいてより発明の承継判断等を行うこととし、特許の
権利化に当たり、より確度の高い判断を下すことが可
能となるとともに、技術移転活動に当たっては、候補
先の検討及び絞り込みの効率化を図った。さらに、大
学で取り扱う知財案件の大幅な増加、外国出願や技術
移転の進展に伴う複雑化に対応し、知財管理業務の効
率化及び正確性の確保を図るため、知財管理システム
「PatentManager」の平成 29 年 10 月の導入を決定し
た。平成 29 年度に、本学の 2001 年～直近までの論文
約 10 万件について、特許分類との対応データを作成
し、産学連携学会等で発表した。 
 
・共同研究費の適正な負担を求めるため、これまで行
ってきた間接経費の見える化に基づき平成 29 年度に
WG で検討した結果、共同研究にかかる間接経費につ
いて、従来の直接経費の 10％相当額から平成 30 年 10 
月１日以降に締結する契約では同 15％相当額、令和２
年度以降に締結する契約は同 20％相当額とすること
とした。これにより、間接経費を今後の更なる研究投
資にも充当し、最先端の研究環境を整備するととも
に、組織対組織による本格的な共同研究に対応する体
制を構築することを目指しており、企業等の理解を得
るよう手続きを行った。 
また、組織的産学連携の大きな柱である「共同研究

講座」について、従来から大型共同研究を実施してい
る企業を中心に検討と交渉を進めた。これにより、平
成 30 年度に１件（総額１億 9,000 万円）の講座が開
始するとともに、令和元年度に２件（総額２億 3,250 
万円）の講座の開始が決定した。 
 
以上の取組により、平成 28 年度から平成 30 年度の

競争的資金の獲得総額は 29,868 百万円となり、第３
期中期計画策定時（25,183 百万円〔平成 24～H26 年度
合計〕）と比べて 18.6%の増加となった。 
 

【22-1-1】 
 各省庁の事業や競争的資金の獲得に
向けて、リサーチ・アドミニストレータ
ー等による支援を行うとともに、共同・
受託研究や助成金獲得額の向上のため、
企業との効果的なマッチング支援や産

Ⅲ 

（令和元事業年度の実施状況） 
【22-1-1】 
・オープンイノベーション（OI）機構整備事業に採択
された。OI 推進本部設置準備室を立ち上げ、専門マネ
ジメントスタッフの選任、研究開発プロジェクトとの
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業価値のある研究成果に係る知財強化、
産学プラットフォームの充実、地域イベ
ントの有効活用など、産学連携を強化
し、特に組織対組織連携、組織的プロジ
ェクトに注力する。 
 
 

意見交換を行うとともに、OI 機構に採択された他大学
を複数訪問し調査した。それらの結果をもとに、本学
として目指すべき運営管理体制の明確化、これからの
活動の趣旨・狙いをまとめた PR 用書籍の作成、先進
の取組みを実践している海外大学の調査、共同研究先
企業の機密情報を扱うための情報セキュリティ対策
の整備や、主要分野の事業展開シナリオ作成等、OI 推
進本部の設置に向けての準備を行った。 
 
・AMED 事業と募集スケジュール予想の一覧を作成
し、医学研究科への情報提供、及び人社系対象の文
部科学省事業を抽出整理し、人社系部局への情報提
供などを行うなど、文部科学省、厚労省等の省庁系
競争的資金情報を分析し、情報発信したことによ
り、グローバル展開プログラムへの２件の応募がな
され、当該計画調書に対しコメント支援を行った。 
 大学経営改革促進事業、卓越大学院プログラムに
対し、申請書作成、ヒアリング資料作成に加わり協
力した。 
 
・マッチングイベントへの参加については、「神戸
大新技術説明会」を実施し、技術移転候補知財を有
する６名の教員による講演を行い、約 180 名の参加
者が聴講し、名刺交換、個別相談も盛況であった。
また、イノベーションジャパンでは、組織展示（デ
ータサイエンスで社会を変える－先端データ解析技
術が⽣み出す安全・安心・快適な社会－）とシーズ
展２件を実施し、いずれも多数が来訪した。 
 
・日本学術振興会（JSPS）学術システム研究センター
研究員を計画的に送り出すため、研究戦略企画室のも
とで候補者調書の確認を機関申請の観点から行う施
策を立案・実施したことで、候補者７名の推薦がなさ
れた（主任研究員１名、専門研究員１名が就任）。 
 
・本学と製薬企業３社（アステラス製薬、小野薬品工
業及び第一三共）との間の包括連携協定締結に基づく
共同研究テーマ探索活動では、アステラス製薬とは、
ウイッシュリストに基づいて本学教員とのマッチン
グを鋭意実施した。 
 
・超スマートコミュニティ推進室 （SSC 推進室）で外
部資金獲得に向けた活動を展開し、環境省 CO2 排出削
減対策強化誘導型技術開発・実証事業を実施した（SSC
推進室、工学研究科、システム情報学研究科が連携し
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平成 29 年～令和元年の総額約 2.4 億円）。また、申
請を支援した産学連携関係の競争的資金は A-STEP 機
能検証フェーズ試験研究タイプ３件、A-STEP 産学共同
フェーズ１件、大阪市イノベーション創出補助金へ１
件、2019 年度科学技術イノベーションによる地域課題
解決への提案（design-i、元 inspire）１件が採択さ
れた。 
  
以上のような取組の結果として、平成 29 年度から

令和元年度の競争的資金の獲得総額は 29,849 百万円
となり、第３期中期計画策定時（25,183 百万円〔平成
24～平成 26 年度合計〕）と比べて 18.5%の増加となっ
た。 
 

【22-2】 
 寄附金による自己収入の増
加を図るため、首都圏及び関西
圏における募金活動（企業訪問
等）の活性化や使途を特化した
新たな基金の創設等により体
制を強化するとともに、点検・
改善する。 

 
 
 
 
 
 

 
Ⅳ  

（平成 28～30 事業年度の実施状況概略）  
・寄附金による自己収入の増加を図るため、首都圏及
び関西圏における募金活動（企業訪問等）の活性化と
して、平成 27 年度から３年間措置させることとなっ
た「寄附金等外部資金活用促進経費」を積極的に活用
し、東京オフィスに基金担当者を配置するなど首都圏
を中心とした募金活動（企業・卒業生の訪問等）を行
った。平成 28 年４月から平成 30 年３月までに 68 社
の企業を訪問し、延べ７件・12,100 万円の寄附につな
がった。 
 

・使途を特化した新たな基金の創設等により体制を強
化するため、平成 28 年度より税制改正に対応し、税
額控除を受けることができる「神戸大学修学支援事業
基金」を設置し、寄附者に向けて送る事業報告リーフ
レットに、神戸大学基金奨学金給付生からの御礼の言
葉等を載せ、事業の必要性や修学支援事業基金の税制
上の優遇措置の周知を図ったところ、寄附額は平成 28
年度と比べ平成 29 年度は 1.25 倍の約 300 万円増、平
成 30 年度は 1.03 倍の約 35 万円増となった。また、
学部創立周年記念等事業として、「経済経営研究所 100
周年記念事業」、「農学部教育研究振興事業」などを
立ち上げ、寄附目的の具体化による募金活動の活性化
を図った。平成 30 年度においては、自己収入の多角
化としてクラウドファンディングやネーミングライ
ツといった活動を開始し、クラウドファンディングに
おいては、１件の申請があり、業務提携を締結後、サ
ポーター募集を開始した。また、ネーミングライツに
ついては、平成 30 年度に３件の申請があり、３～５
年の年間契約を結ぶことに成功しており、契約実績は
総合計 1,825 万円であった。 

・令和４年に迎える神戸大学
創立 120 周年に向けて、神戸大
学基金への寄附の増加を図る
ため、企業訪問を大幅に増やす
（目標 300 社）。また「工学部
創立 100 周年記念事業」とあわ
せて情報を共有し企業訪問を
行うことで相乗効果を期待す
るとともに、同窓会・育友会の
協力の下、卒業生や学生保護者
等へ基金の支援を募る。 
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・平成 30 年４月から基金推進室副室長として本学卒
業生を学長特別顧問に採用し、基金趣意書の改訂や卒
業生向けのイベントの実施等に取り組んだ。同窓会連
合組織である学友会の協力の下、主に卒業生を対象と
した遺贈・相続セミナーを三井住友信託銀行と共催
し、大学への遺贈に係る相談を受けた（参加者計 43 
名）。また、学長を本部長として基金推進本部を同年
10 月に設置し、学友会会長・副会長を構成員とする
ことで、これまで以上に同窓会組織と連携した募金活
動を行う体制を整備した。 
 
以上の取組により、第３期の３年間（平成 28～30 年

度）の合計金額が 2,671 百万円であった。 
 

【22-2-1】 
 神戸大学基金への寄附を募るため、引
き続き同窓会、育友会の協力の下、卒業
生や学生保護者等へ基金の支援を得た
教育研究等の状況を周知するとともに、
企業や富裕層等ターゲットを絞った募
金活動に取り組む。 

Ⅳ 

（令和元事業年度の実施状況）  
【22-2-1】 
・新規採用したファンドレイザーが中心となって、個
人向けの新しい趣意書「神戸大学に学ぶ、「志」高き
学生へのご支援を-修学環境と学生生活の充実のため
に-」を作成し、卒業生（同窓会）、寄附者へ各会報誌
等を同封のうえ送付した。また、卒業生・修了生に対
する初の試みとして、学位記授与後に基金リーフレッ
ト等の配布を行った。 
 
・本学は令和４年に創立 120 周年を迎えることから、
令和元年 12 月に「神戸大学創立 120 周年記念募金」
（目標額：30 億円）を立ち上げた。事業内容として、
1）価値創造を担う人材育成（神戸大学バリュースクー
ルの施設新築）、2）高いグローバル感覚の醸成（イン
ターナショナル・ハウス(仮称)の設置）、3）学生の課
外活動の充実・支援をかかげ、企業向けパンフレット
を作成し、募金活動を開始した。 
企業に対しては、訪問先を、関係の様態・程度やア

プローチの仕方などの観点から、複数のカテゴリに分
けてリストアップを行い、一部の企業に訪問を開始し
た。 
令和元年度には、バリュースクールの趣旨に賛同し

た個人から３億円の寄附があり、総額で３億 2,166 万
円の寄附を受けた。 
 
・卒業生から冠奨学金として、５千万円と１千万円の
大口奨学金の寄附があったほか、フィールドホッケー
部 OB 会による基金への使途特定寄附があり、大学の
グラウンドに人工芝の練習場が完成した。 
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・寄附方法の多様化を図るため、令和元年度より研究
費の一部をクラウドファンディングにより募ること
とした。目標額 200 万円に対し、寄附額は 238 万９千
円となった。 
平成 30 年度にはクレジットカード会社と連携協定

を締結し、カード利用者の選択によりポイントを大学
基金への寄附や大学関連グッズへの交換（ポイントの
一部を基金へ寄附）する制度を立ち上げ、令和元年度
に初入金（約 23 万円）があった。 
また、本学の施設を対象としたネーミングライツと

して、海事科学研究科の学生ラウンジを対象に船舶管
理企業と契約を締結した。ネーミングライツの契約件
数は合計４件、令和元年度の契約額は総計で約 440 万
円となった。 
このほか、有価証券、土地等の資産の受入れ体制を

整備するため、現物資産寄附活用基金規程を制定し
た。 
 
・平成 30 年度に設置した基金推進本部について、基
金推進本部会議を開催し、卒業生代表として本学の同
窓会連合組織である学友会の会長・副会長が参画する
ことで単位同窓会の協力体制が強化された。 
 
・今期で４年目となる「神戸大学基金フェロー」と学
長との懇談会を、東京と神戸で各１回開催し、基金活
動への継続的な支援・協力を求めた。基金フェローに
対して「フェロー便り(仮称)」を令和２年度から送付
することとして準備を進めた。 
また、今期で２年目となる、卒業生を対象とした「相

続/遺贈セミナー」を東京と大阪で各１回開催し、好評
を得た。同セミナーにおいて基金の説明も行った。 
 
そのほか、主に若手・中堅の卒業生を対象とした「卒

業生交流会」(２回)及び主に中堅以上の卒業生を対象
とした「神戸大学人の集い」(今年度は「卒業生交流会」
との合同開催１回)を、それぞれ東京と大阪にて開催
し、好評を博した。 
 
・寄附募集活動にかかるコンサルタント契約により、
他大学の実績状況や変更時の留意点等の助言を得て、
これまで基盤事業への繰入率を５%としていた「全学
基盤強化費」を”10%上限無し”(ただし事業によって
は除くもの有）に変更した。 
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・使途を特化した基金として、令和元年度において新
たに「医学部附属病院あじさい基金」、「工学部創立
100 周年記念事業」、「海神プロジェクト」の３つの
基金を立ち上げ、募金活動の活性化を図った。 
 
 
以上の取組により、令和元年度の神戸大学基金の寄

附受入実績は 1,220,664 千円（前年度より 402,327 千
円増加）となった。 
 

【22-3】 
 診療科別、疾病別の原価計算
による経営分析を行い、増収策
と経費抑制策を実施し、附属病
院の経営基盤を強化する。 
 

 
 

Ⅲ  

（平成 28～30 事業年度の実施状況概略）  
・国立大学法人向け管理会計システム（HOMAS2）や
医事データ及び会計データを利用したエクセルツー
ルを用いて、診療科別、疾病別の原価計算による経
営分析を行い、増収策と経費抑制策を実施した。 
・病院長ヒアリングにおいて、診療科の入院一件当
たりの算定額と出来高換算額を他大学と比較した資
料を作成し、無駄な検査や投薬等がないか、外来に
移行出来る検査等がないか示すとともに、疾病別で
は特に改善すべき DPC コードについては、診療区分
毎の出来高換算額単価の推移を全国立大学病院平均
及び同規模国立大学病院との差を可視化し、改善を
促した。また、PET 検査の他大学の実施状況を分析
し、入院における検査の外来実施による費用対効果
を算出し、運営審議会で報告した。以降、毎月の運
営審議会で診療科別の外来検査実施率を報告し、増
収につなげた。また、内視鏡手術用支援機器を用い
る手術の拡大に際して、疾病別の原価計算による分
析を行い、呼吸器系や消化器系等の手術にも拡大さ
せるとともに、新たな内視鏡手術用支援機器の更新
の検討に際しても、原価計算による分析を行った上
で、投資の判断を行った。 
 
・経営基盤強化の一環として、「月次決算」「上半
期決算」「年度決算」について、改善を加えつつ継
続して実施することで、適切な経営判断及び早期の
対応を可能にするとともに、各診療科に対しては、
年次で示していた診療科別の収支差額について、原
価計算の方法を見直した上で、新たに月次で作成
し、当該診療科に毎月報告することとした。稼働状
況が低い診療科においては、臨時で病院長ヒアリン
グを行うなど、迅速に対応策を検討する体制を整え
た。さらに、これまでの本院における当該診療科の
診療報酬請求額の分析情報に加え、当該診療科が治
療を行う疾病について、平均在院日数や DPCⅡ日の全

・病院経営計画の進捗状況を
病院経営会議や経営協議会等
で確認していくとともに、診療
科別・疾病別の原価計算に係る
情報の分析を行い、増収策と経
費抑制策を実施することによ
り、本院・ICCRC あわせた経営
基盤の安定化を図る。 
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国比較情報や重症度・医療看護必要度情報等を提示
することでより効率的な診療科運営を促した。 
 
・経営改善プロジェクト等による増収策・費用抑制
策の実施（上位の特定集中治療管理料算定+167,490
千円、PET 検査等の外来化+46,394 千円、災害時医
療支援車の活用+17,758 千円、後発医薬品の採用
+23,000 千円、材料費の削減+3,660 千円、サイクロ
トロンの活用+4,768 千円、医療機器循環支援サービ
スの導入+5,440 千円、共同調達の利用+2,000 千
円、医学物理士の増員による実施件数増加+28,854 
千円、あじさい基金の整備、自己収入の増）、診療
報酬改定に対する速やかな対応（画像管理加算 3 の
算定+49,187 千円）、施設基準の取得（抗菌薬適正
使用加算+21,086 千円）により、利益獲得力の強化
を図った。 
 
・附属病院においては、平成 29 年度に国際がん医
療・研究センター（以下、「ICCRC」という。）が当
初計画どおりの支援を企業から受けられなかったこ
と等による当期総損失が生じたことから、これまで
の体制を見直すとともに、組織面及び運営面におい
て諸対策を講じた。組織面においては、規則改正を
行い、ICCRC を附属病院の下に位置させることによ
り組織的な基盤を強化させるとともに、事務組織に
おいても連携を強化させてきた。また、運営面にお
いては、２，３ヶ月に１度の頻度で開催している病
院経営会議を月１回の開催に、作業部会についても
月１回の開催とすることで、本部との連携を強化さ
せた。また、本院・ICCRC 執行部懇談会を開催し、
目指すべき将来像について議論を行うとともに、手
術手技について本院・ICCRC の棲み分けの検討を行
い、本院と ICCRC あわせて最適となるよう懇談を重
ねてきた。附属病院、ICCRC 双方の診療科長等が参
加する連携推進会議を毎月開催し、診療状況、稼働
目標値の確認や意見交換を行ってきた。平成 30 年度
から新たに婦人科および小児外科が、また、令和元
年度からは消化器内科が診療を開始し、診療科を取
り巻く環境、手術手技の特性を見極めた集約化等の
議論を重ね、両院あわせた損益のバランスを考慮し
た経営判断を行った。 
 
・ICCRC の再建に向けて病院関係者以外の専門家の
視点も取り入れた令和元年度に黒字化する再建計画
を策定し、病床の増床や新しい診療科の開設などの
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取組を実施したところ、病院全体（附属病院セグメ
ント）で平成 30 年度に前倒しして、443 万円の業務
損益上の黒字（前年度比＋６億 2,800 万円）とする
ことができた。また、計画との比較でも、当期総利
益は＋６億 2,300 万円の上方達成となった。 
 

 【22-3-1】 
 病院関係者以外の病院経営の専門家
を加えた病院経営会議において病院の
収支バランスの適正性を検討し、改善策
を講じるとともに、特に国際がん医療・
研究センターの諸課題の改善に向けた
取組を着実に実施する。また、新たに病
院財務担当副学長を配置し、病院経営の
妥当性をチェックする。 

 

Ⅳ 

（令和元事業年度の実施状況） 
【22-3-1】 
 附属病院は患者中心の医療の実践を第一に掲げ、地
域医療への貢献を推進しつつ、平成 30 年度において
各種取組等により黒字となったものの更なる財務基
盤の強化に向けて取組を進めた。 
 大学本部に置く病院経営会議について、昨年度、病
院関係者以外の病院経営の専門家を構成員とし専門
性を高める等取り組んできたことに加え、新たに配置
した病院財務担当の副学長を構成員に加えることで
専門性をさらに高め、また、病院経営の妥当性をチェ
ックする体制を充実させたことで、病院経営会議の機
能をさらに強化させた。強化された病院経営会議で
は、病院経営計画の進捗状況を毎月月次決算により確
認することで、病院の収支バランスを速やかに把握
し、必要に応じて改善策を講じるとともに、本部の役
員懇談会において病院担当理事から月次決算報告を
毎月行うことで、本部との連携をより緊密にし、速や
かな情報共有を図ることで、大学全体としての組織運
営機能を強化させた。 
 
 令和元年度の病院経営計画の策定過程において、令
和元年度からの運営費交付金病院機能強化経費の削
減や長期借入金における債務償還期間や据置期間の
見直し等が行われたことにより、令和２年度以降、収
支上にマイナスが生じるおそれがあったことから、新
たに病院経営会議に加わった管理会計の専門家の助
言及び本部財務部との緊密な連携のもと、令和２年度
以降の「中期損益・収支計画」を策定した。本計画に
おいては費用収益をより厳しい状況を想定して見積
もったうえで、新たに取り組む具体的な増収策費用削
減策を計画に加えるなど収支均衡を目指すことにし
ており、取組の進捗状況について病院経営会議におい
て評価を受けることで計画の実効性を高めた。医業収
益については、過去４回の診療報酬改定の実績を鑑み
損益上厳しくなったケースを基準に、平均在院日数を
短縮させつつ、新入院患者を増加させることにより病
床稼働率を微減に留め、また、ICCRC の新たな手術室
の稼働による手術件数の増や個々の取組の実施によ
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る更なる収益増を盛り込んだ。収益試算にあたって
は、大学改革支援・学位授与機構が作成した CVP シ
ミュレータを用いるとともに、各年度における患者
数、診療単価、平均在院日数等を KPI として確認を行
った。費用についても損益上厳しい状況を想定し、例
えば、医薬品については、薬価の低下に伴う値引率の
縮小などを考慮した。人件費については、過去の職種
毎の人件費単価の状況等の分析を行うとともに、委託
費についても、複数年度契約における契約改定の状況
を分析して試算等を行った。また、設備投資について
は、特に平成 24 年度から平成 27 年度にかけて低侵襲
棟新営時に更新を行った医療設備に関して、個々の使
用頻度・修理状況・保守対応期間等を再検証し、医療
設備マスタープランの見直しを行い投資額の平準化
を行った。これらの内容を踏まえ、各年度において収
支（キャッシュベース）均衡となる中期損益・収支計
画を策定した。 
 
令和元年度、本院は大学病院として地域医療の最後

の砦としての役割を果たすべく、診療機能を強化しつ
つ、策定した経営計画に基づき下記の増収策等に取り
組んだ。 
 
・早期の疾患発見に有用な高性能放射線画像撮影装置
を用いたPET検査を広く提供できるよう外来予約枠拡
大に取り組むとともに、画像診断料の増加による増収
を図った。（外来実施件数 PET-MRI：609 件→953 件、
+344 件増、画像診断料 PET-MRI：56 百万円→87 百万
円、+31 百万円増収） 
 
・放射線治療対象の患者に対して、適切かつ安全に放
射線治療の提供が行えるよう医学物理士を増員し診
療体制を強化するとともに増収を図った。（放射線治
療 90 百万円→ 108 百万円、+18 百万円の増収） 
 
・医師の間接的業務時間の短縮及び上位加算による増
収を図るべく、医師事務補助者を増員し人員体制を整
えることで医師事務補助体制加算 15 対 1 の算定を開
始し増収を図った。（27 百万円→34 百万円、+7 百万
円増収（２月から３月までの同期間比較）） 
 
・HOMAS2 の原価計算機能を用いて前年度実績におけ
る各診療科・疾病別の DPC 毎・術式毎の収支状況や平
均在院日数の差について全国立大学平均値とベンチ
マークを行い、収益性の高い術式等の費用対効果を可
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視化し、診療科に提示することで改善を促した。（平
均在院日数 14.7 日→14.0 日、0.7 日短縮） 
 
・神戸圏域における三次救急医療の需要に対応すべ
く、経営担当副病院長を委員長とする救命救急センタ
ー設置検討ワーキングを設置し、救急体制の検討・整
備等行った結果、兵庫県医療審議会(令和元年 6 月 11
日)における審議を経て、7月 1日に救命救急センター
の設置が決定された。これを受け、新規の救急患者受
入増による稼動増を図るとともに、新たに救命救急入
院料の算定を目指すべく、人的・施設的な必要条件や
救急診療体制等の確認を行った。（救急患者受入実績：
4,515 件→4,806 件、+291 件増（７月から３月までの
同期間比較）） 
 
これらの取組に加え、経営改善を加速させるため上

記「中期損益・収支計画」で掲げた取組についても前
倒しで実施した。本院においては、CTや MRI 検査や麻
酔科診の外来実施及び同施策等に伴う画像診断料・検
査料の増（画像診断料 CT：330 百万円→356 百万円、
+26 百万円の増収、画像診断料 MRI：175 百万円→184
百万円、+9 百万円の増収、検査料 2,085 百万円→2,236
百万円、+151 百万円の増収）、外部資金獲得による費
用減（救命救急センター運営補助金 +45 百万円）、ま
た、ICCRC においては急性期一般入院料 1(7 対 1 看
護)の導入による入院料の増（111百万円→135百万円、
+24 百万円（９月から３月までの同期間比較））、差
額ベッド料金の見直しによる増収（14 百万円→17 百
万円、+3 百万円増収（９月から３月までの同期間比
較））等に取り組んだ。さらに、ICCRC をフィールド
として全学的に取り組むべき課題については大学本
部に置く戦略企画本部財務戦略企画室会議において
議論を行い、国プロジェクトの誘致、神戸市との共同
活動、共同研究、国際診療拠点の形成等について緊密
に連携しながら取り組みを進めてきた。中でも令和２ 
年１月には、神戸市との産官学共同事業である「地方
大学・地域産業創生交付金事業」(内閣府)に採択され、
「国プロジェクトの誘致」及び「神戸市との共同活動」
において着実に成果をあげている。 
 
 令和２年度病院経営計画策定にあたり、当該年度の
経営計画に加え令和元年６月に策定した「中期損益・
収支計画」を令和元年度の経営状況に基づき更新した
うえで、新たな増収策等を経営計画に加えることで、
中期的な経営基盤のさらなる安定化を図った。策定に
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あたって前回の考え方を踏襲しつつ、令和元年度の月
次決算・着地予想等の経営分析情報や取り組んできた
増収策等の進捗状況を踏まえ、平均在院日数は前回の
計画値である13.5日から11.5日へと短縮させつつ救
命救急センターの整備等により新入院患者を増加さ
せる等の新たな収支改善策を盛り込んだ。また、中期
期間における投資計画について、設備面においては、
個々の使用頻度・修理状況・保守対応期間等の精査に
よる更新時期の平準化という前回の考え方を基礎と
し、加えてこれまでの資産投資規模及び中期期間にお
ける部門別資産投資規模・設備概要等を明示すること
で、施設面においては老朽化する建物附属設備や中央
制御装置等について最適な改修規模を提示すること
に加え、省エネの観点を取り入れる等、具体的に施設
整備計画を見込むことで、より実現性のある中期計画
とした。さらに、これまで示していた当期損益にかか
る経常収益・経常費用の内訳区分や当期収支にかかる
病院収入・借入金・施設整備費による資産投資額に加
え、借入金に伴う債務償還額、リース債務額を記載し、
当期総利益・当期収支それぞれの算出方法を示す等工
夫を加えた。 
 
以上の取組により、附属病院セグメントの 令和元

年度の当期総利益は、737 百万円の黒字、対計画比で 
694 百万円の上方達成となり、また、対前年度比では
734 百万円の増益となった。また、第３期中期計画期
間(平成 28 年度から令和元年度の４年間)における業
務損益の累計額は+143 百万円、当期収支の累計額も
+567 百万円を計上し、安定した経営実績を残すこと
ができた。組織・運営面では病院経営会議の機能強化
が図られたことに加え、大学全体としての連携強化が
図られたこと、また、経営管理面では、経営計画に加
え、病院経営の専門家の助言を踏まえた「中期の損益・
収支計画」を策定し継続的にチェックを行うことで実
効性を高め、さらに経営改善の加速に向け各施策を着
実にかつ前倒しで実行してきたことにより財政基盤
を強化させた。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(２) 財務内容の改善に関する目標 
 ②  経費の抑制に関する目標 

 

中
期
目
標  

【23】運営経費の抑制に資するため、コストの適正化を図る。  
 

 

中期計画 令和元年度計画 

進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

中
期 

年
度 令和元事業年度までの実施状況 

令和２及び３事業年度の 
実施予定 

【23-1】 
 第２期中期目標期間に引き
続き、教職員のコスト意識を改
革するとともに経費の抑制を
図るため、「神戸大学コスト削
減プロジェクト会議」の下、コ
スト削減方策の提案、実施及び
検証、並びにコスト削減の啓発
及び広報を行うことにより、コ
スト管理を徹底する。 

 

Ⅲ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・第３期中期目標期間のコスト削減目標額を１億６千
２百万円（附属病院分を除く物件費の３％）に設定し、
神戸大学コスト削減プロジェクトの実行部隊である
神戸大学コスト削減プロジェクト推進会議（コストサ
クゲンジャー）（以下、推進会議）を中心として、引
き続き活動を行った。 
従来の節電や節水などのコスト削減の呼びかけに加
えて、全学教職員からコスト削減及び業務改善のアイ
デアを募集し、平成 28～30 年度に応募のあったアイ
デア数は102件となった。集まったアイデアについて、
推進会議のメンバーが実現性・削減見込額等を検証し
たものを方策として選考を行い、優秀な方策について
は表彰することで、全学に周知した。毎年、寄せられ
る様々な蓄積されたアイデアについて、平成 29 年度
に整理を行い、平成 30 年度には未実施の方策の中か
ら実現性の高いものについて、再検証を行い「アイデ
ア総選挙」を実施した。このようにコスト削減プロジ
ェクトの活動を推進会議が積極的に実施し、広報して
いくことで、全教職員へのコスト削減意識の定着を促
している。 
また、推進会議においては財務分析データを利用し

て大学のあらゆるコストの分析を行い、数字で表せな
い大学の様々な活動を見える化する手法の検討を行
った。平成 28 年度は「共同研究費の見える化」と「職
員の活動の見える化」を行い、大型共同研究に係る費
用の適切な負担を民間企業に求めるためのエビデン
ス資料の作成、また、業務改善に資するべく、教員の
兼業や職員の超過勤務の状況など役職別、職務系列別
に分析を行った。平成 29 年度は「教育コストの見え
る化」、平成 30 年度は、「教育研究成果とコストの関
係の見える化」等のテーマを設定し取り組んだ。全学
コストの見える化を図り、教職員向けに配信すること
で、教育研究活動がどのような財源に支えられている
かを認識し、ステークホルダーへの説明責任を果た

・これまでの活動を継続して
いくとともに、未実施の方策の
中で、実現性や効果の高いもの
の実現に取り組む。「見える化」
についても、引き続き、「教育
研究成果とコストの関係の見
える化」やその時の大学や社会
のニーズに応じた見える化を
実施する。 
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し、様々な支援を受ける機会を創出できる等大学の経
営に資するコスト管理の提案を目標としている。 
また、従来「関西電力」と随意契約していた電気供

給契約を見直し、法人向け電力自由化とともに契約方
式を段階的に政府調達方式に切り替え、さらに平成 28
年４月の電力小売り全面自由化とともに新たに参入
したいわゆる「新電力」各社へ積極的な入札参加を呼
びかけ、競争性を高めたことが功を奏し、安価な電力
単価での契約に成功し、平成 28 年度の検証額として、
１億６千６百万円を削減した。 
以上の取組により、平成 28～30 年度におけるコス

ト削減実績の累計額は２億３千２百万円となってお
り、第３期中期目標期間のコスト削減目標額である１
億６千２百万円を達成した。  
コスト削減の啓発という意味では、平成 30 年度に推
進会議が実施した「アイデア総選挙」で事務系職員の
74.5％が投票に参加するなど、コスト削減プロジェク
トによるコスト削減の啓発は着実に定着しつつある。
また、「共同研究費の見える化」で、共同研究等に必
要な経費の試算を行い作成した資料を基に検討がな
された結果、間接経費が引き上げられ、本学が企業と
の共同研究を積極的に実施する体制の構築の一助を
担ったものである。 
 

・事務職員の再雇用について、定年退職時の役職とな
ることを可能とする制度を導入し、これまで培った経
験と知見を活かすことにより、意欲と能力に応じた配
置・処遇を行った。（人件費について、平成 28 年度は
約 10 百万円、平成 29 年度は約 34 百万円、平成 30 年
度は約 28 百万円の抑制に努めた。） 
平成 29 年度から、教員人件費を職位によりポイン

トに換算し管理する「ポイント制」を導入し、員数ベ
ースでの管理から人件費ベースでの管理としたこと
により、教員人件費を有効に活用する仕組みを構築し
た。（平成 29 年度は使用ポイント 182（約 24 百万円
相当）ポイント、平成 30 年度は使用ポイント 108 ポ
イント（約 14 百万円相当）を減算した。） 
平成 29 年度より時間外労働の縮減のため、事務系

職員を対象に「時間外労働削減に向けたヒアリングシ
ート」を配付し、人事評価面談の際に管理監督者と時
間外労働削減に向けた啓発を行った。また、タイムマ
ネジメント研修や管理監督者研修などにおいて勤務
時間の管理・運用について意識啓発を図った。（平成
29 年度の時間外労働について、個々の職員が意識的に
縮減を図っており、対前年比が約 51 百万円の減とな
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っている。） 

【23-1-1】 
 平成 30-31 年度期のコスト削減プロ
ジェクト推進会議において、企画広報班
では航空会社との法人契約による旅費
の抑制などのコスト削減や証明書発行
の有料化等の増収方策の実現に比重を
おいて活動する。見える化班は教育研究
の成果とコストの見える化をテーマに
管理会計の考え方に基づいた分析を行
う。 
 

Ⅲ 

（令和元事業年度の実施状況） 
【23-1-1】 
・コスト削減プロジェクト推進会議において、企画
広報班では今までに蓄積された未実施の方策の中か
ら実現性の高いものをピックアップし、再検証を行
い、より実現性のある内容にブラッシュアップし、
令和元年６月に全教職員を対象に「第１回アイデア
総選挙」を実施した。そこで上位に選出された『不
要になった実験機器の売り払い』を令和元年度の後
半から令和２年度にかけて制度設計し、令和３年度
の実現に向けて検討を行っている。 
 
・「航空会社との法人契約による旅費の抑制」につ
いては平成 31 年４月からスカイマーク株式会社との
法人契約を、「証明書発行の有料化等」については
令和元年 10 月から卒業生を対象に実施している。 
 
・見える化班では今期「教育研究成果とコストの関
係の見える化」をテーマに、教育研究の「成果」と
「コスト」を連携させて、本学のコストパフォーマ
ンスの状況の見える化を行い、大学経営資源の有効
活用ための PDCA サイクルにおいてコスト（インプッ
ト）と成果（アウトプット）を比較する CHECK 機能
を強化する手法を考案すべく分析を行った。 
令和元年８月に第８回コスト削減・業務改善アイ

デア表彰式を実施し、平成 30 年度中に応募のあった
コスト削減・業務改善アイデア 34 件の中から優秀ア
イデアを表彰し、第３回推進会議をおこない、平成
30-31 年度期活動の総括を行った。 
 
・平成 29 年度から、教員人件費を職位によりポイン
トに換算し管理する「ポイント制」を導入し、員数
ベースでの管理から人件費ベースでの管理としたこ
とにより、教員人件費を有効に活用する仕組みを構
築した。令和元年度においては、当該ポイント制の
中で、クロスアポイントメント制度により使用ポイ
ント 210 ポイント（約 28 百万円相当）を減算した。 
再雇用職員について、退職時の職位で採用するな

ど、定員枠での活用を行い、当該職位を定年前の職
位で雇用した場合に比べ、約 44 百万円の人件費の抑
制に努めた。 
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・工学研究科構内の環境整備業務に関し、財務部及
び工学研究科と協議の上、臨時用務員で対応可能な
場所については、これまでの外部委託から業務支援
室障害者雇用・環境整備グループが行うこととし、
令和元年度から契約の仕様から外す又は回数を減ら
したことにより約 470 千円削減した。 
大学行事の会場設営に業務支援室障害者雇用・環

境整備グループが業務として協力したことにより、
24 千円分の人件費を抑制した。 
オープンキャンパス参加者への配布物袋詰め作業

等について、業務支援室障害者雇用・環境整備グル
ープが業務として協力したことにより、160 千円分の
人件費を抑制した。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(２) 財務内容の改善に関する目標 
 ③  資産の運用管理の改善に関する目標 

 

中
期
目
標  

【24】大学経営の安定化に資するため、資産の効率的・効果的な運用を図る。  
 

 

中期計画 令和元年度計画 

進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

中
期 

年
度 令和元事業年度までの実施状況 

令和２及び３事業年度の 
実施予定 

【24-1】 
 運用する金融機関の経営状
況を把握することにより、リス
クに配慮しつつ、毎月、資金の
収支状況をチェックし余裕金
の運用計画を策定の上、安全か
つ適正に運用し自己収入を確
保する。 

 

Ⅲ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
【債券】平均 26 億円で運用し、償還を迎えたものは、
間を置かず新たな債券を購入した。 
 
・平成 28 年度 償還債券無し 
・平成 29 年度 社債：３億円(10 年）、１億円（10

年）、１億円（15 年）×２件 
・平成 30 年度 社債：２億円（10 年）、１億円（10

年）、ドル建社債：２億円（10 年） 
※平成 30年 11月 30日付で国立大学法人法第 34条の
３における業務上の余裕金の運用にかかる認定を受
けた。（第２及び第 4の 1） 
 
【預金】大口定期預金については、投資適格金融機関
の競争契約により、効果的かつ積極的な運用を行っ
た。 
・平成 28 年度 投資適格金融機関：９行 
・平成 29 年度 投資適格金融機関：10 行 
・平成 30 年度 投資適格金融機関：12 行 
※平成 30 年度は、外資系銀行１行及びネット銀行１
行を加え収益の増加を図った。 
 
【リスク管理】取引銀行及び社債券の格付情報を資金
運用管理委員会に報告することによりリスク管理を
行った。 
 
【運用計画】債券は資金運用管理委員会が策定した運
用方針に則って満期償還分の再運用を実施した。預金
は現在の資金残高に今後の収支の予定を加味し、運用
可能な預金額及び運用日数の試算を随時行いながら
運用した。 
 

【運用益】 

・平成 28 年度 34 百万円 

【債券】令和２年度以降に償還
日を迎える債券について、資金
運用管理委員会策定の運用方
針に基づき、資金の運用を行
う。 
【預金】随時、定期性預金等に
よる短期運用を行い、資金を安
全かつ適正に運用するととも
に、競争性を高めた運用を実施
する。 
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・平成 29 年度 29 百万円 
・平成 30 年度 29 百万円 

【24-1-1】 
 平成 31 年度に償還日を迎える債券に
ついて、償還時における金融情勢を踏ま
えて、国債、地方債及び政府保証債等の
債券又は定期預金による運用を行う。ま
た、随時、定期預金又は譲渡性預金によ
る短期運用を行い、資金を安全かつ適正
に運用するとともに、競争性を高めた運
用を実施する。 
 

Ⅲ 

（令和元事業年度の実施状況） 
【24-1-1】 
・債券について、令和元年８月 14 日に償還を迎えた
兵庫県債５億円について、再運用の提案依頼を行い、
資金運用管理委員会策定の運用方針に基づき、三菱
UFJ 銀行米ドル建て社債 270 万ドル（約３億円相当）
と北海道電力円建て社債１億、中国電力円建て社債１
億を同日付で購入した。また、計画にはなかったが、
日々の資金繰りを精査することで長期運用可能な額
があることが確認できたため、資金運用管理委員会の
了解のもと、新規で米ドル建て社債による運用（５億
円相当）を実行した（令和２年２月）。 
 
・預金について、平成 30 年９月より米中貿易摩擦の
激化等を考慮し、中国工商銀行への提案依頼を控え、
11 行の金融機関から提案依頼を受け、「資金運用に関
する取扱について」に基づき、最も利回りのよい商品
を採用している。 
 
以上の取組により、令和元年度における運用益は 30
百万円となった。 
 

 

【24-2】 
 土地・建物等の利用状況を勘
案し、既存施設の有効活用及び
保有資産の見直しを行う。 

 

Ⅲ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・本学の保有資産の利用促進のため、資産の利用計画
を作成し、利用実態を把握するとともに、本学施設の
有効利用として、教室、研究室、会議施設、グランド
等の施設の財産貸付を行った。たとえば、医療産業の
集積が進む神戸ポートアイランド地区に、企業や自治
体からの支援を得つつ、先進的治療・革新的医療機器
の開発拠点として「国際がん医療・研究センター」を
整備し、平成 29 年度から稼働させたところであり、
企業との新規医療機器の研究開発を一層推進するた
めに、保有資産の有効活用として、同センター内に企
業等が使用できる貸出スペースを確保した。 
また、土地・建物等の保有資産について不断の見直

しを行い、淀川艇庫の土地の一部譲渡収入により、学
生生活にわたる支援として、課外活動の環境整備（課
外活動施設（合宿所・艇庫）の建て替え）を行い、大
阪都市計画事業「淀川北岸線」に係る淀川艇庫の一部
土地譲渡に関する土地売買契約書（50,432,128 円）、
物件移転補償契約書（92,882,300 円）及び残地補償契

・本学の保有資産の利用促進
のため、資産の利用計画を作成
し、利用実態を把握するととも
に、本学施設の有効利用とし
て、教室、研究室、会議施設、
グランド等の施設の財産貸付
を行う。また、本学の資産の運
用管理の改善を図るうえで、資
産の利用計画に基づき減損の
兆候判定を行うとともに、土
地・建物等の保有資産の利用促
進のため利用状況を勘案し、既
存保有資産の有効活用として、
「職員宿舎の整理統合に向け
た基本方針（廃止対象 6宿舎）」
及び附属中等教育学校明石校
舎（旧附属明石中学校）跡地の
有効活用とあわせて、「学生宿
舎、職員宿舎及び附属学校の機
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約書（2,731,050 円）を平成 28 年８月 31 日付けで締
結した。 
さらに、本学の資産の運用管理の改善を図るうえ

で、資産の利用計画に基づき減損の兆候判定を行うと
ともに、土地・建物等の保有資産の利用促進のため利
用状況を勘案し、既存保有資産の有効活用として、「職
員宿舎の整理統合に向けた基本方針（廃止対象６宿
舎）」を制定し、附属中等教育学校明石校舎（旧附属
明石中学校）跡地の有効活用とあわせて、「学生宿舎、
職員宿舎及び附属学校の機能移転及び集約化に向け
た基本方針」を制定した。現在、六甲台キャンパス周
辺に学生宿舎等の整備用地の確保に向けて候補地の
検討調整を行っている段階である。 
 
各年度収入額目標額を金 70，000 千円で設定してお

り、雑収入・収益：学校財産貸付料・財産貸付料収益
は、平成 28年度：226,366 千円 （財産貸付料収益実
績）、平成 29 年度：256,725 千円 （財産貸付料収益
実績）【うち国際がん医療・研究センター貸付分 22,566
千円】（貸出スペース合計 260.59 ㎡）、平成 30 年度：
273,366 千円 （財産貸付料収益実績）【うち国際が
ん医療・研究センター貸付分 39,055 千円】（貸出スペ
ース合計 312.16 ㎡）である。 
 
 

能移転及び集約化に向けた基
本方針」に基づき計画を進め
る。 

【24-2-1】 
 保有資産の利用促進のため利用実態
を把握するとともに、必要性について不
断に見直し、特に平成 31 年度末に廃止
することを決定した職員宿舎（６宿舎）
を含め、「学生宿舎、職員宿舎及び附属
学校の機能移転・集約化の基本方針（平
成 30 年１月制定）」に基づき、土地・
建物の有効活用及び処分等の検討を進
める。 
 
 
 
 
 

Ⅲ 

（令和元事業年度の実施状況） 
【24-2-1】 
・本学の保有資産の利用促進のため、資産の利用計
画を作成し、利用実態を把握するとともに、施設の
有効利用（土地・建物等「教室、研究室、会議室、
グランド等の施設」の財産貸付）を行った。（令和
元年度の貸付収益は 409,986 千円であった。） 
また、資産の利用計画に基づき減損の兆候判定を

行うとともに、本学の機能強化構想における「神戸
大学ビジョン」の実現に向けて、教育のグローバル
化、新学術領域の創出・研究成果の社会実装等を含
めて、大学の経営戦略とあわせた具体的な土地・建
物等の有効活用策（土地・建物の売却・交換、集
約・活用）等を検討した。 
 
・学生宿舎、職員宿舎及び附属学校の機能移転及び
集約化に向けた基本方針（平成 30 年１月 23 日学長
制定）に基づく施設の整備計画を検討するため、拡
大・留学生受入施設検討 WG において、学生宿舎等の
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施設整備計画の具体的な検討（整備計画案）を進め
た。 
 
・今後、附属中等教育学校明石校舎跡地及び山の街
職員宿舎の処分、六甲台キャンパス周辺に学生宿舎
等の整備用地の確保に向けて候補地の検討を行って
いる段階である。また、令和元年度末以降に廃止す
ることを決定した職員宿舎（５宿舎）の土地・建物
の有効な活用及び処分等の検討を進めた。 
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（２）財務内容の改善に関する特記事項等 

１．特記事項    
 
■ 寄附金の増加を図るための取組【22-1-1，22-2-1】 
【平成 28～30 事業年度】 

 ○ 平成 28 年度、税額控除を受けることができる「神戸大学修学支援事業基  
金」を新設し、募金活動を開始した。また、学部創立周年記念等事業として、「経
済経営研究所 100 周年記念事業」、「農学部教育研究振興事業」を立ち上げ、募
金活動の活性化を図った。 
 
○ 寄附依頼活動体制については、本学東京オフィスに基金推進室参事（東京オ
フィス副所長）を配置するとともに、平成 28 年９月には同オフィスに特別顧問
１名を新たに配置し、体制の充実を図った。平成 30 年４月から基金推進室副室
長として本学卒業生を学長特別顧問に採用し、基金趣意書の改訂や卒業生向けの
イベントの実施等に取り組み、同窓会連合組織である学友会の協力の下、主に卒
業生を対象とした遺贈・相続セミナーを三井住友信託銀行と共催し、大学への遺
贈に係る相談を受けた（参加者計 43 名）。また、学長を本部長として基金推進
本部を 10 月に設置し、学友会会長・副会長を構成員とすることで、これまで以
上に同窓会組織と連携した募金活動を行う体制を整備した。 
 
○ 平成 28 年から、新たな募金活動として、一定額以上の寄附者に対して「神
戸大学基金フェロー」の称号を付与するとともに、学長との懇談会に招待する制
度を開始した。 
 
○ 医学部附属病院では、これまで独自に設けている「医学部附属病院あじさい
基金」について、その取扱要項に従い患者の環境整備に限り使用してきた。しか
し、用途が限られていること、広報活動がうまく機能していないこと、寄附者へ
の効果が明確でないこと等から、近年、その寄附金受け入れ額は低迷を続けてい
た。このような状況の下、また、病院経営において運営費交付金の削減が続くな
か、病院運営を安定的に継続するためには多様な財源を活用することが求められ
ており、平成 29 年９月に医学部事務部を中心にプロジェクトチームを立ち上げ、
状況の改善を図るとともに、寄附金の使途についても、地域医療の最後の砦とし
て、また、質の高い医療の提供を維持すること等へも使用可能とすることを念頭
に検討を開始した。寄附金の使途については、患者の環境整備に加え、最先端の
医療機器等の購入、医療従事者の育成等を新たに設けることで、広報活動につい
ては、窓口に設置しているパンフレットの見直しや院内サイネージへの積極的な
広報を行うことで、寄附者への効果については、一定金額以上の寄附者に対して、
飲み物の提供等により診察待ち時間中も快適に過ごせ、診察の受付から料金の支
払いまで一室で可能な寄附者専用のサロンを設置する等の改善を重ねることで、
平成 30 年 4 月から新たな「医学部附属病院あじさい基金」として運用を開始し
た。あじさい基金の実績として、取組前の平成 29 年度の受入れ額 350 千円（平
成 28 年度：200 千円、平成 27 年度：50 千円）に対して、開始初年度である平成
30 年度は 6,591 千円（対平成 28 年度比 6,241 千円増）、令和元年度は 25,227 千
円（対平成 28 年度比 24,877 千円増）と大幅に寄附金額が増加しており、取組の
成果が大きく現れている。寄附金を活用し、イートインスペースや休憩スペース
を設置するなど、患者のアメニティー向上となる取組も行っており、今後は院内
環境の整備をはじめ、先進医療の提供や医療従事者の育成等幅広く活用してい

く。 
 

○ 以上の取組により、平成 30 年度の神戸大学基金寄附実績は過去５年間の   
年度別平均寄附実績である７億 2,971 万円を上回る８億 1,833 万円（前年度９
億 9,573 万円）となった。 
 
【令和元事業年度】 

 ○ これまで基盤事業への繰入率を５%としていた「全学基盤強化費」を”10%  
上限無し”(ただし事業によっては除くもの有）に変更し、全学に周知した。 
 
○ 学部創立周年記念等事業として、「医学部附属病院あじさい基金」、「工学
部創立 100 周年記念事業」、「海神プロジェクト」を立ち上げ、募金活動の活性
化を図った。 
 
■ 競争的資金等の獲得増加を図るための取組【22-1-1】 
【平成 28～30 事業年度】 

 ○ 競争的資金の獲得のため、科研費早期支援（大型種目挑戦型、若手種目支  
援・挑戦型、ステップアップ型）のプログラムを実施し、選定された対象者に対
して、研究計画調書作成の助言や添削を行ったほか、大型種目に関してはチーム
形成の相談・支援も行い、以下のとおり交付内定を受けた。 
 

（※）同一の研究者が複数種目に採択された場合はそれぞれの種目で１件として
カウント 
 
○ 大型研究プロジェクトについては、情報収集及び申請への働きかけの強化、
申請書作成支援、面接対応支援等を行った結果、平成 28 年度は、JST 事業ではマ
ッチングプランナープログラム６件、A-STEP 産学共同フェーズが１件採択され、
NEDO の微生物創薬プロジェクト、AMED 事業の感染症研究国際展開戦略プログラ
ム、医療分野研究成果展開事業、創薬基盤推進研究事業の４件が採択された。平
成 29 年度は JST 事業では未来社会創造事業２件、地域産学バリュープログラム
2件が採択され、AMED の橋渡し研究戦略的推進プログラム、革新的先端研究開発
支援事業、再生医療実用化研究事業といった年額 3,400 万円～6,000 万円程度の
大型研究プロジェクトが５件新規採択されたほか、日本学術振興会「頭脳循環を
加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム」が１件採択された。平成
30 年度は、JST 事業では CREST1 件、さきがけ２件、A-STEP 機能検証フェーズ６
件、A-STEP 産学共同フェーズ FS ステージ２件などが新たに採択された。また、
AMED 事業では AMED-PRIME、次世代バイオ医薬品製造研究の継続事業、NEDO の次

支援者数
採択件数

（※）
支援者数 採択件数 支援者数 採択件数

平成28年度支援 8 4 8 1 8 1

平成29年度支援 8 0 7 1 4 2

平成30年度支援 10 4 6 1 5 1

大型種目挑戦型 ステップアップ型 若手種目支援・再挑戦型
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世代人工知能・ロボットの中核となるインテグレート技術開発事業、国土交通省
の運輸技術開発推進制度などに採択された。 
なお、「感染症研究国際展開戦略プログラム」において、インドネシアにおい

て研究を進めている HIV ウイルスに関する研究成果が、令和元年度に国際学術雑
誌「Scientific Reports」に掲載された。このほか、「頭脳循環を加速する戦略
的国際研究ネットワーク推進プログラム」においては、平成 30 年度において、
派遣者が、高耐震架構に関する共著論文を２編、耐震補強レシピに関する共著論
文を１編執筆するなどの実績が挙がっている。 

 
○ 平成28年８月に開催された国内最大規模のビジネスマッチングイベント「イ
ノベーションジャパン 2016」に本学から５件出展し、うち１件の研究発表に つ
いては、学外からの問い合わせが約 150 社に上るなどの反響があった。また、平
成 29 年度に本学の産学連携シーズ研究の展示（個別研究者のシーズ計 11 件、大
学としての組織展示１件）を行った。マッチングイベント終了後も興味を示した
企業と共同研究の可能性について協議等を継続して行った。 
 
○ 企業経験者とアカデミア教員との協働による超スマート社会（Society5.0）
を目指した社会実装を推進する取組を進め、平成29 年度に採択された環境省CO2 
排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業（平成 29～令和元年度の総額約 2.4 
億円）として神戸市地下街での実証実験を行うとともに、環境省二酸化炭素排出
抑制対策事業費等補助金（再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業）に
採択された（1,000 万円/平成 30 年度)。また、課題解決型高度医療人材養成プ
ログラムに採択された「実践的病院経営マネジメント人材養成プラン（M×M 
KOBE）」（平成 29～令和３年度の総額 5,000 万円、平成 30 年度 1,000 万円）に
ついて、本格的に教育コースを開始した。 
 
○ 以上の取組等により、平成 28 年度から平成 30 年度の競争的資金の獲得総額
は 29,868 百万円となり、第３期中期計画策定時（25,183 百万円〔H24～H26 合
計〕）と比べて 18.6%の増加となった。 
 

【令和元事業年度】 
 ○ オープンイノベーション（OI）機構整備事業に申請し、採択された。OI 推   
進本部設置準備室を立ち上げ、専門マネジメントスタッフの選任、研究開発プロ
ジェクトとの意見交換を行うとともに、OI 機構に採択された他大学を複数訪問
し調査した。それらの結果をもとに、本学として目指すべき運営管理体制の明確
化、これからの活動の趣旨・狙いをまとめた PR 用書籍の作成、先進的取組を実
践している海外大学の調査、共同研究先企業の機密情報を扱うための情報セキュ
リティ対策の整備や、主要分野の事業展開シナリオ作成等、OI 推進本部の設置に
向けての準備を行った。 
 
○ 医学研究科と製薬企業３社（アステラス製薬、小野薬品工業及び第一三共）
との間の包括連携協定に基づき、具体的な共同テーマの探索を行うとともに、ア
ステラスとは複数の教員との面談を実施した。 
 
■ 自己収入の増加を図るための取組 
【平成 28～30 事業年度】 
○ 平成 28 年度より学内合同企業説明会は、これまで運営全般を生協に委託す
る方法であったが、大学が参加費を徴収して、その財源(予算)をもって大学が運
営する方法に見直した。この見直しにより開催した説明会（H29.3）では企業 253
社の参加があり、企業の参加費 3,689 万円の収入があった。（学生参加者 2,925
名） 

○ 平成 29 年度において、自動販売機設置運営業務について、サービス・利便性
の向上、教職員の福利厚生、契約の競争性・透明性の確保及び収益の改善を図るた
め、平成 29 年度より生協等への委託から企画競争契約に変更したことにより、
4,038 万円収入増となった。 
 

○ 教育研究環境向上のための財源確保を目的にネーミングライツ制度を平成 30 
年２月に導入し、平成 30 年４月から社会科学系の情報処理教室について開始し（当
初協定期間：平成 30 年４月～平成 31 年３月）、好評なことから４年延長更新し
た。さらに、工学研究科の情報知能演習室と海事科学研究科の学生フリールームに
ついて、２企業（新日鉄住金ソリューションズ株式会社（現在は「日鉄ソリューシ
ョンズ株式会社」へ社名変更）、株式会社辰巳商會）と協定を結び、平成 30 年度
のネーミングライツ料は、181.7 万円となった。 
 
【令和元事業年度】 
○ 自己収入の多角化として実施したクラウドファンディングにおいて、目標金額
200 万円を越える約 240 万円を達成した。ネーミングライツは既契約分の継続に加
えて海運会社との新規事業１件の契約を取り交わした。 
 

○ バリュースクールの趣旨に賛同した個人から３億円の寄附があり、総額で３億
2,166 万円の寄附を受けた。 
 

■ コスト削減に係る取組の推進【22-3-1、23-1-1】 
【平成 28～30 事業年度】 
○ 平成 28 年度は、全学コスト削減プロジェクト会議において、平成 27 年度の決
算データを基に、人件費、物件費等の詳細について、部局別のグラフ等を用いなが
ら比較・分析することでコストを「見える化」した「神戸大学コストデータ資料集」
を作成した。 
 

○ 平成 29 年度は、「時間外労働削減に向けたヒアリングシート」の活用や意識
啓発活動により、平成 29 年（１月～12 月）の事務職員（常勤・非常勤）の時間外
労働時間が、対前年比 22,108 時間（11.39％）の削減、時間外労働手当額が、対前
年比 5,826 万円（12.75％）の削減となった。 
 

○ 教員人件費を職位によりポイントに換算し管理する「ポイント制」を導入し、
員数ベースでの管理から人件費ベースでの管理としたことにより、教員人件費を有
効に活用する仕組みを構築した。平成 30 年度は、当該ポイント制の中で、クロス
アポイントメント制度により使用ポイント 108 ポイント（約 1,400 万円相当）を減
算した。 
 

【令和元事業年度】 
○ 平成 15 年度より「神戸大学 PFI 事業」として立体駐車場の管理・運営を PFI
事業者が行ってきたが、PFI 事業期間（15 年間）満了に伴い、令和元年度から管理・
運営主体が附属病院に移管されることとなった。管理・運営を行っていくにあたり、
必要となる保守費や運営にかかる委託費用等を見積もり、既存の保守業務や委託業
務と効果的に統合させ必要となる経費を可能な限り最小に抑えることで、駐車場運
営にかかる差引利益（「駐車場収入」－「保守費・委託費等維持管理費+光熱水費」）
を最大限に確保することができた。 
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（令和元年度） 
駐車場収入    125,713 千円 
保守・委託費等   48,913 千円 
光熱水費       2,536 千円 
――――――――――――――――― 
収支差            74,264 千円  
   
 
 
■ 外部資金、自己収入の推移 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 財務の状況から見る大学の改革推進状況 
【平成 28～30 事業年度】 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位未満四捨五入）

【平成28年度】 （単位：百万円）

運営費交付金収益 20,107 教育経費 3,113

授業料収益 8,268 研究経費 3,958

入学金収益 1,256 診療経費 21,515

検定料収益 304 教育研究支援経費 1,166

附属病院収益 32,377 受託研究費 2,918

受託研究収益 3,039 共同研究費 870

共同研究収益 879 受託事業費等 713

受託事業等収益 742 役員人件費 180

補助金等収益 1,359 教員人件費 19,539

施設費収益 35 職員人件費 18,380

寄附金収益 2,318 一般管理費 1,626

資産見返負債戻入 1,842 財務費用 332

財務収益 21 雑損 14

雑益 1,463 経常費用合計 74,325

経常収益合計 74,010

（損益計算書より）

※数値は単位未満四捨五入のため、計等が合わない場合がある。

（単位未満四捨五入）

【平成29年度】 （単位：百万円）

運営費交付金収益 20,463 教育経費 3,075

授業料収益 8,259 研究経費 3,875

入学金収益 1,263 診療経費 23,244

検定料収益 301 教育研究支援経費 1,049

附属病院収益 33,944 受託研究費 3,629

受託研究収益 3,672 共同研究費 1,067

共同研究収益 1,080 受託事業費等 773

受託事業等収益 798 役員人件費 186

補助金等収益 1,425 教員人件費 19,535

施設費収益 83 職員人件費 19,166

寄附金収益 2,305 一般管理費 1,691

資産見返負債戻入 1,775 財務費用 303

財務収益 18 雑損 12

雑益 1,489 経常費用合計 77,604

経常収益合計 76,873

（単位未満四捨五入）

（単位：百万円）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

受託研究受入額 3,444 3,749 4,083 3,438

共同研究受入額 903 1,422 1,031 1,285

受託事業等受入額 700 835 802 910

寄附金受入額 4,080 2,436 2,236 2,483

科学研究費補助金受入額 2,493 2,482 2,436 2,532

補助金等受入額 1,624 2,362 1,504 979

計 13,243 13,285 12,092 11,627

（財務諸表 附属明細書より）

※　寄附金　　　　　　　　：現物寄附除く

　　科学研究費補助金　　　：直接経費のみ

　　補助金等　　　　　　　：国庫返金額含む （単位未満四捨五入）

（単位：百万円）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

授業料、入学金及び検定料収入 9,176 9,083 8,955 8,835

附属病院収入 32,405 33,568 34,885 35,557

雑収入 743 854 904 1,097

計 42,324 43,504 44,744 45,488

（決算報告書より）

※数値は単位未満四捨五入のため、計等が合わない場合がある。
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○（経常収益） 
平成 28 年度の経常収益は 740 百万円（1.0%）増の 74,010 百万円となってい

る。主な増額要因としては、附属病院収益が、診療単価の増に伴い 685 百万円
（2.2%）増の 32,377 百万円となったことが挙げられる。平成 29年度の経常収益
は 2,863 百万円（3.9％）増の 76,873 百万円となっている。主な増額要因として
は、附属病院収益が、医学部附属国際がん医療・研究センターの設置等に伴い
1,567 百万円（4.8%）増の 33,944 百万円となったことが挙げられる。平成 30 年
度の経常収益は 1,867 百万円（2.4％）増の 78,740 百万円となっている。主な増
加要因としては、附属病院収益が、診療単価が増加したこと等に伴い 1,281 百万
円（3.8%）増の 35,224 百万円となったこと、及び受託研究収益が、受託研究の
受入増加に伴い 384 百万円（10.5%）増の 4,056 百万円になったことが挙げられ
る。 
 
○（経常費用） 
 平成 28 年度の経常費用は 575 百万円（0.8％）増の 74,325 百万円となってい
る。主な増加要因としては、人件費が国家公務員の給与の改定及び年俸制導入の
促進等により 972 百万円（2.6%）増の 38,100 百万円となったこと、その他経費
が、受託研究の受入増加等により 710 百万円（18.7%）増の 4,501 百万円となっ
たことが挙げられる。平成 29 年度の経常費用は 3,278 百万円（4.4％）増の 77,604
百万円となっている。主な増加要因としては、人件費が、国家公務員の給与の改
定に準拠した影響等により 787 百万円（2.1%）増の 38,887 百万円となったこと、
受託研究費が、受託研究の受入増加等により 711 百万円（24.4%）増の 3,629 百
万円となったことが挙げられる。平成 30 年度の経常費用は 682 百万円（0.9％）
増の 78,286 百万円となっている。主な増加要因としは、診療経費が、高額な薬
剤の使用が増加したこと等により 242 百万円（1.0%）増の 23,486 百万円となっ

たこと、及び受託研究費が、受託研究の受入増加に伴い 441 百万円（12.1%）増
の 4,069 百万円となったことが挙げられる。 
 
【令和元事業年度】 

○（経常収益） 
令和元年度の経常収益は４百万円（0.0％）増の 78,743 百万円となっている。 

主な増加要因としては、附属病院収益が、診療単価が増加したこと等に伴い 674 百
万円（1.9%）増の 35,898 百万円となったことが挙げられる。 

また、主な減少要因としては、補助金等収益が、補助金等の受入減少に伴い 500
百万円（37.6％）減の 829 百万円になったことが挙げられる。 
 

○（経常費用） 
令和元年度の経常費用は 719 百万円（0.9％）減の 77,566 百万円となっている。 

主な減少要因としては、診療経費が、機器賃借料や修繕費等の減により 231 百万円
（1.0%）減の 23,255 百万円となったこと、及び受託研究費が、受託研究の受入減
少に伴い 561 百万円（13.8%）減の 3,509 百万円となったことが挙げられる。 
 

■ 保有資産の見直しと有効活用【24-1-1、24-2-1】 
【平成 28～30 事業年度】 
○ 職員宿舎の集約化（整理統合）に向けて、基本的な考え方、基本方針、廃止対
象宿舎（６宿舎、総戸数 145 戸）、廃止に伴う退去準備期間、新規入居募集・入居
期限及び廃止時期（令和元年度末）等を盛り込んだ「職員宿舎の整理統合に向けた
基本方針について」を平成 28 年 12 月に制定した。 
 
○ 本学施設の有効利用（土地・建物等「教室、研究室、会議室、グランド等の施
設」の財産貸付）を促進するため、新たな貸し出しスペースを確保し、そのスペー
スの実態にあわせた料金要項を定めたことなどにより貸付収益は平成 30 年度にお

（単位未満四捨五入）

【令和元年度】 （単位：百万円）

運営費交付金収益 20,689 教育経費 3,143

授業料収益 8,243 研究経費 3,757

入学金収益 1,239 診療経費 23,255

検定料収益 289 教育研究支援経費 1,090

附属病院収益 35,898 受託研究費 3,509

受託研究収益 3,568 共同研究費 1,142

共同研究収益 1,166 受託事業費等 869

受託事業等収益 904 役員人件費 180

補助金等収益 829 教員人件費 18,870

施設費収益 272 職員人件費 19,719

寄附金収益 2,181 一般管理費 1,821

資産見返負債戻入 1,637 財務費用 198

財務収益 23 雑損 15

雑益 1,806 経常費用合計 77,566

経常収益合計 78,743

（損益計算書より）

※数値は単位未満四捨五入のため、計等が合わない場合がある。

（単位未満四捨五入）

【平成30年度】 （単位：百万円）

運営費交付金収益 20,768 教育経費 3,307

授業料収益 8,305 研究経費 3,951

入学金収益 1,247 診療経費 23,486

検定料収益 300 教育研究支援経費 968

附属病院収益 35,224 受託研究費 4,069

受託研究収益 4,056 共同研究費 1,042

共同研究収益 1,058 受託事業費等 830

受託事業等収益 860 役員人件費 272

補助金等収益 1,329 教員人件費 18,991

施設費収益 171 職員人件費 19,468

寄附金収益 2,141 一般管理費 1,652

資産見返負債戻入 1,674 財務費用 229

財務収益 19 雑損 21

雑益 1,586 経常費用合計 78,286

経常収益合計 78,740

（損益計算書より）

※数値は単位未満四捨五入のため、計等が合わない場合がある。
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いて、２億 7,336 万円となり、平成 27 年度の２億 2,561 万円に比べ 4,775 万円増
加となった。 
 
○ 平成 30 年４月に電力会社の社債２億円を新たに購入し、約 30 万円の増収と
した。また、大口定期預金において平成 29 年度は最大利率でも 0.04％での運用と
なっていたが、平成 30 年度初めに外資系の銀行を参加させた結果、平成 30 年度
の定期預金平均金利は 0.051％と店頭表示金利の平均年利率 0.001％を大きく上回
った。さらに、平成 30 年 11 月に国立大学法人法第 34 条の３における業務上の
余裕金の運用にかかる認定を受け、平成 31 年２月に利回りの良いドル建日本社債
を購入した。このように効果的かつ積極的な運用を行い、超低金利が進む中、前年
度同の運用益 2,900 万円を得た。 
 

【令和元事業年度】 
○ 学生宿舎、職員宿舎及び附属学校の機能移転及び集約化に向けた基本方針（平
成 30 年１月 23 日学長制定）に基づく施設の整備計画を検討するため、拡大・留学
生受入施設検討 WG において、学生宿舎等の施設整備計画の具体的な検討（整備計
画案）を進めている。 

 
○ 債券については、令和元年８月 14 日に償還を迎えた債券５億円（兵庫県債、
利回り 1.575%）について、再運用の提案依頼を行い、資金運用管理委員会策定の運
用方針に基づき、三菱 UFJ 銀行米ドル建て社債 270 万ドル（約３億円相当、利回り
2.214%）と北海道電力円建て社債１億（利回り 0.325%）、中国電力円建て社債 1 億
（利回り 0.224%）を同日付で購入した。日々の資金繰りを精査することで長期運用
可能な額があることが確認できたため、資金運用管理委員会の了解のもと、新規で
米ドル建て社債による運用（５億円相当）を実行した（令和２年２月）。預金につ
いては、平成 30 年９月より米中貿易摩擦の激化等を考慮し、中国工商銀行への提
案依頼を控え、11 行の金融機関から提案依頼を受け、「資金運用に関する取扱につ
いて」に基づき、最も利回りのよい商品を採用している。 

 
■ 附属病院の経営基盤【22-3-1】 
【平成 28～30 事業年度】 
○ 年間５回程度開催していた病院経営会議（議長：病院担当理事）を月１回に開
催数を増やすとともに、会議開催前には理事及び大学本部の事務職員並びに医学部
の事務職員を構成員とする作業部会を行うことで病院の収支バランスの詳細な把
握を行う体制を構築するなど、附属病院に係るガバナンスを強化した。 
 

○ 蓄積した診療科等の情報を基に管理会計情報分析ツールを駆使し、各部門・診
療科等の収支分析を行い、各部門に周知した。また、テーマごとに組成した各経営
改善プロジェクトの取組等を病院長及び経営企画室長の下で点検を行うとともに、
以下のとおり増収策又は経費抑制策を行った。 
 

○ 附属病院では、低侵襲医療の推進・地域医療への貢献を掲げ、平成 26 年度に
手術室を 13 室から 17 室へ増室させ、また、術後重症患者への適切な対応及び ICU
病室の面積増加により集中治療室管理料の上位加算を取得できるよう、集中治療室
の病床配分の検討を進めてきた。病床配分の変更にあたっては、医師及び看護師の
勤務体制の変更や病室の改修、施設基準変更の届け出等が必要となることから、関
係するメンバーでワーキングを設置し検討を重ね、平成 29 年 12 月までは ICU 病床
30 床の運用であったところ、集中治療室の全面的な改修工事を行うことで ICU 病
床 20 床、HCU 病床 12 床の運用（全体では+２床）とし、より多くの重症患者を適正
に治療する体制を整えた。また、病床変更の工事にあたっては、工事期間は要する
ものの全体を３期に分けて改修工事を行うことで診療機能の低下を最小限に抑え

た。病床配分の変更にあたっては、適切な診療体制の提供を検討するとともに、収
益面も充分に考慮し、集中治療室管理料について施設基準上、上位の算定が可能と
なる改修計画としたことにより、ICU、HCU 延べ患者数は平成 28 年度の 9,757 人か
ら令和元年度は 9,920 人へ 163 人の増となった。 
 
特定入院料にかかる診療報酬請求額は令和元年度では 736 百万円となり、改修前

の平成 28 年度 563 百万円と比較し 173 百万円の増となっていることから、診療体
制の強化に加え、経営基盤の強化にも繋がる取り組みとなった。 
 

【令和元事業年度】 
附属病院は患者中心の医療の実践を第一に掲げ、地域医療への貢献を推進しつ

つ、平成 30 年度において各種取組等により黒字となったものの更なる財務基盤の
強化に向けて取り組みを進めた。 
大学本部に置く病院経営会議について、昨年度、病院関係者以外の病院経営の専

門家を構成員とし専門性を高める等取り組んできたことに加え、新たに配置した病
院財務担当の副学長を構成員に加えることで専門性をさらに高め、また、病院経営
の妥当性をチェックする体制を充実させたことで、病院経営会議の機能をさらに強
化させた。強化された病院経営会議では、病院経営計画の進捗状況を毎月月次決算
により確認することで、病院の収支バランスを速やかに把握し、必要に応じて改善
策を講じるとともに、本部の役員懇談会において病院担当理事から月次決算報告を
毎月行うことで、本部との連携をより緊密にし、速やかな情報共有を図ることで、
大学全体としての組織運営機能を強化させた。 
 
令和元年度、本院は大学病院として地域医療の最後の砦としての役割を果たすべ

く、診療機能を強化しつつ、策定した経営計画に基づき下記の増収策等に取り組ん
だ。 
 
・早期の疾患発見に有用な高性能放射線画像撮影装置を用いた PET 検査を広く提
供できるよう外来予約枠拡大に取り組むとともに、画像診断料の増加による増収
を図った。（外来実施件数 PET-MRI：609 件→953 件、+344 件増、画像診断料 PET-
MRI：56 百万円→87 百万円、+31 百万円増収） 
 
・放射線治療対象の患者に対して、適切かつ安全に放射線治療の提供が行えるよ
う医学物理士を増員し診療体制を強化するとともに増収を図った。（放射線治療
90 百万円→ 108 百万円、+18 百万円の増収） 
 
・医師の間接的業務時間の短縮および上位加算による増収を図るべく、医師事務
補助者を増 員し人員体制を整えることで医師事務補助体制加算15対 1の算定を
開 始し増収を図った。（27 百万円→34 百万円、+7 百万円増収（２月から３月
までの同期間比較）） 
 

 ・HOMAS2 の原価計算機能を用いて前年度実績における各診療科・疾病別の DPC 毎・ 
術式毎の収支状況や平均在院日数の差について全国立大学平均値とベンチマー
クを行い、収益性の高い術式等の費用対効果を可視化し、診療科に提示すること
で改善を促した。（平均在院日数 14.7 日→14.0 日、0.7 日短縮） 

 
・神戸圏域における三次救急医療の需要に対応すべく、経営担当副病院長を委員
長とする救命救急センター設置検討ワーキングを設置し、救急体制の検討・整備
等行った結果、兵庫県医療審議会(令和元年６月 11 日)における審議を経て、７
月１日に救命救急センターの設置が決定された。これを受け、新規の救急患者受
入増による稼動増を図るとともに、新たに救命救急入院料の算定を目指すべく、
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人的・施設的な必要条件や救急診療体制等の確認を行った。（救急患者受入実績：
4,515 件→4,806 件、+291 件増（７月から３月までの同期間比較）） 
 
これらの取り組みに加え、経営改善を加速させるため上記「中期損益・収支計画」

で掲げた取組についても前倒しで実施した。本院においては、CT や MRI 検査や麻酔
科診の外来実施及び同施策等に伴う画像診断料・検査料の増（画像診断料 CT：330
百万円→356 百万円、+26 百万円の増収、画像診断料 MRI：175 百万円→184 百万円、
+9 百万円の増収、検査料 2,085 百万円→2,236 百万円、+151 百万円の増収）、外部
資金獲得による費用減（救命救急センター運営補助金 +45 百万円）、また、ICCRC 
においては急性期一般入院料 1(７対 1 看護)の導入による入院料の増（111 百万円
→135 百万円、+24 百万円（９月から３月までの同期間比較））、差額ベッド料金の
見直しによる増収（14 百万円→17 百万円、+３百万円増収（９月から３月までの同
期間比較））等に取り組んだ。さらに、ICCRC をフィールドとして全学的に取り組
むべき課題については大学本部に置く戦略企画本部財務戦略企画室会議において
議論を行い、国プロジェクトの誘致、神戸市との共同活動、共同研究、国際診療拠
点の形成等について緊密に連携しながら取り組みを進めてきた。中でも令和２ 年 
１月には、神戸市との産官学共同事業である「地方大学・地域産業創生交付金事業」
(内閣府)に採択され、「国プロジェクトの誘致」及び「神戸市との共同活動」にお
いて着実に成果をあげている。 

 
令和２年度病院経営計画策定にあたり、当該年度の経営計画に加え令和元年６月

に策定した「中期損益・収支計画」を令和元年度の経営状況に基づき更新したうえ
で、新たな増収策等を経営計画に加えることで、中期的な経営基盤のさらなる安定
化を図った。策定にあたって前回の考え方を踏襲しつつ、令和元年度の月次決算・
着地予想等の経営分析情報や取り組んできた増収策等の進捗状況を踏まえ、平均在
院日数は前回の計画値である13.5日から11.5日へと短縮させつつ救命救急センタ
ーの整備等により新入院患者を増加させる等の新たな収支改善策を盛り込んだ。ま
た、中期期間における投資計画について、設備面においては、個々の使用頻度・修
理状況・保守対応期間等の精査による更新時期の平準化という前回の考え方を基礎
とし、加えてこれまでの資産投資規模及び中期期間における部門別資産投資規模・
設備概要等を明示することで、施設面においては老朽化する建物附属設備や中央制
御装置等について最適な改修規模を提示することに加え、省エネの観点を取り入れ
る等、具体的に施設整備計画を見込むことで、より実現性のある中期計画とした。
さらに、これまで示していた当期損益にかかる経常収益・経常費用の内訳区分や当
期収支にかかる病院収入・借入金・施設整備費による資産投資額に加え、借入金に
伴う債務償還額、リース債務額を記載し、当期総利益・当期収支それぞれの算出方
法を示す等工夫を加えた。 
 
以上の取組により、附属病院セグメントの 令和元年度の当期総利益は、737 百

万円の黒字、対計画比で 694 百万円の上方達成となり、また、対前年度比では 734 
百万円の増益となった。また、第３期中期計画期間(平成 28 年度から令和元年度の
４年間)における業務損益の累計額は+143 百万円、当期収支の累計額も+567 百万
円を計上し、安定した経営実績を残すことができた。組織・運営面では病院経営会
議の機能強化が図られたことに加え、大学全体としての連携強化が図られたこと、
また、経営管理面では、経営計画に加え、病院経営の専門家の助言を踏まえた「中
期の損益・収支計画」を策定し継続的にチェックを行うことで実効性を高め、さら
に経営改善の加速に向け各施策を着実にかつ前倒しで実行してきたことにより財
政基盤を強化させた。 

 
 
２．共通の観点に係る取組状況 

（財務内容の改善の観点） 
・既定収入の見直しや新たな収入源の確保に向けた取組状況 

本学の機能強化構想を実現するため、平成 27 年度に策定した第３期中期目
標期間に向けた予算見直し方針に基づき平成 28 年度予算編成方針を策定し、
平成 28 年度当初配分において、学長のリーダーシップにより「中期計画事業
経費」、「戦略的経費」などの施策に重点的・戦略的な予算配分を行うととも
に、学長のリーダーシップを更に向上させるため、「学長戦略経費」を拡充し
た。（H27 年度：3,100 万円 → H28 年度：1億 500 万円、H29 年度：１億 500
万円、H30 年度１億円、R1 年度 1.5 億円） 
平成 29 年度に自動販売機設置運営業務について、サービス・利便性の向上、

教職員の福利厚生、契約の競争性・透明性の確保及び収益の改善を図るため、
平成 29 年度より生協等への委託から企画競争契約に変更したことにより、
4,038 万円収入増となった。 
教育研究環境向上のための財源確保を目的にネーミングライツ制度を平成

30 年２月に導入し、六甲台第一キャンパス第三学舎の情報処理教室について
ネーミングライツを公募したところ、株式会社 NTT データより応募があり、選
定委員会による審査を経て、ネーミングライツ・パートナーとして３月に選定
し（ネーミングライツ料は平成 30 年４月から１年間で 100 万円）、好評のた
め４年延長更新した。さらに、工学研究科の情報知能演習室と海事科学研究科
の学生フリールームについて、２企業（新日鉄住金ソリューションズ株式会社
（現在は「日鉄ソリューションズ株式会社」へ社名変更）、株式会社辰巳商會）
と協定を結び、平成 30 年度のネーミングライツ料は、181.7 万円、令和元年
度は約 440 万円となった。 
平成 29 年度に本学施設の有効利用（土地・建物等「教室、研究室、会議室、

グランド等の施設」の財産貸付）を促進するため、新たな貸し出しスペースを
確保し、そのスペースの実態にあわせた料金要項を定めたことなどにより貸付
収益は２億 5,672 万円となり、前年度から 3,036 万円の増となった。 

債券については平均 26 億円で運用した。また、大口定期預金及び譲渡性預
金については、投資適格金融機関を 1行増やし競争性を高めるとともに、積極
的かつ効果的な運用を行った。（H29 年度） 
「神大うりぼー」グッズを新たに開発してヒットしたため、大学グッズ販売

のブランド使用料の収入が増えた。 
 
 ・財務情報に基づく財務分析結果の活用状況 

〇 集積した会計情報及び公表された他大学の財務情報を基に、本学の財務状
況について経年比較を行うとともに、財政規模の類似した他大学との比較分析
を行っている。分析結果については、学内の主要な会議において説明・報告し、
さらなる外部資金等の獲得を促している。 
例えば、分析の結果、外部資金のさらなる獲得に向け、共同研究について、

他大学と比較して株式会社等からの獲得比率が低いことがわかり、企業との連
携を強化すべく「組織対組織」といった取組み（詳細は〔中期計画 22-1〕63 頁
を参照）の立案・実施の基礎とした。間接経費については、特に共同研究費の
割合が上位の大学と比較し低いため、間接経費の割合のさらなる見直しの検討
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（詳細は〔中期計画 22-1〕63 頁を参照）を行った。また、寄附金受入のさらな
る増を図り、ステークホルダーとのつながりを重視するため、広報課に特命技
術員を配置し、あらゆる大学の広報媒体を検証した動画の充実等、より効果的
な広報手段を通して海外へも積極的に情報発信するとともに、ホームカミング
ディ・コミュニティネットワーク等を利用して卒業生、在学生、教職員、海外
同窓会等との人的ネットワークを整備拡大し、交流の強化を促進した（詳細は
〔中期計画 26-3〕98-99 頁を参照）。さらに、受入実績のない文部科学省の補
助金や他省庁が実施する事業を含めた補助金獲得を促した。 

以上のような取組の結果として、平成 29 年度から令和元年度の競争的資金
の獲得総額は 29,849 百万円となり、第３期中期計画策定時（25,183 百万円〔平
成 24～平成 26 年度合計〕）と比べて 18.5%の増加となった。 

 
〇 本学の財務状況を広く理解してもらうため、冊子「FINANCIAL REPORT 財務
報告書」を、令和元年度には新たに「統合報告書」を作成し、ステークホルダ
ーとの対話を促進した。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(３) 自己点検・評価及び当該譲状況に係る情報の提供に関する目標 

① 評価の充実に関する目標 

 

中
期
目
標  

【25】教育研究等の質を維持・向上させるため、評価サイクルの更なる実質化を図る。  
 
 

 

中期計画 令和元年度計画 

進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

中
期 

年
度 令和元事業年度までの実施状況 

令和２及び３事業年度の 
実施予定 

【25-1】 
 教育研究等の質を維持・向上
させるため、全学及び研究科等
ごとの組織評価を継続して実
施する。また、評価内容・方法
について必要に応じて改善を
行うとともに、認証評価、年度
評価、中期目標期間評価等の評
価結果に基づいた改善の状況
について不断に点検すること
により、評価サイクルの更なる
実質化を図る。 
 
 

 

Ⅲ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・教育研究等の質を維持・向上させるため、法人評価
における中期計画・年度計画、部局ごとに立てている
部局年次計画の進捗状況を平成 28～30 年度にかけて
毎年確認を行い、執行部による部局へのヒアリング、
中期計画担当部へのヒアリング、全学会議等を通じて
課題がある場合は課題への改善、さらなる質の向上に
向けて鋭意努力するよう指示した。特に法人評価にお
いて指摘を受けた課題（平成 26 年度、27 年度、29 年
度業務の実績に関する評価結果）について、評価結果
受領後に課題に対する対応状況について調査し、各種
会議において審議の上、対応がなされていることを確
認した。また、平成 29 年度には、法人評価の各中期計
画の達成状況を確認し、達成にあたって留意すべき事
項がある計画については、担当部署に通知するととも
に、中期計画の取組内容だけでなく、取組の成果・効
果までを根拠となる資料・データを示した上で提出す
るよう指示した。平成 30 年度には、各中期計画のア
ウトプット及びアウトカムとして想定される資料・デ
ータの同定並びにその収集状況について確認を行い、
ヒアリング等を通じて各中期計画における取組の成
果・効果を出し、教育研究等の質を向上させるよう指
示した。 
・各部局に対しては、平成 30 年 10 月～12 月にかけ
て、本学の重要指標として定めている指標のうち、「留
学生数」、「学生の海外派遣数」、「国際共著論文数」、
「外部資金金額」、「若手教員比率」の５つの指標に
ついて、部局ごとの実績値を執行部によるヒアリング
の場で通知し、数値が低い指標については向上に向け
て努力するよう指示した。また、中期計画担当部に指
示し、第３期中期目標期間の４年目及び６年目の指標
ごとに部局ごとの目標値を定めた上で、指標達成に向
け努めるよう指示した。また、各部局に対して法人評
価（４年目終了時評価）にあわせて令和元年度に外部
評価を受審し、課題の確認とその改善を行うよう平成

・中期計画終了時評価に向け
て、中期計画達成に向けた課題
等を確認するとともに、これま
での評価結果で把握された課
題への対応状況をモニタリン
グすることにより、評価サイク
ルを着実に実行する。 
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30 年度に指示を行った。 
これらの取組みの結果、平成 28 年度評価では、教

育研究の質が向上している点での注目事項として、課
題発見・解決能力を有する実践型グローバル人材を育
成する「神戸グローバルチャレンジプログラム」の事
例や研究成果の事業化を創業期からサポートする会
社の設立、科学技術イノベーション研究科と連携し、
事業戦略、財務戦略等の総合的なサポートを行ってい
る点が取り上げられた。また、平成 29 年度評価結果
では、教育研究の質が向上している点での注目事項と
してグローバル人材育成に向けたダブル・ディグリ
ー・プログラムの展開が取り上げられるとともに、「戦
略性が高く意欲的な目標・計画」としての取組である
全学的な数理・データサイエンスに関する教育研究の
充実の取組が法人の機能強化に向けて積極的に取り
組んでいると評価された。平成 30 年度は、「神戸市地
下街で AI を利用して空調を制御する世界初の実証実
験」において、電力消費量を 42.5%削減することに成
功するなどが評価された。 
 
・内部質保証をより実質化するため、平成 30 年度に
「神戸大学における点検・評価の基本的な考え方」に
ついて、点検・評価だけでなく、改善まで含む「内部
質保証」へ改めるための調整を行うとともに、「教育
課程」、「学生支援」、「学生受入」、「施設設備」
の分野における自己点検評価結果を学長を含む全学
会議で共有し、改善の指示を行えるような体制整備に
向けて調整を行った。 
 
・学内共同利用施設等の見直しのための評価方法・内
容について、これまで６年に１回行っていた評価の方
法を見直し、毎年当該組織の状況を年次報告書に基づ
き確認する方法への変更に向けて調整を行った。 
 

【25-1-1】 
 年度計画の進捗状況及び中期計画に
関する指標の達成状況の確認を行い、計
画達成に向けた課題等を確認するとと
もに、これまでの評価結果への対応状況
をモニタリングすることにより、評価サ
イクルを着実に実行する。 

また、全学的な内部質保証体制の中
で、部局レベルの内部質保証において
は、学部・研究科で外部評価を行い、学
内共同利用施設等については、翌年度の
評価に向けて実施方法を見直す。 
 
 
 

 
Ⅲ 

（令和元事業年度の実施状況） 
【25-1-1】 
・学長をはじめとする大学執行部によるヒアリング
を実施するとともに、年度計画及び中期計画の進捗
状況や指標の達成状況等の確認を行い、計画達成に
向けて課題がある計画については、達成に向けて留
意するよう指示し、評価サイクルを着実に実行し
た。 また、中期計画達成に資する各部局の教育・研
究等の取組状況、成果についても確認を行うととも
に、各部局に令和元年度に外部評価を受審させ、外
部評価で課題として指摘された点については改善を
行うよう指示した。 
 
・内部質保証を実質化するため、全学レベルでの内
部質保証の体制整備に向けて、担当部と調整しなが
ら進めた。具体的には、「神戸大学における内部質
保証の基本的な考え方」を示すとともに、「神戸大
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学自己点検・評価指針 」を改正し内部質保証の体
制・手順を具体的に定めた「神戸大学内部質保証指
針」を策定した。また、教育課程、学生受入、学生
支援、施設設備に係る全学の担当委員会の組織規程
の改正を行うとともに、教育課程については、全学
レベルに加えて各部局における内部質保証の規定に
ついても改正を行った。 
 
・学内共同利用施設等については、評価の方法を見
直し、６年に１度行っていた評価を令和２年度から
は、年次報告書の作成を義務付けるとともに、毎年
執行部によるヒアリングを実施して評価を行うこと
とした。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(３) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 
 ②  情報公開や情報発信等の推進に関する目標 

 

中
期
目
標  

【26】社会への説明責任及び大学のブランディングの観点から、神戸大学の様々な活動及び成果等を国内外に広く効果的な手段で情報発信する。  
 

 

中期計画 令和元年度計画 

進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

中
期 

年
度 令和元事業年度までの実施状況 

令和２及び３事業年度の 
実施予定 

【26-1】 
 社会への説明責任の観点か
ら、神戸大学における教育研究
活動の状況や自己点検・評価に
関する情報等を関係者にわか
りやすく伝わる形式で公表す
るとともに、大学ポートレート
の活用や大学の歴史的文書等
を一般利用に供するなど、積極
的な情報発信を行う。 

 

Ⅲ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・本学の自己点検・評価に関する情報がわかりやすく
伝わるよう、平成 28 年度に国立大学法人評価におけ
る第２期中期目標期間（平成 22～27 年度）の自己点
検・評価概要について整理した資料を作成し、ウェブ
サイトに掲載した。また、平成 29 年度には、第２期中
期目標期間及び平成 28 事業年度に係る業務の実績に
関する評価結果について、図・表を挿入しわかりやす
い内容にまとめた概要版を作成し、本学ウェブサイト
上に掲載した。 
 
・大学ポートレートを通じて、各学部・研究科の特色
や、外国人留学生向けの情報を発信するなど活用して
おり、大学ポートレート（国内版）について、公表項
目の見直しを行い、平成 29 年度から新たに外国人学
生比率を公表した。また、平成 30 年度から新たに大
学ポートレート（国際発信版）による情報発信を行い、
特に本学へ留学を希望する学生が必要とする項目を
中心にデータ入力を行い、公開作業を行った。社会へ
の説明責任及び大学のブランディングの観点から、本
学の自己点検・評価に関する情報の発信、また大学ポ
ートレートによる国内外へ情報発信を行った。 
 
・本学ウェブサイトにおいて公開している教育情報の
公表（アクセス数：32,770）について、年度ごとに情
報をまとめて掲載を行っていたが、社会への公表（情
報発信）の観点から、項目ごとのページに再編するこ
とで、学内外の関係者が経年変化を比較・閲覧しやす
いつくりとした。また、データを大括りでまとめるこ
とで、学外関係者により分かりやすいデータを示すな
ど、掲載方法を工夫した。具体的には、「学位授与及
び退学等の状況」において、学部・研究科別集計（過
去３年分掲載）から、課程別集計（過去１年分掲載）

・引き続き大学ポートレート
を活用し、教育情報を公表する
とともに、第 3期に取り組んで
きた教育・研究等に関する特徴
的な取組やその成果について、
まとめ社会にわかりやすく公
表する。 
・特定歴史公文書等の受入れ
から一般利用に供するまでの
文書館専門業務及び職員研修
を計画的かつ着実に実行する｡ 
・一般利用の促進を図るため､
展示会の開催､見学者の受入
れ､所蔵資料のデジタル化等を
推進する｡ 
・その他､書庫スペース狭隘解
消のため､高度専門国際人材育
成拠点（概算要求中）等による
増床を検討する｡ 
・特定歴史公文書等の取扱に
高度な実務経験を有する専門
職を確保し、学内外から要請さ
れる調査業務や大学史関連授
業等への貢献を通じて、大学史
に関する知見の継承とさらな
る発展に取り組む。 
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とし、学科・専攻ごとの内訳を削除し、学部・研究科
の合計値のみの掲載へ変更した。 
 
・本学における今の姿を経年比較データや資料等を用
いて分かりやすく伝える「神戸大学データ資料集」（発
行部数：600 部／年、アクセス数:15,609）について、
平成 29 年度より、戦略的事項の検討に必要となる情
報を日常的に分析し、適時に提供する専門的な IR 組
織である「戦略情報室」と連携し、「ビジョン実現に
向けた教育研究力向上のための重要指標」として学内
に位置付けた指標のデータを盛り込んだ構成とする
など、学内の情報収集及び分析を促進する内容とし
た。具体的には、「博士後期課程修了生の進路・就職
状況」や、「主な大学発ベンチャー企業一覧」、海外
派遣奨学金受給者の推移のページ等を新規で追加す
るとともに、従来から掲載している「学生への経済支
援」「研究論文の量と質の比較」「共同研究・受託研
究の状況」「留学」「財務」ページ等についても定義
の見直しや新たな分析を加える等の変更を行った。ま
た、巻頭に特筆すべきデータを集めたダイジェストペ
ージを作成し、本学の現在の強みや特色が簡潔に伝わ
る項目を追加した。 
 
・平成 30 年４月、大学のガバナンスの強化とコンプ
ライアンスの徹底を図るため、附属図書館の下にあっ
た大学文書史料室を「学長の下に置く室」とする組織
体制の変更を行った。 
 
・毎年、全学から移管された歴史公文書等を受入れ、
原則受入れ後 1年以内に、一般の利用に供するまでの
専門業務を実施した。（移管文書年間件数：1,529 件
（H28）、1,186 件（H29）、1,301 件（H30）、寄贈文
書年間件数：623 件（H28）、339 件（H29）、805 件
（H30）） 
 
・文書館専門業務に必要な知識技能を習得及び向上さ
せるため、毎年室員研修を行い、また、学内の文書管
理従事者に必要な専門的知識を習得させるため、文書
管理者研修を実施した。受講者アンケートによれば、
総合的な満足度は 96.9％であった。 
（室員研修年間参加人数：12 名（H28）、12 名（H29）、
12名（H30）、文書管理者研修年間参加人数：39名（H28）、
61 名（H29）、132 名（H30）） 
 
・平成 30 年度には全教職員を対象に、文書管理の重
要性に関する意識啓発と文書管理に係る基本的な知
識技能の向上を図るため、総務部と協同して e-ラーニ
ングを活用した法人文書管理研修を実施し、大学文書
史料室にて教材の作成を担当した（受講者 810 名）。 
 
・利用者からの特定歴史公文書等利用請求等に対応す
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るとともに、学内外からの各種調査相談に対応して情
報提供を行った。（資料利用年間件数：389 件 88 名
（H28）、752 件 113 名（H29）、494 件 72 名（H30）、
レファレンス年間件数：610 件 215 名（H28）、1,008
件 262 名（H29）、568 件 154 名（H30）） 
 
・神戸大学史についての常設展を通年実施するととも
に、毎年特別展１回及び巡回展３回（神戸２回、東京
１回）を開催した。平成 28 年度は神戸開港 150 年に
ちなんだ「近代にみる港町の神戸大学」展、平成 29年
度は神戸大学創立 115 周年にちなんだ「神大キャンパ
ス今昔物語」展、平成 30 年度は「明治 150 年」にち
なんだ「明治期の神戸と神戸大学」展を開催した。特
別展の来場者アンケート結果によれば、総合的な満足
度 92.3％の高評価を得た。 
（展示年間来場者数：12,127名（H28）、10,151名（H29）、
11,511 名（H30）） 
 
・利用度の高い神大関連刊行物のデジタル画像を作成
し、インターネットで提供した。平成 28 年度は神大
紛争関係刊行物３冊 227 コマを、平成 29 年度は神大
総合雑誌『展望』18 冊 1,162 コマを、平成 29 年度は
神戸高商『学友会報』10冊 298 コマを提供した。 
（アクセス件数：565 件(H28)、2,779 件(H29)、1,739
件(H30)）また、原本保護のため、戦時中の SP レコー
ド「六甲台学徒の歌」「兵庫県御影師範学校校歌」の
デジタル音源を作成し、さらに、明治期から大正期の
旧制神戸高等商業学校の卒業アルバムや「旧制姫路高
等学校物理実験器具（原簿）」、旧制兵庫県御影師範
学校『日英博覧会出品記念写真帖』、旧制姫路高等学
校「教官会議録」等のデジタル画像を作成した。 
 
・国立公文書館など全国の公文書館等全 17 館（平成
30 年末時点）との横断検索による連携を充実させるた
め、目録情報を毎年追加提供した。 
 
・学外機関による本学の歴史に関する調査研究にそれ
ぞれ協力し、国立歴史民俗博物館企画展示「1968 年」
(H29/10/11-12/10)、姫路科学館特別展「科学実験の今
むかし」(H30/4/28-5/27)、愛媛人物博物館夏季企画展
「貿易立国日本の先駆者・髙畑誠一」(H30/7/28-
9/17)、NHK スペシャル「731 部隊の真実」(H29/8/13
放送)、NHK 総合「ファミリーヒストリー三木谷浩史」
(H30/12/17 放送) の史料調査協力など各機関の展示・
テレビ番組制作等への支援を通じて本学の情報発信
に貢献した。 
 
・大学史関連授業、同窓会主催講演会、公開シンポジ
ウム講演会、インターネットラジオ番組等に講師を派
遣し、本学の歴史に関する情報提供及び広報の要請に
広く応えて貢献した。史料の調査研究を実施し、本学
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広報誌や同窓会誌、学外機関ニューズレターへの寄稿
を行った。 
 

【26-1-1】 
 教育研究活動の状況について、所定の
項目以外に必要とされる情報を独自の
データ資料集の作成により公表すると
ともに、財務的側面や社会的側面を含め
た報告書を新たに作成する。 

引き続き大学ポートレートを活用し、
教育情報を公表する。特に、国際発信版
については、初年度公開した内容から海
外の留学生にとってより分かりやすく
なるよう、公開項目の記載方法を工夫す
る。 
 

Ⅲ 

（令和元事業年度の実施状況） 
【26-1-1】 
・本学におけるブランディング戦略の強化及び外部資
金獲得のための戦略的情報発信を円滑かつ着実に実
施するため、神戸大学ビジョン発信プロジェクトを立
ち上げた。本プロジェクトの下、本学の価値創造スト
ーリーを発信し、ステークホルダーとのコミュニケー
ションを取るためのコミュニケーションツールとし
て本年度初めて「統合報告書」を作成した。また、こ
の統合報告書を用いたステークホルダーとの対話の
機会として 11 月に「シンダイシンポ 2019」を開催し、
学内外から 190 名が参加した（学内者 107 名、学外者
83 名）。開催後に行ったアンケートでは、全体の 94.1%
から「シンダイシンポ 2019」について、「非常によか
った」「よかった」との回答があった。 
 
・大学ポートレートを活用し、国内外に教育情報を
公表した。令和元年度は特に、大学ポートレート
（国際発信版）について、留学生にとってわかりや
すい内容となるよう公開項目の記載方法について工
夫した。具体的には、本学の全学協定・部局間協定
の留学に関する情報を各学部・研究科へ示すことに
より、本学に留学を希望する学生に偏りのない情報
を提供することができた。 
 
・令和元年度はバリアフリーに可能な限り配慮し、色
覚障害者にも分かりやすいグラフとするために、体裁
や色遣いを工夫した。 
 

 

【26-1-2】 
大学の歴史的文書等の一般利用の促

進を図るため、展示会の開催、所蔵資料
のデジタル化、国立公文書館との連携に
よる横断検索目録の充実等を行うとと
もに、特定歴史公文書等を活用した各種
関連事業を行う。 

 
 

 

Ⅲ 

（令和元事業年度の実施状況） 
【26-1-2】 
・全学から移管された歴史公文書等 571 件の受入れを
４月から６月に行うとともに、原則受入れ後１年以内
に、一般の利用に供するまでの保存措置、目録作成、
利用制限事前審査などのなどの専門業務を実施し、令
和２年３月から利用を開始した。 
 
・e-ラーニングを活用した法人文書管理研修を実施
し、令和元年度より理解度テストを導入した（受講者
219 名）。 
 
・神戸大学史についての常設展を実施するとともに
（来場者 4,743 名）、新制大学発足 70 周年にちなん
だ特別展１回（テーマ「新制「神戸大学」の誕生―新
制大学発足 70 周年記念―」、会場：百年記念館 1 階
展示ホール、会期：10/24-11/15、来場者 1,013 名）、
及び巡回展３回（(1)会場：海事博物館、会期：11/27-
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12/11、来場者 171 名、(2)会場：東京六甲クラブ、会
期：1/6-1/27、来場者 650 名、(3)会場：社会科学系図
書館展示ホール、会期：2/7-3/9、来場者 4,047 名）を
開催した。来場者アンケート結果によれば、常設展に
おいては、総合的な満足度 87％であり、また、特別展
においては、総合的な満足度 98％の高評価を得た。 
 
・利用度の高い神戸高商『学友会報』10 冊 242 コマの
デジタル画像を作成し、11 月よりインターネットでの
提供を開始した。また、新制大学発足 70 周年を記念
して、現存唯一の「昭和二十四年七月（第一回募集） 
神戸大学各学部入学案内」（全学部分計８枚）のデジ
タル画像を作成し、３月よりインターネットでの提供
を開始した（アクセス件数 1,557 件）。さらに、史料
原本保護のため、劣化が著しい『神戸大学新聞』原紙
７件、同マイクロフィルム４巻、大正期から昭和初期
の旧制神戸高等商業学校卒業アルバムのデジタル画
像を作成した。 
 
・国立公文書館など全国の公文書館等全 19 館との横
断検索による連携を充実させるため、３月末までに目
録情報 2,337 件を追加提供した。 
 
・学内各種記念事業に協力して、附属学校部創立 10 周
年記念パネル展示（8/6-9/30）、医学部医学科創立 75
周年・神戸病院創立 150 周年記念歴史パネル展示（9/1
記念式典、10/26 ホームカミングデイ）、経済経営研
究所100周年記念連続シンポジウムにおける記念展示
（9/6）、文学部創立 70 周年記念同窓会誌（9/30 刊
行）、工学部 100 周年記念事業募金趣意書（10 月）の
作成にそれぞれ協力した。また、経済経営研究所 100
周年記念事業に協力して記念シンポジウムに講師を
派遣するとともに、同記念事業『水島銕也校長卒業生
推薦書全集』（全６巻、10/1 刊行）の作成にも協力し
た。 
 

【26-2】 
 世界的教育研究拠点として
発展していくため、英語サイト
を本学における大学広報の中
心的な手段と位置付け、英語サ
イトの改訂を順次進め、海外の
ステークホルダーを対象に教
育研究の情報を積極的に発信
し、アクセサビリティ・ユーザ
ビリティを一層高めていく。さ
らに、国際的に発信すべき研究
成果の英文プレスリリースを
行う。 

 

Ⅲ  

（平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
○ 国際広報活動強化に向けて、以下の取組を行った。 
 
・本学の様々な活動についても英語で紹介するため、
本学の英語ウェブサイトについてリニューアルを実
施し、また、twitter、facebook による SNS での発信
を開始するとともに、英文広報誌「Kaze」をウェブサ
イトで発行した。また、国際的に発信すべき研究成果
の英文プレスリリースを行った（英文プレスリリース
数 H28： 35 件、H29： 24 件、H30： 29 件）。英語
ウェブサイト、研究ニュースサイトのビュー数、動画
の再生回数は年々伸びており（（英語サイトビュー数）
H28： 320,703、H29： 312,169、H30： 346,314、（研
究ニュースサイトビュー数（英語））H29： 8,394、
H30： 14,414）、発信した情報が英語を利用するユー

・国際企画課と広報課が連携
して、英語版の研究ニュース発
信ポータルや刊行物、SNS 等の
国際広報ツールの活用により
情報発信数を増加させるとと
もに、海外のステークホルダー
の要望を踏まえて、研究ニュー
スサイトを含めた英語サイト
について、コンテンツの充実・
改良を進める。 
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ザーに対し確実に認知されていることが確認できた。 
 
・研究成果の国際発信については、研究成果の情報発
信に特化した研究サイトを英語で開設するとともに、
「EurekAlert!」、「AlphaGalileo」を活用して研究成
果の情報発信を進め国際発信力の強化につなげた。特
に、平成 28 年度に発信した「河川の流量を測定する
システム（KU-STIV）」において、平成 29 年度にオー
ストラリアの会社から技術の利用について問い合わ
せがあり、オーストラリアクイーンズランド州政府の
担当者とワークショップを開催し、同州が英語版 KU-
STIV ソフトウエアを購入するに至った。また、平成
30 年度においては、「ナナフシは鳥に食べられて子孫
を拡散させる!?」の研究成果は、New York Times、New 
Yorker、Washington Post、Gizmodo、Daily Mail での
掲載やイタリア語、ドイツ語等でも記事になり、反響
が大きかった。リリース件数（H29： 26 件（レスポン
ス 7件）、H30： 29 件（レスポンス 15 件））は増加
傾向にあり、海外から注目が集まる研究成果を発信す
ることができた。 
 
・海外向けの情報発信の強化を図るための試みとし
て、海外からの留学希望者に PR するため、現代日本
語プログラムの授業紹介や夏期日本語日本文化研修
プログラムについて動画を作成し、ホームページに掲
載して映像による留学の魅力を伝えた。 
また、海外のステークホルダーにも映像で本学をPRで
きるように、コンテンツに日本的な映像を取り入れた
ビデオを作成し、海外での本学のイベント（第２回ホ
ノルル拠点シンポジウムのレセプション）で紹介し
た。 
 
・平成 28 年度に開設した研究ニュースサイト（英語
サイトから単独で独立）をさらに充実させるため、研
究者個人のプロフィールと研究内容を紹介した研究
者紹介のコンテンツを平成 29 年度から新たに開始し
た。 
 
上記の取組等の結果、英語サイトビュー数 【（英語
サイトビュー数）H28： 320,703、H29： 312,169、H30： 
346,314（研究ニュースサイトビュー数（英語））H29： 
8,394、H30：14,414】、研究ニュースサイト（英語）
ビュー数 H29： 8,394、H30：14,414、YouTube チャン
ネル 海外から再生時間【H29： 18,707 分、H30：32,934
分】、再生回数【H29：10,213 回、H30：18,454 回】と
海外からのアクセス数が大幅に増加した。 
 
・学生目線での国際情報発信を目指すため、平成 29 年
度から新たに学生広報チームに国際広報担当を組織
した。海外大学からの訪問者に対して学生広報チーム
がガイドとなりキャンパスツアーを実施した。 
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 【26-2-1】 
 英語版の研究ニュース発信ポータル
や刊行物、SNS 等の国際広報ツールの活
用により情報発信数を増加させるとと
もに、海外のステークホルダーの要望を
踏まえて、研究ニュースサイトを含めた
英語サイトについて、コンテンツの充
実・改良を進めていく。 

 

Ⅲ 

（令和元事業年度の実施状況） 
【26-2-1】 
○ 国際広報活動強化に向けて、以下の取組を行った。 
 
 ・研究成果の情報発信については、引き続き
「EurekAlert!」、「AlphaGalileo」を活用し国際発
信力の強化につなげた。40 件リリースし、半数以上
のリリースについてレスポンスがあり、The 
Medicine Maker へインタビュー記事掲載、Asian 
Scientist へ記事が掲載される等、研究成果のリリ
ースが多く活用された。研究成果プレスリリースの
中で、特に、「地磁気逆転途中に冬の季節風が強化
していた（理学・兵頭教授）」の研究成果は、
Scientific Reports（Nature）、downtoearth.org.in
に掲載されるなど、大きな反響を得た。 
これらの取組等の結果、英語サイトビュー数 
341,544、研究ニュースサイト（英語）ビュー数
40,471 件、YouTube チャンネル 海外から再生時間
34,507 分(1,573 分増)、再生回数 16,733 回と英語
サイトのアクセスが増加傾向にある。 

 
・４月、10 月に英語版広報誌「Kaze」を発行し、ま
た英語版 SNS により、学内イベント、海外からの表
敬訪問などの情報を発信し、研究成果以外の国際発
信にも力を入れた（382 件）。 

 
・国際広報担当の学生広報チームによる海外大学
からの訪問者に対してのキャンパスツアーを７回
実施した。チームメンバーに交換留学生を加えた
ことで、留学生目線での情報発信が可能となっ
た。 

 

 

【26-3】 
 大学のブランドを確立する
ために、ウェブサイト・広報誌
等のあらゆる大学の広報媒体
を検証し、Web での SNS 発信、
学生による広報活動等、より効
果的な広報手段を通して情報
発信する。また、卒業生の活躍
や海外オフィス、海外同窓会を
積極的に紹介することにより、
国際性豊かな神戸大学らしさ
を伝えるとともに、大学として
の信頼性を向上させる。 

 

Ⅲ  

（平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
 
大学のブランドを確立するために、以下の取組を行

った。 
 
○広報媒体の検証及び情報発信 
 
・ 平成 29 年７月に学生広報チームの twitter、９
月に大学公式の Instagram を開始し、新たな情報手
段を追加して情報発信力の強化を図った。視覚で大
学の魅力を訴える手段として、SNS 用の短編動画、
入学式、現代日本語プログラムなど大学を紹介した
動画を多く作成した。 
・ 専門家のコメントを報道機関から求められるこ
とが多くなったため、平成 28 年に神戸大学研究者
紹介システムを改修し、メディア向けにコメントテ
ーマ・ジャンル検索機能を追加した。研究者紹介シ
ステムを通して、メディアに対して積極的に本学教
員の研究活動・成果について情報を発信した結果、

・主要な広報ツール（プレスリ
リース、記者会見等）を用いて
情報発信内容に応じた広報媒
体を駆使することで積極的か
つ効果的に情報を発信する。ま
た、引き続き海外での活動や国
内における国際交流活動をウ
ェブサイト、広報誌等で紹介す
る。 
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テレビ、ラジオの番組で多く取り上げられた。特に、
「鬼界海底カルデラ内に巨大溶岩ドームの存在」に
関する研究については、NHK BS プレミアム「滝沢
秀明の火山探検紀行 巨大カルデラの謎に迫る」と
して、一つの番組として取り上げられた。その他、
平成 29 年度に AMED 理事長賞を受賞した「世界最
高性能マイクロ波マンモグラフィシステムの研究
開発」の研究については、被爆せず、かつ造影剤を
使用せずに、乳房の自然な形状を保った状態にて痛
みを伴わず計測できるマンモグラフィシステムに
注目が集まり、数多くのメディアで紹介された。ま
た、国の登録有形文化財に登録されている施設を活
用して、NHK 朝ドラをはじめドラマや映画のロケ地
として発信を行った。 
・平成 28 年度から開始している学生がパーソナリ
ティーとなるインターネットラジオ番組「神戸大学
Radio！～等神大の私たち～」を放送し、読売新聞、
日本経済新聞でも取り上げられた。また、平成 29 年
度は留学生をゲストに招き当該留学生の本学での
教育・研究活動等を紹介し、EU エキスパート人材
養成プログラムについて取り上げるなど、国際性豊
かな取組について情報を発信した。 

 
○UI 活動の推進・大学のブランド向上のための方策 
 
・平成 29 年４月にマスコットキャラクター「神大
うりぼー」の名称とデザインの商標登録申請を行
い、大学グッズとして商品開発を行った。LINE ス
タンプの販売をはじめ、神戸大学生協の店頭にて、
シャープペン、ボールペン、クリアファイル、ぬい
ぐるみ等を販売した。特にぬいぐるみは発売（平成
30 年２月）から３週間で 433 個を完売し、卒業式、
入学式に間に合わせ再入荷した分も１週間で 336 
個が完売した。平成 30 年度においては、大学生協
と連携し新たなグッズの開発・販売の拡大を進め、
大学グッズの販売点数と販売金額を大幅に伸ばし
た。 
・学長定例記者会見の開催や神戸新聞社広告企画
「兵庫の大学へ行こう」、大学通信「卓越する大学」
による学長のインタビュー記事の掲載など、学長が
PR の最前線に立った。 
・卒業生の活躍や海外オフィス、海外同窓会を積極
的に紹介することにより、国際性豊かな神戸大学ら
しさを伝えるとともに、大学としての信頼性を向上
させた。 
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 【26-3-1】 
 前年度まで展開した主要な広報ツー
ル（プレスリリース、記者会見等）を検
証し、情報発信内容に応じた広報媒体を
駆使することで効果的に情報を発信す
る。また、引き続き海外での活動や国内
における国際交流活動をウェブサイト、
広報誌等で紹介する。 

 

Ⅲ 

（令和元事業年度の実施状況） 
【26-3-1】 
○多様な広報媒体による本学の知名度向上 
・神戸新聞社広告企画「兵庫の大学へ行こう」、大学
通信「卓越する大学」で学長のインタビュー記事が掲
載されたことにより、学長自ら PR の最前線に立ち大
学の現状を伝えた。 
・キャンパスツアーを高校生向けに「神大生なりきり
コース」（４回実施 169 名申込）、一般向けに「歴史
探訪コース」（３回実施 89 名申込）を実施した。日
頃、一般に開放していない六甲台講堂や武道場（国登
録有形文化財）の見学について特に好評を得た。 
・動画広報は、SNS 用の短編動画 26 本公開した。ま
た、学長定例記者会見、入学式、オープンキャンパス、
神大メモリーズなど大学紹介の動画 74 本を You Tube
チャンネルで公開した(YouTube チャンネル 再生時
間 297,777 分（49,053 分増）、視聴回数 164,797 回
（48,509 回増）、チャンネル登録者 818 人（269 人
増）。 
・マイクロ波マンモグラフィの研究開発に取り組む数
理データサイエンスセンター 木村建次郎教授とニュ
ースキャスターの膳場貴子氏との対談をコーディネ
ートし、８月５日に撮影、ホームページへ掲載した。 
・公式マスコットキャラクターについて大学生協と連
携し新たなキャラクターグッズの開発を進め、また、
キャラクターグッズ以外の大学グッズも含め販売を
進めた（販売点数 85,432 点（5,801 点減）、販売金
額 21,976,141 円（5,170,668 円減））。大学公式ロゴ
マークの入った万年筆用インク「神戸インク物語」や
ハーブパウダー「神大ふるふる」の新商品開発を行い、
大学ブランド向上に貢献した。 
 
※2020.3 末現在 （   ）は前年同時期比較。 
 
○大学のブランド向上のための方策 
 

・学長が全国紙の本社を表敬訪問し、経営トップと国
立大学法人を取り巻く環境や本学の存在感向上につ
いて意見交換を行った。 
・広報分野の高い専門知識や実務経験を有する民間事
業者をブランディングアドバイザーとして契約し、特
に海事科学部における新学部設置や新造船を中心と
した「海神プロジェクト」を開始した。 
・数理データサイエンスセンターの木村建次郎教授が
創業した株式会社 Integral Geometry Science が、乳
がん検診の精度向上に寄与する技術・マイクロ波マン
モグラフィの実用化と普及を進めるため、協力企業と
資本提携に向け研究成果、実用化に向けた研究計画発
表の記者会見を開催した。 
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（３）自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項等  

 
１．特記事項    
 

 ■ 計画の進捗管理と自己点検・評価体制【25-1-1】 
【平成 28～30 事業年度】 
○ 中期計画の事項ごとの取組状況や成果・効果（アウトカム）のエビデンスと
なる資料・データの収集状況を確認した上で、担当部とヒアリングを行い、中期
計画達成への課題について意見交換し、達成に向けて改善すべき点を確認・共有
した。また、部局に対しても、大学執行部によるヒアリングを実施し、中期計画
の要素となる部局の取組について、中期計画やその他大学で重要指標として定め
ている指標への寄与状況を含めて確認し、着実または加速して実行するよう徹底
した。 
 
○ 学内の内部質保証体制を点検し、内部質保証が更に有効に機能するよう、こ
れまでの大学の点検・評価を主に規定した「神戸大学における点検・評価の基本
的な考え方」を、点検・評価のみならず改善までの内容を含む「神戸大学におけ
る内部質保証の基本的な考え方」へ大幅に改正することとし、全学の内部質保証
の方針を明確化した。 
 
【令和元事業年度】 
○ 学長をはじめとする大学執行部によるヒアリングを行い、年度計画及び中期
計画の進捗状況や指標の達成状況等の確認を行い、計画達成に向けて課題がある
計画については、達成に向けて留意するよう指示し、評価サイクルを着実に実行
した。 また、現況調査表を通じて、中期計画達成に資する各部局の教育・研究等
の取組状況、成果についても確認を行うとともに、法人評価（４年目終了時評価）
受審にあわせて、各部局に令和元年度に外部評価を受審させ、外部評価で課題と
して指摘された点については改善を行うよう指示した。 
 
○ 内部質保証を実質化するため、全学レベルでの内部質保証の体制整備に向け
て、担当部と調整しながら進めた。具体的には、「神戸大学自己点検・評価指針 」
を改正し内部質保証の体制・手順を具体的に定めた「神戸大学内部質保証指針」
を策定した。また、内部質保証の４つの分野（教育課程、学生受入、学生支援、
施設設備）に係る全学の担当委員会の組織規程の改正をするとともに、各部局の
内部質保証の規定についても改正を行った。 
 
 
■ 教育研究等の積極的な情報提供（データ資料集、教育情報の公表）【26-1- 
1】 
【平成 28～30 事業年度】 
 本学における今の姿を経年推移データ又は比較データ等を用いて分かりやす
く伝える「神戸大学データ資料集」について、その目的、位置づけ、作成方針等
を再定義した上で、本学の情報をより分かりやすく伝えるために構成を見直し
た。具体的には、平成 29 年度は、過去５年間の科研費の細目別新規採択状況を
集計したデータを加え、本学の分野ごとの強みと弱みを示すページを追加した。
また、国際化の状況を示すために、スーパーグローバル大学創成支援事業に採択
されている国立大学と本学のデータを比較するページを追加した。また、大学発
ベンチャー企業の状況や海外派遣と経済的支援状況等の新規追加、共同研究・受
託研究、留学、財務等の新たな分析など、社会連携や国際交流、財務に関する情

報を充実させた。平成 30 年度は、大学発ベンチャー企業の状況や海外派遣と経
済的支援状況等の新規追加、共同研究・受託研究、留学、財務等の新たな分析な
ど、社会連携や国際交流、財務に関する情報を充実させた。 
 
【令和元事業年度】 
○ 本学におけるブランディング戦略の強化及び外部資金獲得のための戦略的
情報発信を円滑かつ着実に実施するため、神戸大学ビジョン発信プロジェクトを
立ち上げた。本プロジェクトの下、本学の価値創造ストーリーを発信し、ステー
クホルダーとのコミュニケーションを取るためのコミュニケーションツールと
して本年度初めて「統合報告書」を作成した。また、この統合報告書を用いたス
テークホルダーとの対話の機会として 11 月に「シンダイシンポ 2019」を開催し、
学内外から 190 名が参加した（学内者 107 名、学外者 83 名）。開催後に行った
アンケートでは、全体の 94.1%から「シンダイシンポ 2019」について、「非常に
よかった」「よかった」との回答があった。 
 
○ 「神戸大学データ資料集」については、バリアフリーに可能な限り配慮する
こととすることとし、色覚障害者にも分かりやすいグラフとするために、体裁や
色遣いを工夫した。 

 
■ 広報活動【26-2-1、26-3-1】 
【平成 28～30 事業年度】 
○ 国際広報活動強化に向けて、以下の取組を行った。 
・大学の様々な活動について英語で紹介するため、英語サイトのリニューアル
を実施するとともに、海外に向けて英語で twitter、facebook による SNS での
発信を開始した。さらに、英文広報誌「Kaze」を Web で発行した。英語サイト、
研究ニュースサイトのビュー数、動画の再生回数は年々伸びており、発信した
情報が海外において確実に認知されつつある。 
・研究成果の国際発信については、研究成果の情報発信に特化した研究サイト
を英語で開設するとともに、「EurekAlert!」、「AlphaGalileo」を活用して研
究成果の情報発信を進め国際発信力の強化につなげた。特に、平成 28 年度に
発信した「河川の流量を測定するシステム（KU-STIV）」において、同州が英語
版 KU-STIV ソフトウエアを購入するに至った。また、平成 30 年度においては、
「ナナフシは鳥に食べられて子孫を拡散させる!?」の研究成果は、New York 
Times、New Yorker、Washington Post、Gizmodo、Daily Mail での掲載やイタ
リア語、ドイツ語等でも記事になり、反響が大きかった。 
・海外向けの情報発信の強化を図るための試みとして、海外からの留学生希望 
者に PR するため、現代日本語プログラムの授業紹介や夏期日本語日本文化研
修プログラムについて動画を作成し、ホームページに掲載して映像による留学
の魅力を伝えた。また、海外のステークホルダーにも映像で本学を PR できる
ように、コンテンツに日本的な映像を取り入れて作成した大学紹介ビデオを作
成し、海外での本学のイベントで紹介した。 
・平成 28 年度に開設した研究ニュースサイト（英語サイトから単独で独立） 
をさらに充実させるため、研究者個人のプロフィールと研究内容を紹介した研
究者紹介のコンテンツを平成 29 年度から新たに開始した。 

 
○ 大学のブランド確立や情報発信に向けて、関西圏以外での浸透も意識し、
全国的に展開できる媒体の活用を強化し、以下の取組を行った。 
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・ 平成 28 年度から開始している学生がパーソナリティーとなるインターネ
ットラジオ番組「神戸大学 Radio！～等神大の私たち～」を、引き続き放送し
（103 回）、読売新聞、日本経済新聞でも取り上げられた。また、平成 29 年
度は留学生をゲストに招き当該留学生の本学での教育・研究活動等を紹介し、
EU エキスパート人材養成プログラムについて取り上げる回を設けるなど、国
際性豊かな取組について情報を発信した。 
・ 平成 29 年７月に学生広報チームの twitter、９月に大学公式の Instagram
を開始し、新たな情報手段を追加して情報発信力の強化を図った。動画につい
ては、SNS 用の短編動画 137 本、学長定例記者会見など大学紹介用の動画を 59 
本作成した。 
・平成 29 年４月にマスコットキャラクター「神大うりぼー」の名称とデザイ
ンの商標登録申請を行い、大学グッズとして商品開発を行った。LINE スタン
プの販売をはじめ、神戸大学生協の店頭にて、シャープペン、ボールペン、ク
リアファイル、ぬいぐるみ等を販売した。特にぬいぐるみは発売（平成 30 年
２月）から３週間で 433 個完売し、再入荷を卒業式、入学式に間に合わせたも
のの１週間で 336 個が完売した。平成 30 年度においては、大学生協と連携し
新たなグッズの開発・拡散を進め、大学グッズの販売点数と販売金額を大幅に
伸ばした。 

 
【令和元事業年度】 
○ 国際広報活動強化に向けて、以下の取組を行った。 
・研究成果の情報発信については、引き続き「EurekAlert!」、「AlphaGalileo」
を活用し国際発信力の強化につなげた。40 件リリースし、半数以上のリリースに
ついてレスポンスがあり、The Medicine Maker へインタビュー記事掲載、Asian 
Scientist へ記事が掲載される等、研究成果のリリースが多く活用された。研究
成果プレスリリースの中で、特に、「地磁気逆転途中に冬の季節風が強化してい
た（理学・兵頭教授）」の研究成果は、Scientific Reports（Nature）、
downtoearth.org.in に掲載されるなど、大きな反響を得た。 
これらの取組等の結果、英語サイトビュー数 341,544、研究ニュースサイト（英
語）ビュー数 40,471 件、YouTube チャンネル 海外から再生時間 34,507 分(1,573
分増)、再生回数 16,733 回であった。 
 

○ 大学のブランドを確立するために、以下の取組を行った。 
・学長が全国紙の本社を表敬訪問し、経営トップと国立大学法人を取り巻く環境
や本学の存在感向上について意見交換を行った。 
・広報分野の高い専門知識や実務経験を有する民間事業者をブランディングアド
バイザーとして契約し、特に海事科学部における新学部設置や新造船を中心とし
た「海神プロジェクト」を開始した。 
・公式マスコットキャラクターについて大学生協と連携し新たなキャラクターグ
ッズの開発・販売の拡大を進め、大学の知名度向上に使った。キャラクターグッ
ズ以外の大学グッズも含め販売を進めた（販売点数 85,432 点、販売金額 
21,976,141 円）。また、大学公式ロゴマークの入った万年筆用インク「神戸イン
ク物語」やハーブパウダー「神大ふるふる」の新商品開発を行い、大学ブランド
向上に貢献した。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(４) その他の業務運営に関する重要目標 
 ① 施設設備の整備・活用等に関する目標 

 

中
期
目
標  

【27】教育研究等の質の向上及び施設の老朽化に対応した施設マネジメントを計画的に実施する。 
【28】教育研究等の質の向上及び世界的教育研究拠点としての環境整備を図るため、設備・情報基盤の整備を効果的・効率的な利用の観点から計画的に 

実施する。 
【29】「神戸大学環境憲章」の大学における全ての活動を通じて現代の重要課題である地球環境の保全と持続可能な社会の創造に取り組むという考えを 

踏まえた環境保全活動を実施する。  

 

中期計画 令和元年度計画 

進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

中
期 

年
度 平成 31 事業年度までの実施状況 

令和２及び３事業年度の 
実施予定 

【27-1】 
 大学の重点的な取組等にお
いて必要となるスペースや施
設機能を確保するため、既存施
設の利用状況等を点検し、利用
率が低いスペースを集約化す
るなどのスペースの有効活用
及び再配分を行うとともに、老
朽化により低下した施設の機
能を改善し、学生や教職員等が
安全・安心な環境で教育研究等
を行うことができるよう、施設
の整備・維持管理を計画的に実
施する。また、医学部附属病院
立体駐車場施設整備等事業及
び農学系総合研究棟改修事業
を PFI 事業として確実に推進す
る。 

 

Ⅳ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 

施設マネジメントの関する以下の取組みを行った。 
 
① 施設の有効利用や維持管理（予防保全を含む）

に関する事項 
 

・本学の施設において、施設の長寿命化により、維
持管理・更新等に係る費用の縮減や予算の平準化を
考慮した「神戸大学インフラ長寿命化計画」を平成
28 年度に策定することにより、効果的・効率的に施
設の長寿命化を図ることができるとともに安全・安
心な教育・研究施設の維持管理・更新等を着実に推
進するための中長期的な取組みの方向性を明らか
にした。 
・学生や教職員等が安全・安心な環境で教育研究等
が行えるよう、建物の外壁及び屋上防水を健全に維
持するため、継続的に財源を確保する制度として、
毎年各部局の建物管理面積に応じて課金を行う「建
物老朽劣化対策経費」を平成 29 年度より導入した。 
 
② キャンパスマスタープラン等に基づく施設整備

に関する事項 
 
 第３期中期目標期間における本学の施設整備方
針に基づき、施設整備補助金による整備を以下のと
おり実施した。 
・平成 28 年度においては、大学の重点的な取組で
ある持続可能なグローバル共生社会の実現を目指
し、協働型グローバル人材を育成するための新学部
設置に向け、キャンパス間のアクセス路の整備工事
及び校舎棟（Ｆ棟）等の機能整備を実施し、施設全
体の老朽改善とともに既存施設の再配分・集約化等

・第３期中期目標期間における
本学の施設整備方針に基づき、
老朽化により低下した施設の
機能を改善し、学生及び職員等
が安全・安心な環境で教育研究
等を行うことができるよう整
備する。また、それに伴いスペ
ースの集約化を行い、新たなス
ペースを確保することで施設
の有効活用を図る。 
・各部局等からの施設整備要望
に対する工事や『神戸大学アク
ションプラン』に基づき、施設
の老朽改善工事などを計画的
に実施する。 
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を図り、遠隔授業に対応した教室や学生の修学意欲
向上を目的としたアクティブラーニングスペース
（752 ㎡）及び共同利用スペース（221 ㎡）を新たに
確保した。 
・平成 30 年度においては、本学が進める機能強化
のひとつである先端研究の推進を図るための先端
研究拠点である「海洋底探査センター」の充実・発
展の対応に向け、深江２号館の老朽化した施設改善
及び機能整備を実施し、分散している教員室や実験
室を集約化・再配分等を行うことにより、海洋底探
査センターを設置した。 
・学生生活支援や障害をもつ学生等に対する修学支
援を強化するため、平成 29 年度に六甲台２団地内
に高低差を解消するエレベーター棟を新設し、平成
30 年度に六甲台２団地と鶴甲１団地をつなぐメイ
ン通路においてスロープの拡張整備を実施し、キャ
ンパスのバリアフリー対策を行った。 
 
③ 多様な財源を活用した整備手法による整備に関

する事項 
事業コストの削減とより質の高い公共サービス

の提供を目指し、公共施設等の建設、維持管理、運
営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用
して行う PFI 事業を以下のとおり進めた。 
 

・ 医学部附属病院立体駐車場施設整備等事業につ
いては、深夜営業のニーズに対応することで、患者
サービスの向上が図られ売上額が当初目標額の約
10％増で推移するとともに、患者に対する駐車料金
の割引サービスを引き続き実施することにより、利
益還元するなど、順調に運営を行った。また、平成
30 年度末の事業完了に伴う建物の引き渡しや施設
の運営・維持管理業務の引継ぎなどを実施し、今後、
同施設の運営・維持管理業務を実施することによ
り、その有効活用を図った。 
・農学系総合研究等改修事業については、関係者協
議会 WG（月次開催）等により毎月モニタリングを行
い、減額対象となる業務上の重大な支障が起こるこ
となく、順調に運営した。 
 
④ 環境保全対策や積極的なエネルギーマネジメン

トの推進に関する事項 
 

各年度において施設設備の改修工事を行い、施設
マネジメントの観点から省エネや環境負荷の低減
に貢献できるサステイナブル・キャンパスの形成を
図った。 

 

・楠団地（病院・医学部地区）の容積率が条例で定
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める上限の 300％に迫る建て詰まり状態となり、将
来の整備に窮する状況に陥っているため、解決策を
模索するべく、高度利用型地区計画に基づく土地の
有効活用について、平成 29 年度から神戸市と協議
を開始した。 
※：容積率とは、敷地面積に対する建築延床面積の
割合のこと 
 

【27-1-1】 
 第３期中期目標期間における本学の施
設整備方針に基づき、文理融合・国際連
携による健康科学の先端研究を 
推進する研究棟や学舎の機能整備を行
う。また、学生や教職員等が安全・安心
な環境で教育研究等を行うことができる
よう、ブロック塀等の安全対策を実施す
るとともに、施設の老朽改善対策等を計
画的に実施する。 

農学系総合研究棟改修事業の PFI 事
業完了に伴う、建物の引き渡しや施設の
運営・維持管理業務の引継ぎ等を行い、
円滑に事業を完了させる。また、PFI 事
業完了に伴い引き渡しを受けた医学部附
属病院立体駐車場施設について、運営・
維持管理業務を実施することにより、そ
の有効活用を図る。 
 

Ⅳ 

（令和元事業年度の実施状況） 
【27-1-1】 
・第３期中期目標期間における本学の施設整備方針
に基づき、施設整備費補助金により、文理融合・国
際連携による健康科学の先端研究を推進する（名
谷）本館（C棟）、第４学舎の老朽した施設の改善、
改修による施設の集約・統合・再配置等の機能整備
に向け、令和元年度の竣工に向け工事を実施した。 
また、施設整備補助金より、学生や教職員等が安

全・安心な環境で教育研究等を行うことができるよ
う、附属学校（幼少・中等）を含む所有団地のブロ
ック塀等及び急傾斜地の安全対策に向け、契約を行
い、令和元年度の完了に向け工事を実施した。 
 

・施設整備補助金、学内営繕事業、施設費交付金及
び建物老朽劣化対策経費等により、各部局等からの
施設整備要望や『神戸大学アクションプラン』に基
づき、（深江）附属図書館海事科学分館等の外壁改
修、(名谷) 講義室棟の防水改修、（楠）外来診療等
エスカレーター・エレベーター更新、（楠）医学部
会館の非構造部材耐震改修の安全対策及び六甲台
地区（文学研究科付近等）の老朽化した給水設備等
のインフラ更新に向け契約を行い、工事を実施し
た。 
 
・神戸市との医療連携による楠団地（病院・医学部
地区）における高度利用型地区計画に基づく土地の
有効活用（容積率 300％から 400％へ緩和）を行い、
資金を投じず新たに 14,000 ㎡相当の土地を取得す
るのと同様の効果を得られた。これにより狭隘化に
よるスペースの課題を解決し、多様な医療ニーズに
対応していくことが可能となった。 
 
・PFI 事業である農学系総合研究棟改修事業につい
ては、関係者協議会 WG（月次開催）等により建物及
び建築設備が適切に維持管理されていることなど
をモニタリングを行い、事業の順調な運営を確認し
ている。なお、令和元年度の事業完了に向けて、建
物引き渡し後の施設の運営・維持管理業務水準の維
持のための対応策について検討を着手し、円滑な業
務完了の準備を行っている。 
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・PFI 事業である医学部附属病院立体駐車場施設整
備等事業については前年度に事業完了に伴う建物
の引き渡しや施設の運営・維持管理業務の引継ぎな
どを実施し、運営・維持管理業務を実施することに
より、その有効活用を図っている（令和元年度にお
ける駐車場運営に伴う収益は 120 百万円となっ
た。）。 
 

【28-1】 
 基礎研究基盤の整備及び先
端的な応用研究推進のため研
究設備の整備を進める。あわせ
て、全学的な研究設備のマネジ
メント体制を強化し、現有設備
調査・データベース等の整備、
研究設備の効率的配置のため
のマスタープラン等の更新、機
器操作技術指導プログラムの
策定等により、研究設備の学内
外の共同利用を推進する。 

 

Ⅲ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・学内研究設備の共同利用に向け、平成 28 年度に
学内研究設備のデータベースを、平成 29 年度には
共同利用を促進するためのガイドライン（機器の共
用により利用料金を徴収する方法）を整備し、新し
い共用機器予約システム（研究設備共同利用予約シ
ステム）を構築した。データベース登録機器数は、
平成 28 年度は 249 台、平成 29 年度は 262 台、そし
て平成 30 年度は 273 台と増加した。また、共用機
器予約システムの機器登録数は平成30年度で 16台
となっており、システムを介した共同利用も行わ
れ、平成 28 年度から平成 30 年度までで５件の利用
があり、これまで研究者、研究室単位で利用が完結
していた機器が従来の範囲を超えて利用する共同
利用化が着実に進んだ。また、極低温部門実験スペ
ース利用者を公募しており、令和元年度は３部屋で
628,560 円の収入を上げている。 
 
・研究設備データベースから把握できる学内研究機
器の整備状況と共用機器要望調査の結果等を含め
た「研究設備マスタープラン」の更新を進め、平成
30 年度に「電界放出型走査電子顕微鏡」を導入し、
共用を開始した。利用開始に当たっては、講習会を
開催し、27 研究室 36 名が受講した。なお、共同利
用機器として新たに共用を開始した電界放出型走
査電子顕微鏡は、有機分子や無機材料（金属、半導
体、磁性体など）、バイオ材料、電子デバイスや細
胞生物学、惑星科学など、生体材料など多岐にわた
る研究分野で活用されており、今後の成果が期待さ
れる。また、学内の研究室や近隣の企業等で使用さ
れなくなった機器を修理・再生して大学の共同機器
として有効利用する、いわゆるリユース機器とし
て、超遠心機、全反射蛍光 X線分析装置を整備した。
X 線分析装置についても利用開始に当たって講習会
を開催し、５研究室６名が受講した。 
・研究基盤センター共同利用機器の実技指導に必要
なスキル項目を 29 台の機器毎に分類作成し、機器
操作技術指導プログラムとしてまとめ、機器担当者
のスキル達成度評価を実施し、その能力向上を図っ
た。今後、外部利用者が試料等の処理を行える試料
作成室を機器分析部門に設置する計画で、候補場所
の検討を開始した。 

・学内研究設備のデータベース
を更新するとともに、研究設備
共同利用予約システム登録機
器数の増加を図る。また、研究
基盤センター機器の利用目的
別分類を進め、今後の機器整備
計画を策定する。併せて、技術
員のスキル向上と試料作成室
の整備を進め、学内の研究者に
対する研究基盤の強化と学内
外の研究者に対する研究支援
力の強化を図る。 
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・研究基盤センターの共同利用機器を利用した研究
の成果発表の場として若手研究フロンティア（大学
院生によるポスターセッション）を開催しており、
平成 28 年度は発表者 103 名（参加者 244 名）、平
成 29 年度は発表者 90 名（参加者 207 名）、平成 30
年度は発表者 91 名（参加者 207 名）であった。最
優秀ポスター賞受賞者には、副賞として国内外での
学会発表参加費及び渡航費を援助し、平成 28 年度
受賞者は、米国オレゴン州で開催された IAVCEI
（International Association of Volcanology and 
Chemistry of the Earth’s Interior ） 2017 
Scientific Assembly に、平成 29 年度受賞者は、米
国アリゾナ州で開催された 2018 Materials 
Research Society Spring Meeting & Exhibit に、
平成 30 年度受賞者は、独国ヴィッテンベルグで開
催された The 14th International Meeting on 
Biosynthesis Function and Synthetic Biology of 
Isoprenoids（2019 8.26-30）に参加、報告を行う
という成果につながっている。また、若手フロンテ
ィア参加者を対象にした調査において、おおよそ
80％の若手研究者が研究基盤センターの機器利用
が、研究成果の創出に有効であったとしている。 
 

【28-1-1】 
 研究設備データベースを継続的に更新
し、研究設備共同利用予約システムを安
定的に運用することで、学内研究設備の
共同利用を促進する。また、研究設備マ
スタープランに沿った新規導入機器の供
用を行い、機器更新案を作成する。 

機器操作技術指導教育プログラムによ
るスキル達成評価を継続するとともに、
その評価結果を踏まえて、プログラムを
更新し、技術員の機器操作技術指導力を
更に向上させる。 

Ⅲ 

（令和元事業年度の実施状況） 
【28-1-1】 
・研究設備データベース登録機器数は平成 30 年度
273 台から令和元年度 283 件に増加している。また、
研究設備共同利用予約システムを介した機器利用
の実績は２件（前年度１件）となっており、引き続
き機器の共同利用化を着実に推進していく。なお、
学外者による機器の利用回数は 142 回（30 グルー
プ）であった。 
 
・昨年度末導入した電界放出形走査電子顕微鏡（FE-
SEM）の供用を本格的に開始し、利用講習を５回、合
わせて８グループに実施した。利用者の研究分野
は、有機分子や無機材料(金属、半導体、磁性体な
ど)、バイオ材料、電子デバイスや細胞生物学、惑星
科学など多岐に亘っている。また、FE-SEM の供用開
始と併せて、高分解能 SEM 用試料コーティング装置
（オスミウムコーター）の供用も開始し、当年度に
おいては 45 件の利用があった。 
 
・センターが整備する機器の選定基準（整備する分
析機器を４つの基準で分類：1）必要不可欠な基幹分
析機器 2）導入を希望する最新型の分析機器 3）
老朽化した機器の更新 4）多数ユーザーの希望機
器 ）に沿って、学内資金の預り・貸付制度を活用
した機器更新計画を策定した。 
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・機器操作技術教育プログラムに沿って、今年度に
おける技術員1名と今年度着任した助教のスキル達
成評価を実施した。 
 
・機器分析部門内にセンター利用者向けの試料作製
室の設置した。 
 
・研究基盤センターの機器利用者による研究成果の
発表の場としてポスターセッション（若手フロンテ
ィア）を開催し、85 名の応募があった。最優秀者に
対して、海外のセミナー参加における費用援助を行
った。 
 

【28-2】 
「神戸大学 ICT 戦略」に基づ

いて、情報ネットワーク・基幹
情報システムの整備を継続す
るとともに、クラウド化等の情
報基盤の共通化を推進する。 

 

 

Ⅲ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 

「神戸大学 ICT 戦略」に基づいて、情報ネットワー
ク・基幹情報システムの整備を継続するとともに、
クラウド化等の情報基盤の共通化の推進を行った。 
 
１．平成 28 年９月に更新した基幹情報システムで
ある神戸大学教育研究用計算機システム
（KAISER2016）ではプライベート・クラウドとし
ての機能を十分発揮できる機器構成を構築した
ことにより、メールサーバホスティングサービス
として、学内の 11 のメールサーバを同システム
上で稼働させ、あわせて、Web サーバホスティン
グサービスにより、学内の 33 の Web サーバを稼
働させた。本学のホームページついてもトップド
メインWebサーバホスティングサービスにより４
件稼働させており、同ホームページの作成を担う
CMS（コンテンツ・マネジメント・システム）もプ
ライベート・クラウドで運用されている。 

２．令和元年度からのノートパソコン必携化のた
め、学務課と連携を取り必要な運用支援等につい
てとりまとめ、インフラ整備として学内の無線ア
クセスポイント増強を行い利用者の利便性向上
に寄与した。あわせて、学修支援システム(BEEF)
の増強を行い授業利用 1,200 アクセス、教育・研
究用300アクセスを併せ1,500同時アクセスまで
可能とした。LMS は約 20%の授業で使用されるよ
うになった。 

３．平成 30 年１月に更新した情報ネットワークシ
ステム(KHAN2017)で導入したネットワーク機器
やセキュリティ対策機器により各端末からの通
信ログやパケットを更新前の KHAN2009 時よりも
高度な解析・検知を行うことができるようにな

・教育研究用計算機システム
（KAISER2016）について、シス
テム運用のための保守定例会
等を定期的に開催し、稼働状況
の確認を行い、安定したサービ
スを提供し、キャンパス情報ネ
ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム
（KHAN2017）について、システ
ム運用のための保守定例会等
を定期的に開催し、稼働状況の
確認を行い、安定したネットワ
ーク環境を提供する。 
また、教育研究用計算機システ
ム（KAISER2016）の更新（令和
４年９月）に向け、提供してい
る各種サービスや機器につい
て、更新後の状況を想定しなが
ら構成の検討を行う。 
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り、今まで以上に不審な通信を行う端末を未然に
防ぐことが可能となった。 

４． KAISER2016 のクラウドホスティングサービス
上で、GEMs（神戸大学グローバル教育管理システ
ム）の運用が開始されたことにより、学内インフ
ラを有効に活用し、海外留学に係る手続を簡素化
し、留学に対する支援に寄与した。 

５．運用を開始した、学修支援システム(BEEF)で利
用可能な映像配信システムはストリーミング配
信機能を備え、ディスク容量やネットワークの負
荷などを軽減可能とした。 

 
【28-2-1】 
 教 育 研 究 用 計 算 機 シ ス テ ム
（KAISER2016）及びキャンパス情報ネッ
トワークシステム（KHAN2017）をはじめ
各システムの安定的な情報環境を引き続
き維持するとともに、平成 31 年度から
の学生のノートパソコン必携化に伴う 
学内のインフラ環境を整備するために、
段階的に無線 LAN の提供範囲を拡大す
る。 

Ⅲ 
 

（令和元事業年度の実施状況） 
【28-2-1】 
・教育研究用計算機システム（KAISER2016）ならび
に キ ャ ン パ ス 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム
（KHAN2017）の安定的な運用を実現するために保守
定例会等を開催し各種サービスの提供を行った。 
 

・令和元年度入学生からノートパソコン必携化に合
わせて、１年次が利用する教養教育のキャンパスに
全学無線 LAN のアクセスポイントを増強（H30 年度：
51 台→令和元年度：60 台）、接続エリアの拡充を行
った。 

 

 

【29-1】 
廃棄物等の環境負荷低減を

目指した 3R（リデュース、リユ
ース、リサイクル）活動による
廃棄物の削減、エネルギー使用
の合理化及び有害物質の管理
等の環境保全活動を実施する。 

 

Ⅲ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 

○「神戸大学環境憲章」及び本学の環境・施設マネ
ジメントの基本事項をまとめた「神戸大学における
環境・施設マネジメントに関する基本方針」に基づ
き、「第３期中期目標期間における環境マネジメン
トを推進するための基本方針」を策定し、また、環
境負荷低減に向けた方策として、「新設される施設、
設備のエネルギー影響把握と評価」の制度を制定し
た。これら方針等に基づき、以下のような取組を行
った。 
 
・環境保全活動に必要な情報を収集し、課題の把握
と整理を行う「環境キャラバン」及び問題解決のた
めの提案等を行う「環境改善キャラバン」を通じて、
部局へ 3R（リデュース、リユース、リサイクル）活
動、エネルギー使用の合理化に関する取組について
周知及び点検評価を行った。また、学生に対しては、
新入生へ神戸大学オリジナル温度計付マグネット
を配布することにより、環境や省エネに対する意識

・環境キャラバン、環境改善キ
ャラバンを通じて、各部局にエ
ネルギー使用の合理化につい
て、省エネポスターやシールに
よる周知及び点検評価を行う。 
・本学の環境保全活動の一環
で、生協学生委員会（GI）に環
境配慮促進法に基づく環境報
告書に掲載する記事を執筆し
てもらい、環境に関する活動を
公表する他、学内の学生を対象
にして表紙写真の募集を行う
など、環境の改善などについて
学生にも興味を持ってもらえ
るよう引き続き取り組んでい
く。また、環境報告書に記事と
して載せている環境に関する
教育・研究・保全活動を題材に
して、学生を対象にした講義な
どを行っていく。さらに、その
講義により得られた学生から
の意見を今後の環境報告書の
作成や環境保全活動に反映さ
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啓発を行った。 
・エネルギー使用の合理化等に関する計画的な取り
組みとして、環境マネジメントを推進するための基
本方針を制定し、「神戸大学アクションプラン」を
策定するとともに、平成 28 年度に工学研究科の音
響心理実験室棟等の照明器具をLEDに更新する等の
省エネ化に資する整備を実施し、平成 29 年度及び
平成 30 年度に鶴甲２団地本館（A）の老朽化した空
調機を高効率機器へと更新した。 
 
以上の取組により、一般廃棄物排出量は、平成 28

年度では、前年度比 10．2％減少、平成 29 年度では
前年度比 0．7％増加、平成 30 年度では前年度比 6．
5％減少となっている。また、リサイクル率が平成 28
年度では 20.0%、平成 29 年度では 27.0%、平成 30 年
度では 27.9%と年々上昇している。 
エネルギー使用量(原単位Ｊ/㎡)について、平成 28
年度では前年度比 2．6％増加したが、平成 29 年度
では前年度比 1．2％削減、平成 30 年度では前年度
比 2.1％削減できた。 
 
○ 有害物質の適正な管理については、PCB 含有の変
圧器の更新を行うとともに、既に保管していた PCB
廃棄物の搬出処分を行った。また、学内に設置して
いる照明器具・実験機器等の PCB 含有調査を行い、
PCB 含有安定器等廃棄物を保管庫に適切に保管を行
うとともに、搬出処分を順次行った。平成 29 年度
は、六甲台地区で高濃度 2,446kg、低濃度 33,929kg、
深江地区で高濃度3,247kg、楠地区で低濃度7,605kg
の搬出処分を行った。平成 30 年度は、六甲台地区
で高濃度 342kg、低濃度 162kg、深江地区で高濃度
189kg、低濃度 303kg、楠地区で高濃度 6.1kg、低濃
度 4,843kg の搬出処分を行い、有害物質の低減を行
った。 
 

せていく。 
・環境キャラバン、環境改善キ
ャラバンを通じて、各部局にエ
ネルギー使用の合理化につい
て、省エネポスターやシールに
よる周知及び点検評価を行う。 
・環境負荷低減に向けた方策と
して「新設される施設、設備の
エネルギー影響把握と評価」の
評価を行う。 
・神戸大学アクションプランに
基づき老朽化した空調機の更
新及び照明器具の LED 化を行
う。 
・PCB の使用状況を把握し、PCB
廃棄物の適正な処理の推進に
関する特別措置法の規定に基
づき、PCB 廃棄物等の保管及び
処分状況の届出を行う。 

【29-1-1】 
 平成 31 年度環境保全活動計画に沿っ
て、3R 活動の取組として紙ごみの分別の
徹底等による廃棄物の削減を実施すると
ともに、「新設される施設、設備のエネ
ルギー影響把握と評価」制度によるエネ
ルギー使用の合理化及び有害物質の適正
な管理を実施する。また、更なる環境負
荷低減に向けた方策として、電気使用量
計測装置を設置し、エネルギー使用量の
可視化を促進する。 

Ⅲ 

（令和元事業年度の実施状況） 
【29-1-1】 
○廃棄物削減に向けて以下の取組みを行った。 
 
・令和元年度環境保全活動計画に沿って、環境キ
ャラバン、環境改善キャラバンを通して、部局へ
３R 活動の取組、エネルギー使用の合理化への啓
発を行った。 
・廃棄物処理法改正で、令和２年４月１日より該
当事業場の産業廃棄物につき電子マニフェスト
の使用が義務化されたことから各部局を対象に
説明会を開催し周知徹底を図った。 
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○ エネルギー使用の合理化について 
 
・「新設される施設、設備のエネルギー影響把握
と評価」制度による六甲台第１キャンパスの第４
学舎について「推定使用エネルギー調査票」を作
成した。また、名谷キャンパスの C棟について「推
定使用エネルギー調査票」の作成を進めた。 
・六甲台１団地の第４学舎、名谷団地の本館（C棟）
等の照明器具を LED に更新、空調機を高効率機器
へと更新し、省エネ化を図った。 

 
○ 有害物質の適正な管理について 
 
・学内に保管している高濃度 PCB 廃棄物の搬出処
分を行った。なお、低濃度 PCB 廃棄物の拠出処分
は大部分が終了しているが、実験機器で使用して
いるものについては、別途処分を検討している。 
 

○ 環境負荷低減に向けた方策について 
 ・令和元年度環境保全活動計画において、実験廃
液等含む廃棄物や排水の適正処理及びフロン類・
PCB・石綿等特定廃棄物の遵法対策、並びに、３R・
省エネ等これら環境保護活動を行った。また、環
境保全推進センター、安全衛生・環境管理統括室、
施設部の他教職員学生等が協力し、全学的な環境
保護活動を行った。 
・(名谷）総合研究棟（保健学系）改修電気設備工
事にて電気使用量計測装置を令和２年２月まで
に設置を行った。 
・(六甲台１）総合研究棟（社会科学系）改修電気
設備工事にて電気使用量計測装置を令和２年２
月までに設置を行った。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(４) その他の業務運営に関する重要目標 
 ②  安全管理に関する目標 

 

中
期
目
標  

【30】大学の諸活動における安全性の向上を目指し、環境の変化に応じて対策に取り組み、セキュリティマネジメントを実施する。  
【31】災害等の異常発生時及び大学基幹業務復旧時の対応を充実させる。  
 

 

中期計画 令和元年度計画 

進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

中
期 

年
度 令和元事業年度までの実施状況 

令和２及び３事業年度の 
実施予定 

【30-1】 
 安全衛生基本方針を踏まえ、
学生・教職員の意識向上を図る
ため、情報の共有化、教育訓練
の推進及び危険源の明確化等
の取組を実施する。 

 

Ⅲ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 

○ 全事業場において策定した「神戸大学安全衛生活
動計画」に基づき、安全衛生委員会及び学生委員協
議会を定期的に開催し、以下の活動を行った。 

 

・ 各部局において安全の手引きを作成し、新入生及び
教職員に配付した。 
・ 産業医による職場巡視を隔月で行い、安全衛生上問
題がある箇所については、指摘の上改善を進め、対象
部局が安全衛生委員会で改善報告を行った。その結
果、他の部局にも改善箇所や改善方法等について情報
共有が図られた。 
・作業環境測定を実施し、改善すべき作業場について
原因の特定と改善を行い、安全衛生委員会で報告する
とともに、実験等を実施する事業場においては、安全
管理会議や学生委員協議会等との連携の強化するこ
とで効率化を図った。 
・大学構成員の安全意識の高揚を目的とした担当理事
による学内巡視結果を部局長会議や大学 HP に掲載し
全学に公開することで、学生・教職員の意識向上を図
った。 
 
○ 平成28年６月の改正労働安全衛生法施行に伴い、
一定の危険性・有害性が確認されている化学物質によ
る危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)
の実施が事業者の義務となったことを受け、全学に向
けて「法律上の実施義務」と「指針による努力義務」
を示し、該当する際には調査を実施するとともに、危

・安全衛生基本方針を踏まえ、
情報の共有化（安全衛生委員
会、事業場連絡会議、学生委員
協議会の開催）、教育訓練等の
推進（各実験における講習会の
開催）及び危険源の明確化（安
全手引きの配布・指導、事故報
告書の作成）等の取組を継続的
に実施する。 
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険源を明確にし、安全性の向上を図った。 
 
○ 労働安全衛生法の一部を改正する法律に対応す
るためのストレスチェックを実施し、高ストレス者に
対しては個別に産業医による面談を勧奨した。 
 

【30-1-1】 
 事業場ごとに策定した平成31 年度安
全衛生活動計画に基づき、産業医と衛生
管理者の連携を強化した巡視活動や啓
発活動・教育等の取組を実施するととも
に、今まで実施してきた活動をより実践
的に改善すべくそれらの取組について
検証し、翌年度の活動計画に反映する。 
 

Ⅲ 

（令和元事業年度の実施状況） 

【30-1-1】 
○ 全事業場において「平成 31 年度神戸大学安全衛生
活動計画」に基づき、安全衛生委員会及び学生委員協
議会を定期的に開催し、以下の活動を行った。 
 
・全学を対象とした防災訓練を 10 月に実施した。 
・各部局において安全の手引きを作成し、新入生並
びに教職員に配付した。 
・遺伝子組換え実験講習会(参加者 585 名)や放射線
等安全管理に係る講習会(参加者 523 名)等、安全管
理に係る講習会を複数回開催し、各実験にかかる安
全感性を身に付けさせた。遺伝子組換え実験や放射
線業務については令和元年度において事故が発生し
なかった。 
・衛生管理者による職場巡視結果を安全衛生委員会
で議論したうえで産業医による職場巡視を隔月で行
い、緊急避難の妨げになる恐れのある物品の移動
等、安全衛生上問題がある箇所を指摘し、改善指導
を行った。 
・作業環境測定を、前期 304 箇所、後期 297 箇所実
施した。測定の結果、改善努力が求められる作業場
が、前期２箇所、後期２箇所、改善が求められる作
業場が、前期１箇所、後期０箇所認められた。いず
れの作業場についても、原因の特定と改善を行うと
ともに、安全衛生委員会にて報告を行った。 
 ・国立大学法人神戸大学事業場連絡会議要項を改正
し、安全衛生活動を迅速に推進し全事業場の安全衛
生活動情報を共有できるよう総括安全衛生管理者で
ある部局長を主とすることで大幅に構成員数をスリ
ム化するなどの会議組織の見直しを行った。 
 
○ 令和元年度リスクアセスメントの各部局での実
施件数を調査し、リスク評価が遺漏なく実施されて
いることを確認した。（実施義務件数 45 件、リスク
評価実施件数 45 件） 
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○ 職員の心理的な負担の程度を把握するための検
査(以下、ストレスチェックという。)を令和元年 11
月に実施した。労働安全衛生法上の努力義務である
大久保・加西両地区を含めた９事業場の職員(常勤職
員及び週 20H 以上の非常勤職員)を対象として実施し
た。その結果、職員自身のストレスへの気付きを促
し、高ストレス者には産業医による面接の機会を提
供するなど、メンタル不調者発生の未然防止に努め
ることができた。 
 
○ 令和元年７月１日施行の改正健康増進法に対応
するため、法令に抵触する指定喫煙場所を順次撤廃
した。また、禁煙サポート対策として、新入生オリ
エンテーション時における禁煙教育や、健康診断時
における禁煙指導を行った。 
 

【30-2】 
 社会情勢の変化に対応して、
情報セキュリティポリシーを
見直しつつ、よりセキュアなネ
ットワーク基盤の整備、定期的
な監査・研修の実施等を通じ
て、情報セキュリティマネジメ
ントを実現する。 

 

Ⅲ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
大学の諸活動における安全性の向上を目指し、環境

の変化に応じて対策に取り組み、セキュリティマネジ
メントを実施することに対して、以下の取組を実施し
た。 
 

1．教育研究用計算機システム及び情報ネットワーク
システムにおいて、各種設定の見直し、不正アクセス
や不正メールの監視等を行うなど情報セキュリティ
の確保に努めた。平成 28年９月に更新された教育研
究用計算機システム(KAISER2016)においても機能強
化を行い、ウイルスメールが自動削除される機能を
強化した。 
平成30年１月に更新した情報ネットワークシステ

ム(KHAN2017)ではネットワーク機器や次世代ファイ
アウォール等のセキュリティ対策機器を導入し、各
端末からの通信ログやパケットを以前よりも高度な
解析・検知できる機能を備え、不審な通信を行う端末
の通信遮断を行うことができるようになった。また、
順次グローバルアドレスからプライベートアドレス
への移行を開始した。 
 
2．定期的な監査・研修の実施等を通じて、情報セキ
ュリティマネジメントを実現するために、学生につ
いては、共通授業科目「情報基礎」、教職員について
は、新任教職員研修（４月）やネットワーク（セキュ
リティ）研修をとおして、情報セキュリティポリシー
の周知徹底と情報セキュリティ管理の重要性につい
て周知した。あわせて、部局長会議及び事務連絡会議
において、管理職員層への情報セキュリティ管理の
重要性についてより一層の啓発を行った。例年、個人
情報保護と情報セキュリティ研修を実施（平均して

・令和元年度にとりまとめた
サイバーセキュリティ対策等
基本計画について、工程表に基
づき計画的に遂行する。 
・キャンパス情報ネットワー
クシステム（KHAN2017）で導入
したセキュリティ対策機器に
よるセキュリティ監視を引き
続き行う。 
・脆弱性情報の定期的な入手
と点検評価によるセキュリテ
ィ対策を見直すとともに、情報
環境の変化に応じたセキュリ
ティ対策を実施する。 
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毎年 200 名以上の受講）し、情報セキュリティ対策
の重要性について周知を行うとともに、毎年年末頃、
情報管理強化週間を実施し、学内に対して情報セキ
ュリティ対策の重要性について再認識を促してい
る。情報セキュリティ対策に係る自己点検・監査の実
施として、学外公開サーバの監査を毎年実施し、監査
結果をサーバ管理者、内部統制室に報告している。平
成 29 年には、実施可能台数を 256 台から 512 台に増
やして監査を強化し、セキュリティ監査を実施した。
その結果、脆弱性・潜在的脆弱性ともに件数はそれぞ
れ減少しており、改善傾向が見られた。監査を強化し
たことにより、各サーバは監査報告などから運用見
直しを図ったと考えられ、サーバあたりの脆弱性・潜
在的脆弱性検出率は、重要度の高いものが約半分に
なり、他の段階のものも同様に減少していた。 
 

【30-2-1】 
 ノートパソコン必携化などに対応す
るよう改正した情報セキュリティポリ
シーに基づいて、情報セキュリティ対策
基本計画に係る施策の推進、サーバ監査
の強化、情報セキュリティ教育及びセキ
ュリティ対策機器による監視を継続し
て実施する。 
 
 
 
 
 

Ⅲ 

（令和元事業年度の実施状況） 
【30-2-1】 
・情報セキュリティ対策基本計画、サイバーセキュ
リティ対策等基本計画の工程表に基づき、以下の個
別方針に沿って令和元年度における取組を遂行し
た。 
 
(1)情報セキュリティポリシーの改定 
・管理ドメインに関する「神戸大学情報セキュ
リティポリシー」の改正を行った。また、イン
ターネット上のサービスに関するガイドライン
についても整理し改正を行った。 

(2)情報セキュリティポリシーや関連規程の組織へ
の浸透 
・個人情報保護と情報セキュリティ研修のｅラ
ーニング化に向け、「LMS BEEF Venture」に資
料のコンテンツを掲載した。 

(3)情報セキュリティ教育・訓練や啓発活動の実施 
・情報セキュリティ研修（参加者約 200 名）を
実施し、情報セキュリティ対策の重要性につい
て周知を行った。 
・管理職を対象とした情報セキュリティ研修を
実施した。 
・学生は、共通授業科目「情報基礎」、教職員
は、新任教職員研修をとおして、情報セキュリ
ティポリシーの周知徹底と情報セキュリティ管
理の重要性について周知させるとともに、一層
の啓発を行った。 

(4)情報セキュリティ対策に係る自己点検・監査の
実施 
・情報セキュリティ監査の実施手順等に基づ
き、学外公開サーバのセキュリティ監査を実施
（第１回 令和元年 12月 16 日～20 日／第２回 
令和２年３月２日～６日）。監査結果について
は、内部統制室に報告した。  
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(5)情報機器の管理状況の把握及び必要な措置の
実施 
・KHAN2017 で導入したネットワーク機器やセ  
キュリティ対策機器によって，各端末からの
通信ログやパケットを KHAN2009 時よりも高度
な解析・検知をし、不審な通信を行う端末の
通信遮断を行った。 

 
【31-1】 
 大規模災害等の発生に備え
た近畿地区の国立大学等にお
ける連携を維持するとともに、
災害等の異常発生時の対応を
記した危機管理マニュアル及
び大学基幹業務復旧時の対応
を記した事業継続計画（BCP）に
基づく訓練を実施し、その結果
を踏まえて専門家を交えた検
討を行うなど、運用・点検を行
う。 

 

Ⅲ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・「海外危機管理シミュレーションの実施」 
本学におけるグローバル化の推進に伴い、学生及び

教職員が海外に渡航する機会が増加していることを
踏まえ、海外で学生及び教職員が事故等に巻き込まれ
たことを想定した海外危機管理シュミレーションを
平成 30 年 7 月に実施した。訓練では、海外危機管理
に関する専門家の指導のもと、学長をはじめ危機管理
に係る役職者及び学生の海外渡航に関係する部署の
教職員等約 70 名が参加し、学生の安否確認やその家
族との連絡、在外公館や文部科学省など他機関等との
連携、報道機関への対応などの訓練を行った。これに
より、関係役職員の役割分担や初動対応を相互に確認
し、危機管理に対する意識の向上と、実際の有事に備
えた連携体制の改善につながった。また、同シミュレ
ーションで配付された資料等を全学に公開し、本学教
職員に情報共有した。 
 
・「危機対策本部の立ち上げと初動訓練」 
危機管理マニュアル及び BCP（事業継続計画）の実

効性を検証することを目的とした防災訓練を毎年実
施しており、訓練では初動対応の担当班による危機管
理対策本部の立ち上げ、被害情報の収集、被害情報に
基づく対応の検討を行った。また、平成 30 年度以降
の訓練では、障害を持つ教職員・学生の対応を想定に
入れた避難誘導等について検証した。 
 
・「地区消防隊の資質向上訓練」 
地区消防隊の指揮者や消火、避難誘導等の各班長の

資質向上のため、平成 28 年以降、実在のキャンパス
内建物における発災を想定した図上訓練を実施し、各
地区の危機管理における課題の抽出及び整理を行っ
た。さらなる訓練の質向上のため、平成 30 年以降、事
前に訓練模様のサンプル動画などを提供・視聴の上、
訓練に臨むこととした。本訓練では、リアルな発災の
想定のもと、様々な状況を提示し、それに対応（即応）
するため訓練者間での指示伝達・報告などのアクショ
ンを中心とした訓練を実施し、実際の災害等発生時に
おける対応能力の向上に繋がると同時に、訓練での改
善すべき点が見つかり、次回開催の図上訓練に反映す
ることとした。 
 
・平成 29 年度には、学内主要建物への防犯カメラ設

・大規模地震の災害を想定と
した事業継続計画（BCP）に基づ
く訓練の検証により今後の訓
練をレベルアップする。 
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置に向け、関連部署と調整を進め、約 15 台の設置を
行った。 
 
・災害時における他大学との連携協力として、大阪府
北部地震、西日本豪雨においては、近畿地区の各国立
大学との間で、被害状況の確認、情報共有を行った。 
 

【31-1-1】 
 避難訓練、安否確認訓練、非常時参集
訓練等の実施を通じて、災害等異常発生
時の対応について点検・評価するととも
に、事務局等職員を対象として大地震に
よる被災を想定した事業継続計画に基
づく対応が行えるよう危機対策本部の
設置と応急等の訓練を実施する。また、
地区消防隊構成員を対象とする図上訓
練を引き続き実施し、災害発生時の初動
対応について、構成員の意識啓発を行
う。 
 Ⅲ 

（令和元事業年度の実施状況） 
【31-1-1】 
・令和元年 12 月に大規模地震の災害を想定した事業
継続計画（BCP）に基づく訓練を、危機管理を専門とす
る民間企業（株式会社レスキューナウ）の指導のもと
実施した。大学機能の中心を担う事務局各部及び情報
基盤センターを中心とした初動対応チームを立ち上
げ、被害状況の確認（職員及び学生の安否確認、学内
被害状況の把握等）、社会状況といった情報を収集の
上、事業継続のための諸課題を執行部へ報告し、対応
を検討する机上訓練を実施した。大学執行部や事務局
各部の教職員が参加し、各関係役職員の災害発生時に
おける対応能力の向上につながった。また、事業継続
計画(BCP)マニュアルとの乖離を確認し、マニュアル
修正に役立てた。 
 
・新型コロナウイルスへの対応については、毎年訓練
を積み重ねてきた危機管理マニュアル及び BCP（事業
継続計画）に基づく災害対応訓練や、平成 30 年度に
実施した「海外危機管理シュミレーション」の訓練の
成果により、速やかに危機対策本部会議を設置し、令
和元年度末までに海外に派遣している教職員の速や
かな帰国及び渡航禁止措置や、感染拡大時における大
学の事業継続のための勤務体制確立、学生の安全確保
と授業再開計画などさせるなど、実効性のある対応力
を発揮した。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(４) その他の業務運営に関する重要目標 
 ③ 法令遵守に関する目標 

 

中
期
目
標  

【32】社会的信頼性を確保し、内部牽制体制の確立と監査業務の更なる充実を推進する。  
【33】適正な大学運営を行うため、大学の諸活動における法令遵守はもとより、大学倫理を徹底する。 

 

中期計画 令和元年度計画 

進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

中
期 

年
度 令和元事業年度までの実施状況 

令和２及び３事業年度の 
実施予定 

【32-1】 
 組織的牽制機能の充実・強化
を促進するため、本学の実態に
即して不正が発生する要因を
分析し、不正が発生するリスク
の高い項目に対して重点的に
人員と時間を投入するリスク
アプローチ監査を実施する。 

 

Ⅲ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・毎年度６月に内部監査計画書を策定し、同計画書
に基づき、順次計画的に、書面及び実地監査を実施
した。監査は、限られた人員で効率的かつ効果的に
行うため、リスクの高い項目に対して重点的に人員
と時間を投入するリスクアプローチの手法で業務
監査及び財務監査を実施した。資金管理課、内部統
制室及び研究推進部と共同で公的研究費の管理に
係る監査を実施するとともに、リスクアプローチ監
査として、パソコン等換金性が高い物品について現
物確認、管理状況等について監査した。教員発注に
よる物品購入(１取引、50 万円未満)の発注の証跡等
について監査した。 
 
・総務部が実施する人事労務及び法人文書管理に関
する監査、企画部が実施する個人情報管理に関する
監査、財務部が実施する固定資産に関する監査、研
究推進部が実施する化学物質（毒劇物）の管理に関
する監査の一部に同行し共同で実施した。監査の結
果、不適切な事案等を発見した場合は、内部監査報
告書のとおり対象部局に改善等を求めた。 
平成 28 年度から監査意見に対する各部局の対応

状況について、定期的に取組状況等を確認し、改善
等が完了するまでフォローアップを行っている。期
間中に実施した内部監査の対象範囲において不正
の発生は認められなかった。 
 

・平成 29 年度に附属病院における医療の安全管理
の状況に関して、監事と共同で実地監査を行った。
また、医学部附属病院医療安全監査委員会が設置さ
れ、毎年度８月及び３月の２回開催している。同委
員会では、附属病院における医療安全に係る業務の

・年度当初に年間の監査計画を
策定し、それに基づきリスクア
プローチ監査を含めた内部監
査を実施する。前年度の監査結
果に対する各部局の対応状況
についてフォローアップを実
施する。 
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状況について外部委員による監査が行われており、
附属病院における医療安全管理体制の確保のため
同委員会が適正に運用されている。 
 
・病院経営会議では予算及び損益報告書等の資料を
基に経営計画等について審議が行われた。また、平
成 30 年度に委員構成の見直しや開催頻度の増など
同会議の体制が強化された。 
 
・関係部署と共同で、監査結果を基に不正が発生す
る要因等の分析を行い、不正使用防止計画の具体的
な対策や監査実施方法等に反映させる場合がある。 
 

【32-1-1】 
 年度当初に年間の監査計画を策定し、
リスクアプローチ監査を含めた内部監査
を着実に実施する。前年度の監査の結果
に対する対応状況を確認するフォローア
ップ監査も充実させる。また、事務体制
の見直しがあった部署を中心に、業務フ
ローが適切に行われているかを監査す
る。 
 

Ⅲ 

（令和元事業年度の実施状況） 
【32-1-1】 
・令和元年度内部監査計画書に基づき、順次計画的
に、書面及び実地監査を行った。 
 
・令和元年９月及び 10 月には、監事、内部統制室、
研究推進部と共同で公的研究費の管理に係る監査
を実施するとともに、リスクアプローチ監査とし
て、パソコン等換金性が高い物品について現物確
認、管理状況等について監査した。また、競争的資
金等の予算差引簿から支出内容のモニタリングを
行い（年４回）、適正に業務が行われていることを
確認した。 
 
・令和２年２月に「事務体制の見直しに伴い、業務
フローが適切に行われているか」について、医学部
事務部について監査を実施し、本院及び ICCRC の事
務部の連携が強化され両院の経営の進捗状況が適
切に把握できるようになり、医事関係の体制見直し
により資料の正確性が確保され、本部収入係で資料
をチェックし不備による差戻しを行う手間や ICCRC
事務室の資料修正・再提出にかかる時間が効率化さ
れた。医事課の業務は増加することとなったが、全
体としての業務量は軽減され効率的にすすめられ
ることとなり、事務体制の見直しに伴い業務が改善
されたことを確認した。 
 

 

 

【33-1】 
 ハラスメントの防止に関し
て学生及び教職員に対する啓
発活動を充実させるとともに、
利益相反に関して教職員に対
し繰り返し周知を行い、認識を
深めることにより利益相反マ
ネジメントを徹底する。 

 

Ⅲ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・ハラスメントの防止に関する学生及び教職員に対
する啓発活動としては、リーフレット「Stop ハラス
メント防止に向けて」を配布するとともに、教職員
については、ハラスメント防止に関する講習会（平
成 28 年度）、新任教職員研修会（平成 29 年度、平
成 30 年度）及びハラスメント相談員研修（平成 29
年度、平成 30 年度）を実施した。学生については、
公認・非公認の課外活動団体を対象としたリーダー
ズトレーニング（平成 29年度、平成 30 年度）にお
いてハラスメントの防止について説明を行った。 

・従来からの以下の取り組みの
ほか、最近のハラスメントに関
する相談事例では、理由は様々
であるが、学生が教員に不信感
を持ち、精神的に苦痛で研究室
に行けない、先生の指導が嫌だ
という訴えが一つの傾向とし
て目立つ。一度関係がこじれて
しまうと元に戻すことは難し
く、指導教員の変更という事態
にもなっている。このような事
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ハラスメント相談員研修については、平成 28 年
度からは毎年度実施しており、相談員以外の職員研
修の機会にもなっている。平成 30 年度のアンケー
ト結果では、「よく理解できた」と回答したものは
84.4％、「研修内容は期待された以上」と回答した
ものは 68.9％であった。 
平成 28年度から平成30年度までに受け付けたハ

ラスメント相談のうち、ハラスメントに該当しない
と認定したケースが約半数あり、ハラスメントに該
当するケースでは、重大事案の発生はなかった。 
 

・利益相反マネジメントに関しては、毎年、教職員
（非常勤講師等一部の非常勤職員を除く。）を対象
として、利益相反に関する自己申告書（No.1）の提
出を求め、確認を行っている（大学教員及び非常勤
の大学教員以外の職員については、産学連携活動を
行っていない場合、同申告書に署名の上、５年間各
自保管）。利益相反に関する自己申告書（No.1）で、
産学連携活動を行っている企業等から一定の経済
的利益を得ているとの申告があった場合について
は、利益相反に関する自己申告書（No.2）の提出を
求め、神戸大学利益相反マネジメント委員会及び神
戸大学利益相反マネジメント委員会専門委員会に
おいて利益相反状況に有り等と判断したケースに
ついて審査を行い、利益相反による弊害発生の恐れ
はないと判断（利益相反マネジメントを実施）して
いる。 
 

態の未然防止という観点から
部局における取組に使えるよ
うな事例集を作成する。 
・全教職員、全学生に対してハ
ラスメント防止リーフレット
を配付する。 
・新任教職員研修の一コマとし
てハラスメントの防止につい
て説明を行う。 
・リーダーズトレーニングにお
いてハラスメントの防止につ
いて説明を行う。 
・ハラスメント防止研修を実施
する。 
・相談員研修を実施する。 

【33-1-1】 
 ハラスメント防止に関して、広く教職
員を対象とした研修会や非公認団体を含
む課外活動団体へのリーダーズトレーニ
ングを引き続き実施する。さらに、ハラ
スメント相談員を対象とした研修会は研
修内容を見直して実施する。学生に対し
ては、より分かりやすく改訂したリーフ
レットを配布する。 

利益相反については、自己申告書の提
出状況及び記載内容等を利益相反マネジ
メント委員会において確認する。 Ⅲ 

（令和元事業年度の実施状況） 
【33-1-1】 
○ハラスメントの防止に関する学生及び教職員に
対する啓発活動を以下のとおり行った。 
 
・ 新任教職員研修（参加者 83 人）において、ハラ 
スメント防止についての説明を「Stop ハラスメン
ト防止に向けて」のリーフレットを用いて行った。 
・ 学生に対しては、春期入学者には入学式におい
てハラスメントのリーフレットを配付するととも
に、秋季入学者については、各研究科、各学部のオ
リエンテーションの際にリーフレットを配付して
説明を行った。また、課外活動の公認団体、非公認
団体を対象としたリーダーズトレーニング
(R2.2.18 実施)で、ハラスメントの防止についての
説明を行った。（参加者：公認団体・非公認団体を
合わせて 162 名）参加者にアンケートを実施した結
果、回答のあった学生のうち 76.6％から分かりやす
く為になったとの評価を得た。 
・ 深江キャンパスにおいて学生及び教職員を対象
としたハラスメント防止に関する講演会（R1.6.19）
を開催した。（参加者 学生 7人、教職員 75 人、ア
ンケート結果(学生のみ実施）：内容は理解できた：
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85.7%、内容は期待していたもの：85.7%） 
・ ハラスメント相談員を対象とした研修会を実施
した。（R1.7.25 六甲台地区 参加者 26 人(前年比
△2)、R1.7.26 楠地区 参加者 15 人(前年比△9)、
アンケート結果：よく理解できた：92.1％、研修内
容は期待された以上：92.1％） 
・平成 31 年４月からハラスメント調査体制を改

め、相談を受理してから速やかに調査に着手するた
めに、ハラスメント防止・対策本部で部局調査を決
定した場合、ハラスメント防止委員会への付議は行
わないこととした。ハラスメント防止委員会委員数
は、平成 30年度は 23 名（令和元年度は 21 名）で、
開催日程調整に時間がかかっていたが、現在のハラ
スメント防止・対策本部会議の構成員は９人で、時
間と調整の労力が大幅に減っている。 
 
○利益相反マネジメント自己申告書を配付・回収
し、利益相反が懸念される教員に助言・指導を行う
とともに、利益相反マネジメント委員会において利
益相反状況を確認し、令和２年２月部局会議にて 
報告した。（回収率 100％）。また、「利益相反に
関する自己申告書（大学発ベンチャー企業等に係る
学生の雇用）」について、学生に行った説明内容が
書類に残るように、令和２年４月１日から様式を改
正した。 
 

【33-2】 
「研究活動における不正行

為への対応等に関するガイド
ライン」に基づき整備した規則
及び全学的な管理体制の下、教
員・事務職員等に対するｅラー
ニング教材等を活用した研究
倫理教育を継続的に実施する。
あわせて、教職員の初任時セミ
ナーや学生の入学時セミナー
等を活用し、研究倫理に関する
啓発等を行い、大学全体の研究
活動における不正行為防止に
向けた体制等を強化する。 

 

Ⅲ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・APRIN e ラーニングプログラム（平成 29 年度まで
は CITI JAPAN e ラーニングプログラム）による研
究倫理教育を継続的に実施し、各年度 100％の受講
率を達成するとともに、４月に開催される教職員初
任者研修、学生の入学時セミナー及び９月に開催さ
れる学内向け科研費説明会において、学術研究に係
る不正行為に関する啓発を行った。 
 平成 28年度から平成30年度にかけて学術研究に
係る不正について、調査申立窓口及び学術研究不正
行為防止委員会から調査申立てを受けたという報
告はなく、現在調査中の事案はない。 
 
 

・e-ラーニングによる研究倫理
教育の再受講を実施する（本制
度は平成 27 年度から実施して
おり、５年毎の受講を必須とし
ているため、多くの教職員が令
和２年度に再受講対象とな
る）。 
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【33-2-1】 
 APRINｅラーニングプログラム等を利
用した研究倫理教育を継続的に実施す
る。また、少なくとも５年に１度は研究
倫理教育を受講しなおす必要がある旨に
ついて周知する。さらに、教職員の初任
時セミナーや学生の入学時セミナー等を
活用し、研究倫理に関する啓発を行うと
ともに、研究活動における不正行為の防
止に向けた研修会等を実施する｡ 

Ⅲ 

（令和元事業年度の実施状況） 
【33-2-1】 
・APRIN e ラーニングプログラム等を利用した e-ラ
ーニングによる研究倫理教育を継続的に実施した。
（受講率 100％） 
・４月に開催された教職員初任者研修、学生の入学
時セミナー及び９月に開催した学内向け科研費説
明会において、学術研究にかかる不正行為に関する
啓発を行った。 
 

 

 

【33-3】 
研究費の適正使用の徹底を

図るため、教職員及び学生に対
する啓発活動として、研究費の
運営・管理に関わる全ての構成
員に対し、コンプライアンス教
育の実施と誓約書の徴取を徹
底する。また、説明会等におい
て研究費の使用ルール等の理
解度が低い事項について周知
を行うとともに、ハンドブック
類やウェブサイトの利用促進
を行うなど、知識の習得や意識
の向上に努め、法令遵守を徹底
する。 

 

Ⅲ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・競争的資金等の運営・管理に関わる新たに採用に
なったすべての構成員に対して、コンプライアンス
教育（ｅ－ラーニング）を受講させた上で、法令を
遵守すること、違反して不正を行った場合並びに本
人の責任で大学に不利益を与えた場合は、本学並び
に配分機関の処分及び法的な責任は本人が負うこ
との誓約書を提出させ、研究費不正使用防止に対す
る理解の向上を図った。また、研究費コンプライア
ンス推進責任者からコンプライアンス教育受講状
況及び誓約書の提出状況を報告させることにより、
漏れなく受講させ、確実に誓約書を提出させるよう
にし、コンプライアンス教育の受講率及び誓約書の
提出率はともに 100％を達成している。 
 
・公的研究費の適正使用に係る活動として、毎年実
施する新任教職員研修や、知財･経費適正講習会等
において、「公的研究費の不正使用防止について」
説明を行っている。内容としては、コンプライアン
ス教育の理解度テストの理解度が低かった不正使
用に係る事項についての説明や、不正使用の事例等
の説明を行うとともに不正使用防止の具体的対策
として、研究費不正使用防止に関する意識の向上を
図るために研究費使用ハンドブック、科研費 FAQ 及
びウェブサイトの利用を促進した。大学ホームペー
ジには「研究費不正防止への取組み」を掲載し、研
究費不正使用防止のための基本方針・取組指針・規
則、機関内の責任体系と職務等を周知徹底してい
る。また、研究費使用ハンドブック、科研費 FAQ の
内容について、各部局から意見聴取した結果を踏ま
え、一部改定を行いそれぞれの内容の充実を図っ
た。 
 
・科学研究費助成事業等に関する内部監査等の実施
について、監事、監査室、内部統制室、研究推進部
といった関係部署が共同で公的研究費の管理につ

・コンプライアンス教育（ｅ－
ラーニング）の受講管理及び誓
約書提出者の管理を行う。 
・研修会、講習会等で公的研究
費の不正防止について説明を
行う。 
・研究費使用ハンドブック、科
研費FAQの内容について必要に
応じて見直し改定を行うとと
もに、大学ホームページの更新
等を行う。 
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いて、複数の観点から監査を行った。また、競争的
資金等の予算差引簿から支出内容のモニタリング
を行い、疑義等がある場合は部局に内容の照会を行
い適正な執行であるか確認を行っている。 
 
上記の「研究費の不正防止の取組み」の結果、研究
費の不正使用は発生していない。 
 

【33-3-1】 
 「研究機関における公的研究費の管理・
監査のガイドライン」を踏まえ、研究費
の不正使用を事前に防止するためにｅラ
ーニングによるコンプライアンス教育の
受講管理及び誓約書の徴取管理を徹底す
る。また、研究費不正使用防止の説明会
等において、ｅラーニングで理解度が低
かった不正使用に係る事項について、具
体的な事例等を交えながら、分かりやす
い説明を行うとともに、ハンドブック類
やウェブサイトの利用促進について周知
する。 

Ⅲ 

（令和元事業年度の実施状況） 
【33-3-1】 
○令和元年度コンプライアンス教育（ｅ－ラーニン
グ）の受講状況及び誓約書の提出状況を確認した。 
 
・新たに採用となった競争的資金等の運営・管理
に関わる全ての構成員が、コンプライアンス教育
を受講したうえで、法令を遵守すること、また違
反して不正を行った場合並びに本人の責任で大
学に不利益を与えた場合は、本学並びに配分機関
の処分及び法的な責任は本人が負うことの誓約
書を提出させ、研究費不正使用防止に対する理解
の向上を図った。 
 なお、研究費コンプライアンス推進責任者より
コンプライアンス教育受講状況及び誓約書の提
出状況を報告させることにより受講者及び誓約
書の管理を行い、令和２年度科学研究費応募対象
構成員は、コンプライアンス教育の受講率及び誓
約書の提出率はともに 100％を達成した。 
 

○「研究費不正使用防止への取組みについて」の研
修会等 
以下の研修会等において、コンプライアンス教育

の理解度テストの理解度が低い項目（「研究費不正
使用防止計画は、研究者だけでなく、本学の構成員
が不正使用を防止することを目的としている。」、
「私的流用を行った者に対する交付制限期間は５
年ではなく、10 年である。」）等の説明や不正使用
の事例等の説明を行うとともに、不正使用防止の具
体的対策として、「研究費不正使用防止に関する意
識の向上」を図るために研究費使用ハンドブック、
科研費FAQ及びウェブサイトを利用促進するように
周知した。 
・神戸大学新任教職員研修（受講者 83 名） 
・科学研究費助成事業説明会（計３回、参加者 
172 名） 
・工学系知財・経費適正使用講習会（計２回、 
参加者 162 名） 
・学内会計事務研修（オンライン研修） 
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【33-4】 
大学が保有する個人情報を

法令等に基づいて適切に管理
し、漏えい防止に努める。法令
等の遵守に当たっては、全教職
員を対象とした個人情報管理
状況調査を実施するとともに、
教職員及び学生に対して個人
情報保護の重要性を理解させ
るため、研修会等を実施する。
教職員に対する研修は、年間複
数回実施するとともに、ｅラー
ニング研修も併せて実施する
ことにより、法令等の遵守につ
いて周知徹底する。 

 

Ⅲ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・個人情報保護法の内容や個人情報漏えい対策につ
いての認識を深めるとともに、情報セキュリティ対
策の重要性を理解することを目的とし、教職員を対
象とした研修として、「個人情報の保護及び情報セ
キュリティに関する研修」を六甲台地区及び楠地区
において毎年度開催した（参加者数：平成 28 年度：
238 名、平成 29 年度：224 名、平成 30年度：170 名）
また、平成 28 年度及び平成 30 年度においては、医
学部附属病院が独自に医療関係業務従事職員等を
対象に個人情報の保護に関する研修会を開催した。 
 
・個人情報を適切に保護するために、個人情報の取
扱いや漏えい等の防止に関する啓発活動として、全
教職員を対象とした「個人情報管理状況調査」を毎
年度実施し、調査結果を個人情報管理状況調査報告
書としてとりまとめ、学内会議で周知の上、個人情
報の保護に関して注意喚起を行い、適切な個人情報
の取扱いや保護に関する意識の向上を図った。 
また、内部監査を実施（平成 28 年度：法学研究科

及び国際協力研究科、平成 29 年度：学務部、平成 30
年度：理学研究科及び科学技術イノベーション研究
科）し、実地監査に基づき、当該組織における保有
する個人情報の管理について確認・指導し、情報漏
えいの防止に関して注意喚起を行った。 
 
・平成 28 年度から e-ラーニングによる個人情報保
護研修の実施について、情報基盤センターと企画部
が共同して検討を開始し、平成 29 年度にｅラーニ
ング研修のコンテンツを作成、平成 30 年度におい
ては、作成したコンテンツの内容を精査の上、平成
31 年３月に企画部及び情報基盤センター所属教職
員を対象に一部試験的に実施した。 
 
・個人情報の保護に関する「学生への啓発強化の方
策」として、以下のとおり実施した。 
① 平成30年度においては主に学部生を対象に、
令和元年度においては主に大学院生を対象にし
た個人情報保護の啓発に関するポスター等を各
学部・研究科へ配付し、本学学生へ個人情報保護
の重要性を周知した。 

② 毎年度、学部生に対して全学共通授業科目「情
報基礎」の履修を通じて情報セキュリティポリシ

・情報セキュリティ管理と情報
セキュリティポリシーの周知
徹底を引き続き行い、情報セキ
ュリティに関する意識の向上
を図る。 
・個人情報を適切に管理し、漏
えいを防止するため、全教職員
を対象とした個人情報管理状
況調査について、引き続き、オ
ンライン上及び紙媒体による
回答を併用して実施する。さら
に、研修会等を通じて教職員の
意識の向上を図るとともに、ｅ
ラーニング研修を実施する。 
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ーの周知徹底及び情報セキュリティ管理の重要
性についても継続して周知する。 

 

【33-4-1】 
個人情報を適切に管理し、漏えいを防

止するため、全教職員を対象とした個人
情報管理状況調査について、引き続き、
オンライン上及び紙媒体による回答を併
用して実施する。さらに、研修会等を通
じて教職員の意識の向上を図るととも
に、ｅラーニング研修の全学展開に向け、
対象部局を拡げて実施する。 

また、学生への啓発については、前年
度作成した学生全般に向けたポスターに
加えて、特に大学院生に向けたポスター
を新たに作成し、周知する。 

Ⅲ 

（令和元事業年度の実施状況） 
【33-4-1】 
・令和元年 10 月に全教職員を対象とした「個人情
報管理状況調査」を実施し、昨年度に引き続き、本
学グループウェア（KUIC）のアンケート機能を利用
した調査を実施し、調査対象者の利便性に配慮し
た。本調査の回答率は 95.66%（昨年度回答率：
97.01%）であった。 
過年度と比較可能な項目①個人情報を含むファ

イルをメールで送信する際の適切な取扱い、②漏え
い時の危険度の高い個人情報の適切な取扱い、③パ
ソコン等の廃棄時の記録媒体の適切な措置、につい
て概ね改善されていた。なお、令和２年２月に左記
①及び②について不適切な回答をした者を始め全
教職員へ所属部局を通じて、個人情報漏えいの防止
に関するフォローアップを実施し、注意喚起を行っ
た。また、本調査結果を「個人情報管理状況調査報
告書」として取りまとめ、令和２年３月の学内会議
で周知の上、改善を促す注意喚起を行うとともに、
全部局へ個人情報管理状況調査報告書、個人情報管
理状況調査の各設問の趣旨及び不適切な回答の問
題点・リスク一覧を送付し、注意喚起を行った。さ
らに、調査結果を「個人情報管理状況調査報告書」
として取りまとめ、令和２年３月の学内会議で周知
の上、改善を促す注意喚起を行うとともに、全部局
へ個人情報管理状況調査報告書、個人情報管理状況
調査の各設問の趣旨及び不適切な回答の問題点・リ
スク一覧を送付し、注意喚起を行った。 
 

・令和２年２月 10 日付個人情報総括保護管理者（情
報管理担当理事）名にて「神戸大学 LMS BEEF」を利
用した個人情報の保護及び情報セキュリティに関
する e-ラーニング研修を全部局へ展開して実施し
た。 
 
・個人情報の保護に関する学生への啓発について、
令和元年 11 月 13 日付個人情報総括保護管理者（情
報管理担当理事）名にて、学部生及び大学院生向け
の個人情報の保護に関する啓発ポスターを全部局
へ通知・配付し、個人情報の適切な取扱いについて
周知した。 
 
・個人情報に係る内部監査を令和元年 12 月に海事
科学研究科及び附属学校部（住吉）を対象に実施し、
保有する個人情報の管理に関しては、概ね適切に行
われており、引き続き個人情報の管理を適切に行う
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よう指導した。また、学内会議で周知の上、情報漏
えいの防止に関して注意喚起を行った。 

【33-5】 
外国為替及び外国貿易法を

遵守し、本学のグローバル化を
着実に推進するため、安全保障
輸出管理に関する研修会の開
催や個別訪問判定などを継続
的に実施することにより輸出
管理業務の定着化を促進する。
また、管理体制・手順の点検を
行い、部局の一次審査能力の向
上を図るとともに、事前に適正
な該非判定を行い、法令で規制
される技術の提供及び貨物の
輸出の際には、許可を申請・取
得する。 

 

Ⅲ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
① 外国為替及び外国貿易法を遵守し、本学のグロ
ーバル化を着実に推進するための安全保障輸出管
理に係る周知活動として、教職員及び学生に以下の
活動を実施した。 
  
 教職員に対して、以下の研修会等を開催し、平成
28～30 年度の研修会等参加者は延べ 912 名となっ
た。 
・人事課主催の新任教職員研修、連携推進課主催の
共同研究・知財事務説明会を利用した周知活動 
・機微技術の多い研究科(工学研究科、システム情報
学研究科、科学技術イノベーション研究科)向けの
個別説明会の開催 
・該非判定の確認を兼ねた教員への個別訪問及び研
究内容に即した詳細な説明の実施 
・事務職員の異動に対応するための、自然科学系各
部局の事務担当者向け説明会の開催 
・部局輸出管理担当者向けに、外部団体主催の輸出
管理基礎コースの受講を促進 
 
学生に対しては、「新入生の手引き」において、

学生が遵守すべき安全保障輸出管理について周知
するとともに、特に留学生に対しては新入生オリエ
ンテーションにおいて、英語・中国語のパンフレッ
トを配布し、意識啓発及び注意喚起を行った。 
 
② 該非判定の継続的な実施 
平成 28～30 年度累計で、事前チェックリスト 3,197
件（うちアドバイザー関与件数 1,078 件）、二次審
査 12 件を処理し、経済産業省への取引許可 12 件
（一般包括取引許可証適用を含む）を申請し、許可
を取得した。 
主たる自然科学系研究科を対象に、ヒアリングを

兼ねた監査を実施した。 
 
以上の取組により、該非判定の継続的な実施によ

り、平成 28～30 年度における外為法違反事故はゼ
ロであった。また、継続的な説明会及びヒアリング
を兼ねた監査の実施により、自然科学系各研究科の
教職員間においては安全保障輸出管理の必要性及
び重要性が広く認識されるようになり、監査を実施
したすべての部局において概ね妥当な輸出管理が
実施されていた。特に、機微技術が多い工学研究科
においては、他の研究科のレベルを超えた業務対応
の向上が見られ、留学生等の受入れの際の確認漏れ
がほぼ無くなった。 
 

・安全保障輸出管理に係る研修
会を開催し、技術の提供、海外
からの教員等の採用や留学生
等の受入れ及び装置等の輸出
の際に事前チェックリスト提
出の漏れがないよう周知する。
また、部局の一次審査能力の向
上に資するため、個別の該非判
定を継続的に実施し、体系的で
確実な審査を行う。 
・安全保障輸出管理に対する研
修会の開催や個別訪問判定等
の継続的啓発活動を行う。 
・研究内容の機微度の把握を継
続的に行う。 
・部局の一次審査能力の向上を
図るため、キャッチオールチェ
ック等、実施状況を判定する。 
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【33-5-1】 
 安全保障輸出管理に係る研修会を開催
し、技術の提供、海外からの教員等の採
用や留学生等の受入れ及び装置等の輸出
の際に事前チェックリスト提出の漏れが
ないよう周知する。また、個別の該非判
定を継続的に実施するとともに、安全保
障輸出管理マニュアル等を用いた部局に
おける一次審査を充実させ、体系的で確
実な審査を行う。 

 Ⅲ 

（令和元事業年度の実施状況） 
【33-5-1】 
① 外国為替及び外国貿易法を遵守し、本学のグロ
ーバル化を着実に推進するための安全保障輸出管
理に係る周知活動として、教職員対象に研修会等を
実施し、学生に対しては「新入生の手引き」におい
て周知した。特に留学生に対しては新入生オリエン
テーションにおいて、英語・中国語パンフレットに
より周知し、意識啓発及び注意喚起を行った。 

② 該非判定の継続的な実施 

・令和元年４月～令和２年２月の累計で、事前チェ
ックリスト1,105件（うちアドバイザー関与件数389
件）、二次審査２件（一般包括取引許可証を適用）
を処理した。 
 
③ 自然科学系６部局（理学・医学・工学・シス
テム情報学・海事科学・科学技術イノベーショ
ン）を対象にヒアリングを兼ねた監査を実施し
た。監査の結果、いずれの部局においても概ね妥
当な輸出管理が実施されていることを確認した。 
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（４）その他の業務運営に関する特記事項等 
 

 

 
 

１．特記事項    
 
■ 法令遵守に関する取組 
①情報セキュリティ、個人情報保護に係る取組【30-2-1、33-4-1】 
【平成 28～30 事業年度】 
○ 情報セキュリティポリシーについて、監査に対する対応強化、ネットワーク 
の更新に伴う対応、パソコン必携化に伴う対応を踏まえ、情報システム管理部会
から監査結果への関与事項追加、ネットワーク利用範囲の整理等、所要の改正を
行った。また、情報セキュリティの点検については、学外公開サーバのセキュリ
ティ監査を実施し、危険度に応じて対応するとともに、各部局から委員が参加す
る情報セキュリティ委員会で確認・共有した。 
 
○ 情報保護法の内容や個人情報漏えい対策についての認識を深めるとともに、
情報セキュリティ対策の重要性を理解することを目的とし、教職員を対象とした
研修として、「個人情報の保護及び情報セキュリティに関する研修」を六甲台地
区及び楠地区において開催した（参加者数：平成 28年度：238 名、平成 29 年度：
224 名、平成 30 年度：170 名）。学生に対しては、学部新入生全員が履修する全
学共通授業科目「情報基礎」を通して、情報セキュリティ対策の重要性について
周知徹底を行った。 
 
○ 個人情報を適切に保護するために、個人情報の取扱いや漏えい等の防止に関
する啓発活動として、全教職員を対象とした「個人情報管理状況調査」を毎年度
実施し、調査結果を個人情報管理状況調査報告書としてとりまとめ、学内会議で
周知の上、個人情報の保護に関して注意喚起を行い、適切な個人情報の取扱いや
保護に関する意識の向上を図った。 
 
○ 平成 28 年度から e-ラーニングによる個人情報保護研修の実施について、情
報基盤センターとの共同にて検討を開始し、平成 29 年度にｅラーニング研修の
コンテンツを作成、平成 30 年度においては、作成したコンテンツの内容を精査
の上、平成 31 年３月に企画部及び情報基盤センター所属教職員を対象に一部試
験的に実施した。 
 

 【令和元事業年度】 
令和２年２月 10 日付個人情報総括保護管理者（情報管理担当理事）名にて「神

戸大学 LMS BEEF」を利用した個人情報の保護及び情報セキュリティに関する e-
ラーニング研修を全部局へ展開して実施した。 

 
 ②公的研究費の不正使用防止に向けての取組【32-1-1、33-3-1】 
【平成 28～30 事業年度】 

○ 競争的資金等の運営・管理に関わる新規採用者に対して、コンプライアンス教
育（e ラーニング）を受講した上で、法令を遵守すること、また、違反があった場
合、責任を負うことの誓約書を提出させ、研究費不正防止に対する理解の向上を図
った。また、研究費コンプライアンス推進責任者からコンプライアンス教育受講状
況及び誓約書の提出状況を報告させることにより、漏れなく受講させ、確実に誓約
書を提出させるようにし、平成 29 年度から令和元年度における科研費応募対象構
成員のコンプライアンス教育の受講率及び誓約書の提出率はともに 100％を達成し
た。 
 

○ 監事、監査室、内部統制室、研究推進部といった関係部署が共同で公的研究費
の管理について、複数の観点からの監査を行い管理面で課題がないか厳重にチェッ
クするとともに、リスクアプローチ監査として、カメラ、パソコン等の換金性が高
い 50 万円未満の少額物品について抜き打ちで監査した。換金性の高い物品に関し
て、①納品後の物品の現物確認、②使用状況、③管理体制について実地監査し、適
正に処理されていることを確認した。また、競争的資金等の予算差引簿から支出内
容のモニタリングを行い（年４回）、適正に業務が行われていることを確認した。 
 

【令和元事業年度】 
令和２年度における科研費応募対象構成員のコンプライアンス教育の受講率及

び誓約書の提出率はともに 100％を達成した。 
 
③研究活動における不正行為防止に向けての取組【33-2-1】 
【平成 28～30 事業年度】 
APRIN e ラーニングプログラム（平成 29 年度までは CITI JAPAN e ラーニングプ

ログラム）による研究倫理教育を継続的に実施し、各年度 100％の受講率を達成す
るとともに、４月に開催される教職員初任者研修、学生の入学時セミナー及び９月
に開催される学内向け科研費説明会において、学術研究に係る不正行為に関する啓
発を行った。 
平成 28 年度から平成 30 年度にかけて学術研究に係る不正について、調査申立窓

口及び学術研究不正行為防止委員会から調査申立てを受けたという報告はなく、現
在調査中の事案はない。 
 

■ 施設マネジメントに関する取組【27-1-1】 
①施設の有効利用や維持管理（予防保全を含む）に関する事項 
【平成 28～30 事業年度】 
○ 施設の質の向上及び老朽化対策等について、施設の維持管理・更新等を着実に
実施するための中長期的な取組の考え方を示した「神戸大学インフラ長寿命化計画
（行動計画）」を平成 29 年３月に策定した。同計画は令和２年度までの行動計画
であり、維持管理の現状や課題を整理した上で、①「メンテナンスサイクル」の構
築、②改築中心から長寿命化への転換、中長期的な維持管理等に係る「トータルコ
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ストの縮減」、③行動計画・個別施設計画の策定による「予算の平準化」に取り組
むことを通じて、安全・安心な教育・研究・診療施設の永続的な維持を目指してい
る。そのうえで、建物の外壁及び屋上防水を健全に維持するため、毎年各部局の建
物管理面積に応じて課金を行い、安定的かつ継続的な財源（建物老朽劣化対策経費）
を確保する制度を平成 29 年度から導入した。 
 
○ 学内営繕事業、施設費交付金及び建物老朽劣化対策経費等により、「神戸大学
アクションプラン」や各部局からの施設整備要望に基づき、外壁改修、防水改修及
び、エレベーター改修等の施設の老朽改善工事を計画的に実施した。 
 

【令和元事業年度】 
施設整備補助金、学内営繕事業、施設費交付金及び建物老朽劣化対策経費等によ

り、各部局等からの施設整備要望や『神戸大学アクションプラン』に基づき、（深
江）附属図書館海事科学分館等の外壁改修、(名谷)本館(B 棟)等の防水改修、（楠）
外来診療等エスカレーター・エレベーター更新、（楠）医学部会館の非構造部材耐
震改修の安全対策及び六甲台地区（文学研究科付近等）の老朽化した給水設備等の
インフラ更新に向け契約を行い、工事を実施した。 

 
②キャンパスマスタープラン等に基づく施設整備に関する事項 
【平成 28～30 事業年度】 
 第３期中期目標期間における本学の施設整備方針に基づき、施設整備補助金によ
る整備を以下のとおり実施した。 

・ 国際人間科学部設置に向け、キャンパス間のアクセス路の整備工事及び校
舎棟（F 棟）等の機能整備を実施し、施設全体の老朽改善とともに既存施設の
再配分・集約化等を図り、遠隔授業に対応した教室や学生の修学意欲向上を目
的としたアクティブラーニングスペース（752 ㎡）及び共同利用スペース（221
㎡）を新たに確保した。 
・「海洋底探査センター」の充実・発展の対応に向け、深江２号館の老朽化し
た施設改善及び機能整備を実施し、分散している教員室や実験室を集約化・再
配分等を行うことにより、海洋底探査センター(206 ㎡)を設置した。 
・ 学生生活支援や障害をもつ学生等に対する修学支援を強化するため、六甲
台２団地内に高低差を解消するエレベーター棟を新設し、キャンパスのバリア
フリー対策を実施した。 
 

【令和元事業年度】 
（名谷）本館（C 棟）、第４学舎の老朽した施設の改善、改修及び学生や教職員

等が安全・安心な環境で教育研究等を行うことができるよう、附属学校（幼少・中
等）を含む所有団地のブロック塀等及び急傾斜地の安全対策に向け工事を実施し
た。  
 
③多様な財源を活用した整備手法による整備に関する事項 
【平成 28～30 事業年度】 
・ 医学部附属病院立体駐車場施設整備等事業については、売上額が当初目標額

の約 10％増で推移するとともに、患者に対する駐車料金の割引サービスを引き
続き実施することにより、利益還元するなど、順調に運営を行った。また、平成
30 年度末の事業完了に伴う建物の引き渡しや施設の運営・維持管理業務の引継
ぎなどを実施し、今後、同施設の運営・維持管理業務を実施することにより、そ
の有効活用を図った。 
・農学系総合研究等改修事業については、関係者協議会 WG（月次開催）等により
毎月モニタリングを行い、減額対象となる業務上の重大な支障が起こることな
く、順調に運営した。 
 

【令和元事業年度】 
 PFI 事業である農学系総合研究棟改修事業については、令和元年度の事業完了
に向けて、その後の具体的な対応策について検討を着手し、円滑な業務完了の準
備を行った。 
 

④環境保全対策や積極的なエネルギーマネジメントの推進に関する事項 
【平成 28～30 事業年度】 
○ 各年度において施設設備の改修工事を行い、施設マネジメントの観点から省エ
ネや環境負荷の低減に貢献できるサステイナブル・キャンパスの形成を図った。 

・（六甲台２）音響心理実験室棟等空調設備改修工事 
・（六甲台２）環境防災実験室棟電気設備改修工事ほか 
・（楠）基幹・環境整備（受変電設備更新等）工事 
・（鶴甲２）総合研究棟（国際人間科学系）改修電気設備工事 
・（鶴甲２）総合研究棟（国際人間科学系）改修機械設備工事 
・（深江）５号館受変電設備改修工事 
・（鶴甲２）本館(A)空調設備改修工事（Ⅱ期）(Ⅲ期) 
・（深江）総合研究棟（海洋底探査センター）改修電気設備工事 
・（深江）総合研究棟（海洋底探査センター）改修機械設備工事 

 
【令和元事業年度】 
○ 令和元年度において施設設備の改修工事を行い、施設マネジメントの観点から
省エネや環境負荷の低減に貢献できるサステイナブル・キャンパスの形成を図っ
た。 

・（鶴甲２）本館（A）空調設備改修工事（Ⅳ期） 
・（六甲台１）総合研究棟（社会科学系）改修電気設備工事 
・（六甲台１）総合研究棟（社会科学系）改修機械設備工事 
・（名谷）総合研究棟（保健学系）改修電気設備工事 
・（名谷）総合研究棟（保健学系）改修機械設備工事 
・（六甲台１他）第３学舎等空調設備改修工事ほか 

 
■ 神戸市との医療連携による楠団地（病院・医学部地区）の高度利用型地区計画
を活用した土地の有効活用（容積率 300％から 400％へ緩和）【27-1-1】 
 附属病院がある楠団地は敷地面積が約 42,000 ㎡と、他の国立大学附属病院と比
較しても突出して狭隘な立地にある。昭和 56 年～平成 13 年までの再開発を経て、
平成 25 年に機能強化で低侵襲診療棟を新営したことで容積率（※）が 295％と条例
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で定める上限の 300％に迫る建て詰まり状態となり、将来の整備に窮する状況に陥
っていた。 
そこで解決策を模索するべく、平成 29年から本格的に神戸市と協議を開始した。

当地区は、総合特別区域法に基づく特区である神戸医療産業都市地区の一部に指定
されており、当病院は、兵庫県保健医療計画において、高度専門特殊医療の提供を
行う医療機関と位置付けられており、神戸市内で唯一、医療法上の特定機能病院と
して承認されている。地域における医療体制の充実と、高度な地域医療サービスが
今後も適切に提供していくために、当地区の土地の合理的かつ健全な高度利用と都
市機能の更新を図るものとして、地区計画制度を活用し容積率の上限を 400％まで
緩和する手続きを進め、令和元年８月６日の神戸市都市計画審議会にて「神戸国際
港都建設計画地区計画（大倉山公園西・高度医療地区地区計画）」が審議承認され、
令和元年 12 月９日に「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」が改正され内
容が盛り込まれた。この結果、容積率の上限が 100％増えることでさらに延床面積
42,000 ㎡相当の整備が可能な土地となった。 
このことは資金を投じず新たに 14,000 ㎡相当の土地を取得するのと同様の効果

があり、狭隘化によるスペースの課題を解決し、大学病院として求められる、先進
医療の開発と推進、医療人育成、災害救急医療の拠点、地域医療連携の中核、医療
を通じた国際貢献など多様な医療ニーズに対応していくことが可能となった。 
※：容積率とは、敷地面積に対する建築延床面積の割合のこと 

 
■ 環境マネジメントに関する取組【29-1-1】 
【平成 28～30 事業年度】 
○「神戸大学環境憲章」、「神戸大学における環境・施設マネジメントに関する基
本方針」に基づき、「第３期中期目標期間における環境マネジメントを推進するた
めの基本方針」を策定し、これらの方針に基づいた環境保全活動計画を策定し、環
境キャラバン、３R（リデュース、リユース、リサイクル）、省エネ等の環境保全活
動や有害物質の適正な管理に向けた取組を行った。 
また、環境負荷低減に向けた方策として、「新設される施設、設備のエネルギー

影響把握と評価」の制度を制定し、平成 29 年度は、鶴甲第２キャンパス F 棟改修
の電力予想削減量と改修後の電力使用量を比較し評価を実施し、平成 30 年度は、
深江キャンパス２号館の「推定使用エネルギー調査票」を作成し建物改修による省
エネ効果を試算し、鶴甲２団地の本館（A）の老朽化した空調設備を高効率の設備に
更新する工事を実施した。以上の取組により、平成 30 年度のエネルギー使用量原
単位は、平成 27 年度基準で約１％が削減された。 

 
○ 学内に設置している照明器具等の PCB 含有調査を行い、PCB 含有安定器等         
廃棄物を保管庫に適切に保管を行った。また、すでに保管していた PCB 廃棄物の分
別作業を行い、平成 30 年 10 月までに登録を行って保管している PCB 廃棄物につ
いて、全ての搬出処分を行った。 
 
【令和元事業年度】 
学内に保管している高濃度 PCB 廃棄物の搬出処分を行った。なお、低濃度 PCB 廃

棄物の拠出処分は大部分が終了しているが、実験機器で使用しているものについて
は、別途処分を検討している。 
 

■ 研究設備マネジメントに関する取組【28-1-1】 

【平成 28～30 事業年度】 
 学内研究設備の共同利用に向け、平成 28 年度に学内研究設備のデータベース
を、平成 29 年度には共同利用を促進するためのガイドライン（機器の共用によ
り利用料金を徴収する方法）を整備し、新しい共用機器予約システム（研究設備
共同利用予約システム）を構築した。データベース登録機器数は、平成 28 年度
は 249 台、平成 29 年度は 262 台、そして平成 30 年度は 273 台と増加した。ま
た、共用機器予約システムの機器登録数は平成 30 年度で 16 台となっており、シ
ステムを介した共同利用も実際に行われ、平成 28 年度から平成 30 年度までで５
件の利用があり、これまで研究者、研究室単位で利用が完結していた機器が従来
の範囲を超えて利用する共同利用化が着実に進んだ。 
 

 【令和元事業年度】 
○ 研究設備データベース登録機器数は 273 台から 312 台に増加している。ま
た、研究設備共同利用予約システムを介した機器利用の実績は２件（前年度１
件）、学外者による機器の利用回数は 142 回（30 グループ）となり、引き続き機
器の共同利用化が着実にされている。 
 
○ 平成 30 年度末に導入した電界放出形走査電子顕微鏡（FE-SEM）の供用を本
格的に開始し、利用講習を 52 回、合わせて 85 グループに実施した。利用者の研
究分野は、有機分子や無機材料(金属、半導体、磁性体など)、バイオ材料、電子
デバイスや細胞生物学、惑星科学など多岐に亘っている。また、FE-SEM の供用開
始と併せて、SEM 試料作製装置の供用も開始した。 
 
■ 安全保障輸出管理の周知・運用に関する取組【33-5-1】 
【平成 28～30 事業年度】 
○ 外国為替及び外国貿易法を遵守し、本学のグローバル化を着実に推進するた
めの安全保障輸出管理に係る周知活動として、教職員に対して研修会等を開催す
るとともに、学生に対しては、「新入生の手引き」において、学生が遵守すべき
安全保障輸出管理について周知した。特に留学生に対しては新入生オリエンテー
ションにおいて、英語・中国語のパンフレットを配布し、意識啓発及び注意喚起
を行った。 
 
○ 該非判定の継続的な実施により、平成 28～30 年度における外為法違反事故
はゼロであった。また、継続的な説明会及びヒアリングを兼ねた監査の実施によ
り、自然科学系各研究科の教職員間においては安全保障輸出管理の必要性及び重
要性が広く認識されるようになり、監査を実施したすべての部局において概ね妥
当な輸出管理が実施されていた。 
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【平成 30 年度評価における課題への対応】 
■ 前年度評価において付された課題への対応が不十分 
 平成 30 年度に係る業務の実績に関する評価結果において、「平成 29 年度評価
において、当期総損失が生じたことに関連して財政再建に向けた取組を計画的に
実施することを求めており、原因となった組織を附属病院に再編し連携を強化す
るとともに、第三者も参画した病院の収支計画を策定するなど、取組を進めてい
るが、引き続き実現性のある収支計画を策定し財政再建に向けた取組を実施する
ことが望ましい。」との指摘があった。 
 これに対する対応として、附属病院の財政基盤をより安定的なものとすべく、
運営面では、平成 30 年度に本学の管理会計の専門家を病院経営会議の構成員と
したことに加え、令和元年７月には、副議長として、財務戦略・病院財務担当副
学長を新たに構成員とし、本部との連携をより一層強化した上で、「附属病院に
おける中期の損益・収支計画」（以下、「中期損益・収支計画」という。）を策
定し、経営改善に向けた取組を実行した。 
 中期損益・収支計画の作成にあたり、まず収益面においては、診療報酬改定の
過去４回の影響を元に最も医業収益が低くなる場合の影響を想定し、加えて令和
２年度以降の増収を見込んだ実効性のある方策を盛り込んだ。次に、費用面にお
いては人件費や委託費等、過去実績をもとに今後の増加要因を踏まえたものを計
上した。また、設備投資については、平成 24 年度から平成 27 年度にかけて低侵
襲棟新営時に更新を行った医療設備に関して、個々の使用頻度・修理状況・保守
対応期間等を精査し、附属病院の投資決定を担う会議で審議のうえ、医療設備マ
スタープランにおける更新時期を見直すことで投資額の平準化を行った。これら
の内容を踏まえ、各年度において収支（キャッシュベース）均衡となるような中
期損益・収支計画を策定した。 
 財務戦略・病院経営担当副学長及び本学の管理会計の専門家である病院経営
会議の委員の助言のもと実現性の高い中期損益・収支計画を策定したことで、取
組むべき事項が明確化され、本院においては CT や MRI 検査の外来実施率のさら
なる向上や各種加算の算定件数増等、また、国際がん医療・研究センターにおい
ては７対１看護の導入による入院料増等を令和元年度に前倒しで実施すること
で経営改善の加速を図った。 
 さらに、令和元年度末に、決算見込みや月次決算を元にした現状の分析結果を
踏まえ、また、令和元年６月に策定した中期損益・収支計画の増収策・費用削減
策の進捗状況を確認することで中期損益・収支計画を最新の情報に更新し、新た
に令和２年度以降の中期損益・収支計画を策定した。当該計画には、主要なアク
ションプランとして新たな増収・費用削減策や部門別資産投資額を明示するこ
とにより、院内各所及び本部との経営課題の共有化を図り、引き続き財政基盤の
安定化に向けて取り組むこととしている。 
 以上の取組を実施した結果、令和元年度においては、経営計画に対して上方達
成し、業務損益は、前年度から 7.33 億円増となる 7.37 億円の黒字となった。 
 
■ 医学部医学科推薦入試における不適切事案 
 平成 30 年度に課題として指摘された医学部医学科推薦入試における不適切事
案については、合格者へ十分な支援を行うとともに、入学志願者に必要な情報を
開示するなど適正な入学者選抜が実施できるよう学内の情報共有体制の抜本的
な見直しなど、再発防止に向けた取組が求められた。 
令和元年度における新合格者等への対応については、２名のうち１名は本学へ

の入学を希望しなかったが、本学の２年次に編入した１名に対し、本学入学前に
他大学において修得した単位を認定し、入学後に医学科教務学生委員会委員長と
個別面談を実施し、履修及び学生生活についての説明を行うとともに、不安な点
及び不明な点がないか確認を行った。また、随時相談できるよう担当係及び教員
との連携体制を整えた。編入後、特段の支障もなく予定されていた学修を行い、
単位を修得している。本来本学に入学していれば発生しなかった経費及び慰謝料

については、令和元年 7 月までに全ての対象者との合意書を交わし補償を行っ
た。 
 再発防止に向けた取組については、平成 31 年度（平成 30 年度実施）の推薦入
試（地域特別枠）から、特定の地域を重視した地域性による配点を行わず総合的
に審査するとともに、調査書等提出書類のマスキングを行うよう改善するととも
に、公正かつ適切な入学者選抜の実施を目的とし、書類審査の審査基準にかかる
留意事項などを明記した全学的な指針「入学者選抜に係るガイドライン」に基づ
き、適正な入学者選抜の実施を行っているが、令和２年度（令和元年度実施）以
降においては、書類審査及び面接・口述試験では、推薦入試（地域特別枠）で求
める学生像や実施目的をより明確にするため、地域医療に対する高い意欲と適正
を重視する旨を学生募集要項に明記することとした。 
なお、選抜の公正性を図るため、出願手続きの際は、入学志願者からの入手情

報は最低限（入学志願者の特定や出願資格・要件の確認、各種連絡等のために必
要な情報）に留め、それ以外に評価・判定に用いない情報（保護者の職業や出身
校、所得など）は従来から求めていないが、改めて募集要項を精査し、これらの
情報を求めていないことを確認した。 
 
【令和元年度に判明した事案への対応】 
■ 患者情報の記録媒体の紛失について 
〈経緯〉 
 附属病院の歯科口腔外科において、患者情報（患者の氏名・ID 写真）と口腔内・
周辺写真が保存されたデジタルカメラの記録媒体（microSD カード）を紛失した。 
 
〈状況発生の原因〉 
電子カルテへの登録やバックアップ作業の際に、microSD カードをデジタルカ

メラとパソコン間で取外し・挿入を繰り返えしたり、別室（医局医員室）へ持ち
出したりと、紛失が起きやすい状態であり、管理が適切でなかった。 
 

〈本学の対応、再発防止策〉 
・医局医員室へ移動してのバックアップ作業を禁止した。また、外来診察室にお
いても、電子カルテへの登録及びバックアップ作業の際は、デジタルカメラから
パソコンにケーブルを接続して行うこととした。 
・紛失した患者さんには、電話又は対面にて本件に関する事実関係の説明と謝罪
を行った。 
・令和２年１月 28 日にプレスリリースを行うとともに、大学及び病院の HP で公
表した。 
・microSD カードをはじめとする個人情報を扱う機器等の点検を行った。 
・各部署の副部長、副室長、診療科課長補佐等が集まる業務連絡会議（12 月 25
日開催）において、本事案を報告するとともに、注意喚起を行った。 
・個人情報の漏えいの防止について、令和２年２月に各部局へ通知し、個人情報
を記録した記録媒体の紛失や毀損が発生しないよう保管場所・運用等も含めて適
切に管理しているか再点検を依頼するとともに、個人情報の取扱いについて周知
徹底を行った。 
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２．共通の観点に係る取組状況 
（法令遵守及び研究の健全化の観点） 
・法令遵守（コンプライアンス）に関する体制及び規程等の整備・運用状況 
■ 内部牽制体制の確立と監査業務の充実に関する取組【32-1-1】 
毎年度６月に内部監査計画書を策定し、同計画書に基づき、順次計画的に、書

面及び実地監査を実施した。監査は、限られた人員で効率的かつ効果的に行うた
め、リスクの高い項目に対して重点的に人員と時間を投入するリスクアプローチ
の手法で業務監査及び財務監査を実施した。資金管理課、内部統制室及び研究推
進部と共同で公的研究費の管理に係る監査を実施するとともに、リスクアプロー
チ監査として、パソコン等換金性が高い物品について現物確認、管理状況等につ
いて監査した。教員発注による物品購入(１取引、50 万円未満)の発注の証跡等 
について監査した。 
 
■ ハラスメント防止に関する啓発活動【33-1-1】 
 ハラスメントの防止に関する学生及び教職員に対し、「Stop ハラスメント棒
止に向けて」のリーフレットを配布し、啓発活動を行っている。また、課外活動
の公認団体、非公認団体を対象としたリーダーズトレーニングで、ハラスメント
の防止についての説明を行っている。 

 
■ 公的研究費の不正使用防止に関する取組【33-3-1】 
教職員向けに e-ラーニングによる研究費不正使用防止に関する「コンプライ

アンス教育」の実施、及び研究費の運営・管理に関わる教職員及び給与、謝金及
び旅費等を受給する学生から法令等を遵守し、不正を行わない旨の誓約書の徴取
を行った。また、法令遵守（コンプライアンス）に関する体制及び規程等の整備
については、最新版をホームページ「研究費不正使用防止への取組み」で閲覧で
きるようにした。新任教職員研修、科学研究費助成事業説明会及び学内会計研修
等において、研究者及び研究支援者に対して、本学の研究費の不正使用防止に向
けた取り組みについて説明を行った。平成 28 年度に、科学研究費助成事業の収
支簿により、交付決定の内容やこれに付した条件に違反した使用がないかモニタ
リングを行うとともに、科学研究費助成事業等に係る内部監査を監査室、内部統
制室及び研究推進部と共同で内部監査を実施した。 
競争的資金等の予算差引簿よりモニタリングを行い支出内容が、「本学の関係

規則及び当該研究費に関し定められた助成条件や使用ルール等を遵守している
か」「交付申請書に記載している研究課題の遂行に直接関係があるか」、「業者
の片寄りがないか」、「年度末発注が多くないか」を勘案しながらモニタリング
行い、支出内容について適正に処理されているか判断できない場合は、各研究科
に問い合わせを行った結果、適正に業務が行われていることを確認した。 
「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」 (平

成 26 年２月１８日改正) 及び「体制整備等自己評価チェックリスト」に基づき
「不正を発生させる要因に対応する対策」の取組みについて研究費コンプライア
ンス推進責任者から「平成 29 年度不正使用防止計画の実施状況報告書」により
報告を受け、コンプライアンス教育及び研修会の受講並びに本人からの誓約書を
提出させた成果もあり、「学内の責任体系の明確化」、「適正な運営・管理の基

盤となる環境の整備」、「研究費の適正な運営・管理活動」など６項目の取組み
が有効かつ適正に機能していることを確認した。 

 
■ 個人情報保護に関する啓発活動【33-4-1】 

個人情報保護に関する啓発活動については、全教職員を対象とした研修として、
「個人情報の保護及び情報セキュリティに関する研修」を六甲台地区及び楠地区に
おいて平成 28 年度から平成 30 年度まで開催するとともに、全教職員を対象とした
「個人情報管理状況調査」を毎年度実施し、意識の向上を図った。  
なお、令和元年度においては、本学で作成した eラーニングを全教職員に対して

実施した。 
また、本学の学生に対しても、授業やポスターを通じて周知を行った。 
 

■ 安全保障輸出管理に係る取組【33-5-1】 
○ 外国為替及び外国貿易法を遵守し、本学のグローバル化を着実に推進するため
の安全保障輸出管理に係る周知活動として、教職員に対して研修会等を開催すると
ともに、学生に対しては、「新入生の手引き」において、学生が遵守すべき安全保
障輸出管理について周知した。特に留学生に対しては新入生オリエンテーションに
おいて、英語・中国語のパンフレットを配布し、意識啓発及び注意喚起を行った。 
 

○ 該非判定の継続的な実施により、平成 28～30 年度における外為法違反事故は
ゼロであった。また、継続的な説明会及びヒアリングを兼ねた監査の実施により、
自然科学系各研究科の教職員間においては安全保障輸出管理の必要性及び重要性
が広く認識されるようになり、監査を実施したすべての部局において概ね妥当な輸
出管理が実施されていた。 
 
・大学入学者選抜の実施体制の強化に関する取組について 

医学部医学科における不適切な入学者選抜を契機として、より公正かつ適切な
入学者選抜の実施を目的として、「入学者選抜に係るガイドライン」を作成した。
また、入試の透明性を図るため、試験問題・出題の意図・解答例等を原則公表と
することとし、受験者にとって学習上参考にできるようにするだけでなく、入学
試験問題に係るミスが生じた場合の被害・影響を最小限に抑える効果を狙った。
その他、学生受け入れに係る内部質保証等への対応として、各委員会の整備を行
い、学長のリーダーシップのもと、全学で審議を行う体制を整えた。 

 
・災害、事件・事故等の危機管理に関する体制及び規程等の整備・運用状況 
・「海外危機管理シミュレーションの実施」 
本学におけるグローバル化の推進に伴い、学生及び教職員が海外に渡航する機

会が増加していることを踏まえ、海外で学生及び教職員が事故等に巻き込まれた
ことを想定した海外危機管理シュミレーションを平成 30 年 7 月に実施した（詳
細については 116 頁参照）。新型コロナウイルスへの対応については、毎年訓練
を積み重ねてきた危機管理マニュアル及び BCP（事業継続計画）に基づく災害対
応訓練や、平成 30 年度に実施した「海外危機管理シュミレーション」の訓練の
成果により、速やかに危機対策本部会議を設置し、令和元年度末までに海外に派
遣している教職員の速やかな帰国及び渡航禁止措置や、感染拡大時における大学
の事業継続のための勤務体制確立、学生の安全確保と授業再開計画など、実効性
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のある対応力を発揮した（詳細については 117 頁参照）。 
 

・「危機対策本部の立ち上げと初動訓練」 
危機管理マニュアル及び BCP（事業継続計画）の実効性を検証することを目的

とした防災訓練を毎年実施しており、訓練では初動対応の担当班による危機管理
対策本部の立ち上げ、被害情報の収集、被害情報に基づく対応の検討を行った（詳
細については 116 頁参照）。令和元年 12 月に大規模地震の災害を想定した事業
継続計画（BCP）に基づく訓練を、危機管理を専門とする民間企業（株式会社レス
キューナウ）の指導のもと実施した。大学機能の中心を担う事務局各部及び情報
基盤センターを中心とした初動対応チームを立ち上げ、被害状況の確認（職員及
び学生の安否確認、学内被害状況の把握等）、社会状況といった情報を収集の上、
事業継続のための諸課題を執行部へ報告し、対応を検討する机上訓練を実施した
（117 頁参照）。 
 

・「地区消防隊の資質向上訓練」 
地区消防隊の指揮者や消火、避難誘導等の各班長の資質向上のため、平成 28 年

以降、実在のキャンパス内建物における発災を想定した図上訓練を実施し、各地
区の危機管理における課題の抽出及び整理を行った（詳細については 116 頁参
照）。 

 
・研究者及び学生に対する研究倫理教育の実施状況 
■ 研究活動における不正行為防止に関する取組【33-2-1】 
CITI JAPAN プログラムを利用したｅラーニングによる研究倫理教育を継続的 

に実施するとともに、教職員の初任時セミナーや学生の入学時セミナー等を活用
し、研究倫理に関する啓発を行った。科学研究費助成事業説明会においては、教
職員に向けて学術研究にかかる不正行為の防止等に向けた取組について講習を
行い、研究活動における不正行為の再発防止に向け、平成 28 年９月に学術研究
不正行為防止委員会にて「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」に基づ
き整備した規則及び体制に基づきパンフレットを改訂した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



神戸大学 

- 134 - 

Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上 
(4) その他の目標 
 ③ 附属病院に関する目標 

 

中
期
目
標  

【13】安全で質の高い医療の提供と低侵襲医療を中心とした先端的医療の研究・開発を推進する。 
【14】幅広い教養と多様性を受容できる国際性に優れた医療人の養成と地域医療に貢献する。 
【15】医療資源の有効活用や医療コストの削減により、効率的な病院運営を推進し、安定した経営基盤を確立する。 
 
 
 

 

中期計画 
進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

令和元事業年度までの実施状況 令和２及び３事業年度の実施予定 

【13-1】 
 医療の安全・質向上のため、医療従事者に対し医療事故防
止への意識改革と医療安全への意識の高揚を図るととも
に、管理運営体制を強化する。また、他診療機関等との医療
安全に関する連携体制を構築する。 

Ⅲ 

（平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 

・医療従事者に対し医療事故防止への意識改革と医療安全への
意識の高揚を図るために、平成 28 年度から院内死亡事例の全
例把握からオカレンス報告を義務付けた。このことにより死亡
直後に医療の質・安全管理部が死亡状況の確認を行うことが可
能になり、入院経過に疑念を生じるようなケースでは、事例検
証会の開催を医療の質・安全管理部から、各診療科、部署に依
頼し、詳細な検討ができるようになった。また、医療事故防止
のため医療安全・感染･薬剤・医療機器の重要周知事項をまとめ
た「くすのきスクエア」を随時発行し、各部署内の所属職員に
確認した押印又はサインをしてもらうことで、医療安全への意
識の高揚を図っている。 
院内医師に対する意識改革・報告件数を上げるため、全イン

シデント報告における職種別・診療科別内訳を数値化し、報告
するとともに１事象に対し１視野（看護師）からの報告だけで
はなく、医師からの目線での報告が重要である旨、職員必修講
習を始め質・安全マネジャー連絡会議においても周知徹底を図
った。発生したインシデント事象の内容、発生要因と改善策に
ついて、各診療科から選出された医師や各部署の看護師長他が
出席する質・安全マネジャー連絡会議や質・安全講座で周知す
るとともに、病院長、副病院長をはじめ各部門の副責任者他診
療実務担当者が出席する業務連絡会議（毎月１回開催）におい
ても周知を図った。  
インシデント報告件数は平成 27 年度 4,795 件から令和元年

度 5,546 件で 15.6％の増加、うち医師からの報告件数は 335 件
から538件で60.6％の増加、全体に占める割合は7％から9.7％
と 2.7％の増加となっている。 
 

・平成 29 年３月に外部委員３名からなる医療安全監査委員会
を設置、年２回委員会を開催し、附属病院における適正な医療

・インシデントの情報収集や集積
した報告内容の分析・検証につい
て引き続き行うとともに、総合的
質管理委員会が中心となり、院内
の各部署の質改善を進めるととも
に、病院機能評価機構よりサーベ
ーヤーを呼び、外部評価者の視点
で院内の業務改善ポイントを確認
いただき、必要に応じて業務改善
を行う。 
・令和元年11月に配置した医療安
全担当の専従医師により、医療事
故等への対応のさらなる迅速化、
院内医療安全体制の強化を図って
いくとともに、院内規則、マニュア
ルの順守状況をモニタリング、監
督する内部監査システムの設置を
推進し、全職員を対象とした継続
的な教育計画及び教育体制の確立
を図っていく。 
・兵庫県医師会が主催する医療安
全対策事業の企画立案に参画し、
医療安全に関して兵庫県内医療機
関との連携を推進するとともに、
他診療機関で生じた医療事故の調
査、AI撮影等に協力するとともに、
引き続き課題解決型高度医療人材
養成プログラムにおいて近畿圏内
の医療機関に所属する医療関係者
に対して「医療安全管理」に関する
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安全管理体制の確保を図った。平成 30年４月に副病院長、内科
及び外科の医師、医療の質・安全管理部長他からなる「総合的
質管理委員会」を設置、月１回委員会を開催し、医師や看護師
など現場の医療者から発した病院の質改善に向けた提案を拾
い上げ、また、それぞれの部署で行われている質改善活動を援
助、評価する仕組みを始めた。平成 30 年度は、質改善に向けた
３つのワーキングを立ち上げ、質改善活動を行った。 
医療安全管理に係る体制として、平成 29 年度に医療の質・安

全管理部に専従看護師１名、また、医事課医療相談室を患者支
援センターの総合相談部門に統合するとともに、新たに医療ソ
ーシャルワーカー１名を配置し、患者相談に対する対応の強化
を図った。平成 30 年度に医療の質・安全管理部に専従の薬剤師
を１名配置した。また、外国人患者受入れに併せ、当該患者に
対する医療安全管理体制を整備するため、病院長、リスクマネ
ジメント担当副病院長、医療安全管理責任者、医療の質・安全
管理部長他からなる医療安全管理委員会にインターナショナ
ル・メディカル・コミュニケーションセンター長を新たに加え
るとともに、臨床研究中核病院を目指し臨床研究に関する安全
管理担当者を新たに加え医療安全管理体制を強化した。 
平成 29 年度からインシデント報告システム（セーフマスタ

ー）に新たに患者相談報告システム機能を追加し、患者相談窓
口が受けた患者相談内容が、医療の質・安全管理部及び関係診
療科等の質・安全マネジャーにも速やかに報告されることとな
り、医療行為で疑義のある行為への対応が速やかに行えるよう
になった。 
 

・平成 28 年から兵庫県下の医療機関からなる医療事故調査制
度への協力として AI 撮影の実施、病理解剖の実施及び専門委
員として調査委員会に参画し、平成 30年度に神戸赤十字病院、
三菱神戸病院、神戸低侵襲がん医療センター等の副病院長等 12
名に対し、医療安全管理（課題解決型高度医療人材養成プログ
ラム講義科目）の講義を行った。受講者の満足度の平均値は５
段階評価で 4.1、その他項目の平均値は 4.4 であった。 
 

講義及び実習を行い、医療安全管
理体制についての意識向上を図っ
ていく。 

（令和元事業年度の実施状況） 

・インシデント報告の記載だけでは内容が不明なものについて
は、すぐに当該部署の質・安全マネジャーに連絡し、詳細を確
認するなど対応することで、すべてのインシデント報告書が医
療安全管理者の目を通っていることを職員に印象付けるよう
にした。また、毎月のインシデント報告件数、その内容を職種
別、部署別に数値化したものを毎月一回定期的に業務連絡会議
を通して、職員に周知した。令和元年度のインシデント報告件
数は、5,546 件で医師からは 538 件、全体の 9.7％であった。 
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・令和元年５月に病院機能評価機構が実施する病院機能評価受
審準備ワーキングを立ち上げ、受審準備を通じて病院全体の質
改善を進めており、令和元年 11 月には患者向けの説明書・同意
書の統一様式を定め、各科の現行様式を順次統一様式に変更し
た。 
・平成 31 年４月に兵庫県医師会より医療事故調査制度に係る
専門家委員の派遣要請があり、当該診療科（泌尿器科）と調整
し医師１名を派遣した。また、令和元年度は、18 名に対し課題
解決型高度医療人養成プログラム内で医療安全に関する安全
教育を実施した。受講者の満足度の平均値は５段階評価で 4.8、
その他項目の平均値は 4.8 であった。 
 

【13-2】 
 臨床研究を推進するため、専任スタッフ（臨床研究コーデ
ィネーター、データマネージャー、生物統計家等）の戦略的
な配置により、推進体制を拡充整備する。 

Ⅲ 

（平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・臨床研究を推進し、臨床研究管理体制を強化するために、各
年度において以下のとおり、臨床研究推進センターに職員の配
置を行い臨床研究推進・研究管理体制を整備した。 
◇平成 28 年度：プロジェクトマネージャーや企業での臨床開
発経験者等、８名の職員を配置 
◇平成 29 年度：専任の医師、データマネージャーや企業での
臨床開発経験者等、９名の職員を配置 
◇平成 30 年度：専任の臨床研究コーディネーター（CRC）、IT
技術者や企業での臨床開発経験者等、7名の職員を配置 

 
・平成 30 年度に施行された臨床研究法に規定する特定臨床研
究等について、審査意見業務を行うため、臨床研究審査委員会
の設置を厚生労働省に申請し、平成 30年 5 月に認定を受けた。
また、臨床研究法に対応するため、臨床研究推進センターに臨
床研究審査委員会事務局の事務員、CRC 等、新たに 3 名の職員
を配置し、臨床研究管理体制を強化した。 
 

職  種 平成 28 年度当初 平成 30 年度末時点 増員数 

センター長 1 1 0 

開発企画専門家 1 3 2 

知財・特許専門家 0 1 1 

医療機器関連事業担

当者 

0 1 1 

プロジェクトマネジ

ャー 

2 4 2 

・臨床研究推進センターを中心
に、医薬品・医療機器等の開発を推
進するための体制を強化するとと
もに、医療法上の臨床研究中核病
院の承認・維持に必要な研究管理・
推進体制の整備を更にすすめる。
特に、平成 30 年４月に施行された
臨床研究法下の特定臨床研究等に
ついて、管理体制を強化するとと
もに、研究の立ち上げを促進する。 
・令和元年度に AMED「次世代医療
機器連携拠点整備等事業」におい
て採択された「医療機器開発にお
ける “日本型エコシステム”推
進を目指した拠点整備事業」につ
いて、革新的医療機器を持続的に
創出可能な医療機器開発の “日
本型エコシステム”の要となる人
材の育成プログラムを開発・実施
する。 



神戸大学 

- 137 - 

研究事務局支援担当

者 

0 1 1 

安全性情報専門家 0 1 1 

データマネジャー 3 3 0 

モニター 0 1 1 

IT 専門家 0 1 1 

生物統計家 2 2 0 

生物統計補佐 1 2 1 

CRC 15 16 1 

倫理委員会の担当者 6 10 4 

その他（事務職） 6 7 1 

合  計 37 54 17 

*上記表の数値において、期間中（平成 28 年度～平成 30 年
度）に退職した者もいるため、増員数は「臨床研究推進・臨
床研究管理体制強化について」に記載した各年度の配置の合
計数とは一致していない。 
 

上記の取組の結果、支援を受託できる件数が多くなり、研究開
発・臨床研究支援業務受託規程に基づいた課金による受託事業
経費の獲得が促進され、平成 29 年度より、約 1,000 万円の増
収となり、総額 4,825 万円となった（平成 30 年度支援中研究
数 学内：18 件、学外：16 件）。また、多くの特定臨床研究が
立ち上がり、平成 30 年度中に法移行した、本院が代表施設で
ある研究の件数は 33 件と全国有数の実績であった（新規申請
研究 １件、経過措置研究 24 件、努力義務研究数８件）。さら
に、臨床研究審査委員会の設置が厚生労働省に認定され、臨床
研究法の対象となる研究の円滑な法移行が行われた。 
 
・シーズ管理体制を整備するために、平成 28 年度に医学研究科
トランスレーショナルリサーチイノベーションセンターを臨
床研究推進センターの TR・RS 部門に集約した。また、先端医療
機器開発の推進及び業務集約による機能強化等を目的に、平成
29 年４月に医学研究科レギュラトリーサイエンスインキュベ
ーションセンターを臨床研究推進センターに統合し、AMED「国
産医療機器創出促進基盤整備等事業」の促進を図った。具体的
には、臨床研究推進センターの専任スタッフと本学医療関係者
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と連携して、一般講義だけではなく、臨床現場見学を行うなど
実践的な研修を実施し、本事業の活動を推進し、臨床現場にお
いて医療機器開発に携わる企業研究開発者や工学研究者のた
めの教育研修プログラムや、ニーズ情報と開発品シーズ情報を
一元管理する体制に関して、AMED から高い評価を得た。 
 

（令和元事業年度の実施状況） 

・臨床研究推進センターに臨床研究コーディネーター（CRC）、
生物統計家や薬事承認審査機関経験者等、新たに 14 名の職員
を配置し、臨床研究推進・臨床研究管理体制を強化した。 
・臨床研究推進センター内の複数職種チームにおいて、平成 30
年度に実施した臨床研究審査委員会申請前の研究計画書・同意
説明文書等の事前確認に加え、特定臨床研究の該当性や計画・
実施など、特定臨床研究の準備段階からの相談を受けることに
より、特定臨床研究の立ち上げ促進を図った。 
・本院主幹または単独で実施している特定臨床研究を対象に、
同意書の版数等の確認や研究対象者のカルテ登録を行う支援
業務を開始し、特定臨床研究の適切な実施をサポートする体制
を整備した。 
・臨床研究中核病院申請について、６月に仮申請を行ったが、
特定臨床研究論文について、厚生労働省による確認（査定）の
結果、要件を満たしていなかったため、別の特定臨床研究論文
で充足し、Publish（Accept）された特定臨床研究論文を加えて、
10 月に（再）仮申請を行った。令和２年１月に特定臨床研究論
文について、充足する見込みである旨の連絡を受け、令和２年
２月に他要件に関わる規則等を整備し、令和２年３月に厚生労
働省へ本申請を行った。 
・AMED「次世代医療機器連携拠点整備等事業」において、本学
を代表とする「医療機器開発における “日本型エコシステ
ム”推進を目指した拠点整備事業」が採択され、当事業では、
革新的医療機器を持続的に創出可能な医療機器開発の “日本
型エコシステム”の要となる人材の育成プログラムを開発・実
施することを目指している。令和元年度は、エントリーコース
Ⅰとアドバンストコースを開講した。本院の取組は、中間評価
で高く評価され、令和２年度の予算が 80％増になった。 
 

【13-3】 
 低侵襲医療や難治性疾患治療をはじめとする新たな医薬
品・医療機器及び治療技術の開発など、先端的医療の研究・
開発を推進するために、医師主導研究の継続的な実施、高度
な医療の提供、神戸医療産業都市及び地域に位置する学外
機関との産学連携の強化を行う。 

Ⅲ 

（平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・先端的医療の推進の取組として、適応拡大を目的とした、先
進医療Ｂ「リツキシマブ点滴注射後におけるミコフェノール酸
モフェチル経口投与による寛解維持療法 特発性ネフローゼ
症候群」に関して、平成 28 年度には、協力医療機関の追加等を
積極的に行い、全国 27 施設の主管として、同研究を実施した。
平成 29 年度は、有害事象（SAE）報告の管理等を積極的に行っ

・先端的医療の推進の取組とし
て、適応拡大を目的とした、先進医
療B「リツキシマブ点滴注射後にお
けるミコフェノール酸モフェチル
経口投与による寛解維持療法 特
発性ネフローゼ症候群」に関して、
症例登録した患者の経過観察期間
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た結果、平成 30 年７月末時点に 79 症例の登録が完了した。ま
た、症例登録終了を行うための変更申請を厚生労働省へ提出
し、平成 30年 12 月開催の先進医療技術審査部会で承認された。 
 
・医師主導治験の推進の取組として、複数の医師主導治験候補
について、責任医師とコンタクトを取りながら、状況把握に努
めるとともに、それらの中から重点的に推進する候補への絞込
みを進めた。 
◇適応拡大を目的とした、「症候性先天性 CMV 感染症におけ
るバルガンシクロビルの有効性・安全性に関する医師主導治
験」について、平成 28 年度に、診療科と臨床研究推進センタ
ーが共同で開始し、企業との交渉・（独）医薬品医療機器総
合機構（PMDA）の薬事戦略相談の準備を進め、平成 29 年度に
研究計画書のドラフトを作成し、平成 30 年度に PMDA 対面助
言を行った。 

 ◇適応拡大を目的とした、医師主導治験「小児期発症のネフ
ローゼ症候群に対する IDEC-C2B8 の多施設共同二重盲検プラ
セボ対照ランダム化並行群間比較試験（JSKDC10）」について、
主幹施設として平成 30年 1 月に PMDA との事前面談を行い、
企業との契約も終了した。平成 30 年７月に当該医師主導治
験の倫理審査申請を行い、承認を得た後、平成 30 年 10 月に
PMDA に治験届を提出し、本院をはじめ、実施準備の整った医
療機関から順次治験を開始した。 

 ◇適応拡大を目的とした、医師主導治験「小児期発症難治性
ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群を対象としたリツキシ
マブ＋ステロイドパルス療法の多施設共同単群臨床試験
（JSKDC11）」、「エンパグリフロジンのインスリン抵抗症に
対する適応拡大」について、主幹施設として平成 30 年度に
PMDA との対面助言を行った。 

 
・地域に位置する学外機関との産学連携の強化の取組として、
平成 28 年度に、WHO 神戸センターと、認知症とそれによる要介
護状態の予防を目指す統合的な「神戸モデル」構築に向けた共
同研究を開始した。本研究では、神戸市の協力のもと、市民を
対象としたスクリーニング調査とコミュニティにおける認知
症啓発・予防プログラムを通じて、認知症による社会負担の軽
減を目指すもので、平成 29 年度には各施設（本学、神戸医療産
業都市推進機構、神戸学院大学、神戸市役所）で承認された研
究計画に沿ってベースラインデータの収集を進め、平成 30 年
度には収集したベースラインデータをデータベース化し、クリ
ーニング作業(整合性評価、内容確認等)を実施した。 
平成 29 年に開院した国際がん医療・研究センター（ICCRC）

において、神戸医療産業都市内の近隣医療機関が参画するメデ

を経て、データ解析等を行い、総括
報告書を作成する。 
 
・医師主導治験の推進の取組とし
て、協力医療機関や企業等の学外
機関との連絡・調整を密に行い、実
施中の医師主導治験を適正に管
理・推進するとともに、当該期間内
に終了した医師主導治験について
は、統計学的な評価をした後、総括
報告書の作成を進める。また、立ち
上げ準備中の医師主導治験につい
ては、研究資金の確保がなされた
場合、令和２～３年度内の実施に
向けて関連医療機関との調整を行
い、準備を進める。 

 
・国際がん医療・研究センター
（ICCRC）において、共同研究のう
ち手術支援ロボット研究につい
て、販売、術者の教育・養成に向け
たトレーニングセンターの設置、
メンテナンスや医療情報の収集解
析を行うネットワークの形成、さ
らなる新機能や周辺機器の開発と
いった第二段階を目指す。また、バ
イオリソースセンターでは、製薬
会社などのニーズに合わせた生体
試料を既往歴情報と共に集めて管
理し、一般社団法人 BRIH-K（ブリ
ーク）を通じて医療産業都市の研
究機関等へ販売することで、産官
学とが連携した「神戸バイオリソ
ース事業」の促進に貢献する。 
国際医療として、神戸医療産業都
市、本学附属病院インターナショ
ナル・メディカル・コミュニケーシ
ョンセンター（IMCC）及び外国人患
者受入窓口（IPRD）と連携した海外
医療機関との交流、国内の海外患
者検診病院との連携、医療スタッ
フの外国語研修会および入院案内
文書の多言語化等により海外患者
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ィカルクラスター連携推進委員会の臨床研究部会に引き続き
参加し臨床研究の連携を図るとともに、国際医療交流部会（メ
ディカルクラスター連携推進委員会に属する各機関（神戸市立
医療センター中央市民病院や、兵庫県立こども病院など 10 病
院）が連携し、メディカルクラスターにおける国際医療交流の
推進を図ることを目的に設置。）にも引き続き参加し、平成 29
年度に附属病院に様々な国際交流に関わるマネージメントを
行なう部門横断的セクションとして IMCC（International 
Medical Communication Center）を設置し、平成 30年度に ICCRC
内に新たに外国人患者受入窓口（IPRD：International Patient 
Reception Desk）を設置した。海外患者受入推進等にあたり海
外医療機関とも交流を図るため、中国北京展示会への参加、日
中教育交流会医療フォーラム分科会受入、国立台湾大学附属病
院視察、天津市の衛生健康委員会（令和元年７月実施）の受入
を行なった。がんに対する先進的治療として、近隣の医療機関
である放射線施設と共同で金マーカー留置による画像誘導放
射線治療（IGRT）や陽子線治療、前立腺直腸間のハイドロゲル
スペーサー留置等を行うとともに、消化器内科では消化管内視
鏡診察に関わる高度医療を推進し内視鏡的粘膜下層はく離術
（ESD）を行った。さらに、先進的治療・革新的医療機器の開発
として，引き続きリキッドバイオプシー研究、手術支援ロボッ
ト研究、難治性がんプレシジョン治療開発・研究、バイオリソ
ースセンタープロジェクトについて企業との共同研究を行っ
た。 
 

の受入数増加を目指す。 
 

（令和元事業年度の実施状況） 

・適応拡大を目的とした、先進医療 B「リツキシマブ点滴注射
後におけるミコフェノール酸モフェチル経口投与による寛解
維持療法 特発性ネフローゼ症候群」に関して、平成 31 年２月
に臨床研究法への移行を完了した。 
 
・医師主導治験の推進の取組として、以下のとおり実施した。 
◇適応拡大を目的とした、「症候性先天性 CMV 感染症におけ
るバルガンシクロビルの有効性・安全性に関する医師主導治
験」について、当該医師主導治験の倫理委員会申請の準備を
進めた。 
◇適応拡大を目的とした、医師主導治験「小児期発症難治性
ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群を対象としたリツキシ
マブ＋ステロイドパルス療法の多施設共同単群臨床試験
（JSKDC11）」、「エンパグリフロジンのインスリン抵抗症に
対する適応拡大」について、医師主導治験実施に向けて、当
該医師主導治験の倫理審査申請を進めた。 
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・国際がん医療・研究センター（ICCRC）において、神戸市医療
産業都市内のメディカルクラスター連携推進委員会（臨床研究
部会、国際医療交流部会、システム部会、市民向け講演会、地
域医療交流部会、災害時の連携）に引き続き参画し地域の活性
化に貢献した。海外患者の受入にあたり海外医療機関との交流
を図るため、天津市の衛生健康委員会、神戸国際合作交流中心
天津代表の視察受入、海外患者の健康診断後の要検査患者受入
に向けた病院との連携に係る打ち合わせを行なった。がんに対
する先進的外科的治療として、近隣の医療機関と共同で金マー
カー留置による IGRT や陽子線治療、前立腺直腸間のハイドロ
ゲルスペーサー留置等を引き続き行うとともに（実績:金マー
カー留置 171 件、スペーサー留置 156 件）、先進的治療・革新
的医療機器の開発として，引き続き企業との共同研究を行っ
た。医工連携を推進する目的として、医工探索創成センター等
を発展改組し、未来医工学研究開発センターを設置し、ICCRC に
大学院生・医工研究者・企業技術者が Face-to-face で実践教
育・応用研究を目的としたにメディカルデバイス工房を整備し
た。新たに設置したバイオリソースセンターが管理する生体試
料及び臨床情報を創薬（新規医薬品・臨床検査薬）等の研究開
発に生かすため、産官学が連携し「神戸バイオリソース事業」
の促進に向けた一般社団法人 BRIH-K（ブリーク）を設立し、民
間企業との共同研究により生体試料の提供を行った。（実績:共
同研究契約締結１社、秘密保持契約締結３社、他複数社と協議
中） 
 
 

【14-1】 
 大学病院を中心として複数の地域中核病院と連携した教
育環境を整備し、卒前医学教育から、卒後の初期臨床研修、
専門医教育、生涯教育までを通じて、地域においても国際的
にも医療貢献できる医師の教育体制を構築する。 
また、メディカルスタッフの教育に関しても、学部教育か
ら、卒前・卒後の一貫した教育体制を構築する。 

Ⅲ 

（平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・初期臨床研修については、本院では２年間の研修を本院で行
う「一般コース」、関係病院及び本院で各１年ずつ研修を行う
「たすきがけコース」、「小児科医養成コース」、「産婦人科
医養成コース」を設定しており、それぞれのコースにおいて、
質の高い研修内容を担保するため、プログラム見直しのための
ワーキングを平成 28 年１月に立ち上げ、初期研修医が安心し
て研修を行えるよう、プログラムや環境の改善に取り組んでき
た。具体的には、研修プログラムにおいて、各診療科の上級医
による研修医に学んでほしい内容を取り上げた講義を通年で
実施する研修医ミーティングや CVC（中心静脈カテーテル）講
習、総合内科における臨床研修を、本院独自の必修項目として
設定するなど、研修医に将来必要となる医療技術、知識の向上
に取り組むとともに、研修医から選ばれたチーフレジデントと
総合臨床教育センター教員によるチーフミーティングを毎月
行い、研修医から上がった改善や要望や総合臨床教育センター
から研修医に対する情報提供を互いに行うことで、総合臨床教

・令和２年度から改正される初期
研修プログラム制度について、検
証、調整、改善を行うとともに、マ
ッチング率を維持するため、積極
的に病院説明会の参加、開催を行
う。 
・指導医講習会の開催、専門医共
通講習の開催により、指導医の質
担保、向上を行うとともに、新専門
医制度については、引き続き情報
収集、広報活動を行い、各領域プロ
グラム登録者の増加を図る。 
・ポートフォリオ（看護実践過程
リフレクションシート）活用に際
して運用している卒前・卒後の看
護師教育に携わる教育指導者の教
育プログラム及び教育指導能力指



神戸大学 

- 142 - 

育センターとチーフレジデント、チーフレジデントと研修医と
いう意見交換体制を構築した。また、院内外で多くの説明会を
開催・参加し、特に院内では参加した学生が研修医と共に診療
科を回る初期臨床研修体験や、各診療科から指導医が一堂に集
まり、各診療科での研修について学生に説明する神戸大学病院
ナビを行うなど、学生が直接現場を見聞きできるよう工夫を重
ね、減少傾向にあった初期研修医採用試験受験者数が徐々に増
加に転じ（平成 28 年度：178 名、平成 29 年度：213 名、平成 30
年度：217 名）、マッチング率も年々上昇する（平成 28 年度：
74.3％、平成 29 年度：94.4％、平成 30 年度：98.6％）など、
研修修了後の県下各関係病院の医師確保に貢献した。 
 
・臨床指導医（臨床研修７年目以上の医師を対象とし、プライ
マリケアの指導方法等を習得した医師）の養成を目的とした指
導医講習会を開催し、本院及び関係病院から多くの医師が受講
し、臨床指導医資格を取得した(平成 28 年度 49 名、平成 29 年
度 40 名、平成 30 年度 39 名)。このことにより、臨床研修の質
の向上・担保、プログラム等の改善等の総合臨床教育センター
を中心とした細やかなサポートを行うことができ、初期研修医
増加につながった。平成 30 年度から新専門医制度が開始し、ウ
ェブサイトによる情報提供、民間の説明会への参加など、領域
別専門医の 18 ある基本領域で設定した大学病院の特徴を生か
した質の高いプログラムについての広報を行った。平成 30 年
度は専門医の取得・更新に必要な共通講習(感染対策（受講者 51
名）、医療安全（受講者 28 名）)を開催し、専門医の取得・更
新を行うことで、レベルの高い医師を養成した。指導医講習会、
共通講習の実施により、本院だけでなく、関係病院の専門医及
び研修環境づくりをサポートし、たすきがけコース１年目の中
核病院における臨床研修、２年目の地域研修において、質の高
い研修が担保できるよう貢献した。 
 
・様々な分野（４分野）において、臨床修練外国医師を受け入
れる（平成 28 年度：２名、平成 29 年度：５名、平成 30 年度：
３名）ことにより、海外の医師への高度な医療技術教授を行う
など、各外国医師が本院で得た高度な医療技術を自国に持ち帰
ることで国際的な医療技術の向上につながる貢献を行った。さ
らに、医学生、研修医を含む医師を対象とする大リーガー医プ
ロジェクトとして、海外の著名な医師を招へいし、英語による
講義、討論を行うことで国際的な医療知識を学ぶ機会を設け
た。 
 
・看護実践能力を有した高度な看護師の育成に向け、卒前・卒
後の一貫した教育体制の充実を図ることを目指し、臨床実習体

標の見直しを行い再構築を行う。 
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制の整備として人事交流及びポートフォリオについて取り組
んだ。臨地講師の臨床教育力向上を目的に平成 28 年度から附
属病院と医学部保健学科の間で毎年、数人の人事交流を行うと
ともに、保健学科で使用しているポートフォリオ（看護実践過
程リフレクションシート）を附属病院の全新人看護師を対象に
看護技術の集合教育（採血など）において試用し、卒後新人教
育においても使用できる記録用紙であると評価した上で、平成
30 年度から採用者に配布する「新人教育ファイル」に加えた。
また、ポートフォリオを活用するためには、指導者が指導場面
での活用方法について理解しておく必要があることから、平成
30 年度に臨地講師を対象に新人看護師用ポートフォリオ（看護
実践過程リフレクションシート）の活用に関する研修会を開催
した。実施後の臨地講師へのアンケートでは、「ポートフォリ
オを活用することで学生・指導者相互の理解が深まる」という
評価が約７割得られた。 
 
 

（令和元事業年度の実施状況） 

・令和元年度から関連病院実習の授業について、２単位・４週
から４単位・８週に拡大するとともに、幅広い症候・手技を学
習させるため、全実習期間（８週）に同一診療科で実習するこ
とは原則認めないこととした。また、実習先においても内科だ
けでなく外科も最大４週選択できるようにした。令和元年度
は、関連病院実習指導医講習会を本学（参加者 47 名）、加古川
中央市民病院（参加者 24 名）で実施した。 
令和２年度から初期研修の必修項目が増えることから、各診

療科との調整を行い、また、研修医が 1年目に選択科目を選べ
る等の工夫を行う等、新専門医制度に向けての進路を選びやす
くするプログラムを策定した。 
 新専門医制度における共通講習として、感染対策（受講者 45
名）、医療安全（受講者 32 名）、医療倫理（受講者 28 名）を
開催し、専門医の申請、更新に必要な単位を取得した。院外医
師が同講習を受講することで、地域の医療機関の医療の質を担
保・向上に貢献した。 
 

・新人看護職員研修ファイルにポートフォリオをファイリング
し、附属病院が必要に応じて活用できるようにした。ポートフ
ォリオ活用に際しては、現在、運用している卒前・卒後の看護
師教育に携わる教育指導者の教育プログラム及び教育指導能
力の指標のうち、主に教育指導者の能力の指標の見直しを行っ
た。 
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【14-2】 
 地域医療機関と本学の地域医療活性化センターの連携を
強化し、在宅介護・福祉・保健活動等の地域医療教育の内容
を充実させ、地域で活動できる医療人を育成するとともに、
地域医療機関等において再教育・指導も行う。また、地域に
おける災害救急医療においても貢献する。 

Ⅲ 

（平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・地域医療活性化センターでは、兵庫県地域医療支援センター
の一部の機能も担っており、地域医療機関等との連携が欠かせ
ないため、現場のニーズを聞きながら、以下のような各種セミ
ナーや育成プログラムの見直しを継続的に行ったことにより、
兵庫県養成医の育成体制を強化した。 
 
・県域が広く多様な兵庫県において地域医療の担い手医師の育
成のため、兵庫県養成医の育成体制を整備し、医学生が地域医
療への意欲と使命感を育むことを狙って、地域個別の問題やニ
ーズ、先進事例を全学年の医学生が地域の現場で体験・実習す
る機会を設けた。主な講習会名等は以下のとおり。 

 「地域医療体験ツアー（１年生対象：平成 29～30 年
度の参加者数 38 名）」  

 「地域医療先進地域見学ツアー（主に２、３生対象：
平成 29～30 年度の参加者数 16 名）」  

 「地域医療健康講話ツアー（主に４、５年生対象：平
成 29～30 年度の参加者数 43 名）」  

 「地域医療現場実習の夏季セミナー（全学年対象：平
成 29～30 年度の参加者数 140 名」 

  
・地域の医療機関等の意見に基づいて、地域で医療活動に従事
する医師に対して先進的医療の知識や技能向上機会を提供し、
キャリア形成支援を行うことを目的に、技術研修会を実施し
た。主な技術研修会名等は以下のとおり。 

 「超音波ハンズオンセミナー（平成 29～30 年度の受
講者数 87 名）」 

 「摂食嚥下口腔ケアセミナー（平成 29～30 年度の受
講者数 61 名）」 

 「上部消化器内視鏡シミュレータ講習会（平成 29～30
年度の受講者数 15 名）」 

 「侵襲的手技ブラッシュアップセミナー（平成 29～30
年度の受講者数 23 名）」 

 
・兵庫県下で地域包括ケアシステム（各地域の医療・介護・予
防・生活支援・住居をつなぐ継続的で包括的なネットワーク）
の構築を促すために「神戸在宅医療塾」を開催した。「神戸在
宅医療塾」には、兵庫県をはじめ各自治体等の介護・福祉・保
健活動従事者が参加しており、意見交換を行った。主な開催テ
ーマ等は以下のとおり。 
 「医療介護サポートセンターをよく知ろう ～円滑な

在宅での医療のために～（平成 29 年度実施、234 名受
講）」 

・地域医療機関と連携し、地域医
療現場の声を反映して、兵庫県養
成医育成プログラムや先進的技術
研修会等を実施するとともに、地
域医療に対する意識の醸成をより
向上させるプログラムを実施す
る。また、兵庫県をはじめとする自
治体等からの期待や要請に基づ
き、救急医療体制を強化するとと
もに、災害医療に携わる人材育成
として兵庫県災害医療ロジスティ
クス研修会等を提供する。 
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 「在宅医療における神経疾患（平成 29 年度実施、101
名受講）」 

 「在宅医療における運動器疾患（平成 30 年度実施、43
名受講）」 

 「在宅看取り、平成 30 年度診療報酬改定 基本診療と
在宅診療（平成 30 年度実施、58 名受講）」 

 「認知症（平成 30 年度実施、71 名受講）」 
 

・地域医療の担い手となる若手医師は、卒後の一定期間を様々
なステージ（医療機関と経験内容）を循環して経験することで
高い個別性を持つ地域医療の現場で様々な状況に対応できる
能力と意欲を培う。それら先駆者の経験と実際を伝える場とし
て「地域医療の楽しさ、おもしろさ」をテーマに「地域医療エ
キスパートセミナー」を開催した（平成 28～30 年度の受講者
数：396 名）。 
 
・兵庫県下の災害救急医療に携わる地域人材を育成するため、
「兵庫県災害医療ロジスティクス研修会（平成 29～30 年度の
受講者数 132 名）」を実施した。また、平成 29 年７月に、南海
トラフの地震を想定した内閣府計画大規模地震時医療活動訓
練を行った。神戸圏域の DMAT 活動拠点本部として、北海道から
沖縄までの全国 13 チームの DMAT を受け入れ、重症患者の広域
搬送訓練を行い、神戸市消防局や地域の民間救急システム会社
も参画し、様々な医療活動訓練を行い、この大規模訓練と同時
に、附属病院の災害訓練として、病院長や災害対策室長をはじ
め、多くの関係者の参加のもと、院内災害対策本部活動、院内
情報伝達、トリアージエリアの設置とともに、模擬患者による
重症患者の受け入れや診療訓練等を行った。 
 

（令和元事業年度の実施状況） 

・地域医療の担い手医師を育成することを目的に、「地域医療
体験ツアー（参加者 23 名）」、「地域医療先進地域見学ツアー
（参加者 5名）」、「地域医療健康講話ツアー（参加者 15 名）」、
「地域医療現場実習の夏季セミナー（参加者 119 名）」を実施
した。 
 
・地域の医療機関等の意見に基づいて、地域で医療活動に従事
する医師に対して先進的医療の知識や技能向上機会を提供し、
キャリア形成支援を行うことを目的に、技術研修会を実施し
た。主な技術研修会名等は以下のとおり。 
「超音波ハンズオンセミナー（33 名受講）」、 「摂食嚥下口
腔ケアセミナー（57 名受講）」、「上部消化器内視鏡シミュレ
ータ講習会（9名受講）」、「侵襲的手技ブラッシュアップセミ
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ナー（12 名受講）」 
 
・兵庫県下で地域包括ケアシステム（各地域の医療・介護・予
防・生活支援・住居をつなぐ継続的で包括的なネットワーク）
の構築を促すために「神戸在宅医療塾」を開催した。主な開催
テーマ等は以下のとおり。 
「緩和ケア（57 名受講）」、「摂食・嚥下（65 名受講）」「小
児在宅医療（48 名受講）」、「感染症（28 名受講）」。 
 
・地域医療の第一線で活躍する認定専門医を講師として招き、
同人の経験と実際を伝える場として「地域医療エキスパートセ
ミナー」を開催し、医師及び地域医療行政関係者など学内外か
ら 31 名が参加した。また、兵庫県下の災害救急医療に携わる地
域人材を育成するため、「兵庫県災害医療ロジスティクス研修
会（66 名受講）」を実施した。兵庫県災害医療センター及び兵
庫県との共催で、大規模災害時に被災地に入る医療支援チーム
の活動を支えるべく、県内の災害医療ロジスティクス能力を充
実させる研修会を実施した。 
 兵庫県の災害医療体制とロジスティクスの基本を講義で学
び、「通信/記録」「広域災害救急医療情報システム(EMIS)」「本
部立ち上げ」を実習から体得し、災害発生時の県内の医療活動
支援体制を強化した。 
 
・兵庫県における救急医療体制の強化に資するため、大学病院
として先進的な医療を展開する中で重篤な併存疾患をもつ症
例の救急搬送を多く受け入れる体制を整備し、令和元年 7月に
兵庫県から救命救急センターの指定を受けた。具体的には、多
数の専門家を有する大学病院の特徴を活かし、総合内科と救命
救急科を中心に内科及び外科系診療科の医師が合同で同セン
ターを運営することで、診療科を横断した連携・協力体制を強
化した。新規の救急患者受入による稼動増を目指すとともに、
新たに救命救急入院料の算定を目指すべく継続してワーキン
グで検討し、人的・施設的な必要条件や救急診療体制等の状況
を確認した。 
 

【14-3】 
 チーム医療向上のために多職種が連携した研修（災害・救
急医療、感染症医療、周産期医療、高齢者医療、がん医療等）
を充実させ、医師、看護師、薬剤師、各種技師等を参加させ
る。 Ⅲ 

（平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 

・兵庫県民の安全を確保するための医療のさらなる質の向上と
推進を目的として、院内及び広く院外の参加者も募り、救急救
命・新生児蘇生・産科急変・災害医療に対応する講習会開講し、
県内の医師ならびに看護師・技師を含む多職種メディカルスタ
ッフや消防局の救急隊員などが参加した。 
各講習会の開催は次のとおり。 
「BLS（一次救命措置）（平成 29～30 年度の受講者数 395 名）」、

・救急対応には、病院所属の複数
のメディカルスタッフの有機的な
連携に加えて、地域の消防局や救
急救命士との連携を図るため、救
急対応、災害対応、新生児及び産科
急変対応研修を中心に実施する。 
・令和２年度購入予定の高機能的
なシミュレーターを使用して、各
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「ICLS（心停止蘇生）（平成 29～30 年度の受講者数 333 名）」、
「JMECC（内科救急患者対応）（平成 29～30 年度の受講者数 187
名）」、「ISLS（神経蘇生）（平成 29～30 年度の受講者数 176
名）」、「NCPR（新生児心肺蘇生）（平成 29～30 年度の受講者
数 153 名）」、「救急隊員のための周産期病院前救護産科コー
ス（平成 29～30 年度の受講者数 94 名）」、「PC3（妊産婦の救
命措置）（平成 29～30 年度の受講者数 128 名）」、「兵庫県災
害医療ロジスティクス研修（平成 29～30 年度の受講者数 132
名）」、「BLSO（産科救命措置）」、「ALSO（産科蘇生措置）」、
「J-MELS（母体救命）」 
 
・兵庫県内において多職種が連携したチーム医療向上を目指
し、医療機関に従事する中堅メディカルスタッフ（看護師、助
産師、薬剤師、臨床検査技師、臨床工学技士等）の専門性を高
めるために、「神戸大学エキスパートメディカルスタッフ育成
プログラム」として、以下のコースを提供した。平成 30 年度に
は、以下の１）～５）のコースに加えて、６）排泄医療コース
を新たに開講した。 
1)災害・救急医療コース： 

・災害・救急医療エキスパート育成コース（平成 29～30 年
度の受講者数 132 名） 

・神戸大学院内メディカルラリー（平成 29～30 年度の受講
者数 167 名） 

 2)感染症医療コース： 
・感染制御エキスパート臨床検査技師育成コース（平成 29
～30 年度の受講者数２名） 

・内視鏡感染制御エキスパートコース（平成 29～30 年度の
受講者数２名） 

・感染制御エキスパート薬剤師育成コース（平成 29～30 年
度の受講者数３名） 

・感染対策地域支援研修（平成 29～30 年度の受講者数 202
名） 

 3)周産期医療コース： 
・ハイリスク妊娠管理エキスパート助産師ベーシックコー
ス（平成 29～30 年度の受講者数３名） 

4)高齢者医療コース 
・認知障害・在宅医療ケアエキスパート育成コース（平成
29～30 年度の受講者数 11 名） 

 5)がん医療コース 
・免疫染色エキスパート臨床検査技師育成コース（平成 29
～30 年度の受講者数２名） 

・がん低侵襲治療エキスパート看護師育成コース（平成 29
～30 年度の受講者数名） 

種救急講習会等の内容を充実させ
る。 
・令和２年度に、医師の働き方改
革への対応の一環等として、院内
外の看護師を対象に看護師の特定
行為研修を行う指定研修機関とな
ることを目指す。 
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・白血病診断エキスパート臨床検査技師育成コース（平成
29～30 年度の受講者数３名） 

 6）排泄医療コース 
・ストーマケア基礎研修（平成 30 年度の受講者数 21 名） 
・下部尿路機能障害ケア研修（平成 30 年度の受講者数 60
名） 

 
 

（令和元事業年度の実施状況） 

・医療のさらなる質の向上と推進を目的として、院内及び広く
院外の参加者も募り、救急救命・新生児蘇生・産科急変・災害
医療に対応する講習会開講し、県内の医師ならびに看護師・技
師を含む多職種メディカルスタッフや消防局の救急隊員など
が参加した。 
各講習会の開催は次のとおり。 
「BLS（一次救命措置）（受講者数 148 名）」 、「ICLS（心停
止蘇生）（受講者数 249 名）」 、「 ICLS-WS（指導者養成）
1回（受講者数 33 名）」「JMECC（内科救急患者対応）（受講者
数 55 名）」 、「ISLS（神経蘇生）（受講者数 116 名）」 、
「ISLS-WS（指導者養成）（受講者数 13 名）」、「NCPR（新生
児心肺蘇生）（受講者数 72 名）」 、「救急士のための周産期
病院前救護産科コース（受講者数 40 名）」 、「PC3（妊産婦の
救命措置）（受講者数 70 名）」 、「兵庫県災害医療ロジステ
ィクス研修（受講者数 66 名）」 、「BLSO（産科救命措置）（受
講者数 58 名）」、「ALSO（産科蘇生措置）（受講者数 58 名）」、
「J-MELS（母体救命）（受講者数 62 名）」 
 

・兵庫県内において多職種が連携したチーム医療向上を目指
し、医療機関に従事する中堅メディカルスタッフ（看護師、助
産師、薬剤師、臨床検査技師、臨床工学技士等）の専門性を高
めるために、「神戸大学エキスパートメディカルスタッフ育成
プログラム」として、以下のコースを提供した。令和元年度に
は、７）栄養医療コース、８）看護医療コースを新たに開講し
た。 
1)災害・救急医療コース 

  ・災害・救急医療エキスパート育成コース（受講者数４名） 
  ・災害・救急医療コースフォーラム（受講者数 55 名) 
  ・神戸大学院内メディカルラリー（新型コロナウイルスの

影響により開催中止） 
 2)感染症医療コース 
  ・感染制御エキスパート臨床検査技師育成コース（受講者

数３名） 
  ・内視鏡感染制御エキスパートコース（受講者数１名） 
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  ・感染制御エキスパート薬剤師育成コース（受講者数１名） 
  ・感染対策地域支援研修 （受講者数 52 名） 
 3)周産期医療コース 
  ・周産期医療コースフォーラム（受講者数 198 名） 

・周産期医療コースフォーラム「助産師に求められるウィ
メンズヘルス」（受講者数 94 名） 

4)高齢者医療コース   

  ・認知障害・在宅医療ケアエキスパート育成コース（受講
者数６名） 

 5)がん医療コース 
  ・免疫染色エキスパート臨床検査技師育成コース（受講者

数１名） 
  ・白血病診断エキスパート臨床検査技師育成コース（受講

者数２名） 
 6）排泄医療コース 
  ・ストーマケア基礎研修（受講者数 19 名） 
  ・下部尿路機能障害ケア研修（新型コロナウイルスの影響

により開催中止） 
 
･ 以下のコースを令和元年度より新たに開催した。 
 7）栄養医療コース 
  ・兵庫 NST 合同研修プログラム（受講者数 85 名） 
 8）看護医療コース 
  〇教育指導者コース 
  ・学び直しのリフレクション（受講者数 43 名） 
  ・学会発表報告会（受講者数 73 名） 
 

【15-1】 
 管理会計システムの利用による収支状況の分析に基づ
き、収支改善に向けた対応策を迅速かつ柔軟に検討・実践
し、経営基盤を強化することにより、収支均衡の下での安定
的で、費用対効果を指標とした効率的な病院経営を行う。 

Ⅲ 

（平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 

平成 28 年度から国立大学法人向け管理会計システム（HOMAS2）
を用いて他大学とのベンチマークを行い、分析結果を評価指標
として、収支改善に向けた対応策を実施し、経営基盤を強化す
ることにより、費用対効果を指標とした効率的な病院経営を行
った。 
・外来検査実施の推進による収支改善 
管理会計システムを活用し、診療区分毎の出来高換算額単価の
推移を全国立大学病院平均及び同規模国立大学病院との差を
可視化し、病院長ヒアリングにおいて、診療科別の各大学の外
来検査実施率を配付することで、外来検査の実施比率の改善を
促した。特に放射線検査については、PET 検査の外来実施によ
る費用対効果を算出し運営審議会で報告、診療科別の外来検査
実施率を運営審議会で毎月報告を行うとともに、放射線部の外
来検査枠の見直しや放射線部受付人員の増員などを行うこと

・地域の医療需要の分析や将来推
計を行うことにより、病院長の下
で本学医学部附属病院の事業計画
等を推進する組織として設置した
情報分析推進室において、兵庫県
からの受託事業により特命教員を
増員し、地域医療政策に資する分
析を行うとともに、地域における
大学病院の位置付けを把握するこ
とにより、今後の経営計画策定に
反映する。 
・各診療科・部門等に新入院患者
数、平均在院日数、手術件数、逆紹
介率等の重要業績評価指標（KPI）
を設定し、病院長ヒアリングにお



神戸大学 

- 150 - 

により外来検査実施体制を整え、外来検査実施を促進した。 
・在院日数縮減による効率化（入院単価増・安定的で効率的な
病院経営） 
DPC 医療機関別係数のうち、医療機関が担うべき役割や機能

を評価する係数である機能評価係数Ⅱの全国立大学比較及び
兵庫県内比較を厚生労働省の公開データを用いて行った。特に
平均在院日数の短縮により評価される効率性係数について、本
学の現状把握を行った上で、管理会計システムを用いて診療科
別・疾患（DPC コード）別に分析し、平均在院日数・DPCⅡ日以
内退院率を主な評価指標とし、全国平均と乖離率の高い疾患に
ついて他大学とのベンチマークを行った。 
診療科毎に全国の DPC 対象病院の平均（Ⅱ日日数）から乖離

率の高い疾患を分析し、特に改善すべき DPC コードの診療区分
毎の出来高換算額単価の推移を入院経過日数毎に、全国立大学
病院平均及び同規模国立大学病院との差を可視化することで、
在院日数が長くなる要因の 1つである術前・術後日数の見直し
など、具体的な改善ポイントを診療科に提示した。また、外来
診療を含めた病院全体の取組として、手術前日入院の推奨、外
来での麻酔科術前診察、外来での検査実施等を病院長指示によ
り院内通知を行い、効率的な診療体制を整備した。加えて、診
療科の病床配分を検討する病床マネジメント室において、
DPCⅡ期以内退院率を判断基準に追加し、効率的な病床運用に
活用し、稼働率を維持しながら新入院患者数を増加させること
で在院日数短縮に寄与した。 
さらに、別々の場所に設置されていた入院センター（入院支

援）と患者支援センター（退院支援）を統合、平成 30 年 5 月に
新たに患者支援センター入退院支援窓口を開設し、社会福祉士
（MSW）の人員増・常勤化に取組み、入院早期から退院困難な要
因を有する患者をいち早く抽出し、転院先の選定等退院調整の
強化や在宅復帰に向けた退院支援を行う等、在院日数縮減を含
めた機能拡充を図った。こうした患者支援機能強化により、平
成 30 年 8 月には「入退院支援加算」における最上位の施設基準
を取得し、前年度と比較して約 3,000 千円増収した。 
・重症度、医療・看護必要度の向上 
 重症度、医療・看護必要度（以下「看護必要度」という。）
について、管理会計システムを用いて診療科毎に症例数の多い
DPC コード別に全国立大学病院の平均値を算出した上で、平均
値からの乖離率の高い疾患を提示し、手術前日入院の推奨等改
善ポイントを明確に診療科に提示した。また、電子カルテ端末
の電子掲示板に病棟別・日別の重症度、医療・看護必要度の集
計結果を速報値として掲示する機能を追加し、日々更新される
データを院内で共有を図り、診療科や病棟が自科の状況を把握
しやすい環境を整備した。さらに、医事課、看護部と共同で重

いて確認を行うこと等により、病
院運営基盤のためのマネジメント
機能充実を図る。 
・引き続き、病院の経営状況把握
に資するため、国立大学法人向け
管理会計システム(HOMAS2)を利用
して、診療科別・疾病別の収支デー
タを用いた大学間比較分析を症例
数の多い DPC コード等を中心に行
い、改善すべき点について精査・検
討を行う。 
・また、過去の投資案件の費用対
効果について引き続き検証を行
う。検証結果が思わしくない案件
については、１年間の検証期間を
超えて継続的にフォローアップを
行う。 
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症度、医療・看護必要度に関する講習会を開催し、下位基準に
落とした場合の病院収益への影響額及び具体的な対応方法等
の院内周知を行った。 
・集中治療室の改修による収支改善 
特定集中治療室管理料の上位基準を満たすためには、ICU 室の
面積拡張が必要であると同時に ICU 室数を４室減少させる必要
があったことから、ワーキンググループのもと管理会計システ
ムを活用し、上位加算算定による増収見込み、室数減による減
収見込み、ICU から HCU への用途変更に伴う減収見込みを分析
するとともに、改修工事に必要な工事費用や電子カルテ設定変
更費用等の投資額を算出し「費用対効果」に基づく収支分析を
実施した。また、組織面においては看護の配置を見直すことで
実施体制を整備し、平成 30 年 1 月から特定集中治療室管理料
の上位算定を開始し病院全体の収支改善につなげた。 
・収支状況の分析・改善に向けた取組 
 病院長ヒアリングにおいて、病院全体の経営計画に基づき、
年次で各診療科の収支状況を報告していたが、平成 30 年 12 月
からは新たに月次で作成し、各診療科へ報告することとした。
各診療科での収支バランスを月次で詳細に分析し、稼働状況が
低い診療科においては、臨時の病院長ヒアリングにより実態把
握を行い、前年同時期との比較や年間目標に対する達成度合、
達成見込を検証した。各診療科の収支状況を継続して分析する
ことは、それぞれの特性や今後の対応策の検討に向けたデータ
蓄積につながり、経営基盤の強化に寄与した。 
・収支状況の分析・費用対効果 
平成 30 年度における国際がん医療・研究センター（ICCRC）で
の診療科新設の際には、HOMAS2 データを用い手術術式毎の診療
報酬請求額、医薬品・材料比率を算出し、ICCRC における収益･
費用の増加見込額及び手術移行に伴う本院における収益・費用
の減少見込額の分析を行うことで、人的・物的投資の決定を管
理会計的手法に基づき適切に判断するとともに、費用対効果を
指標とした両院で最適となる計画を作成した。 
・投資の効率化に向けた取組 
 設備等への投資の稼働状況を導入後一定期間（６ヶ月間及び
１年間）継続して分析し、当初計画どおりの費用対効果を得ら
れない案件については、病院長ヒアリングにおいて各部署に改
善を促した。併せて平成 29 年度からは「国立大学病院資料（編
成：国立大学附属病院長会議データベース委員会）」を分析し
「神戸大学病院データ資料集」を作成した。平成 30年度からは
国立大学附属病院長会議提供の病院セグメント貸借対照表の
分析を加え、本院資産の老朽化度及び回転率を全国比較した。
本資料を病院経営会議等で報告することで、今後の投資方針を
確認した。限られた経営資源を有効活用するという点におい
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て、経営基盤の強化につながった。 
・上記の取組により、中期計画期間の前半３年間において、効
率的な病院運営を推進し、安定した経営基盤の確立に向けて着
実に推移した。 
・精神科病棟を除く一般病棟における平均在院日数： 
 平成 28 年度 16.1 日→平成 29 年度 15.6 日→平成 30 年度
14.7 日 
・Ⅱ期以内退院率：平成 28 年度 53.2％→平成 29 年度 55.1％ 
 ※平成 30 年度は診療報酬改定年度であり、算定ルールやⅡ
日日数の基準が変更しているため、記載なし 
・入院診療単価：平成 28 年度 76,584 円→平成 29 年度 79,484
円→平成 30 年度 81,220 円 
・外来診療単価：平成 28 年度 16,714 円→平成 29 年度 17,760
円→平成 30 年度 18,792 円 
・外来検査の増収額：平成 28 年度 約 57,000 千円→平成 29 年
度 約 54,000 千円→平成 30 年度 約 112,000 千円 
・画像診断の増収額：平成 28 年度 約 38,000 千円→平成 29 年
度 約 60,000 千円→平成 30 年度 約 162,000 千円 

 

（令和元事業年度の実施状況） 

・平成 30 年度病院長ヒアリングにおいて、HOMAS2 を用いて診
療科別・疾患別に平均在院日数、DPCⅡ期以内退院率、重症度、
医療・看護必要度等（以下、「看護必要度」という。）のデー
タの他大学ベンチマーク結果を提示し、全国立大学の平均と乖
離率の高い疾患について、手術前日入院の推奨や術前検査の外
来実施等具体的な改善ポイントの提案を行った。在院日数が全
国立大学の平均より長く、看護必要度が低い DPC コードについ
て、入院経過日数毎の医療資源投入額等を比較し、医療資源最
投入比率が国立大学平均の入院経過日数より遅い DPC 分類につ
いて検証を行い、外科系診療科において、月曜日に予定手術を
行う患者が金曜日に入院することが、在院日数を長くする要因
の１つであることを報告した。経営担当副病院長を WG 長とし
て、関係各部署（手術部、看護部、診療科、事務部等）による
「手術前日入院に係る WG」を設置し、手術前日の日曜日に入院
を行い在院日数の適正化を図るため、病棟の受入体制の確認、
入院中に行っていた手術前の麻酔科診察の外来実施の促進、入
院センターで外来受診時に入院に関する説明を実施、院内周知
等の取組みを令和元年度も継続して行った結果、月曜日予定手
術患者の日曜日入院比率は、平成 30 年度 2.3％から、令和元年
度累計で、6.1％と 3.8 ポイント改善した。また、全体の手術当
日・前日入院率は、65.1％から 72.2％と 7.1 ポイント上昇した。 
 上記の取組により、附属病院について平成 30 年度と比較し
て、平均在院日数は 14.8 日から 14.0 日と 0.8 日短縮してい



神戸大学 

- 153 - 

る。診療単価は 81,220 円から 83,613 円と 2,393 円増加した。 
 また、「重要業績評価指標（KPI）」による経営改善の状況の
把握・管理を図ることを企画し、例年３～４月頃に実施してい
た病院長ヒアリングを９月～12 月に開催し、診療科及び各中央
診療部門にヒアリングを行った上で令和２年度の目標設定を
依頼した。本年度は各部門より提出された目標値を毎月集計
し、業績管理を行う方法を確立させ、令和２年度より実施する
ための準備を行った。重要業績評価指標（KPI）には「共通指標」
と「診療科個別指標」の２つを設定しているが、病院全体の共
通指標は、経営計画において、在院日数を削減しつつ稼働率を
微減に留め、手術件数を増加し、外来患者数も一定程度の増に
留める計画としていることから、「新入院患者数」、「平均在
院日数」、「手術件数（外科系診療科のみ）」、「逆紹介率」
とし、診療科個別指標を各診療科において設定することを指示
した。個別指標設定に当たって、HOMAS2 の原価計算機能を用い
て前年度実績における DPC 毎・術式毎の収支状況や平均在院日
数の差について全国立大学平均値とベンチマークを行い、収益
性の高い術式等の費用対効果を可視化し、目標設定の際の参考
データとして提示した。併せて、平均在院日数の短縮や看護必
要度の向上に影響を与える項目について改善が必要な診療科
については、個別にヒアリングを行った。 
・看護必要度は入院基本料の施設基準の要件の一つであり、特
定機能病院においては、一般病床に入院する患者のうち基準を
満たす患者割合は 28％以上必要であるが、平成 30 年 11 月以降
数値が低下傾向を示しており看護必要度向上のための対策が
必要となった。入院収益を確保するためには当該基準値維持が
不可欠であり、HOMAS2 を用いて他大学とのベンチマークを行
い、分析結果を当院の改善ポイント（在院日数の縮減、処置オ
ーダーの入力の促進、外泊の削減等）として提示し、看護必要
度 WG において手術前日入院の推奨等の検討を行い、病院の方
針として院内周知を図った。また、電子カルテ端末の電子掲示
板に病棟別・日別の看護必要度の集計結果を速報値として掲示
する機能を追加し、日々更新されるデータの院内共有を図り、
診療科や病棟が自科の状況を把握しやすい環境を整備した。さ
らに、事務部・看護部共同で看護必要度に関する講習会を４月
に開催し、下位基準に落とした場合の病院収益への影響額及び
具体的な対応方法等の院内周知を行った。 
 上記の取組みにより、平成 30 年度において３ヶ月平均値で
最も低下した平成 30 年１月の 28.0％と比較して、令和元年度
第４四半期の平均値では 32.7％と 4.7 ポイント改善した。ま
た、令和２年度診療報酬改定では、基準値引き上げが予想され
ているため、更なる向上に向けて、継続して取り組んだ。令和
元年９月頃より、項目別に対応が不十分な事項を抽出・分析を
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行った。分析結果をもとに、看護必要度 WG において対策を検討
した。医師、看護師に電子カルテへのオーダー・実施入力の徹
底を依頼するとともに、薬剤部の協力を得て、対象薬判定用マ
スタの更新を行い、医療情報部において看護必要度判定ツール
の改修を行う等、関係部署の対応により、第４四半期の平均値
で前年同期と比較して、3.7 ポイント高い 32.7％となった。令
和元年度の累計では前年度と比較して、1.2 ポイント改善し
30.3％となった。 
 令和２年２月からは、令和２年度４月の診療報酬改定に伴
う、評価方法の変更及び評価基準の引き上げ・評価項目の追加・
変更が厚生労働省より通知されており、新基準でのシミュレー
ションを行い、シミュレーション結果に基づく対応策を院内周
知する等、新年度に向けた対応を強化した。 
・前年度に引き続き、過去に了承された投資案件について、導
入後一定期間（半年間及び１年間）が経過した時点での費用対
効果の検証を行い、病院経営企画室会議への報告を行った（令
和元年 11 月、12 月開催）。検証方法としては、導入前後の一
定期間の収益増分の確認を行い、高い評価結果であることが確
認できていることから、「投資の判断」に対する評価は十分で
きているといえる。また、評価結果が思わしくない案件につい
ては、引き続きフォローアップを継続する。 

 
【15-2】 
 診療材料・医薬品の効率的な管理体制を強化するととも
に、診療材料の損失割合を 0.5％以下、医薬品の損失割合を
0.16％以下とする。 

Ⅲ 

（平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 

・診療材料の消費状況を確認できるシステムを構築するため
に、平成 28年度から消費データの集積を継続的に実施し、蓄積
したデータを基に損失材料の発生部署、発生原因等を分析する
とともに、損失数量が多い診療材料について、順次切替の検討
を行った。また、定期的に各部署に配置されている材料等の定
数調整をおこない、適正在庫となるよう努めるとともに、医療
材料等専門委員会や院内会議で各部署の損失金額を報告し、注
意喚起を継続して行った。医療材料の損失割合は、平成 28 年
度：0.325％、同 29 年度：0.296％、同 30 年度：0.354％となっ
ており、目標値である 0.5％以下を各年度で達成し、損失割合
を低く維持し、損失額の抑制及び本来不要な材料費の支出削減
につながった。 
 
・医薬品について、医療安全への配慮を行った上で、以下のよ
うにコスト削減のため医療資源の損失を可能な限り抑制する
こと、既採用医薬品を安価な後発医薬品へ切り替えていくこ
と、在庫量を削減するために採用品目数を削減していくこと等
の活動を実施した。 
 院内会議で各部署の破損件数と金額を報告し、高額事例や注
意が必要な破損事例を示して注意喚起を行うとともに、採用品

・医療材料について、蓄積してい
る消費データ等の分析や、各部署
に配置されている材料等の定数調
整、各部署への損失金額の注意喚
起を継続することで、損失額の抑
制及び不要な材料費の支出削減を
効率的に実施する。 
・医薬品について、引き続き採用
医薬品の見直しと後発医薬品・バ
イオ後続品への切替促進、病棟及
び外来の定数配置薬の定期的な見
直しを行う。 
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目の後発医薬品への切替、バイオシミラー（BS）の導入を継続
的に行った。また、切替を検討することになった品目には、他
製品と外観が類似しているために取り違えが数回発生してい
る注射薬も含まれており、切替に当たっては、取り違えやオー
ダー時の選択誤りによる医療事故防止のために包装・外観や名
称が類似した品目は選定しないことを前提として切り替える
後発医薬品を決定した。オーダー時の選択誤りの防止のため、
同一成分でありながら複数規格採用している品目の一部につ
いて、１規格のみの採用となるように採用規格の整理を行っ
た。同効薬が複数採用されている一部の薬効群について、積極
的な後発医薬品使用を促進するための院内通知を複数回行う
とともに、該当する先発医薬品をオーダーした場合のカルテ画
面に薬価とコメントを表示させて後発医薬品の使用を促す注
意喚起を行った。 
上記の取組の結果、医薬品の損失割合は、平成 28 年度：

0.115%、同 29 年度：0.088%、同 30 年度：0.105%と目標値とし
て設定している 0.16%を大きく下回った。また、既採用品目の
後発医薬品への切替は、平成 28 年度：43 品目、同 29 年度：56
品目、同 30 年度：53 品目となり、各年度末の後発医薬品のシ
ェア率（数量ベース）は、平成 28 年度：73.2%、同 29 年度：
81.7%、同 30 年度末：85.3%と経時的に上昇し、BS に関しても
平成 30 年度末時点で国内販売されている９成分のうち５成分
を導入した。採用中止を決定した医薬品は、平成 28 年度：５品
目、同 29 年度：48 品目、同 30 年度：72 品目であり、医薬品採
用品目数の適正化に努めた。対象薬効群について後発医薬品の
使用促進のための注意喚起を行った結果、使用金額は約 37 万
円/月の減額が得られた。先発医薬品よりも後発医薬品（BS 含
む）の方が安価であり、仮に切替前後で破損が同程度発生して
も損金額の低減につながる。具体的事例を示して注意喚起を行
ったことに加え、後発医薬品への切替、BS の導入を継続的に行
っていることで、より一層損失額を抑えられた。 
 

（令和元事業年度の実施状況） 

・蓄積したデータを基に損失材料の発生部署、発生原因等の分
析を継続し、損失金額が増加傾向にある部署について改めて注
意喚起を行うとともに、医薬品の使用状況を調査し、購入量（使
用頻度）が極めて少ない 70 品目の採用中止を決定した。不適切
処方を防止するために、これまで適応外使用（肝性脳症）され
ていた「カナマイシンカプセル 250mg「明治」」の削除を決定し
た。 
 既採用の 40 品目に関して、後発医薬品への切替（うち２品目
は先発品との併置）を決定した。切替に当たっては、名称や包
装が類似した品目は選定しないことを考慮して実施した。ま
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た、これらに加えて 11 品目のバイオ後続品の導入（３品目は切
替、８品目は先行品との併置）を決定した。これにより、２月
末時点での後発医薬品の数量ベースのシェア率は 87.8%であっ
た。（平成 31 年３月末のシェア率（入院＋外来）は 86.8%） 
 院内会議で各部署の破損件数と金額を報告し、さらに、
10,000 円/件以上の高額事例や注意の必要な破損理由を示した
上で、注意喚起を継続的に行った。医薬品安全管理委員会にお
いて、定数配置薬（病棟、外来）に関する審議を行い、不適切
管理是正のために品目と数量の見直しを行った。その結果、院
内全体で定数配置数の低減につながった薬剤はのべ 42 品目と
なった。 
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Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上 
(4) その他の目標 
 ④ 附属学校に関する目標 

  

中
期
目
標  

【16】総合大学の附属学校としての強みを活かし、幅広い学識に基づいた初等－中等－高等一貫のグローバル教育を推進するため、大学及び附属学校間の連携・
接続を推進・強化するとともに、附属学校再編計画を完成に導く。 

【17】国立大学附属学校が果たすべき機能を強化するため、国の指定事業及び公開研究会等を通じて先導的・実験的な教育研究活動を実践し、その成果を広く普
及するとともに、教育委員会との連携及び研究会等を通じて地域の教育課題の解決に資する取組を実施する。 

 
 

 

中期計画 
進捗 
状況 

判断理由（計画の実施状況等） 

令和元事業年度までの実施状況 令和２及び３事業年度の実施予定 

【16-1】 
 附属学校部において、英語教育をはじめとする一貫教育課
程の開発・実践、グローバルアクションプログラム等による
高大接続及び教育実習等を通じて、グローバル人材を育成す
るため、大学と附属学校及び附属学校間の連携・接続を強化
する。あわせて、平成 21 年度から開始している附属学校再編
計画を着実に遂行し、平成 32 年度の完成に導く。 

Ⅲ 
 

（平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 

大学及び附属学校間の連携・接続を強化するため、以下のよ
うな取組を行った。 
 
・「大学と附属学校との連携授業」について、「小学生向け
授業」と「中等生向け授業」とに分けることにより、それぞ
れの段階における大学の教育・研究に対する興味を引き出す
よう改善するとともに、平成 28 年度及び 29 年度において、
多面的・総合的な評価による入学者選抜方式の開発を目指し、
高大接続研究入試を実施した。 
 
・大学のクォーター制導入に伴い、教育実習開始時期を変更
し、「教職実践演習」について、附属学校教員が大学の講義
を担当するなど連携を深め、平成 28～30 年度において教育実
習で合計429名、特別支援学校における介護等体験で合計462
名、医学部「早期臨床実習２」で合計 17 名の本学学生を受け
入れ、大学の教員養成分野においても貢献した。また、人間
発達科学研究科や国際コミュニケーションセンターの教員と
の共同研究を行うなど研究面でも連携を図った。 
 
・大学及び附属学校の英語教育に係る更なる連携に向けて協
議し、ESD 教育について特設科目「ESD」「国際理解」を設置
するなど、ESD を踏まえた教科横断的な中高一貫カリキュラ
ム編成を行うなど工夫した。また ESD Food プロジェクト、
JICA 教育視察団との交流等の国際交流体験、地域交流体験活
動を積極的に推進するなど ESD 教育の実践面を強化するなど
取り組み、その成果として平成 29 年度に「ESD 大賞（NPO 法
人日本持続発展教育推進フォーラム主催。文部科学省・日本
国内ユネスコ委員会後援）」を受賞した。 

・「大学と附属学校との連携授業」
について、今後も実施予定である。
令和２年度は法学部、３年度は農
学部との連携授業を予定してい
る。 
 
・高大連携事業として「附属中等教
育学校 神戸大学 day」を引き続き
開催する。 
 
・教育実習、介護等体験及び医学部
「早期臨床実習２」全て、令和２年
度（令和２年度は新型コロナウイ
ルス感染症対応のため、実施時期
が例年と異なるが）以降も実施予
定である。 
 
・初等中等高等グローバル教育研
究センターについては、その在り
方について、附属学校部の在り方
も含め引き続き検討する。 
 
・中等教育学校の SSH（スーパーサ
イエンスハイスクール）申請に際
し，「SS 推進アドバイザー」とし
て大学教員及び大学院生に協力し
てもらうことにより，高大連携を
強化する。 
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・初等－中等－高等一貫教育を推進し、大学と附属学校との
共同研究を一層推進するため、平成 30年３月に「附属学校部
初等中等高等グローバル教育研究センター」を設置し、まず
英語教育分野での大学と附属学校とのコラボレーション等、
大学と附属学校とで共通する教育課題での連携を開始した。 
 

（令和元事業年度の実施状況） 

・高大接続研究入試により本学に入学した本校卒業生を対象
に、中等教育学校での教育活動が大学でどのように役立って
いるかについて、11 月に面談による調査を実施し、中等教育
学校での教科・科目の学習はもちろんのこと、他校では経験
できない中等教育学校独自の卒業研究(課題研究)や GAP が大
学での学びに役立っていると回答があった。その回答を踏ま
え、附属中等教育学校としては、今後も志入試による神戸大
学受験を在校生に勧奨していくこととした。 
 
・初等中等高等グローバル教育研究センターの取組として、
平成 31 年４月に大学・附属学校英語教育連携推進会議を開催
し、大学及び附属学校の英語教育の現況を確認するとともに、
英語教育分野での大学と附属学校とのコラボレーション、共
同研究等の更なる促進に向けての協議を行った。また、令和
元年 11 月に、本学（国際コミュニケーションセンター）教員
を指導助言者に迎えて、附属中等教育学校舎において「英語
授業勉強会」を開催し、初等中等高等の全ての教育において
重要視されている「主体的な深い学び」を英語教育面でも深
化させる取組を実施した。 
 
・附属小学校児童の国際交流事業である HOKU プログラム（ア
メリカ・ハワイ州ホノルル，ハハイオネ小学校への訪問プロ
グラム 神戸大学ホノルル拠点を活用、10 月 13 日から 18 日
の間実施。国際的視野を持ち世界に拓かれた「グローバルキ
ャリア人」としての資質を形成するために、例年附属小学校
５年生を派遣。）に国際人間科学部学生７名が帯同した。小
学校児童は、「多文化共生の理解」という目的達成にあたり、
引率教員に加えて大学生の助力を得ることにより理解がさら
に深まった。他方大学生については、自らが異文化体験する
ことに加え、異文化の土地において、児童が変化・成長する
様を観察することにより、同学部が目指す「協働型グローバ
ル人材」形成に向けた、意義ある取組となった。 
 
・科研費等外部資金獲得を目的として、選抜した附属学校教
員に対し研究者番号を付与し、大学教員の分担者として加わ
ることを促した。 
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【17-1】 
 附属幼稚園及び附属小学校において、これまでの幼小一貫
教育課程の研究実績を発展させ、教育研究面及び運営面にお
ける幼小一体化を実現し、グローバル人材の資質の育成に向
けた教育課程の開発・実践をはじめとする先導的・実験的な
教育研究を推進するとともに、教育委員会との連携及び教員
研修講座の開催等により、地域の教員の資質能力の向上等に
寄与することで、国・地域の初等教育の拠点校としての役割
を果たす。 

Ⅲ 

（平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・附属幼稚園及び附属小学校において文部科学省「研究開発
学校」（平成 25 年度～28 年度、延長指定：平成 29 年度～31
年度）指定による研究を進め、幼稚園・小学校の９年間を通
した学びを資質・能力でとらえた「初等教育要領」の策定を
行い、さらに幼児・児童の固有的資質・能力の目指す姿を明
らかにするとともに、各資質・能力が発揮、伸長される９年
間のカリキュラムの開発に取り組んだ。「社会的資質・能力」
「汎用的資質・能力」「固有的資質・能力」の３つの資質・
能力に着目して、実践レベルから、各資質・能力の集積を行
い、「初等教育要領」の作成を進展させた。さらに、平成 29
年度以降の同研究開発の延長指定を受け、資質・能力の明確
化については、「社会的資質・能力」11 の一つ一つに、具体
的な子どもの事実を基にした学びを根拠にしながら定義づけ
を行ったことにより、全部で 54 ある「社会的資質・能力」、
「固有的資質・能力」、「汎用的資質・能力」全てに定義づ
けを行ない、実践データ収集・検証を行った。平成 28 年度公
開研究発表会で、本研究開発について、参加者の約９割から、
９年間一体で捉える取組は子どもの育ちを一貫して支える大
変意義深い取組との評価を得た。また、平成 29 年度及び 30
年度研究発表会でも「附属学校の研究はわかりやすく、自校
の授業や日々の実践に取り入れやすい」と８割以上の回答を
得ており、国の初等教育に係る拠点機関としての役割を果た
した。同取組は、文部科学省等においても高く評価され、そ
の成果を受け、全国の幼稚園での教育指導に係る指針である
文部科学省告示「平成 29 年幼稚園教育要領」の改訂にあた
り、幼稚園副園長が中央教育審議会専門委員として参画し、
国の教育行政のあり方に関与した。 
 
・附属小学校において、グローバル人材の資質育成のため、
世界中の学校とのネットワークを活用した交流を通じ、情報
や体験を分かち合える「ユネスコスクール」加盟に向けた検
討を行い、平成 30 年度に加盟申請するとともに、附属小学校
国際交流活動としては、オーストラリア・フランス・ハワイ
に国際交流、異文化交流及びコミュニケーション能力の向上
等を目的とする訪問団の派遣を行った（平成 28 年度児童 44
名派遣、平成 29 年度児童 46 名派遣、平成 30 年度児童 42 名
派遣）。さらに、平成 30年度については国際人間科学部学生
がオーストラリアに６名、ハワイに５名が参加し、国際人間
科学部の海外派遣事業による国際性涵養に寄与した。 
 また、平成 30 年度に国立研究開発法人量子科学技術研究開
発機構の委託事業「マノスク国際学校教育環境改善のための
調査」を受託し、附属小学校教諭１名をフランスのマノスク

・附属幼稚園は、令和２年度の国の
指定事業を人間発達環境学研究科
と共に実施する。 
・神戸大学教員との連携を基盤と
したプロジェクト型研究を進め
る。 
・これまで行なってきた研究的知
見を生かした教育研究実践を行
う。 
・附属幼稚園の人事状況を踏まえ
た上で、明石市教育委員会及び県
教委と協議し、安定的な人事交流
体制を築く。 
・附属小学校は、引き続き、国際人
間科学部学生の海外派遣への貢
献、児童の海外交流事業を実施す
る。 
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国際学校に派遣し現地児童の状況調査及び附属小学校での知
見を元に授業を実施、さらにそれを通じた改善計画の提案な
どを行った。マノスク国際学校は、ITER（国際熱核融合実験
炉）関係邦人の子女への教育機関であり、同機構に関する教
育環境を安定的に保障していくことは、地球規模でのエネル
ギー問題を解決するプロジェクトに資するものである。 
 
・地域の幼児教育関係者の資質向上に寄与するため、幼児教
育関係者を対象に、子どものよりよい育ちのための幼児教育
のあり方を考え、保育者としての資質向上を目指すことを目
的に、子どもの事実を基に、遊びや生活の中の子どもの学び
を語り合う参加型研究会として、「幼児教育を考える研究会」
を毎年開催した（平成 28年度：約 120 名、29 年度約 110 名、
30 年度約 170 名参加）。参加者のアンケートから、毎年意義
深い取組との評価が８割近くあり、幼児教育に係る地域の拠
点機関としての役割を果たした。また、明石市教育委員会と
平成 30 年４月からの相互人事交流に係る協定を締結し、明石
市との相互人事交流実現により、附属幼稚園での研究成果の
還元及び地域幼稚園での諸問題を附属幼稚園研究に波及させ
ることを成し得た。 
 
・これらの取組みに対して、教育委員会、幼児教育関係団体、
出版社などから講師派遣や原稿執筆の依頼を受け、情報発信
を行い、地域の幼児教育の拠点としての役割を果たした。特
に、今後 10 年に亘って全国の幼稚園での教育指導に係る指針
である文部科学省告示「平成 29 年幼稚園教育要領」の改訂に
あたり、幼稚園副園長が中央教育審議会専門委員としてかか
わり、その公式解説書である「幼稚園教育要領解説」の執筆
に参画したことは大きな実績である。 
 

（令和元事業年度の実施状況） 
・文部科学省から延長指定を受けた研究開発学校について、
大学教員の指導助言を受けつつ、９年一貫教育課程の開発に
取り組んだ。３年間の研究成果の集大成として令和元年６月
に全国から 451 名の参加者を得て、研究発表会を開催した。
平成 28 年度までの研究で開発された「初等教育要領」につい
てその充実を図り、従来提唱していた「幼小接続」から「幼
小一体」へと目指す概念を進化させた。具体的には、幼稚園
と小学校低学年とを同一の評価観点で貫くカリキュラムを完
成させた。アンケートでは９割を超える参加者から今後の初
等教育を考える上で意義深い研究であるという回答を得られ
た。 
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・平成 30 年度に加盟申請を行ったユネスコスクールについ
ては、認定に向けてのチャレンジ期間（令和２年６月まで）
に入り、担当大学である大阪府立大学から指導を受けながら、
具体的にはオーストラリアとの相互交流、ハワイへの児童派
遣など従来から行われている海外交流に加え、学年進行に合
わせて、戦争・震災など国内に留まらない、いわゆる ESD に
つながる全地球的視野を必要とする課題に向き合わせる取組
を、成果検証も併せながら、組織的かつ計画的に実施した。 
 

・地域の幼児教育関係者の資質向上に寄与するため、幼児教
育関係者を対象に、子どもの資質・能力の発揮・伸長を支え
るための幼児教育のあり方を考え、保育者としての資質向上
を目指すことを目的に、子どもの事実を基に、遊びや生活の
中の子どもの学びを語り合う参加型研究会として、令和２年
２月に「幼児教育を考える研究会・全国幼児教育研究協会兵
庫支部研修会（参加者 186 名）」を開催した。国公私立～幼
稚園教諭のみならず教育委員会や保育園、認定こども園の関
係者も含めた幅広い幼児教育関係者へ、附属幼稚園の研究成
果を還元し、意見交換により互いの知見を高めあうこととな
った。また、地域の小学校教員の資質向上への寄与を目的と
して、７月に「夏期教員研修講座」開催した。兵庫県教育委
員会の中堅教員等資質向上研修の一講座にも位置付けられた
本会には、県下 18 市町から 72 名が参加し、そのうちの 70％
超が経験年数 10 年以上の教員であり、神戸市・明石市・姫路
市・宍粟市の教員による実践発表も交え，実践交流を行ない、
附属小学校の研究成果還元のみならず、様々な初等教育現場
で実施された教育改善事例を共有し合うことにより、それぞ
れの現場が抱える教育的課題解決に向けた視野を広げること
に貢献した。 
 

【17-2】 
 附属中等教育学校においては、ユネスコスクール及びスー
パーグローバルハイスクールとして、グローバル人材育成の
ための教育プログラムの開発・実践により国の先導的・実験
的な教育研究の推進に寄与するとともに、教育委員会との連
携推進及び公開研究会の開催等により、その成果を地域に還
元することで、国・地域のグローバル教育の拠点校としての
役割を果たす。 Ⅳ 

（平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・文部科学省「研究開発学校」（平成 25 年度～28 年度、延長
指定：平成 29 年度～31 年度）の指定を受け、地理歴史科の
新科目（「地理基礎」「歴史基礎」）の開発に取り組み、学
習内容と方法、評価について研究開発し、グローバルな時空
間認識を通して、生徒のグローバル人材として必要な思考力
や判断力、表現力等の資質・能力がどう育成されるかを平成
28 年 11 月に研究発表会（約 130 名参加）で発表した。その
成果は、研究開発実施報告書にまとめられ、これまでの研究
開発で成果を挙げた「地理基礎」「歴史基礎」の趣旨を発展
させた「地理総合」「歴史総合」の授業を展開させることに
より、グローバル化を見据え、従前の知識偏重型から、基礎
的な知識に加えて思考力・判断力・表現力の育成をも目的と

・次期高等学校学習指導要領の円
滑な運用・実施に向け，文部科学省
の地理歴史科研究開発学校制度の
延長指定申請を行う。 
 
・SGHでの探究学習をさらに発展さ
せ、かつ持続可能な開発のための 
科学技術イノベーション（STI4SD）
に即した生徒育成のための教育を
目指すべく SSH（スーパーサイエン
スハイスクール）への申請を行う。 
 
・「ユネスコスクール」として、大
学との連携による ESD 教育の実践
を強化する。SSH 申請に際し，学校
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し、「主体的で深い学び」ができる新科目となった。この新
科目に関わり、各都道府県の学校関係者、教育機関関係者な
ど延べ 381 機関、470 人（平成 31 年３月現在）が来校し、メ
ディアでも大きく取り上げられた。 
 なお、令和４年度からの全国の高等学校での「地理総合」
「歴史総合」必修化へ向け、引き続き延長指定を受け、研究
を進めるとともに、その成果を発表することで、各都道府県
の学校における新科目への対応の旗振り役を担った。 
 
・「スーパーグローバルハイスクール」事業の指定を受け、
生徒全員による課題研究に加えて、国内外の各種機関等への
生徒を派遣等の交流（国内計 536 名（28 年度：247 名、29 年
度:177 名、30 年度：112 名）、国外計 79 名（28 年度：28 名、
29 年度:25 名、30 年度：26 名）を実施した。平成 28 年～30
年において毎年「SGH 年次報告会」を開催し、約 200 名の参
加者が来校し、好評を博した。特にアンケートにおいて現場
での実践に役立つとの評価を受けた。 生徒が自身の課題研究
を通じて得た成果として、国公立大学推薦・AO 入試に積極的
にチャレンジし、神戸大学「志」特別入試をはじめ、22 名（平
成 28～30 年）が合格した。 
 
・「ユネスコスクール」である特長を生かし、大学が事務局
を担当する「ESD 推進ネットひょうご神戸」の一員として ESD
教育の実践強化に向けた連携・協議を開始し、生徒の教育課
程内外（授業及び課外活動）に設定する具体的活動について
協議し、ESD 実践研究集会において、附属中等教育学校生徒
がポスター発表者として参加するなどの成果を上げた。また、
グローバルキャリア人育成を掲げ、特設科目「ESD」、「国際
理解」を設置する等、ESD を踏まえた教科横断的な中高一貫
カリキュラム編成するとともに、生徒の英語力向上のため、
国際コミュニケーションセンター教員などの指導の下、生徒
が英語を使用する環境の充実及び強化を図った。具体的には、
ライティングの授業において自らの考えを英語で他者に伝え
ることができるよう、英語科教員及び ALT に加え、１年時よ
り本学留学生及び JICA 研修員等を授業に招き、より実践的な
場で英語を使用したコミュニケーションをとる機会を提供し
た。その成果として、18、000 字の卒業研究執筆時に、英文要
旨を生徒全員が作成できるまでに至った。以上の取組みによ
り、平成 29 年度にはユネスコスクールとしての本校教育活動
が評価され、ESD 大賞高等学校賞を受賞した。 
 
・地域への成果還元として、神戸市にて開催された「ひょう
ご・こうべ保健医療ハイスクールサミット」(平成 28 年度)に

設定科目「ESD」を開講し，教育課
程に位置付いた ESD 教育を実践す
る。 
 
・奈良女子大学附属中等教育学校
との教員人事交流引き続き協議す
る。 
 
・私立高校との交流について協定
書を締結する。 
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おいて、本校生が国際保健について英語でプレゼンするとと
もに、兵庫県下の高校生で作成した「ひょうご・こうべ保健
医療ハイスクールサミット宣言」を本校生が各校の代表とし
て保健大臣会合で発表した。また、附属中等教育学校の実践
をまとめ、全国の探究指導及び課題研究の取組の参考になる
ことを目的として、卒業研究の指導に関する内容を『探究の
力を育む課題研究』と題し出版(学事出版、2019 年３月)し、
1,435 冊(2019 年７月段階)を売り上げた。さらに、グローバ
ル化のため地域と連携して、兵庫県教育委員会が主催する「ひ
ょうごグローバル・リーダー育成推進懇話会」に出席し、本
校の取組を紹介するとともに、神戸市立葺合高等学校主催の
ワールドワイドラーニング（WWL）(SGH 後継事業)においても、
「課題研究交流研究発表会」に生徒が参加し、他校との連携
を深めた。 
 

（令和元事業年度の実施状況） 
・附属中等教育学校においては、「先端研究・文理融合研究
で輝く卓越研究大学へ」という神戸大学が掲げるビジョンを、
「総合大学にある附属学校」として特色化する教育活動を展
開し、生涯を通じて新たな価値を創造し続ける文理融合型人
材を育成する学問領域の協働を意識した学校設定科目「デー
タサイエンス（DS）」等の設置といった科学教育に注力し、
その結果、令和２年度スーパーサイエンススクール（SSH）の
採択につながった。 
 
・延長指定を受けた文部科学省指定の研究開発学校について
は、神戸大学との連携を図り、大学教員の指導助言のもと、
研究成果を完成させ、３年間の研究成果の集大成である研究
発表会を令和元年 10 月に開催した（参加者：122 名）。アン
ケートでは多くの参加者から、新学習指導要領実施に向けた
意義深い研究であるという回答を得た。 
 
・「スーパーグローバルハイスクール」事業に伴う、グロー
バル教育プログラムの開発に継続して取り組み、５年間の研
究成果の集大成として、神戸大学主催「Global Forum」を開
催した。シアトルのインターナショナル・コミュニティース
クール（ICS）生徒 24 名、ベトナムのハノイ国家大学外国語
大学附属高等学校（FLSS）生徒４名を受け入れ，国際的課題
についてグループでディスカッションし、提言をプレゼンテ
ーションにまとめて全て英語で発表し、グローバル社会にお
ける諸課題を自ら発見・探求し具体的な解決策を提案する次
世代人材の開発、という本事業の目的が達成されたことを知
らしめた。また、令和２年２月に「最終年次報告会」を開催
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し 350 名の参加を得て、地球安全保障への提言を目指すグロ
ーバルキャリア人の育成という、本事業の意義を改めて広く
知れわたらせることができた。 
 
・「ユネスコスクール」として、ESD 教育推進のため中高一貫
教育の充実期にあたる３・４年生で社会科・公民科の時間を
利用し、教科横断的な授業である「ESD」及び「国際理解」を
教育課程内に特設するとともに、異なるグループが共同して
事業を実施することで、様々なイノベーション・アウトカム
を目指す活動である「共創 co-creation」を基盤とした授業
を実践し、多様な立場の人たち（ステークホルダー）と対話
しながら新しい価値を生み出していくという思考法を生徒に
認識させた。また、教育課程外では大学及び地域と連携し、
体験型プログラムである「Food Project」の一環で、「食」
に焦点を当てた持続可能なライフスタイルをテーマに海外の
学校とインターネットを用いた協働学習を行う他、神戸大学
教員の協力の下、大学附属実習観察園における野菜探究プロ
ジェクト（野菜の栽培、収穫体験を含む探究学習）を実施し
た。これらの取組の成果として「フードドライブ活動（家庭
で食べ切れなかった食品を学校や職場などに持ち寄り、それ
らをまとめてフードバンク（非営利団体）に寄付し、地域の
福祉団体や施設などに届ける活動。 ）」等、生徒が自発的な
活動を行うなどの成果につながった。 
 

【17-3】 
 附属特別支援学校において、大学院人間発達環境学研究科
及び医学研究科等との連携により、インクルーシブ教育の具
現化に向けた教育研究に取り組み、公開研究会等の開催によ
りその成果を還元するとともに、地域の関係機関との連携に
より特別支援教育に関する相談・指導助言・教員研修等の機
能向上を図ることを通じて、国・地域の拠点校としての役割
を果たす。 
 

Ⅲ 

（平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
・附属特別支援学校において、インクルーシブ教育の具現化
と特別支援教育の機能向上を図るために、平成 28 年 10 月「特
別支援教育発達研究センター」を設置し、その充実に努めた。
具体的には医学部との連携で「早期臨床実習２」の実習生の
受け入れ（計 17 名（平成 28～30 年））や大学院人間発達環
境学研究科における発達検査のフィールドとして大学との共
同・連携を図り、教育相談やケース検討、公開研究会・講座
などで連携をした。また、本学の人間発達環境学研究科臨床
心理学コースの学校臨床実習、本学医学部の臨床実習、神戸
常磐大学の養護教諭臨床実習を受け入れ、本学院生による発
達検査協力を行うなど、教育に寄与した。 
 
・平成 29 年 11 月に『コミュニケーション的関係がひらく障
害児教育～生活・集団・内面・発達と障害を捉えなおす』と
題して第 23 回研究協議会を実施し、140 名余りの参加を得
た。その成果を踏まえ、インクルーシブ教育具現化を目指す
ための公開研究会を平成 30 年８月に開催した。公開研究会で
は 41 名の参加があり、「発達保障実践」「人間発達研究」に

・「神戸大学特別支援教育発達研究
センター」において、成人期以降の
知的・発達障害者の QOL に関して、
大学の教員と共同研究を行い、障
害者の生活と社会参加についての
課題を提起するなどに取り組む。 
 
・「たんぽぽ親子教室」（障害幼児
親子教室）に継続して取り組み、就
学指導のあり方や障害幼児の療育
についての研究を深める。    
 
・「特別支援教育実践シリーズ」な
どに継続して取り組み、地域の教
育委員会と連携して、地域の教師
の専門性向上に貢献する。 
 
・「特別支援教育発達研究センタ
ー」の機能を強化し、関係諸機関と
連携しながら研究を深める。 
 
・医学部学生、臨床心理学コースの



神戸大学 

- 165 - 

関心を持つ教員の研修の場となった。参加者からは、「発達
保障」ということばが生まれた障害児教育の歴史に触れた内
容で「発達保障」の理解が深まったという感想を多くいただ
いた。また、事例検討の中で「２次障害」の深刻さが報告さ
れ、これからの障害児教育の課題の一つが明らかになった。
研究集録を発行し全国の附属学校及び関係機関に送付した。 
 
・卒業生・卒業生保護者の卒業後の生活について、地域や関
係諸機関と協力して、アンケートの実施、相談活動を進め、
障害者の社会生活の課題を探り、障害者の社会参加に係る知
見を蓄積した。卒業生及び卒業生の保護者を対象に実施した
「生活実態調査（51 名回答（平成 28～30 年）」では、卒業後
の障害者が経済的、文化的に貧困に陥っている現状が見えた
一方で、卒業生自身が楽しめる活動として本校の同窓会組織
の役割は大きいことが確認できた。 
また、就学前の障害幼児に関する相談等を行う「たんぽぽ

教室（延べ 555 名参加（平成 28～30 年）」について継続して
取り組み、毎回保護者懇談会を持ち、就学の問題、子育ての
課題について話し合い、「子育てを楽しんだり見通しがもて
るようになった。」「進路先を決定するのに役立った。」と
いう感想が多く寄せられ、障害児の保護者支援に貢献するこ
とができた。 
さらに、明石市教育委員会からの依頼により「明石市特別

支援学級新担任者研修会（平成 28 年約 40 名参加、平成 29 年
34 名参加、平成 30 年 40 名）」を実施した。実施後のアンケ
ートでは、「知的障害児の内面理解が進んだ」「授業実践に
生かしていきたい」など、参加者全員から好評の評価を得ら
れた。 
 

大学院生他、実習生を積極的に受
け入れ、インクルーシブな社会を
めざす人材育成に貢献する。   
 
・教育実践を通して特別支援学校
の教育課程を研究し、成果を研究
集録として発行する。 
 
・国等の指定事業への申請を行う。 

（令和元事業年度の実施状況） 
・成人期以降の知的・発達障害の QOL に関して、大学教員と
共同研究（文部科学省委託研究令和元年度「障害者の多様な
学習活動を総合的に支援するための実践研究」 ）を行うため、
卒業生及び卒業生保護者の参加する「夏のつどい」（参加者
287 名）において、大学教員が参加し、障害者の実態把握と保
護者からの聴き取り調査を行うなど大学教員と共同研究を進
めた。「コミュニケーション的関係がひらく障害児教育」を
テーマに、令和元年 11 月に第 24 回障害児教育研究協議会を
実施し、時代とともにさらに複雑化する特別支援教育の今日
的課題について関係者と協議を行った。協議会には約 150 名
が参加し、小学校・中学校・特別支援学校の教員をはじめ、
大学教員、学生、保育士、看護師、施設職員、福祉職員など
多職種にわたる参加者があった。参加者からのアンケートで
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は日々の授業に役立つ大変実践的なものでありかつ理解向上
に極めて役立つ旨の高い評価を得た。 
                            
・「たんぽぽ教室」（障害幼児親子教室）において、保護者
の生の声を聞くことを通じて障害者の就学前の課題について
データを収集し、その解決策について検討するとともに、就
学相談、障害児保育を通して、障害児を育てる保護者支援を
行った。また、明石市教育委員会からの依頼を受け、明石市
特別支援学級新担任者研修会を実施した（参加者 26名）。今
後、子どもにどう向き合うかを学ぶことができたと好評であ
った。さらに、「特別支援教育実践シリーズ」では、体育の
授業体験を伴った研修会（参加者数 43 名）を行い、実践及び
ビデオ解説による研修が、今後の授業の進め方の参考になっ
たと好評であった。 
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項 

○教育研究等の質の向上に関する全体的な状況について 
 
■ 「神戸スタンダード」に基づいた新たな教養教育への改革 
地球的諸課題を自ら発見し、その課題をリーダーシップを発揮しながら解決でき

る人材育成の一環として、本学の全学部学生が卒業時に身に付けるべき３つの能力
として、「神戸スタンダード」（①複眼的に思考する能力、②多様性と地球的課題
を理解する能力、③協働して実践する能力）を明示し、従来、主に学士課程の１・
２年生が学修していた教養原論の見直しを行い、平成 28 年度から教養科目を再編
し、自らの専門分野と異なる学問分野の基本的なものの考え方を学ぶ「基礎教養科
目」と、多文化理解や複数の学問分野にまたがるグローバル・イシューを学ぶ「総
合教養科目」を開講した。さらに、平成 30 年度から、新たな教養科目として、「協
働して実践する能力」の修得を目的とする３・４年生を対象とした「高度教養科目」
を本格的に開講した。令和元年度に「神戸スタンダード」の４年間（平成 28～令和
元年度）を通じた達成度を調査した結果、「物事を複眼的に思考する能力（85.2％）」
「多様性と地球的課題について理解する能力（77.3％）」「他者と協働して実践す
る能力（82.9％）」において、肯定的な回答（「身についた」「ある程度身につい
た」）が高い割合で得られており、過去２年の卒業時アンケートにおいて調査した
結果よりも肯定的回答の割合が上昇していることから、「神戸スタンダード」に基
づく教養改革の成果が順調に表れていると言える。 
 
■ 神戸大学の英語教育（アカデミック・イングリッシュを学ぶ） 
平成 29 年度から全学共通教育及び専門教育における英語教育を階層化・体系化

（「神戸大学の英語教育（アカデミック・イングリッシュを学ぶ）」）し、学士課
程の英語教育について、学生が将来の目標に応じて英語学修をよりよく行えるよう
改善した。 
・第１階層：国際教養教育院による英語教育カリキュラムで、アカデミック・イ 
ングリッシュの基礎を学ぶ。 

・第２階層：アドバンスト・コース科目や高度教養科目（外国語セミナー）、各 
学部開講の専門分野の基礎英語により、グローバルな視点で学修できる基礎を 
つくる。 

・第３階層：英語による専門科目により、将来の学術研究につながる英語、グロ
ーバル社会で使える実践英語を学ぶ。 
令和元年度からは、学士課程における４年一貫の英語教育の体系化に向け、全 

学共通授業科目の英語必修科目を４単位化し、各学部が開講する「専門分野を英
語で学ぶ科目」を整備し、令和２年度以降の開講に向けた準備を進めた。卒業時ア
ンケートにおける「在学中の英語外部試験の最高スコア」に関する調査結果では、
TOEIC に関してスコアの回答があった学生におけるスコアの割合が、800 点以上
(平成 30 年度：20.7％、令和元年度：22.1％）、700 点以上(平成 30 年度：47.9％、
令和元年度：52.3％）と、多くの学生が一定の英語力を身に付けていることが確認
できた。 

 
■ 国際通用力を強化したプログラムの展開 

平成 28 年度から、課題発見・解決能力を有する実践型グローバル人材を育成す 
る「神戸グローバルチャレンジプログラム」（平成 27 年度文部科学省「大学教育
再生加速プログラム（AP）」選定事業）を開始した。本プログラムは、１、２年生
の１つのクォーターや長期休暇を「チャレンジターム」として設定し、その期間に
学生が国際的なフィールドで学修活動を行うもので、平成 28 年度～令和元年度ま
でに毎年 100 名前後の学生が参加した。平成 30 年度に実施した渡航前後のルーブ
リック指標の自己評価を比較すると、「自分の役割を担う」、「得意分野を伸ばし
苦手分野を克服」の項目において学生の 20％が伸びを示すなどの成果があった。 
 これ以外にも、各学部や研究科において、例えば、グローバルリーダーを育成す
るために、世界の著名な教授を講師として招へいし、日本で世界最高峰の講義を学
ぶことができる「グローバル・マスタープログラム（GMAPs）」や、学部２年生から
博士課程前期課程まで一貫したカリキュラムを提供し、EU の社会文化・法・政治・
経済的側面について専門的かつ分野横断的に研究する能力や高度な語学力を段階
的に習得できる「EU エキスパート人材育成プログラム（KUPES）」等、特色のある
プログラムを展開し、国際通用力を強化した。 
 
■ 数理・データサイエンス教育の推進 
未来社会において、数理的思考に基づいて解析・問題解決を行う能力や、データ

サイエンスを活用して新たな価値を生み出し、有用なシステム構築につなげる能力
が求められている。このような状況を踏まえ、専門分野を超えて、全学的・組織的
な教育を行う機能を有する組織として、平成 29 年 12 月に数理・データサイエンス
センターを整備し、平成 30 年度から数理・データサイエンスの基礎を身につける
ことができる標準カリキュラムコースを開設した。令和２年度からは全ての 10 学
部において実施している。ビッグデータと社会とのかかわりについて学び、コース
のコアとなる「データサイエンス入門Ａ」（平成 30 年度 169 名履修、令和元年度
289 名履修）及び「データサイエンス入門Ｂ」（平成 30 年度 147 名履修、令和元年
度 242 名履修）を開講し、令和元年度には、データサイエンスを実践する際に必要
となる技術の概要を学ぶ「データサイエンス概論Ａ」（令和元年度 194 名履修）、
「データサイエンス概論Ｂ」（令和元年度 314 名履修）を新たに開講（一部平成 30
年度に試行的に開講）するなど内容を充実させた。 
平成 30 年度には、文部科学省「大学における数理・データサイエンス教育の全 

国展開」の新たな協力校（20 校）として、「大学連携と産学地域連携を活かした数
理・データサイエンス標準カリキュラムの開発と地域への普及」の事業が選定され
た。本学は拠点校と協力して近畿地区の「数理・データサイエンス標準カリキュラ
ムコース」の普及・開発を行うとともに、神戸市や兵庫県と共同でデータ解析を課
題解決につなげる学部レベルの演習講義などを開発し、e ラーニングコンテンツを
整備するとともに、神戸市、兵庫県内の国公私立大学への普及に向け取り組んでい
る。 
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■「協働型グローバル人材」を養成する新学部「国際人間科学部」の設置 
平成 29 年４月、国際文化学部と発達科学部を再編統合し、国際人間科学部を設

置した。国際人間科学部では、現代社会が地球規模での協働を通して取り組まなけ
ればならない課題（グローバルイシュー）について、様々な専門分野から構造を明
らかにし、多様な境界線を越えて人々と自在にコミュニケーションをとり、課題の
共有と解決に向けてリーダーシップを発揮できる「協働型グローバル人材」を輩出
することを目的とする。実体験を通してグローバル・イシューについて学ぶため、
学部生全員が海外研修とフィールド学修に参加する実践型教育プログラム「グロー
バル・スタディーズ・プログラム（GSP）」を平成 30 年度から本格実施し、平成 30
年度及び令和元年度の各年度において 330 人程度の学生を海外に派遣し、研修を実
施した。平成 30 年度に実施した参加後のアンケートでは、グローバル・イシュー
に係る知識修得度は、研修型 GS コースでは 30％から 71％に、実践型 GS コースで
は 40％から 88％に上昇しており、グローバル・イシューに係る知識が一般的なレ
ベルから、体験から得られた知識へと深化した。 
 
■ 文理融合により基礎研究から事業化までの一貫した研究を進める「科学技術イ
ノベーション研究科」の開設 

 平成 28 年４月、社会科学分野と自然科学分野の構成員が一体となって、本学が 
フラッグシップ研究と位置付ける重点四分野(バイオプロダクション、先端膜工学、 
先端 IT、先端医療学)と事業創造に焦点を当てたアントレプレナーシップとの融 
合による日本初の文理融合型の独立大学院として、学問の枠を越えた新たな文理融 
合型の教育研究システムを構築し、科学技術イノベーションを自ら創出できる力を 
もった人材を養成する「科学技術イノベーション研究科」を開設した。 
 平成 30 年度には、同研究科に博士課程後期課程を設置し、各学生の研究シーズ 
に沿った科学技術上のブレークスルーを実現するとともに、イノベーション・スト 
ラテジーを構築する能力を身につけることができる体系的な教育プログラムを提 
供した。平成 31 年３月には博士課程後期課程の学生が合成バイオ・合成化学関連
ベンチャー（株式会社シンアート）を起業、令和元年 12 月には博士課程前期課程
（２年）の学生がサイバーセキュリティ関連の研究・開発、コンサルティング等を
行う IT ベンチャー（株式会社リチェルカセキュリティ）を設立するなどの成果に
つながった。 
 
■ 法科大学院における法曹養成に向けた取組 
 学部と法科大学院を有機的に連携させるとともに、学部段階において学生の基礎
学力の十分な涵養を図り、学部３年＋法科大学院２年で司法試験受験資格を獲得す
ることを容易にするため、平成 29 年度に学部において法科大学院進学５年コース
（３＋２プログラム）を導入した。 
 平成 28 年度に開始した企業法務に関する法曹リカレント教育を実施する法学研
究科博士課程後期課程（トップローヤーズプログラム：TLP）と法科大学院との連携
教育の仕組みを整備し、法科大学院における科目等履修制度との接合（TLP 志願者
に対し、入学の前段階における科目等履修制度の活用を促すなど）及びリカレント
教育による成果を法科大学院に還元するために TLP の一部科目を法科大学院の科
目として再配置した。この取組は、法科大学院出身の法曹資格者等を博士課程後期

課程に受け入れ、研究能力も実務経験も有する次世代型の法科大学院教員の養成を
目指す仕組みであり、今後の法科大学院教育を支える人材の供給という社会的意義
を有しており、法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラムで高く評価された。 
 法科大学院教育における国際性・実践性を強化するために、ミャンマー、タイ、
台湾、マレーシア、シンガポールなど様々な国の法律事務所等でのインターンシッ
プへの長期派遣や英語による調停ワークショップへの短期派遣を実施した。 
 上記の取組や、広島大学法科大学院の司法試験合格率向上に向けた組織的支援な
どの取組が「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」において評価され、
平成 31 年度運営費交付金（法科大学院公的支援見直し分）にて二年連続全国１位
（平成 31 年度運営費交付金分は９校同率１位、平成 30 年度運営費交付金分は全国
単独１位）となる配分率 110％を獲得した。 
また、司法試験累積合格率 71.6％（平成 17～29 年度修了者の平成 30 年度実施分

までの司法試験）の高い水準を維持しており（74 法科大学院中（※既に募集停止し
た法科大学院含む）５位）、平成 30 年度に受審した専門職大学院認証評価におい
ても、優れた点として評価された。 
 
■ 多面的な評価方法を用いた「志」特別入試の実施 

神戸大学「志」特別入試を令和元年度入試（平成 30年度実施）から 10 学部中７
学部にて開始した。「志」特別入試は、書類審査、模擬講義・レポート及び総合問
題を課す第１次選抜と面接等対面式の最終選抜を通じて、学力の３要素を多面的・
総合的に評価する入試で、国立大学としては先進的な取組である。「志」特別入試
の合格者に対して、入学前の自宅学習として「センター試験学習レポート」、「学
習課題レポート」、「確認テスト」等を提出させ添削指導を行った。入学前教育終
了後のアンケートでは、「一人一人個別に対応してくださり、学習により意欲的に
取り組むことができた。高校時代とは違う課題のやり方に戸惑うことが多かった
が、今回体験できて、入学後にはスムーズに行うことができるようになると感じた」
との意見もあり、基礎学力の向上・学習習慣維持という目的を達成できた。また、
高校で取り組んだ探究学習の継続、または新規の内容でポスターセッションの発表
に取り組む受講生や、自分で実験機器を作成するなど意欲的に取り組んだ受講生も
いた。受講生同士の活発な質疑応答もあり、主体的な学びの実践の場とすることが
できた。アンケートでは「自分の分野にとても詳しい教授の方の鋭い質問に応答す
ることで自分自身が何倍にも成長した気がした。また、異なる分野の教員からの質
問では、基本をしっかり押さえたうえで発表しないとうまく伝わらないということ
も感じた。とても良い機会だった。」との感想もあり、高等学校で探究活動の経験
のない受講生にとっても、高校までの学びと大学での学びの溝を埋める「学びの転
換」を促す橋渡しができた。 
 
 
■ 先端研究・文理融合研究の推進 
先端研究・文理融合研究を更に推進するための体制整備として、平成 28 年度に 

これまで各分野で個別に活動してきた自然科学系先端融合研究環、社会科学系教育
研究府及び統合研究拠点を再編統合し、特に、新たな先端融合研究組織として「先
端融合研究環」を設置し、新たな学術領域を開拓することを目的とした重点研究プ



神戸大学 

169 

ロジェクトを選定し重点支援を行った。平成 30 年度には、世界をリードする研究
領域の確立、優秀な研究者の集積及び次世代の研究者の集積・育成、国際ネットワ
ークの強化を目指す「極みプロジェクト」の制度を新設し、当該プロジェクトに選
定されたプロジェクトに対し、運営費として年間 1,000 万円（特命教員人件費、海
外招へい・派遣旅費等）を支援することとした。（従来のプロジェクトへの支援は
運営費年間 50 万円と申請により「海外研究者招へい」と「ワークショップ開催支
援経費」を配分するものだった。）この制度により重点支援を行った「ホログラフ
ィック技術による生命現象の４次元計測・操作の実現とその臨床応用」について、
宇都宮大学、理化学研究所、コネチカット大学（米国）等の研究機関との連携を進
めているほか、santec 株式会社や株式会社ニコンインステック等と機器の開発、商
品化を進めるなど社会実装に向けた取組につながっている。 
  
■ 研究力強化のための組織的取組 
URA を配置し、研究力強化と競争的資金獲得を主な活動目的としてきた学術研究

推進本部と、産学官連携等社会貢献を通じての外部資金獲得を行ってきた連携創造
本部を統合再編し、「学術・産業イノベーション創造本部」を平成 28 年 10 月に設
置し、本部の下に、学術研究推進部門、産学連携・知財部門、社会実装デザイン部
門を設けた。設置にあたって、「オープンイノベーション」の機能を強化するため
「社会実装 URA」を配置し、環境省「CO2 排出削減対策強化誘導型技術開発・実証
事業（２億４千万円）」の獲得等につなげた。平成 29 年度には、更なる機能強化の
ため、学術研究推進部門に「人社系 URA（政策研究職員）」を、社会実装デザイン
部門に「新産業創出プロモーター（特命教授）」を配置した。人社系 URA が中心と
なり、学術図書、人社系対象の財団系競争的資金情報を提供し、申請を後押しした。
新産業創出プロモーターが中心となり、数理・データサイエンスセンターと企業と
の共同研究の検討を進めた結果、平成 30 年度と令和元年度に、株式会社日本総合
研究所、三菱重工業株式会社、パナソニック株式会社等と 13 件の共同研究が成立
した。また、その他本学の教育研究活動を支援する六甲台後援会により、社会系分
野の研究者に対する科研費獲得の支援を行うなどの取組を行っている。 
これまでの本学の取組が評価され、令和元年 10 月に文部科学省の「オープンイ

ノベーション機構の整備事業」 に本学の提案が採択された。本事業を推進するた
め、令和２年４月から文理融合で社会実装・事業化に取り組むことができる体制と
し、「オープンイノベーション推進部門」を設置し、競争領域での戦略的共同研究
として位置付ける大型の研究開発プロジェクトのマネジメントに特化し、プロフェ
ッショナル人材によるプロジェクト運営を行うこととした。  
 
■ 本学発ベンチャーの創業支援システムの構築  
平成 28 年１月に神戸大学発ベンチャー企業の立ち上げのための出資や、創業期

における支援を行う「株式会社科学技術アントレプレナーシップ(STE 社)」及び「一
般社団法人神戸大学科学技術アントレプレナーシップ基金(STE 基金)」を設立した。
STE 社は、一般的なベンチャーキャピタル（VC）と異なり、事業化の検討段階から
関与するシードアクセラレーターとして、同社が扱うシーズは本学で生まれたもの
に特化している。国からの資金助成を得た国立大学が、自ら VC を作り、投資を行
う例はあるが、本学のスキームは、他大学では例を見ないユニークなものである。

同社では、平成 28 年度に新設した科学技術イノベーション研究科と連携し、事業
戦略、財務戦略など総合的なサポートを行っており STE 社、STE 基金の支援により、
平成 28 年度～令和元年度までに６社のベンチャー企業が設立された。 
特に、このスキームにより平成 29 年に起業した本学発ベンチャー企業である株

式会社バイオパレットや株式会社シンプロジェンについては、本学が有する「切ら
ないゲノム編集技術」「長鎖 DNA 合成技術」を生かし、革新的な創薬研究開発ツー
ルの提供や長鎖 DNA 合成受託サービスの提供等、創薬ビジネス分野・バイオ産業分
野への応用に取り組む研究を実施した結果、基盤技術拡充・成果の特許出願、市場
調査・事業モデルを構築した。「切らないゲノム編集」で設立したバイオパレット
社や「長鎖 DNA 合成技術」で設立したシンプロジェン社は、ベンチャーキャピタル
より約 15 億円の資金調達を行うなど、研究成果を社会実装化するイノベーション
を図っている。 
 
■ 合成バイオ研究拠点形成と社会実装体制の構築 

文部科学省イノベーションシステム整備事業・先端融合領域イノベーション創
出拠点形成プログラムにおいて平成 20 年度に採択された『バイオプロダクション
次世代農工連携拠点』では、再生可能な資源バイオマスから様々なバイオベース製
品の生産を行う「バイオプロダクション技術」の確立を目指す活動を実施してきた
（化学製品をバイオベース製品に転換するバイオリファイナリーでは日本最大規
模の産学連携事業）。このプログラムは、企業（協働機関）とのマッチングにより、
新産業の創出等の大きな社会・経済的インパクトのある成果（イノベーション）を
創出する研究開発を行う拠点の形成を支援するものであり、旭化成株式会社等 13 
社の協働機関が参画し、各企業の特徴を活かした連携体制を構築し、産学連携によ
る研究開発を進め、平成 30 年度に行われた事後評価では、「所期計画を超える取
組が行われている」というＳ評価を得た。「バイオプロダクション次世代農工連携
拠点」の後継プラットフォームとして、先端バイオ工学研究センターを設置し、こ
れまでの研究を更に発展させ、研究科の枠を越えた全学体制でバイオベース燃料や
抗体医薬・ペプチド医薬の生産技術開発、バイオマス処理技術開発、ゲノム編集な
どの先端バイオ技術開発等を推進すると共に、研究成果の社会実装を目指して一般
社団法人先端バイオ工学推進機構の企業群との産学連携を進め、その成果として平
成 30 年度末に設置したベンチャー企業 Algae Nexus において、微細藻類を利用し
た液体燃料、汎用化学品、機能性化学品の生産技術に関する研究では、藻類を利用
した有用物質生産技術を提供する事業を開始した。 
 
■ バイオプロダクション分野における人材育成拠点の構築 
わが国初の取組として、平成 29 年度には、AMED、関係省庁のほか多くの団体の

協力を得て、バイオ医薬品の開発・製造にかかわる人材育成を行う一般社団法人バ
イオロジクス研究・トレーニングセンター（BCRET）を設立した。同センターでは、
バイオ、製薬を目指す学生はもとより、バイオ医薬品の製造・品質管理・承認申請
に携わる企業（製薬、機器や機材、原材料会社等）の社員や規制を扱う官庁の担当
者等を対象とし、座学に加えて実際の製造施設を用いた実習教育を行うとともに、
人材育成に加え、バイオ医薬品の開発・製造に関する先端研究や、日本発のバイオ
創薬につながるシーズの探索も支援し、産業界への橋渡しを行ってきた。これらの
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実績により、令和２年６月 15 日に APEC LSIF RHSC（アジア太平洋経済協力 ライフ
サイエンスイノベーションフォーラム 規制調和運営委員会）の電話会議が開催さ
れ、本学がバイオテクノロジー製品分野で APEC の正式な優良研修センターとして
認定された。このバイオプロダクションの分野については、科学技術イノベーショ
ン研究科や株式会社バイオパレット、株式会社シンプロジェンといった本学発のベ
ンチャー企業による「研究成果の社会実装化に係る」イノベーション・ハブ・キャ
ンパスモデルであると言える。 
 
■ 革新膜の社会実装によるグリーンイノベーションと持続的社会の実現 
水の浄化・再利用の高度化、二酸化炭素の排出抑制、水素の生産時のガス分離な

ど、環境問題の解決のためのキーテクノロジーとしての膜工学の世界的な先導とい
う役割を果たすために、先端膜工学研究センターでは、旭化成株式会社や川崎重工
業株式会社等 65 社と連携した先端膜工学研究推進機構を形成し、水処理膜、有機
薄膜、ガス分離/ガスバリアー膜、塗布膜、膜バイオプロセス、膜材料合成化学につ
いて研究を進めた。平成 27 年度に国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合
開発機構（NEDO）の研究開発委託事業「エネルギー・環境新技術先導プログラム」
（テーマ：正浸透膜法を用いた革新的省エネ型水処理技術の開発【神戸大学、山口
大学、東洋紡株式会社】）に採択（２億円/２年）されたほか、平成 30 年度に、同
プログラム（テーマ：有機溶剤の超ろ過膜法開発による化学品製造プロセス革新、
申請金額：１億円／年【神戸大学、広島大学、ユニチカ株式会社、株式会社 J-オイ
ルミルズ】）に採択された。さらに、戦略的省エネルギー技術革新プログラム（テ
ーマ：省エネ型造水 FO 膜システムの開発、：総額３千３百万円【東洋紡株式会社、
神戸大学】）に採択された。企業等との共同研究協議の増加につながり、NEDO 事業
を共同で実施するユニチカ株式会と別途共同研究契約を締結したほか、ユニチカ株
式会社及び大手液晶ディスプレイメーカーに薬液提供を行っている企業とも、今後
共同で実用化に向けて取り組む予定である。丸善石油化学株式会社との共同研究成
果では、水処理フィルターの改良に関する技術を新規発明として、平成 30 年 12 月
に特許出願を行った。また、株式会社ルネッサンス・エナジー・リサーチ(RER)、
NEDO と共同開発した二酸化炭素（CO2）を分離する「CO２促進輸送膜」が令和２年
度に実用化することを令和元年 10 月に発表するなど成果をあげている。 

 
■ 医療イノベーション創出を目指す医療研究拠点  
本学と公益財団法人神戸国際医療交流財団が共同事業者、神戸市が提案者とな

り、企業や医療機関との連携による先進的医療機器の開発・実用化を目的に、臨床
現場に密に連携した環境の整備を目指した「国産医療用ロボット等革新的医療機器
の統合型研究開発・創出拠点」が、文部科学省平成 28 年度補正「地域科学技術実
証拠点整備事業」に採択された。神戸医療産業都市を拠点とし、高度なものづくり
技術を有し医療機器分野への新規参入を目指す企業や医療機関との連携・共同事業
を促進し、安全性や操作性、経済合理性など「医療現場のニーズ」に応えた"Made 
in Japan"にこだわり、グローバルな視点から比較優位性に優れた医療機器の開発
を進めた。また、神戸国際医療交流財団と共同で、平成 30 年１月に神戸医療産業
都市内に文部科学省「地域科学技術実証拠点整備事業」として、「統合型医療機器
研究開発・創出拠点（Medical Device Innovation Platform，MeDIP）」を開設し

た。本拠点は、先端医療機器や国産初の高度外科医療ロボットの実用化を目指した
大学や企業等の技術シーズと臨床ニーズをシームレスにつなぐ研究開発、及び事業
化に向けたオープンサイエンス拠点として活用されている。MeDIP を活用して開発
を進めてきた手術支援ロボットについては機器の製作が完了し、ナビゲーションシ
ステムとの連動など、ソフトウェアの開発が進んでいる。このような取組が評価さ
れ、令和２年１月に「地方大学・地域産業創生交付金事業（代表：神戸市）」にお
いて「神戸未来医療構想」が採択された。神戸医療産業都市において医療機器開発
のエコシステムを形成するため、医学部附属病院国際がん医療・研究センター
（ICCRC）や MeDIP に、産学官連携による実証拠点（リサーチホスピタル※１）を
整備し、産学官医連携によるオープンイノベーションを創出することを目指す。ま
た、市内に拠点を置く医療機器メーカーをはじめ、地元中小企業、スタートアップ
企業との連携・協力により AI・５G・８K 等の未来医療技術を活用した医療機器の
研究開発や医工連携人材の育成を行っていくこととしている。 
※１：新しい治療技術や医療機器の開発や臨床研究を実施する病院  
 
■ 船舶を有する総合大学の強みを活かした「海」を基軸とした研究の推進 
海洋底探査センター (KOBEC)において、海事科学研究科附属練習船「深江丸」を

用いて、鹿児島県、大隅諸島の硫黄島 (いおうじま) 北西部から竹島を北縁とする
海底カルデラである「鬼界カルデラ」を対象とした探査航海を平成 28 年度から平
成 30 年度にかけて６回実施した。これまでの探査の結果、7,300 年前の巨大カルデ
ラ噴火以降の短期間に地球上で最大クラスの巨大な溶岩ドームが形成されたこと
を確認するとともに、現在も鬼界カルデラの地下に巨大なマグマ溜りが存在してい
る可能性を突き止めた。さらに、反射法地震探査データと ROV（Remotely Operated 
Vehicle：遠隔操作水中探査機）による観察・試料採取・化学分析に基づき、カルデ
ラ形成を起こした火砕流を特定し、その分布範囲・厚さを確認した。これらの成果
として、平成 30 年２月に英国 Nature Publishing Group のオンライン科学雑誌
「Scientific Reports」に掲載された論文（"Giant rhyolite lava dome formation 
after 7.3 ka supereruption at Kikaicaldera, SW Japan"）が、28,000 回以上の
閲覧数を得たとして同誌において平成30年に掲載された17,000本以上の論文の中
から「TOP 100 READ ARTICLES 2018」に選ばれた（令和元年５月８日に Scientific 
Reports から公開された "Journal Top 100" において７位の閲覧数）。 

また、平成 30 年に発生した大阪北部地震を受け、地震や津波を引き起こす未知
の活断層を明らかにしようと、令和元年６月から大阪湾全域の海底活断層の調査を
開始した。調査にあたって寄附型クラウドファンディングプロジェクト「地震を起
こす海底活断層を、大阪湾全域で探査する！」について、学術系クラウドファンデ
ィングサービス運営企業と業務提携し、探査期間の練習船深江丸運航費や探査に用
いる装置のレンタル費を支援してくれるサポーターの募集を開始（目標金額：200 
万円、実施期間：平成 31 年３月 15 日～令和元年６月 15 日）した。寄附金額は
238 万９千円となり目標金額を達成した。大阪湾内の様々な場所で船に積んだ特殊
な装置から振動を発生させ、海底から跳ね返ってきた反射波を計測することで海底
の構造を解析でき、活断層の分布や活動を調べ、地震発生予測を目指し、防災等に
も役立てると期待されている。 
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■ 神戸市地下街での AI を利用した世界初「AI-Smart 空調」の開発 
神戸市地下街「さんちか」で、人の動きや場所ごとの温度などを人工知能（AI）

で分析し、冷房に生かす実証実験を平成 30 年７月から開始した。この実証実験は、
平成 29 年度に本学が株式会社日建設計総合研究所、株式会社創発システム研究所、
神戸地下街株式会社とともに採択された環境省の「CO2 排出削減対策強化誘導型技
術開発・実証事業」（課題名「人流・気流センサを用いた屋外への開放部を持つ空
間の空調制御手法の開発・実証」、平成 29～令和元年度の採択額：約 2.4 億円）と
して実施したもので、地下街で人の流れや気温変化を予測し、場所に応じて異なる
空調制御をする世界初の取組である。平成 30 年度に実施した世界初の実証実験で
は、電力消費量を 42.5%削減（令和元年 48.9％削減）することに成功し、メディア
でも大きく取り上げられた。また、この「さんちかモデル」の大規模商業施設への
応用展開として、スマートイオン店舗をフィールドとした実証実験を関西電力から
総額１億 1,800 万円の共同研究契約（令和２年５月～令和４年８月）として締結し、
社会実装に向け製品化に取組んでいる。 
 
■ 世界発「マイクロ波マンモグラフィ」の開発 
応用数学上の未解決問題である「波動散乱の逆問題」を 解析的に解き、乳がん検

診を革新する世界初の画像診断システム『マイクロ波マンモグラフィ』のプロトタ
イプ機の開発に世界で初めて成功し、第１回日本医療研究開発大賞の日本医療研究
開発機構（AMED）理事長賞を受賞し、総理官邸にて表彰された。微弱な電波によっ
て、乳がんを可視化するマイクロ波マンモグラフィは従来の技術では画像化が不可
能である高濃度乳房の腫瘍も診断することが可能な新技術である。従来の X線マン
モグラフィが持つ、撮影時の痛みや X線による人体への影響がないだけでなく、腫
瘍の見落としもない革新的な医療機器であり、基本特許がアメリカ、中国、ドイツ、
イギリス、オランダ、日本等、世界 26 ヵ国で成立し、令和元年９月に開催された
学長記者会見では、NHK、朝日新聞（一面トップ）、毎日新聞（一面トップ）等、全
国 266 のメディアで報道されるなど、高い注目を受けた。 

すでにこのプロトタイプ機は、神鋼記念病院、兵庫県立がんセンター、本学附属
病院等で臨床試験を約 400 人実施し、従来技術よりも高い性能を実証した。今後、
治験、装置の製造、世界展開の方策を本学発のベンチャー企業である「株式会社
Integral Geometry Science」が担い、令和２年７月までに、提携企業、医師、ベ
ンチャーキャピタル、著名人等から約 30 億円の投資を受け、社会実装を加速させ
ている。 
■ 「実践的病院経営マネジメント人材養成プラン（M×M KOBE）」 

医学部附属病院と大学院経営学研究科がタッグを組んで「実践的病院経営マネジ
メント人材養成プラン」を立ち上げた。本事業は、医療経営に関する分析手法やデ
ータ活用事例、政策の動向等、教育コースでの講義やグループワーク、学内外から
講師を招いたセミナーを通じて、受講生及び地域の方に有益な情報を提供すること
を目的としている。この取組は、産学連携を意識しつつ産業界をリードする人材の
養成を手掛けてきた本学経営学部・経営学研究科(MBA プログラム)と附属病院が連
携し、病院データの活用や MBA プログラムの特徴を活かした実践的なプログラム
である点などが評価され、文部科学省平成 29 年度大学教育再生戦略推進費「課題
解決型高度医療人材養成プログラム」に採択された。 

平成 30 年度には、経営学研究科（MBA）と３科目 36 時間の講義・実習を新たに
開発し、医療機関での勤務経験は持たないが、経営マインドの高い本学 MBA 社会人
学生らと同じグループで議論を行う場を提供した。また、新たなケーススタディ手
法としてフィールドワークを開発し、実際に課題解決を行ってきた医療機関に受講
生が訪問し、実際の担当者の説明をもとに、グループワークを行った。受講者から
は、「自院でもできることがあるか考えながら取り組むことができ、実用的知識を
学べた。」「MBA との共通項目について、自院も、第２期の中期計画を実施中で、
原価管理や損益分岐点、業績管理や次の投資意思決定など、現在進行のものを改め
て見直すことが出来た。」などの声が寄せられた。 
 

○附属病院について 

 
１．評価の共通観点に係る取組状況 
（１）質の高い医療人育成や臨床研究の推進等、教育・研究機能の向上のために必
要な取組が行われているか。（教育・研究面の観点） 
 
○ 質の高い医療人育成 
・院内に総合臨床教育センターを設置し、院内各部署及び関係病院と連携しながら
初期研修医を中心とした医師への教育体制を構築している。初期研修医の各年度採
用者については平成 28 年度 55 名、平成 29 年度 68 名、平成 30年度 69 名がマッチ
ングした。また、院内各部署では様々な職種の医療従事者及び医療従事者を目指す
学生に対する実習・研修等の受け入れを行っており、総合臨床教育センターでは院
内各部署と連携し、受入れ手続き等を行うなど、教育組織体制を整えている。実習・
研修等については平成 28 年度 281 名、平成 29 年度 401 名、平成 30 年度 545 名を
受入れている。 
・臨床研修の質向上のため、プライマリケアの指導方法等を習得した臨床研修指導
医の養成を目的とした指導医講習会を開催しており、毎年、本院及び関係病院に所
属する約 40 名の医師が厚生労働省認定の臨床指導医資格を取得し、本院各診療科
及び各関係病院で初期研修医の指導にあたっている。 
・平成 30 年度より、専門医取得及び更新に必要となる共通講習を開催している。
平成 30 年度は「感染対策」「医療安全」の講習会を実施した(感染対策 51 名、医
療安全 28 名。令和元年度はこれらに加えて「医療倫理」の実施を予定している)。
各講習を受講し、専門医の取得・更新を行うことにより、医師としての質を向上・
担保している。 
・保健学科と附属病院間での人事交流の仕組みを確立し、実施した（４年間で保健
学科から附属病院に１名、附属病院から保健学科に 14 名派遣）。 
保健学科で使用しているポートフォリオ（看護実践過程リフレクションシート）を
附属病院の新人看護師研修ファイルにファイリングし、全新人看護師が必要に応じ
て活用できるようにした。附属病院でポートフォリオを活用するにあたり、臨地講
師を対象にしたポートフォリオ（看護実践過程リフレクションシート）の活用に関
する研修会を開催し、７割強の臨地講師から「活用できる」と評価を得た。 
・令和元年度よりポートフォリオ活用に際し、教育指導者の能力評価の指標の見直
しを行い再構築した。令和元年度の教育指導者 42 名の自己評価と上司による評価
結果から、教育指導者の課題は「教育に必要な理論（成人教育理論など）や技法を
活用した教育指導をしている」「相手が理解できるように論理的に教育指導してい
る」といった項目の評価が低かったため、次年度の養成コースの内容検討と実践者
へのフォロー体制を検討した。 
・昨年度と同様に兵庫県下の医療従事者等を対象に、災害・救急医療、感染症対策、
高齢者医療等の多職種が連携した研修を行い、救急救命、新生児蘇生、産科急変等
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に対する講習会や、兵庫県下の災害救急医療に携わる人材を育成する研修も行い、
県内若手医師を対象としたスキルアップ研修や動物を用いた低侵襲外科手術トレ
ーニング研修等を開催し、地域医療を担う人材の育成を図っている。 
・文部科学省 課題解決型高度医療人材養成プログラム「実践的病院経営マネジメ
ント人材養成プラン（M×M KOBE）」（平成 29 年度採択）では、大学病院のみなら
ず地域の医療機関での勤務経験を持つ社会人、自治体・公的機関における医療行政
担当者の実践的マネジメント能力向上を目的として、医学部附属病院と経営学研究
科が相互連携することで実践的なプログラムを開発しており、平成 30 年度より「医
療の将来を担う病院経営者養成コース」及び「地域マネジメント養成コース」の２
コースを開講し、コース内講義の科目履修も可能としている。令和元年度は、昨年
度の受講者アンケート等を基に社会人が受講しやすく、より深く学べるプログラム
を構築し、平成 30 年（第１期）はコース生 11 名及び科目履修生 34 名、令和元年
度（第２期）はコース生 17 名及び科目履修生 47 名が受講している。特に、本コー
ス受講生が所属する病院に学んだ内容を持ち帰り、実際に院内研修などにも活用し
た結果、職員の経営意識の向上が見られたことが、日本医療マネジメント学会第 14
回兵庫支部学術集会でも発表され、直接的にも間接的にも本取組の効果がでてい
る。 
 
○ 臨床研究の推進 
・平成 28 年度に WHO と、認知症とそれによる要介護状態の予防を目指す統合的な
「神戸モデル」構築に向けた共同研究を開始し、承認された研究計画に沿ってベー
スラインデータの収集を進めた。令和元年度には収集されたデータのクリーニング
作業（整合性評価、内容確認等）がほぼ完了し、要介護データとの突合作業に入っ
た。突合が完了したデータから順に統計解析を開始した。 
・臨床研究支援業務を担当する専門的な職員を平成 28 年度以降 27 名（特命教員、
プロジェクトマネージャー、データマネージャー、CRC 等）採用し、臨床研究支援
体制の強化を継続的に行った。 
・シーズ管理体制の整備を進めていくため、平成 28 年４月に医学研究科トランス
レーショナルリサーチイノベーションセンターを臨床研究推進センターのTR･RS部
門に集約するとともに、先端医療機器開発の推進及び業務集約による機能強化等を
目的に、平成 29 年４月に医学研究科レギュラトリーサイエンスインキュベーショ
ンセンターを臨床研究推進センターに統合し、AMED「国産医療機器創出促進基盤整
備等事業」の促進を図った。臨床現場において医療機器開発に携わる企業研究開発
者や工学研究者のための教育研修プログラムや、ニーズ情報と開発品シーズ情報を
一元管理する体制に関して、AMED から高い評価を得た。令和元年度には後継事業で
ある AMED「次世代医療機器連携拠点整備等事業」が採択された。 
・平成 30 年４月に施行された臨床研究法に規定する特定臨床研究等について、審
査意見業務を行うため、新たに臨床研究審査委員会の設置を厚生労働省に申請し、
平成 30 年５月に認定を受けた。また、平成 30 年７月には、臨床研究推進センター
内のプロジェクトマネジャーやモニター等の複数職種をチーム化し、法移行を予定
している特定臨床研究等の品質を担保するため、臨床研究審査委員会申請前に全件
の研究計画書・同意説明文書等の記載内容について事前確認を行うなど、研究管理
体制を強化した。 
・令和元年度には、本学主幹の臨床研究法において Electronic Data Capture （EDC）
システム（KOBE REDCap）を利用できる環境を整備した。 
 
（２）大学病院として、質の高い医療の提供のために必要な取組が行われているか。
（診療面の観点） 
 
○ 医療の安全・質向上のための取組 
・平成 30 年４月に「総合的質管理委員会」を設置、月１回委員会を開催し、医師

や看護師など現場の医療者から発した病院の質改善に向けた提案を拾い上げ、ま
た、それぞれの部署で行われている質改善活動を援助、評価する仕組みを始めた。
平成 30 年度は、質改善に向けた３つのワーキングを立ち上げ、質改善活動を行い、
その内、検査中や検査後の患者安全、感染制御上の問題が認められた経食道心エコ
ー図検査について、検査場所の変更、ベッドサイドモニター等の必要機器の導入、
検査中の患者観察等の改善策を提言し、実際に質改善活動につなげた。また、令和
元年５月に病院機能評価受講準備ワーキングを立ち上げ、受審準備を通じて病院全
体の質改善を進めており、令和元年 11 月には説明書・同意書の統一様式を定め、
各科の現行様式を順次統一様式に変更している。 
・平成 29 年３月に外部委員３名からなる医療安全監査委員会を設置、年２回委員
会を開催し、附属病院における適正な医療安全管理体制の確保を図っている。 
・医療安全管理に係る体制として、平成 29 年度に医療の質・安全管理部に専従看
護師１名（時短勤務）を配置し、体制強化を図った。また、医事課医療相談室を患
者支援センターの総合相談部門に統合するとともに、新たに医療ソーシャルワーカ
ー１名を配置し、患者相談に対する対応の強化を図った。平成 30年度に医療の質・
安全管理部に専従の薬剤師を１名配置し、令和元年度に医師１名を専任から専従と
した。また、外国人患者受入れに併せ当該患者に対する医療安全管理体制を整備す
るため、医療安全管理委員会にｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ長を新たに加え
るとともに、臨床研究中核病院を目指し臨床研究に関する安全管理担当者を新たに
加え医療安全管理体制を強化した。 
・平成 28 年７月から、医療事故防止のため医療安全・感染･薬剤・医療機器の重要
周知事項をまとめた「くすのきスクエア」を随時発行し、各部署内の所属職員に確
認した押印又はサインをしてもらうことで、医療安全への意識の高揚を図ってい
る。 
 
○ 高度な医療の提供 
・国際がん医療センター（ICCRC）では、がんに対する先進的治療として、平成 30
年 10 月から近隣の医療機関である放射線施設（神戸低侵襲がん医療センター、神
戸陽子線センター）と共同で、金マーカー留置による画像誘導放射線治療（IGRT）
や陽子線治療、前立腺直腸間のハイドロゲルスペーサー留置等を施術し、また、平
成 31 年４月から消化管内視鏡診察に関わる高度医療として内視鏡的粘膜下層はく
離術（ESD）を行った。これらの施術は安全で質の高い医療の提供と低侵襲医療を中
心とした先端的医療の研究開発を推進でき、急速な高齢化の進展、疾病構造の変化
や質の高い医療を求める国民の意識の変化等に伴い、社会からの要請の強い侵襲性
の少ない高度な医療を提供し、身体負担及び術後合併症の軽減等により患者の QOL
（Quality of life）ならびに健康寿命の延長に寄与するものである。 
 
○ 国際医療 
・平成 29 年６月から、国際交流に関する様々なインバウンド・アウトバウンドな
どのマネージメントを行う組織として、神戸大学医学部附属病院 International 
Medical Communication Center（IMCC）を設置し、海外患者受入れに向けた体制整
備を進め、病院内英語サインの設置、院内文書の多言語翻訳、看護部英会話講習を
行った（平成 29 年度４回開催、127 名参加）。 
・神戸市と本学が締結している国際医療交流推進のための連携協力に関する協定書
に基づく事業として、平成 30 年度から、International Medical Communication 
Center(IMCC)に新たに海外患者対応窓口である International Patient Reception 
Desk(IPRD)を設置した。具体的には、コーディネート業者を通じて海外患者の受付、
患者情報の事前取得、翻訳・通訳、ビザの手配、治療費支払いの代理などの一連の
支援が可能となった。併せて、英語版及び中国版の IMCC のホームページを整備し、
問合せは 123 件、患者受入は 25 名であった（中国：19 名、米国：1名、ベトナム：
1名、タイ：1名、モンゴル：1名、ブラジル：1名、パキスタン：1名）。 
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・病院の国際化に対応できる人材の育成のため、各部署に対し、実践的な語学セミ
ナーの開催等を行った（平成 30 年度 14 回開催、301 名参加。令和元年度 10 回開
催、42 名参加）。 
・海外患者への医療サービスをより向上させるため、平成 30 年度に外国人患者受
入医療機関認証制度（JMIP）を受審し、平成 31 年４月に認証された。 
 
（３）継続的・安定的な病院運営のために必要な取組が行われているか。（運営面
の観点） 
 

経営基盤強化のため、以下の取組を行った結果、令和元年度決算報告時における
病院全体の業務損益は+737 百万円、当期収支は 164 百万円（第３期中期期間累計
（平成 28 年度から令和元年度の４年間）では業務損益は+74 百万円、当期収支は
567 百万円）となり、安定的な病院経営につながった。 
 
①平均在院日数の短縮及び新入院患者数の増 
 国立大学法人向け管理会計システム（HOMAS2）等を用いて、症例数の多い DPC コ
ード毎に全国の DPC 対象病院の平均在院日数・DPCⅡ日以内退院割合を各診療科に
提示するとともに、入院経過日数毎の出来高換算額の推移を全国国立大学平均及び
同規模国立大学と比較したベンチマーク資料を提示することで平均在院日数の短
縮に取り組んだ。平成 30 年度及び令和元年度の病院長ヒアリングにおいて、在院
日数が全国立大学の平均より長く、看護必要度が低い DPC コードについて、入院経
過日数毎の医療資源投入額等を比較し、医療資源最投入日が国立大学平均の入院経
過日数より遅い DPC 分類について検証を行った。外科系診療科において月曜日に予
定手術を行う患者が金曜日に入院することが、在院日数を長くする要因の１つであ
ることを共有し、経営担当副病院長を長として、関係各部署（手術部、看護部、診
療科、事務部）による「手術前日入院に係る WG」を設置した。 
 手術前日の日曜日に入院を行い在院日数の適正化を図るため、病棟の受入体制の
確認、入院中に行っていた手術前の麻酔科診察の外来実施の促進、入院センターで
外来受診時に入院に関する説明を実施、院内周知等の取組を、令和元年度も継続し
て行った結果、月曜日予定手術患者の日曜日入院比率は、平成 30 年度 2.3％から、
令和元年度累計で、6.1％と 3.8 ポイント上昇した。また、全体の手術当日・前日
入院率は、65.1％から 72.2％と 7.1 ポイント上昇した。さらに、DPCⅡ日以内退院
率及び新入院患者数等を基にした年３回の病床配置の見直しや、DPCⅡ日以内退院
率等の状況に応じた個別ヒアリングの実施等による平均在院日数短縮及び新入院
患者数増への取組の結果、本院における平均在院日数は平成 28 年度比で▲2.1 日
短縮の 14.0 日、新入院患者数は 807 名増の 19,434 名、入院単価は 7,030 円増とな
る 83,613 円、Ⅱ期以内退院率は平成 28 年度比では 4.5 ポイント増、同一の評価基
準である平成 30 年度では 5.0 ポイント増の 57.7％とすることができた。 
 
②特定機能病院としての取組 

看護必要度について、項目別に対応が不十分な事項を抽出・分析を行い、分析結
果をもとに、看護必要度 WG において対策を検討した。医師、看護師による電子カ
ルテへのオーダー・実施入力の徹底や、薬剤部の協力のもと対象薬判定用マスタの
更新を行い、医療情報部において看護必要度判定ツールの改修を行う等、関係部署
における積み重ねにより、令和元年度第４四半期の数値で前年同期と比較して、3.7
ポイント高い 32.7％に改善した。 

また、重要業績評価指標（Key Performance Indicator（KPI））による経営改善
の状況の把握管理を図ることを目的として、例年３～４月頃に実施していた病院長
ヒアリングを９月～12 月に開催し、診療科及び各中央診療部門にヒアリングを行
った上で令和２年度の目標設定を依頼した。KPI の設定、業績管理により診療機能
強化を図り、迅速な問題点の把握、改善に努めていくこととした。 

 
③上位加算の取得や新たな取組による増収 
 上位加算や算定対象の拡大に対して、取得要件充足に向けた専門医等の配置や病
床の見直し、現有資産を有効活用した新たな取組により、地域のニーズに沿った医
療を提供する環境を整えつつ、増収を図った。 
 
・平成 28 年度診療報酬改定では小児入院医療管理料の算定対象が拡大されたこと
に対し、小児病棟を２床増床した。また同改定で新設された精神科急性期医師配置
加算への要件充足体制を整え、平成 30 年度までの累計で 167,370 千円増収となっ
た。 
・平成 30 年度には特定集中治療室管理料及び画像診断管理加算について、それぞ
れの上位加算取得に加え、抗菌薬適正使用加算を取得し、246,092 千円の増収とな
った。また抗菌薬適正使用加算取得の際には、抗菌薬適正使用支援チームを発展的
に組織化し、内閣官房主催の第２回薬剤耐性（AMR）対策普及啓発活動表彰「薬剤耐
性へらそう！」にて応援大使賞を受賞した。 
・医師の負担軽減と診療効率の向上を目的として、間接的業務時間の短縮を図るべ
く、平成 28年度から医師事務補助体制加算 20 対１を取得していたが、令和元年度
には医師事務補助者が働きやすいように勤務時間を弾力化すること等により、増員
することで医師事務補助体制加算 15 対１の算定を開始した（令和２年２月）。ま
た国際がん医療・研究センター（ICCRC）では差額ベッド料金の見直しを行うととも
に、急性期一般入院料１の届け出を前倒しで行い診療体制の充実を図った。 
・地域における新生児救急医療へ対応すべく、本院で所有する災害時の医療支援車
である DMAT カーを救急搬送にも活用し、院外で出生した新生児の救急搬送受入れ
を平成 30 年 10 月から開始し、当該年度は 11 件受入れ、17,758 千円の増収となっ
た。 
・重要ながん治療法のひとつである放射線治療を推進するため、医学物理士を増員
することで放射線治療の実施体制を強化した。これにより強度な放射線治療であ
る、「強度変調放射線治療（IMRT）」の診療体制の充実が図られ、平成 30 年度は
28,854 千円の増収となった。 
・PET-MRI や超音波内視鏡等の本院の既存設備と国立大学病院ならではの高度な専
門性を活かして、膵臓癌の早期発見に特化したドック事業となる「膵がん精密検診」
（自費診療）について、WEB での予約や料金前払い等の実施体制を整え、令和２年
２月から予約受付を開始した。 
 
④PET 検査の外来予約枠拡大 
 外来予約の簡便化、外来実施率の各種会議での報告、PET-MRI の検査精度の高さ
の訴求、全国の外来実施率の調査等を実施することで PET 検査の実施を入院時から
外来に移行し増収を図った。平成 29 年度から平成 30 年度にかけて PET-CT の外来
実施率の増加率＋5.6 ポイント（700 床以上の病床をもつ 21 大学の中で１位（全 42
大学中３位））、外来の実施件数は 333 件増加し、請求額は 25,721 千円増収し、
令和元年度も外来予約枠拡大以前に比べ高い水準で推移している。PET-MRI におい
ては、放射線部における見直しにより平成 29 年度から令和元年度にかけて外来実
施件数が 409 件増加（2.06 倍の増加）、請求額は 37,464 千円増収となった。 
 
⑤医薬品等の管理・調達の改善 
安全性に十分配慮を行いつつ先発医薬品を後発医薬品へ切り替えることについ

て継続して検討を行い、平成 28 年度から平成 30 年度にかけて計 152 品目を切り替
え、令和元年度は更に 47 品目を切り替えた（一部は併置）。その結果、数量ベース
のシェア率（薬価ベースの処方数実績による試算値）は、平成 28 年度末時点で
73.2％であったが、平成 30 年度末時点では 85.3％、令和元年度２月末時点では
87.8％まで伸びており、診療報酬における後発医薬品使用体制加算も最高点数であ
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る区分 1（45 点）を算定できている。 
 医薬品及び診療材料の調達に際して、市場調査等価格交渉に有益な情報を収集し
た上で契約期間を設定して価格交渉を行うことや、後発医薬品への切り替え促進、
医療材料の共同調達の実施など、費用削減に努めることにより、平成 28 年度から
令和元年度までの経費削減累計額は 1,083,110 千円となった。また、診療材料、医
薬品の損失割合の低減を図るため、毎月の院内会議における破損件数・金額及び理
由を報告・注意喚起を行うことで、中期計画 15-２「診療材料の損失割合を 0.5％
以下、医薬品の損失割合を 0.16％以下」に対し、診療材料損失割合を 0.354％、医
薬品損失割合 0.105％とし、目標値以下に抑制することができた。 
 
⑥地域医療貢献に向けた体制構築 

平成 31 年１月に副病院長を室長とした情報分析推進室を設置し、地域医療機関
に対して医療ニーズの分析や分析結果の提供を行うとともに、医学部附属病院の事
業計画等を推進する体制を整備した。 
実際の取組として、本学関係病院のうち 43 病院から DPC データの提供を受け、

各種オープンデータと合わせて地域における医療提供状況の可視化、及び臨床指標
のベンチマーク分析などを行った。その結果を兵庫県及び県医師会へアピールを行
った結果、県内約 250 病院の DPC データおよび県内全病院の病床機能報告データな
どの分析を行う事業を兵庫県より受託し、まずはオープンデータでの県内の分析を
行った。これにより地域医療構想アドバイザーを務める副室長のもとで、県内のシ
ンクタンク機能としての役割が稼働し、関係病院のみならず県内における医療政策
及び病院経営分析に、本学が大きく貢献することとなった。 
 
⑦経営体制の強化 
平成 29 年度、がんに対する先進的外科的治療の推進等を目的に国際がん医療・

研究センター（ICCRC）を設置して外科的治療による手術件数の増等により経営体
制を強化し、さらに平成 30 年度以降は附属病院と ICCRC の両院あわせてより最適
な経営となるよう、組織面、財務面、運営面の強化に取り組んできた。 
 組織面においては、規則改正を行い、医学部附属であった ICCRC を附属病院の下
に位置付け、事務組織を含め連携を強化した。 
 財務面においては、運用病床数を開院当初の 30 床から平成 30 年度には 50 床、
令和元年度には 60 床へと医療安全に配慮しつつ段階的に増床し、手術件数を増加
させるとともに（令和元年度 2,123 件、平成 30 年度 1,410 件、平成 29 年度 614 
件）、外来部門においては、形成外科、乳腺内分泌外科を中心に外来患者数を増加
させた（令和元年度 1,492 人、平成 30年度 1,024 人、平成 29年度 228 人）。さら
に、平成 30 年度から新たに婦人科及び小児外科を開設し、令和元年度には消化器
内科が診療を開始している。本院においては令和元年７月から兵庫県より救命救急
センターに指定され救急患者の受け入れのさらなる促進を図っている。令和元年度
は 2,646 件の救急車を受入れ、平成 30 年度の 2,521 件から 125 件増加した。 
 運営面においては、平成 30 年度から ICCRC 各診療科の稼働状況等の関係者への
情報の周知徹底に加えて、附属病院、ICCRC 双方の診療科長と附属病院の病棟医長
が参加する連携推進会議の開催、ICCRC の診療科に対する病院長ヒアリングにおけ
る診療状況や稼動目標値の確認や意見交換により、本院のガバナンスのもと、より
適正な運用を図った。病院経営会議について開催頻度を増やし、会議の構成員とし
て病院経営に精通した管理会計の専門家及び財務戦略・病院財務担当の副学長を審
議に加えることで、また、作業部会については月１回の開催とし、構成員に新たに
財務部長を加えることで、経営計画の進捗状況のチェック機能を強化した。附属病
院内においても、本院・ICCRC 執行部懇談会を開催し、目指すべき将来像について
議論を行うとともに、診療科を取り巻く環境、手術手技の特性を踏まえた集約化等
の議論を重ね、本院・ICCRC の棲み分けを浸透させ、運営面の強化に取り組んだ。 
 平成 30 年度、病院全体では４百万円の業務損益上の黒字を達成し、また令和元

年度も前年度より 733 百万円増となる 737 百万円の黒字を達成した。第３期中期期
間累計（平成 28 年度から令和元年度の４年間）では業務損益は+74 百万円、当期収
支は 567 百万円）となり、安定的な病院経営につながった。 
 

○附属学校について 

 
１．特記事項 
 
○ 神戸大学の教育研究に資するとともに、国・地域における初等中等教育の先導
的・実践的な取組を推進していく使命を果たすため、これまで学部所属であった附
属学校を大学所属に再編し、初等・中等教育段階での全学による教育研究拠点を構
築する「附属学校再編計画」を平成 21 年度から開始している。平成 28 年度は、中
等教育学校を 28 クラスから 26 クラスへと再編し、以降毎年度２クラスずつ減少し
ていき、令和２年度で 18 クラスとなった。平成 29年度は、国立大学附属学校の使
命である国指定事業及び公開研究会等を通じて先導的・実験的な教育研究活動の実
施・普及の統合的・体系的な深化を体現するために「初等中等高等グローバル教育
研究センター」を設置した。平成 30 年度においては、附属学校の存在意義・役割
分担・特色について課題を整理し、附属学校部と大学の各学部・研究科等の連携・
接続を推進し、従来個人ベースで実施されてきた教育研究における連携を、大学の
機能強化の観点から組織的に行う体制に整備することとした。 
 
○ 附属幼稚園及び附属小学校における文部科学省「研究開発学校」（平成 25～28 
年度）について、初等教育要領の開発の実績と更に充実させる必要があることが認
められ、指定期間が延長（平成 29～31 年度）され、引き続き９年一貫教育課程の
開発に人間発達環境学研究科を中心とする大学教員の指導助言を受けて取り組ん
だ。また、附属中等教育学校における文部科学省「研究開発学校」（平成 25～28 年
度）について、これまでの地理歴史科の開発の実績と更に充実させる必要があるこ
とが認められ、指定期間が延長（平成 29～31 年度）され、前年度までの「地理基
礎」「歴史基礎」から「地理総合」「歴史総合」に変更した上で研究開発に取り組
んだ。「歴史総合」「地理総合」は学習指導要領の改訂によって、令和４年度より
全高等学校生の必履修科目となり、本校での研究成果が全国の中等教育機関に波及
することとなった。 
 
○ 附属中等教育学校においては、平成 27 年度に指定を受けた「スーパーグロー
バルハイスクール（SGH）」の取組として、地球の安全保障をテーマに課題研究及び
グローバルアクションプログラム等を実践し、将来、国際的に活躍できるグローバ
ル・リーダーの育成を目的に研究開発を実施した。その結果、「第８回 ESD 大賞高
等学校賞（高校１位）」を受賞し、平成 29 年 12 月に開催された第９回ユネスコ
スクール全国大会「持続可能な開発のための教育（ESD）研究大会」で表彰された。
特設科目「ESD」「国際理解」を設置するなど、ESD を踏まえた教科横断的な中高一
貫カリキュラム編成を行っていること、ESD に関わるテーマで多くの生徒が、
18,000 字以上の論文を書くなど「課題研究」に積極的に取り組んでいること、宮
城交流プログラム、アートマイル国際交流壁画共同制作プロジェクト、ジオパーク
プログラム、ESD Food プロジェクト、JICA 教育視察団との交流等の国際交流体
験、地域交流体験活動を積極的に推進していることが高く評価された。 
 
○ 平成 27 年度から指定を受けているスーパーグローバルハイスクール（SGH）事
業の成果を発展継続するとともに、生涯を通じて新たな価値を創造し続ける文理融
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合型人材の育成を推進するため、令和２年度のスーパーサイエンスハイスクール事
業の指定を受けた。 
 
 ２．評価の共通観点に係る取組状況 
 
（１）教育課題への対応 
○ 学校現場が抱える教育課題について、実験的、先導的に取り組んでいるか。 
 
以下のとおり「研究開発学校」制度に基づく取組及び障害児教育についての先導

的な取組を行っている。 
 
・附属幼稚園及び小学校において、研究開発学校制度指定による「子どもの学びに
着目した９年間を一体としてとらえた教育課程の大綱となる「初等教育要領」の充
実」をテーマとした実践研究を実施している。 
・附属中等教育学校において、研究開発学校制度指定による「地理歴史科の再編成
による「地理総合」「歴史総合」の設置及びその学習内容と方法、評価についての
研究開発」をテーマとした実践研究を実施している。 
・附属特別支援学校において、特別な支援を要する児童・生徒の急増から可視化さ
れた課題への対応と人材育成のため積極的な実習受け入れ（本学及び近畿地区の大
学生）を行っている。さらに、障害者教育の先進校として海外（モンゴル・韓国・
コスタリカ）研究者視察団を受入れた。 
 
○ 審議会答申などにより明確となる新たな教育課題や国の方策について、率先し
て取り組んでいるか。 
 

先の項目で記載した「研究開発学校」制度の指定により，以下の内容で国が抱え
る教育課題に対して取り組んでいる。 
 
・附属幼稚園及び小学校においては、「幼稚園教育要領」及び「小学校学習指導要
領」において、幼稚園と小学校の接続・連携の重要性が明記されているが、両要領
の基本理念の差異などから、現実の教育現場では必ずしも円滑な接続がなされてい
ないことが、教育現場全体における大きな課題である状況のもと、子どもの学びに
着目し、幼児教育と小学校教育９年間を一体としてとらえ、教育課程の大綱となる
「初等教育要領」の開発を提言（平成 25 年度～28 年度研究開発学校制度指定）し
た。平成 29 年度からは研究開発学校制度の延長指定を受け、現在上記内容の充実
を図るべく実践研究に取り組み中である。 
・附属中等教育学校において、第 21 期日本学術会議の提言「新しい高校地理・歴
史教育の創造―グローバル化に対応した時空間認識の育成―」で我が国の中等教育
に関するグローバル人材育成の重要性が明記された。地歴科を再編した「地理基礎」
「歴史基礎」の開発を提言（平成 25 年度～28 年度研究開発学校制度指定）した。
平成 29 年度から研究開発学校制度の延長指定を受け、新科目「地理総合」「歴史
総合」に係る実践研究に取り組んでいる。研究の成果として、令和４年度より実施
される、次期学習指導要領において「地理総合」「歴史総合」を必履修科目に設定
した。 
 
○ 地域における指導的あるいはモデル的な学校となるように、多様な子供たちを
受け入れながら、様々な教育課題の研究開発の成果公表等に取り組んでいるか。 
 

国立大学法人附属学校の使命に鑑み、多様な児童生徒を受け入れる選考方法を以
下のとおり導入しており、高学力者だけを選抜することなく、コミュニケーション
能力や居住体験など様々な資質・経験を持った子どもを受け入れている。 

 
・附属幼稚園及び小学校においては、単なる知識だけではなく、コミュニケーショ
ン能力をも含めた選考内容としている。具体的には、知識分野・運動分野に関する
実技、及び面接において保護者との関わりも含めた他者とのコミュニケーション力
の観察により総合的に判定している。 
・附属中等教育学校においては、学力偏重に陥ることなく選考すべく、令和２年度
入学者に係る入試では、従前校区外としていた兵庫県外でも 90 分で通学可能とな
る地域からの枠、あるいは東灘区、灘区等徒歩で通学可能（２㎞以内）な枠、また、
帰国直後又は帰国後１年以内の国際枠などを設けたグローカル適性検査を実施し
た。 
・附属特別支援学校においては、地域における指導的、モデル的な学校となるよう、
入学選考において重度重複障害児の児童生徒、指導上の困難を伴う発達障害の児童
生徒を積極的に受け入れ、実践を蓄積している。 
 
（２）大学・学部との連携 
○ 附属学校の運営等について、大学・学部側との間で協議機関等が設置され十分
に機能しているか 。 
 
平成 21 年度に、附属学校園を従来の学部附属から大学附属に再編し、以下のと

おりガバナンス体制を確立した。 
 
・附属学校担当理事・副学長を任命するとともに、附属学校園を統括する組織とし
て附属学校部を設置し、附属学校担当理事と附属学校部長との間で定期的に附属学
校運営について協議する場を設けた。また、重要・緊急事項については、理事・部
長緊密に協力を取り合うなど十分な連携をとっている。 
・附属学校園の在り方について大学全体で議論するために、「附属学校園の在り方
検討 WG」が設置され（令和元年度４回開催）、附属学校部内でも議論に資するべく、
部内対応部会を令和元年度は 10 回開催した。 
・重要事項を審議する機関として、大学から選出された教授を委員として構成する、
附属学校部運営委員会を設置した。 
 
○ 大学・学部の教員が、学校現場での指導を経験する意義を踏まえ、一定期間附
属学校での授業の担当や、行事への参加などについてのシステムが構築されている
か。 
 
・高大接続研究において、中等教育学校の生徒に対し４学部で各学部におけるテー
マに沿った講義・実験・実習への参加及び中等教育学校における卒業論文指導など
のグローバルアクションプログラムを実施した。さらに、平成 29 年度入学生を対
象とした神戸大学高大接続研究入試（AO 入試・試行実施）に各学部が求める学生像
にマッチする生徒の推薦を行い、全員が合格した。 
・大学各学部・研究科との連携協力を推進するため、連携授業を実施した。 
・「中等教育学校神戸大学 day」を開催し、附属学校担当理事及び全学部の教員・
学生による大学全体及び各学部のガイダンス・講義等を、３・４年生を対象に実施
した。 
・附属特別支援学校では、大学との共同研究として、発達科学部、大学院人間発達
環境学研究科との連携で、公開学術講演会を開催した。また、医学部との連携で「早
期臨床実習２」の実習生を受け入れた。 
・平成 30 年４月に大学・附属学校英語教育連携推進会議を開催し、神戸大学及び
附属学校の英語教育に係る現状を確認するとともに、本学の英語教育と附属小・中
等教育学校の英語教育における連携について、小学校の英語教育への大学教員の関
与、中等教育学校生による大学の英語講義への参加などにより、今後の授業の質的
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向上及び共同研究の構想等を検討した。 
 
○ 附属学校が大学・学部におけるＦＤの実践の場として活用されているか。 
 
・各学部との連携授業及び神戸大学 Day で附属学校の児童・生徒を対象に授業をし
た大学教員から、「学生対象の通常の講義とは異なる授業を行うことで、自らの研
究内容を後代に伝える意義、引いては高等教育というものの重要性について再確認
することができた」という意見があった。これは、「教育」というものが初等中等
高等とつながっていることを再度認識させることとなった証左である。 
 
○ 大学・学部のリソースを生かしながら、質の高い教育課程や教育方法の開発に
取り組んでいるか。 
 
（１）に記載した「研究開発学校制度」に係る実践研究について、拡大研究委員

として大学教員が参画し、人間発達環境学研究科のみならず、人文学研究科・医学
研究科・国際コミュニケーションセンターなど幅広い研究分野の教員の参画を得
た。それぞれ、歴史地理学・小児医療学・英語教育学の専門家としての見地から、
初等教育要領の開発・充実に参画いただいた。その結果、時空間認識・健康保持・
グローバルな視座といった視点を含めた教育要領を作りあげ、総合大学のリソース
を活用した研究体制となっている。 
 
○ 附属学校での実践研究の成果が大学・学部の教員養成カリキュラムに反映され
るシステムが構築されているか。 
 
・国際人間科学部子ども教育学科では、グローバル共生社会実現のため、子どもと
学校が抱える課題を多面的に認識し、実践的に解決していく能力を身に付けた初等
教育教員育成を目標としている。その目標達成に資するため、附属幼稚園・小学校
での、主体的な深い学びを追求する幼小一体の実践研究について、同学科教員の指
導助言を行い、さらに研究成果が大学での教育研究に還元されている。 
 
①大学・学部における研究への協力について 
 
○ 大学・学部の教育に関する研究に組織的に協力する体制の確立及び協力の実践
が行われているか。 
 

神戸大学との連携をもとに、教育理論の実践的研究及び実証を行い、その成果を
発表し、教育の発展・振興に寄与するための体制・規程を整備している。入学を希
望する幼児・児童・生徒の保護者にも、国立大学法人附属学校には実験的・先導的
な教育研究開発を推進する学校としての使命があることを伝え、協力を得ている。
附属学校園を研究フィールドとして、大学教員が有意義な研究活動を行えるよう
「神戸大学附属学校における人を直接の対象とする研究に関する規程」を制定し
た。 
 
○ 大学・学部と附属学校が連携して、附属学校を活用する具体的な研究計画の立
案・実践が行われているか。 
 
附属学校園の教職員及び幼児・児童・生徒を研究フィールドとした「人を対象と

する研究」が第３期中期計画期間で計 51 件実施された。現在、附属学校の在り方
についての再検討しており、ややもすれば属人的な関係により大学教員と附属学校
との共同研究がなされているが、今後はより組織だった共同研究体制を築くべく、
検討を進めている。 

 
○ 大学・学部との連携により、学校における実践的課題解決に資するための研究
活動が行われているか。 
 
（１）に記載した「研究開発学校制度」に係る実践研究をはじめ、様々な先導的

共同研究を実施し、国の教育方針の基本となる学習指導要領に影響を与えるものも
あった。特に以下の研究成果は文部科学省等からも高く評価されている。 
 
・ 附属幼稚園においては、人間発達環境学研究科との共同研究の結果、「幼稚園教
育要領」改訂にコミットしている。 
・附属中等教育学校においては、「研究開発学校制度」の指定を受けて、人間発達
環境学研究科及び人文学研究科の指導協力の下で得られた研究成果が新たな「学習
指導要領」に大きく影響を与えた。 
  
②教育実習について 
 
○ 質の高い教育実習を提供する実践的な学修の場としての実習生の受入を進め
ているか。 
 
本学は附属幼稚園・小学校・中等教育学校・特別支援学校と初等中等教育に加え

て知的障害に係る特別支援教育も含有する附属学校を設置しており、以下のような
実践的実習フィールドを提供している。それぞれ、各校園の特色（幼小一体、グロ
ーバル人材育成など）に沿った実習を実施している。 
・各種教育職員免許状取得に係る教育実習（４年間で 570 名） 
・医学部の臨床実習（４年間で 35 名） 
・介護等体験実習（４年間で 573 名） 
・新たに国家資格として設けられた「公認心理師」に係る実習（平成 30 年・令和
元年度の２年間で 74 名） 
 
○ 大学・学部の教育実習計画は、附属学校を十分活用したものとなっているか。
（附属学校と公立学校での教育実習の有機的な関連づけについて検討が進められ
ているか。） 
 
・国際人間科学部こども教育学科において幼稚園、小学校、特別支援学校の教職課
程を有しており、以下のとおりの取組により、附属学校と公立学校での教育実習の
有機的な関連付けが進められていると言える。 
・教育実習関連科目では、１、２年次の観察実習、２、３年次の学校インターンシ
ップなどにおいて、神戸市と結んでいる包括連携協定に基づき、一般公立学校園で
ある神戸市立の幼稚園、小学校、特別支援学校と先進的な実践教育を目指す附属学
校（幼稚園、小学校、特別支援学校）をお互いに有効活用し、系統立てた教育実践
経験を獲得できる内容となっている。 
 
・教育実習においても、定員の８割程度を附属学校で、２割程度を神戸市の協力校
において、実施しており、それぞれにおける実習の成果を交換・報告する場（教育
実習事後指導において相互報告・討論を行っている）も設けてある。 
 
○ 大学・学部の教育実習の実施への協力を行うために適切な組織体制となってい
るか。 
 
上記のとおり、教育実習について原則附属学校で行う方針としており、大学のク

ォーター制導入に対応したスケジュールで実施している。 
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・各学校園の教育実習担当教員が、大学の学務部及び国際人間科学部担当者と綿密
に連絡を取り合っている。 
・教職課程科目「教職実践演習」について、附属学校教員が大学での講義を担当し
ている。 
 
○ 大学・学部と遠隔地にある附属学校については、教育実習の実施に支障が生じ
ていないか。 
  
・附属幼稚園及び小学校においては、公共交通機関で大学（六甲台地区）まで１時
間程度要するが、交通の便が良い環境にあり、現状では実習実施に当たっての不都
合は生じていない。 
・附属中等教育学校においては、大学・学部と比較的近距離に位置しており、実施
に支障を来たしていない。 
・附属特別支援学校は、大学の遠隔地に立地しているが、実習に集中できるよう実
習期間中は大学への通学が必要ないようカリキュラムを組んでいる（履修申請の段
階で学務部と調整をおこない、学生が実習期間中に六甲台で授業を受ける（一日の
うち大久保と六甲２箇所への通学を要する）必要がないよう、カリキュラムを組ん
でいる）ため、特段支障は来たしていない。 
 
（３）地域との連携 
○ 教育委員会と附属学校との間で組織的な連携体制が構築されているか。 
 
以下のような形で、附属学校園での実践的教育研究成果について地域へ還元され

るよう取り組んでいる。 
 
・兵庫県及び神戸市教育委員会との人事交流に関する協定書を締結 
・附属幼稚園：明石市と相互人事交流協定締結。兵庫県教育委員会の指導主事に附
属幼稚園教諭を派遣。兵庫県教育委員会播磨東教育事務所、淡路教育事務所が実施
する 2019 年度幼稚園等新規採用教員研修（第３回園外研修）を附属幼稚園におい
て公開保育及び研究協議を実施。 
・附属小学校：毎年、神戸市・明石市・姫路市・神戸大学附属幼稚園等との連携の
もと、「夏季教員研修講座」を開催（４年間で 264 名参加）しており、本講座は兵
庫県教育委員会の中堅教員等資質向上研修の中に組み込まれている。 
・附属中等教育学校：西宮市教育委員会と、相互人事交流協定の締結に向けて交渉
中である。 
 
○ 地域の学校が抱える教育課題の解決に教育委員会と連携して取り組んでいる
か。 
 
以下のように附属学校園の実践的教育研究成果を様々な形で公教育へと波及さ

せている。 
 
・各学校園で実践研究の発表会を開催（幼稚園：４回計 588 名参加、小学校：４回
計 1,456 名参加、中等教育学校：４回計 950 名参加、特別支援学校：２回 288 名参
加）しており、毎回兵庫県・神戸市等の教育委員会及び全国から公立学校教員が多
数参加している。 
・研究開発学校制度の指定を受けての研究成果の一部（カリキュラム中の評価部 
分）について、三木市、新温泉町、川西市での幼児教育研究に組み込まれることと
なった。 

・附属幼稚園副園長が兵庫県内外の各市町村指定の研究会に出講した。 
 
○ 教育委員会と連携し、広く県内から計画的に教員の派遣・研修が行われている
か。また研修後に各地域に研修成果を生かした貢献ができているか。 
 
以下のとおり地域教員へ研究成果を波及させることにより、資質向上及び能力向

上に貢献した。 
 
・附属幼稚園及び小学校においては、神戸市、明石市などの教育委員会と共催で、
夏季教員研究講座を開催した。（４年間で 264 名参加。兵庫県教育委員会の中堅教
員等資質向上研修の中に組み込まれている） 
・附属特別支援学校においては、明石市教育委員会の特別支援学級新担任研修会（４
年間で計 157 名参加。公立学校現場では未だ経験者の少ない、重度重複障害児教育
についての知見を施し、公立学校における障害児教育の質向上に寄与した）を開催
した。  
・附属中等教育学校：研究開発学校及び SGH（スーパーグローバルハイスクール）
において、兵庫県教育委員会主任指導主事及び兵庫県立学校長に運営指導委員を委
嘱した。幼小一体及びグローバル人材育成に係る実践教育研究成果が兵庫県下の教
育現場に波及した。 
 
（４）附属学校の役割・機能の見直し 
○ 附属学校の使命・役割を踏まえた附属学校の在り方やその改善・見直しについ
て十分な検討や取組が行われているか。 
 
・平成 21 年度より附属学校を有する全国の国立大学に先駆けての附属学校再編を
開始し、着実に実行している。具体的には、附属中等教育学校が縮小期に入った（生
徒数 935 人→784 人、教員数 62 人→51 人）が、教育・実践研究棟に支障をきたす
ことなく、着実に学校運営を行った。 
・平成 29 年８月に出された文部科学省有識者会議報告を念頭に、総合大学の附属
学校としての在り方についての検討を大学として進めている。具体的には、理事・
副学長・附属学校部長等を構成員とする「附属学校園の在り方検討 WG」を立ち上
げ、諸問題に対応のための組織体制や今後の財政状況への対応方針などについて議
論している。 
 
○ 附属学校として求められる機能の強化を図る観点から、その規模も含めた存在
意義の明確化や大学の持つリソースの一層の活用がなされているか。 
 
上記再編計画において、小学校２校を１校に、中学校２校を中等教育学校１校に

統合し、学校規模のスリム化を図った。 
 
・古くから国際交流を重視していた住吉中学校、大正期から現在で言うアクティブ・
ラーニングを志向していた明石中学校という伝統ある２校の特長を統合させ、「地
球規模での視座を持ち、課題を発見・解決できる人材育成」を目指す中等教育学校 
とするべく、再編完了となる令和２年度に向け、着実に計画を実行している。 
・研究面では従来人間発達環境学研究科教員との共同研究が中心であったが、理・
医・工学分野等も含めた多様な共同研究について組織的に実施可能 （工学研究科
との連携による初等教育でのウェアラブルコンピューター研究の実現など）となる
よう、体制・システムについて検討を行っている。  
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Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画  

 

  ※ 財務諸表及び決算報告書を参照    

 

 

中期計画別紙 中期計画別紙に基づく年度計画 実 績 

１ 短期借入金の限度額 
 5,140,572 千円 
 
２ 想定される理由 
 運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生
等により緊急に必要となる対策費として借り入
れることが想定されるため。 

１ 短期借入金の限度額 
 5,140,572 千円 
 
２ 想定される理由 
 運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生
等により緊急に必要となる対策費として借り入
れることが想定されるため。 

 
該当なし 

 

Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画  

 

中期計画別紙 中期計画別紙に基づく年度計画 実 績 

１ 重要な財産を譲渡する計画 
 ・ 淀川団地の土地の一部（大阪府大阪市東

淀川区菅原１丁目 759 番、312.08 ㎡）を譲
渡する。 

・ 明石団地の土地の一部及び附属明石中学
校の建物の一部（兵庫県明石市山下町 358
番 16 号、土地 6,118.95 ㎡及び建物
3,245.83 ㎡）を譲渡する。 

・ 山の街団地の土地及び建物（兵庫県神戸
市北区緑町 1 丁目 2 番 3 号、土地 243.84
㎡及び建物 260.76 ㎡）を譲渡する。 

 
２ 重要な財産を担保に供する計画 
・ 附属病院の施設・設備の整備に必要とな
る経費の長期借入れに伴い、本学の土地及
び建物を担保に供する。 

１ 重要な財産を譲渡する計画 
 ・ 明石団地の土地の一部及び附属明石中学

校の建物の一部（兵庫県明石市山下町 358 
番 16 号、土地 6,118.95 ㎡及び建物 
3,245.83 ㎡）を譲渡する。 

・ 山の街団地の土地及び建物（兵庫県神戸
市北区緑町 1 丁目 2 番 3 号、土地 
243.84 ㎡及び建物 260.76 ㎡）を譲渡す
る。 

 
 
 
２ 重要な財産を担保に供する計画 

・ 附属病院の施設・設備の整備に必要となる
経費の長期借入れに伴い、本学の土地及び建
物を担保に供する。 

１ 重要な財産を譲渡する計画 
 該当なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 重要な財産を担保に供する計画 
 該当なし 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額  
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Ⅵ 剰余金の使途  

 

中期計画別紙 中期計画別紙に基づく年度計画 実 績 

○ 決算において剰余金が発生した場合は、次の
使途に充てる。 
 
 ・ 教育研究の質の向上及び組織運営の改善 
 

○ 決算において剰余金が発生した場合は、次の
使途に充てる。 
 
 ・ 教育研究の質の向上及び組織運営の改善 

令和元年度の剰余金は令和２年度以降に繰越して教育研究の
質の向上及び組織運営の改善を行う事業に充てる。 
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Ⅶ そ の 他   １ 施設・設備に関する計画 

 

中期計画別紙 中期計画別紙に基づく年度計画 実 績 

 
施設・設備の内容 予定額（百万円 財  源 

・（六甲台）基幹・環

境整備（急傾斜地安

全対策） 

・小規模改修 

総額 

593 

 

 

 

 

 

 

 

施設整備費補助金 

（125） 

（独）大学改革支援・

学位授与機構施設費交

付金 

（468） 

 

（注１） 施設・設備の内容、金額については見込み
であり、中期目標を達成するために必要な業
務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備
や老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等
が追加されることもある。 

（注２） 小規模改修について平成 28 年度以降は平成
27 年度同額として試算している。なお、各事
業年度の施設整備費補助金、（独）大学改革
支援・学位授与機構施設費交付金については、
事業の進展等により所要額の変動が予想され
るため、具体的な額については、各事業年度
の予算編成過程等において決定される。 

 
施設・設備の内容 予定額（百万円） 財  源 
・（名谷）総合研究

棟改修（保健学系） 

・（六甲台）総合研

究棟改修（社会科

学系） 

・（六甲台）ライフ

ライン再生Ⅱ（給

排水設備） 

・（六甲台）基幹・

環境整備（安全対

策） 

・（医病）基幹・環

境整備（外来診療

棟昇降機等） 

・（楠）屋内運動場

等耐震改修 

・（六甲台他）基幹・

環境整備（ブロッ

ク塀対策） 

・（鶉野他）基幹・

環境整備（ブロッ

ク塀対策） 

・（ポートアイラン

ド）講堂耐震改修 

・大学病院設備整

備 

・小規模改修 

・練習船「深江丸」

代船建造 

総額 

5,794 

 

 

 

 

 

 

 

施設整備費補助金 

（2,089） 

船舶建造費補助金 

（2,950） 

長期借入金 

（703） 

（独）大学改革支援・

学位授与機構施設費交

付金 

（51） 

注）金額は見込みであり、上記のほか、業務の実施状
況等を勘案した施設・設備の整備や、老朽度合い等を
勘案した施設・設備の改修等が追加されることもあり
得る。 
 

 
施設・設備の内容 実 績 （ 百 万 円 ） 財  源 
・（名谷）総合研究

棟改修（保健学系） 

・（六甲台）総合研

究棟改修（社会科

学系） 

・（六甲台）ライフ

ライン再生Ⅱ（給

排水設備） 

・（六甲台）基幹・

環境整備（安全対

策） 

・（医病）基幹・環

境整備（外来診療

棟昇降機等） 

・（楠）屋内運動場

等耐震改修 

・（六甲台他）基幹・

環境整備（ブロッ

ク塀対策） 

・（鶉野他）基幹・

環境整備（ブロッ

ク塀対策） 

・（ポートアイラン

ド）講堂耐震改修 

・大学病院設備整

備 

・小規模改修 

・練習船「深江丸」

代船建造 

総額 

2,632 

 

 

 

 

 

 

 

施設整備費補助金 

（1,869） 

船舶建造費補助金 

（11） 

長期借入金 

（701） 

（独）大学改革支援・学

位授与機構施設費交付

金 

（51） 
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○ 計画の実施状況等 

・（名谷）総合研究棟改修（保健学系）に関しては、実施した後の残額（施設

整備費補助金：24 百万円）について返還した。 

・（六甲台）総合研究棟改修（社会科学系）に関しては、計画どおりに実施し

た。 

・（六甲台）ライフライン再生Ⅱ（給排水設備）に関しては、実施した後の残

額（施設整備費補助金：16 百万円）について返還した。 

・（六甲台）基幹・環境整備（安全対策）に関しては、実施した後の残額（施

設整備費補助金：104 百万円）について返還した。 

・（医病）基幹・環境整備（外来診療棟昇降機等）に関しては、実施した後の

残額（施設整備費補助金：0.2 百万円、長期借入金：２百万円）について返還し

た。 

・（楠）屋内運動場等耐震改修に関しては、実施した後の残額（施設整備費補

助金：0.3 百万円）について返還した。 

・（六甲台他）基幹・環境整備（ブロック塀対策）、実施した後の残額（施設

整備費補助金：71 百万円）について返還した。 

・（鶉野他）基幹・環境整備（ブロック塀対策）に関しては、計画どおりに実

施した。 

・（ポートアイランド）講堂耐震改修に関しては、実施した後の残額（施設整

備費補助金：２百万円）について返還した。 

・大学病院設備整備に関しては、計画どおりに実施した。 

・小規模改修に関しては、計画どおりに実施した。 

・練習船「深江丸」代船建造に関しては、国立大学法人船舶建造費補助金（平

成 31 年度・令和２年度国債事業）が交付され令和元年度に事業を行ったが、事

業費の一部（船舶建造費補助金：2,939 百万円）について次年度に繰越を行っ

た。 
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中期計画別紙 中期計画別紙に基づく年度計画 実 績 

・ 事務職員の採用・配置・養成及び人事考課につ
いて、点検・評価し、改善することにより、適材
適所による人材の有効活用を図る。 

・ 引き続き人事評価制度の改善を行うとともに評
価者、被評価者を対象とした研修を継続実施す
る。また、「事務職員等の人事及び業務の改善に
ついて」の改定を受け、評価結果の職位・給与へ
の適切な反映の仕組みを構築し、評価結果を昇
給、勤勉手当等に反映する運用を令和元年度
（2019 年度）から開始することとした。 

・ 人事評価（能力評価）結果の総合評価における
評語が「２」以下となった者について、人事課の
課長補佐以上の職位の者２名以上により、個別に
面談を実施し、改善を促すとともに、「勤勉手当
の成績率、昇給の昇給区分及び降任等に反映させ
る運用を、令和元年度から開始した。また、評価
者、被評価者を対象とした研修については継続実
施した。 

 

・ 男女共同参画の取組を進めるとともに、ワー
ク・ライフ・バランスに配慮するなど、多様な人
材を活用する。 

・ ワーク・ライフ・バランスを良好に維持・改善
するため、子育てや介護と仕事の両立支援制度
（常勤パート研究職制度、育児休業代替職員制度
等）を引き続き周知徹底する。 

・ 子育て中の研究支援員制度を実施し、12 名を支援
した。 

・ 介護支援セミナーでは、21 名が参加し、アンケー
トでは全員が「参考になった」と回答した。 

・ 六甲台一時保育室（はとぽっぽ六甲）にて一時保
育を実施し（37 回）、また、遠隔地キャンパスであ
る名谷キャンパス及び深江キャンパスにおいても
一時保育を実施した（各３回、１回）。 

・ 育児休業代替職員制度の利用者は 16 名であった。 
 

・ 組織の活性化のため、人事方針を検証するとと
もに、必要に応じて人事制度の弾力化を図る。 

・ 「事務職員等研修の基本方針」に基づき、職員の
資質の向上等に必要な研修を実施する。また、役員
等の SD 研修を実施し、管理職員の資質向上を図る。 

・ 高度専門職として整備した政策研究職員の採用・
配置を引き続き行い、本学の機能強化を一層促進す
る。 

・ 「事務職員等研修の基本方針」に基づき、職員
の資質の向上等に必要な研修を実施した。なお、
主任・中堅研修以降の各階層別研修においては、
知識の定着を図るために研修直後及び３か月後
に研修内容を振り返る事後課題を実施した。ま
た、職能開発（SD）に関し、幹部職員セミナー等
を開き、職員の資質向上を図った。 

・ 政策研究職員について、令和元年度には、大学
文書史料室、国際部に各１名を配置した。さらに、
学内の事務職員を対象として政策研究職員の学
内募集を行い、学術・産業イノベーション創造本
部、戦略企画本部 戦略情報室に各１名を配置し
た。政策研究職員が配置された各部署において
は、政策研究職員が中心となって各部署のミッシ
ョンの達成に取り組んだ。 

 

Ⅶ そ の 他   ２ 人事に関する計画 
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・ 教員の流動性を高めるため、計画に基づき年俸
制を推進するとともに、他大学・機関とのクロスア
ポイントメントの活用を図る。 

・ 年俸制適用教員の目標人数達成に向けて、ガイ
ドラインを踏まえた新たな年俸制制度を導入し、
新規採用教員への原則適用を順次実施していく
とともに、在職教員への適用についても加速を図
る。 

・ 引き続き他大学・機関とのクロスアポイントメ
ントの活用を図る。 

・ 文部科学省から出された「国立大学法人等人事
給与マネジメント改革に関するガイドライン」を
踏まえ、新たな年俸制適用教員制度を導入した。
在職教員への募集を行うとともに、役職者や 60歳
以上のシニア教員へ切替えの協力を依頼するな
ど、中期計画で定める目標人数の達成に向けて注
力した結果、旧年俸制適用教員数と併せて延べ
276 名となった。（年度末の退職者 35 名を含む。） 

・ 令和元年度のクロスアポイント適用数は、受入
18 名、派遣４名となった。（平成 30 年度：受入
15 名、派遣４名、平成 29 年度：受入 13 名、派遣
３名､平成 28 年度：受入 13 名、派遣４名） 
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○ 別表１（学部の学科、研究科の専攻等の定員未充足の状況について） 

学　士　課　程
学部の学科、研究科の専攻名等 収容定員 収容数 定員充足率 学部の学科、研究科の専攻名等 収容定員 収容数 定員充足率

（a） (b) (b)/(a)*100 ＜医学部＞ 1,337 1,385 103.6

(人) (人) （％） 医学科 697 716 102.7

＜文学部＞ 保健学科 640 669 104.5

人文学科 415 473 114.0

＜工学部＞ 2,275 2,440 107.3

＜国際文化学部＞ 建築学科 369 397 107.6

国際文化学科 140 216 154.3 市民工学科 249 273 109.6

電気電子工学科 369 420 113.8

＜発達科学部＞ 290 355 122.4 機械工学科 409 453 110.8

人間形成学科 90 108 120.0 応用化学科 418 441 105.5

人間行動学科 50 59 118.0 情報知能工学科 421 456 108.3

人間表現学科 40 60 150.0 各学科共通（３年次編入） 40

人間環境学科 100 128 128.0

各学科共通（３年次編入） 10 ＜農学部＞ 650 694 106.8

食料環境ｼｽﾃﾑ学科 143 172 120.3

＜国際人間学部＞ 1,120 1,146 102.3 資源生命科学科 218 236 108.3

グローバル文化学科 420 432 102.9 生命機能科学科 269 286 106.3

発達コミュニティ学科 305 310 101.6 各学科共通（３年次編入） 20

環境共生学科 243 249 102.5

子ども教育学科 152 155 102.0 ＜海事科学部＞ 820 885 107.9

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ輸送科学科 240 280 116.7

＜法学部＞ 海洋安全ｼｽﾃﾑ科学科 120 126 105.0

法律学科 760 833 109.6 ﾏﾘﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ学科 240 273 113.8

教養課程 200 202 101.0

＜経済学部＞ 海事技術ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科 - 1

経済学科 1,120 1,266 113.0 海洋ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ科学科 - 3

各学科共通（３年次編入） 20

＜経営学部＞

経営学科 1,080 1,196 110.7 学士課程　計 10,656 11,577 108.6

＜理学部＞ 649 688 106.0

数学科 109 131 120.2

物理学科 140 158 112.9

化学科 115 134 116.5

生物学科 95 114 120.0

惑星学科 140 150 107.1

地球惑星科学科 - 1

各学科共通（３年次編入） 50
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博　士　前　期　課　程（修士課程含む）

学部の学科、研究科の専攻名等 収容定員 収容数 定員充足率 学部の学科、研究科の専攻名等 収容定員 収容数 定員充足率

＜人文学研究科＞ 88 100 113.6 ＜工学研究科＞ 632 682 107.9

文化構造専攻 34 40 117.6 建築学専攻 128 137 107.0

社会動態専攻 54 60 111.1 市民工学専攻 84 96 114.3

電気電子工学専攻 128 138 107.8

＜国際文化学研究科＞ 94 118 125.5 機械工学専攻 152 162 106.6

文化相関専攻 36 51 141.7 応用化学専攻 140 149 106.4

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ文化専攻 58 67 115.5

＜システム情報学研究科＞ 146 171 117.1

＜人間発達環境学研究科＞ 178 202 113.5 ｼｽﾃﾑ科学専攻 56 61 108.9

人間発達専攻 106 118 111.3 情報科学専攻 42 52 123.8

人間環境学専攻 72 84 116.7 計算科学専攻 48 58 120.8

＜法学研究科＞ 74 77 104.1 ＜農学研究科＞ 240 252 105.0

　法学政治学専攻 74 66 89.2 食料共生ｼｽﾃﾑ学専攻 52 48 92.3

理論法学専攻 - 6 資源生命科学専攻 84 93 110.7

政治学専攻 - 5 生命機能科学専攻 104 111 106.7

＜経済学研究科＞ ＜海事科学研究科＞

経済学専攻 166 161 97.0 海事科学専攻 150 159 106.0

＜経営学研究科＞

経営学専攻 102 99 97.1 ＜国際協力研究科＞ 140 148 105.7

国際開発政策専攻 52 48 92.3

＜理学研究科＞ 244 262 107.4 国際協力政策専攻 44 46 104.5

数学専攻 44 42 95.5 地域協力政策専攻 44 54 122.7

物理学専攻 48 49 102.1

化学専攻 56 72 128.6 ＜科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科＞

生物学専攻 48 51 106.3 科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ専攻 80 87 108.8

惑星学専攻 48 48 100.0

博士前期課程（修士課程含む）　計 2,512 2,710 107.9

＜医学研究科＞

ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽ専攻 50 42 84.0

＜保健学研究科＞

保健学専攻 128 150 117.2
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博　士　後　期　課　程（博士課程含む）

学部の学科、研究科の専攻名等 収容定員 収容数 定員充足率 学部の学科、研究科の専攻名等 収容定員 収容数 定員充足率

＜人文学研究科＞ 60 104 173.3 ＜医学研究科＞

文化構造専攻 24 45 187.5 医科学専攻 378 487 128.8

社会動態専攻 36 59 163.9

＜保健学研究科＞

＜国際文化学研究科＞ 45 68 151.1 保健学専攻 75 151 201.3

文化相関専攻 18 30 166.7

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ文化専攻 27 38 140.7 ＜工学研究科＞ 126 141 111.9
建築学専攻 24 34 141.7

＜人間発達環境学研究科＞ 51 78 152.9 市民工学専攻 18 25 138.9

人間発達専攻 33 51 154.5 電気電子工学専攻 24 22 91.7

人間環境学専攻 18 24 133.3 機械工学専攻 30 22 73.3

心身発達専攻 - 1 応用化学専攻 30 38 126.7

教育・学習専攻 - 1

人間行動専攻 - 1 ＜システム情報学研究科＞ 38 40 105.3

ｼｽﾃﾑ科学専攻 9 12 133.3

＜法学研究科＞ 56 90 160.7 情報科学専攻 9 15 166.7

理論法学専攻 14 35 250.0 計算科学専攻 20 13 65.0

政治学専攻 6 14 233.3

法学政治学専攻 36 41 113.9 ＜農学研究科＞ 71 62 87.3

食料共生ｼｽﾃﾑ学専攻 16 17 106.3

＜経済学研究科＞ 資源生命科学専攻 24 16 66.7

経済学専攻 60 95 158.3 生命機能科学専攻 31 29 93.5

＜経営学研究科＞ 98 117 119.4 ＜海事科学研究科＞

経営学専攻 98 116 118.4 海事科学専攻 33 34 103.0

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｼｽﾃﾑ専攻 - 1

＜国際協力研究科＞ 69 79 114.5

＜理学研究科＞ 83 61 73.5 国際開発政策専攻 24 14 58.3

数学専攻 12 8 66.7 国際協力政策専攻 21 25 119.0

物理学専攻 15 17 113.3 地域協力政策専攻 24 40 166.7

化学専攻 18 19 105.6

生物学専攻 19 13 68.4 ＜科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科＞

惑星学専攻 19 4 21.1 科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ専攻 20 25 125.0

博士後期課程(博士課程含む)　計 1,263 1,632 129.2
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○ 計画の実施状況等 

 
定員充足率は、学士課程が 108.6％、博士課程前期課程（修士課程を含む）が

107.9％、博士課程後期課程が 129.2％、専門職学位課程が 81.2％である。以下で
は、各学部・研究科において、定員充足率が 90％を下回る場合の主な理由を列挙
する。 
 
○学士課程 

いずれの学部も定員充足率は 90％以上である。 
 
○博士課程前期課程 
・ 医学研究科 

近年、薬学部が４年制から６年制に移行したことに伴い、薬学部卒業の志願
者が減少した影響が大きく、本学のみならず各大学とも定員確保が厳しい状況
にある。また、バイオメディカルサイエンス専攻の学生を受入れていた分野の
教員の定年に伴う退職により、学生を受入れることができる分野が一時的に減
少していることや、教員が大学を異動することに伴い、指導を希望していた入
学予定者が転出先への入学を希望し、本学への入学を辞退したことにより、入
学を辞退した者が想定以上に多かったため、定員を充足することができなかっ
た。 

平成 23 年度から実施している入学説明会では、例年安定した参加者を得て
おり、研究室見学を実施する等、内容を充実させながら継続して実施すること
によって、適正な入学定員の確保に努めている。また、医学研究科のホームペ
ージを充実させることによる広報活動も行うとともに、外国人特別選抜による
修士課程学生の受け入れについてもバイオメディカルサイエンスをとりまく環
境や全体の志願者数などの状況をみつつ、継続して検討している。さらに、入
学試験日を早め、受験生の増加を図る予定である。 

 
○博士課程後期課程 
・ 理学研究科 
  数学専攻及び生物学専攻においては、ここ数年で企業の業績が回復し採用が
拡大したことによって、博士課程前期課程修了後の就職志望者が増加し、進学・
入学者が減少している点が定員充足できない要因となっていると考えられる。
その背景には、学生の経済的負担が大きい点、大学等における若手教員採用枠
が不足している点などへの不安があると考えられる。 

  数学専攻において、指導教員の指導や種々の講義を通し、学問の魅力をこれ
まで以上に伝え、就職活動に入る前に少しでも結果を出させるよう指導し、博
士課程後期課程進学の選択肢を認識させるとともに、定員確保の観点から導入
した社会人入学の制度について、有効性を今後も注視する。 

  また、生物学専攻では、社会人学生の博士課程後期課程への入学増も期待し
ており、知財に関する専攻内ルールを定めて、より修学しやすい環境作りを進
めている。それに加え、博士課程後期課程の定員を平成 30 年度から１名減と
し、また、平成 29 年度から学部定員を５名増の 25 名とするとともに、平成 31
（令和元）年度から学部での AO 入試導入により、学習意欲・研究意欲の高い学
生の確保を目指しており、その成果については今後の推移を見守っていく。 
一方、惑星学専攻においては、博士課程前期課程への入学者が博士課程後期

課程に先立って減少しており、その自然な影響として進学者数が減少した。対
応策として、学部－博士課程前期課程の事実上の６年一貫教育による高い専門
性の獲得を担保するべく、平成 29 年度博士課程前期課程の入学者選抜には理
学研究科として初となる自己推薦入試を導入し、後期課程入学者・進学者数は
令和元年度は３名、令和２年度は２名となった。また、博士課程前期課程進学
時のガイダンスや大学院入試説明会にて博士課程後期課程へのキャリアパスイ
メージの説明も行うなどするとともに、社会人枠を設置して令和元年度入学者・
進学者から第三期募集を開始しており、引き続き博士課程後期課程への社会人
の参加を促していく。 

・ 農学研究科 
博士課程後期課程修了後のキャリアパスの不透明さに対する不安、ここ数年

の就職活動の売り手市場といった要因から、進学・入学希望者が減少している。
また、希望者の多い国費留学生枠の縮小による留学生数の減少や、特に資源生
命科学専攻では、教授 13名のうち、７名が定年退職まで５年を切り、博士課程
修了まで指導できなくなったことも一因となっていると考えられる。定年退職
を迎える教員の後継として、研究力に加えて教育力にも富む若手教員を早期に
育成し、学生が安心して博士課程後期課程に進学・入学できるような教員配置
を構築していく。 
また、定員充足率は研究科で前年度比 2.4％（資源生命科学専攻は 8.4％）上

昇しており、これまでの対応策の効果が現れ始めていると考えられるが、以下

専　門　職　学　位　課　程
学部の学科、研究科の専攻名等 収容定員 収容数 定員充足率

＜法学研究科＞

実務法律専攻 240 163 67.9

＜経営学研究科＞

現代経営学専攻 138 144 104.3

専門職学位課程　計 378 307 81.2

＜乗船実習科＞ 90 38 42.2

※平成 31（令和元）年度現在、学生の募集を行っている学部及び研究科につい

ては、各枠内上段に学部、研究科ごとの収容定員、収容数、及び定員充足率を

示す。 
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の対応策を検討して定員充足率のさらなる回復に努めている。令和元年 10 月
に設置したグローバルドクターコースを活用しながら、優秀な外国人学生の確
保に努める。さらに、博士課程前期課程や学部の学生が研究者になるためのキ
ャリアパスを学ぶ機会を設け、学生にとって魅力的な研究者像・教育者像を示
すことができる環境を整備するとともに、共同研究や地域連携を通して社会人
学生の増員を推進する。 

 
○専門職学位課程 
・ 法学研究科（実務法律専攻） 

平成 15 年文部科学省告示第 53 号（専門職大学院に関し必要な事項について
定める件）第４条により計算する本法科大学院の収容定員は 240 名であるとこ
ろ、入学者の 80 名のうち未修者は 20 名程度、既修者は 60 名程度であり、既修
者は２年で修了するために、３学年で在籍する学生の合計は 180 人（第１年次
20 名＋第２年次 80 名＋第３年次 80 名）となる。この収容定員（180 名）で計
算すると、充足率は「90.5％」（在籍者 163 名/180 名）であり、適正な水準と
なっている。 

 
○乗船実習科 
・ 乗船実習科 

海運業界の経営状況は、リーマンショック後からゆっくりと回復・好転して
きているが、海運市場における世界的競争激化で厳しい状況が続いており、外
航船員の求人枠の拡大は見込まれず、依然として限定されている。進学者数が
頭打ちとなっている主な理由として、乗船実習科に進学する学生は求人数が少
ない外航の志望者が多いこと、航海・機関ともにライセンスを取得せずとも海
事クラスター企業への就職が叶う状況であること、学部卒業者を求める企業の
求人数が多いこと、乗船実習科へ進学すると９月修了となるため 10 月入社で
の採用が望ましいが、一般的に新卒者の 10 月採用に対応する企業が少ないこ
となどが挙げられる。また、日本の大手船社の新卒採用者のほぼ半数が自社養
成の学生で占められていることもあり、限られた求人枠を巡る商船系大学、一
般大学、商船高専の間の競争が激しさを増している状況もある。加えて、海事
科学部・研究科として大学院進学者の増大に注力していることも一因である。 
学部入学者に対して授業等を通じて海技士資格を取得できる学科の理解促進

に努めたり、海運企業の協力のもとに在学生に対して説明会を実施したりする
など、海運業界の情報を引き続き積極的に提供する（令和元年度は日本船主協
会（本学 OB・海技士実務経験者）による１年次生との懇談会を開催し、海技士
への志望を促す活動を行った）。また、乗船実習科を経た学生が身に付けた知
識や実践力の可能性等を広報し、海事クラスターに留まらず幅広い業界の企業
に 10 月採用について理解を求める。
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（平成 28 年度）

（人） （人）
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

（人） (人)
0 0
3 1
8 2
1 0

38 17
0 0
0 0
0 0

99 46
0 0
0 0
0 0
0 0
3 1
0 0

21 166 77.2%
科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科 40 42 2 0 0 0 0 0 0 42 105.0%

国際協力研究科 215 242 94 13 0 6 35 34

11 296 92.2%
海事科学研究科 153 180 23 8 3 0 8 8 7 154 100.7%

農学研究科 321 325 33 7 1 0 10 11

20 798 104.2%
ｼｽﾃﾑ情報学研究科 195 228 23 4 0 0 7 18 16 201 103.1%

工学研究科 766 857 46 11 2 0 26 25

32 407 112.4%
保健学研究科 185 273 4 1 0 0 21 20 8 197 106.5%
医学研究科 362 503 44 18 2 0 44 46

28 322 94.2%
理学研究科 331 324 18 3 1 0 8 17 15 297 89.7%

経営学研究科 342 388 79 9 0 0 29 41

32 268 71.1%
経済学研究科 232 271 129 6 1 9 16 29 19 203 87.5%
法学研究科 377 335 47 10 0 4 21 34

14 139 97.9%
人間発達環境学研究科 234 276 26 4 0 0 25 28 24 221 94.4%

国際文化学研究科 142 188 75 3 0 6 25 17

(人) （人） （％）
人文学研究科 154 224 66 7 1 2 25 28 24 165 107.1%

（研究科等） (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)

14 646 104.2%
海事科学部 820 909 8 0 7 0 35 74 62 805 98.2%

農学部 620 672 3 2 0 0 10 18

47 1,294 96.3%
工学部 2,200 2,380 28 7 20 0 52 120 95 2,206 100.3%
医学部 1,344 1,376 0 0 0 0 35 53

61 1,096 101.5%
理学部 610 666 7 3 2 0 11 33 24 626 102.6%

経営学部 1,080 1,199 4 2 0 0 40 79

46 775 102.0%
経済学部 1,120 1,244 13 1 2 6 46 57 49 1,140 101.8%
法学部 760 837 14 0 0 0 16 58

51 566 101.1%
発達科学部 1,140 1,231 1 0 0 0 40 39 30 1,161 101.8%

国際文化学部 560 662 15 1 1 0 43 55

（人） （人） （％）
文学部 460 522 1 1 0 0 14 23 20 487 105.9%

（学部等） (人) （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）

定員超過
率

（M）
（L）／（Ａ）

×100

外国人
留学生数

（Ｃ）

休学者数
（Ｇ）

留年者数
（Ｈ）

学部・
研究科等名

収容
定員
（Ａ）

収容数
（Ｂ）

超過率算定の
対象となる在

学者数（L）

【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,
Ｇ,I,Kの合計）】

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者
数のうち、修業
年限を超える在
籍期間が２年
以内の者の数

（Ｉ）

国費
留学生数

（Ｄ）

外国政府
派遣留学生

数（Ｅ）

大学間交流協
定等に基づく
留学生等数

（Ｆ）

長期
履修

学生数
（J）

左記の収容数のうち

長期履修
学生に係
る控除数

（K）

 

○ 別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について） 
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○計画の実施状況等：医学研究科について、医科学専攻の志望者が増加傾向にあり、従来の定員では優秀な学生が入学できない状況にあったため、平成 29 年度

から入学定員を 78 名から 100 名に増員して対応した。 

（平成 29 年度）

（人） （人）

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

（人） (人)

0 0
4 1
6 2
2 1

38 17
0 0
0 0
0 0

102 47
0 0
0 0
0 0
0 0
4 2
0 0

0 380 102.7%国際人間科学部 370 384 5 0 1 0 3 0

定員超過率
（M）

（L）／（Ａ）×
100

外国人
留学生数

（Ｃ）

休学者数
（Ｇ）

留年者数
（Ｈ）

学部・
研究科等名

収容
定員
（Ａ）

収容数
（Ｂ）

超過率算定の

対象となる在

学者数（L）

【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,

Ｇ,I,Kの合計）】

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者数

のうち、修業年

限を超える在籍

期間が２年以内

の者の数（Ｉ）

国費

留学生数

（Ｄ）

外国政府

派遣留学生

数（Ｅ）

大学間交流協

定等に基づく留

学生等数（Ｆ）

長期
履修

学生数
（J）

左記の収容数のうち

長期履修

学生に係る

控除数

（K）

（人） （人） （％）
文学部 445 508 1 0 0 0 20 18 13 475 106.7%

（学部等） (人) （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）

25 422 100.5%
発達科学部 860 930 1 0 0 0 31 33 50 849 98.7%

国際文化学部 420 500 10 1 0 0 52 26

32 768 101.1%
経済学部 1,120 1,231 19 1 2 10 33 49 43 1,142 102.0%
法学部 760 814 13 0 0 0 14 38

68 1,091 101.0%
理学部 623 672 6 4 2 0 14 22 20 632 101.4%

経営学部 1,080 1,203 5 2 1 0 41 86

39 1,299 96.2%
工学部 2,225 2,404 29 5 22 0 43 102 87 2,247 101.0%
医学部 1,351 1,370 0 0 0 0 32 43

12 652 103.5%
海事科学部 820 897 4 0 4 0 33 62 49 811 98.9%

農学部 630 676 1 0 1 0 11 14

(人) （人） （％）
人文学研究科 148 217 49 4 1 1 27 30 23 161 108.8%

（研究科等） (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)

19 132 95.0%
人間発達環境学研究科 229 265 26 1 1 0 20 31 23 218 95.2%

国際文化学研究科 139 185 70 5 0 2 26 23

33 269 71.9%
経済学研究科 230 252 110 7 1 9 19 25 19 180 78.3%
法学研究科 374 333 49 10 0 3 17 43

30 307 89.8%
理学研究科 331 312 22 4 2 0 4 17 12 290 87.6%

経営学研究科 342 372 67 9 0 0 26 42

39 422 109.9%
保健学研究科 183 270 5 1 0 0 24 18 16 182 99.5%
医学研究科 384 512 43 20 2 0 29 52

14 769 101.5%
ｼｽﾃﾑ情報学研究科 188 209 29 6 0 0 3 13 10 190 101.1%

工学研究科 758 822 60 10 2 0 27 21

5 287 91.1%
海事科学研究科 168 181 14 6 3 0 7 9 6 159 94.6%

農学研究科 315 313 35 6 2 0 13 6

11 162 76.1%
科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科 80 81 3 1 0 0 1 0 0 79 98.8%

国際協力研究科 213 230 98 15 0 4 36 19

 

○計画の実施状況等：いずれの学部、研究科も定員超過率は 110％未満である。 
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（平成 30 年度）

（人） （人）
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

（人） (人)
0 0
4 1
2 0
4 2

32 15
0 0
0 0
0 0

101 46
0 0
0 0
0 0
0 0
4 1
0 0

13 168 79.6%
科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科 90 96 3 3 0 0 0 0 0 93 103.3%

国際協力研究科 211 231 101 17 0 4 28 22

10 300 95.8%
海事科学研究科 183 190 17 5 1 0 11 3 3 170 92.9%

農学研究科 313 332 47 8 3 0 11 11

19 769 101.5%
ｼｽﾃﾑ情報学研究科 186 209 28 7 0 0 7 11 10 185 99.5%

工学研究科 758 827 73 9 3 0 27 25

34 429 105.7%
保健学研究科 193 294 13 2 0 0 33 17 3 210 108.8%
医学研究科 406 521 47 24 1 0 33 46

21 312 91.8%
理学研究科 329 331 21 3 1 0 7 10 8 312 94.8%

経営学研究科 340 372 71 6 0 0 33 42

38 263 70.7%
経済学研究科 228 256 119 8 1 8 20 30 20 184 80.7%
法学研究科 372 332 58 11 0 4 14 43

15 141 101.4%
人間発達環境学研究科 229 273 46 1 1 0 29 27 19 223 97.4%

国際文化学研究科 139 187 79 5 0 4 21 21

(人) （人） （％）
人文学研究科 148 209 41 2 0 0 29 41 30 148 100.0%

（研究科等） (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)

12 657 102.7%
海事科学部 820 888 4 0 4 0 23 68 49 812 99.0%

農学部 640 682 1 0 1 0 12 12

37 1,321 98.2%
工学部 2,250 2,427 29 4 25 0 59 111 95 2,244 99.7%
医学部 1,345 1,390 0 0 0 0 32 40

56 1,099 101.8%
理学部 636 677 5 4 2 0 15 16 13 643 101.1%

経営学部 1,080 1,200 3 1 1 0 43 70

32 764 100.5%
経済学部 1,120 1,253 21 1 2 9 38 65 58 1,145 102.2%
法学部 760 815 8 0 0 0 19 37

26 286 102.1%
発達科学部 580 641 1 0 0 0 20 35 35 586 101.0%

国際文化学部 280 369 7 0 0 0 57 26

（人） （人） （％）
文学部 430 489 0 0 0 0 10 20 17 462 107.4%

（学部等） (人) （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）

定員超過
率

（M）
（L）／（Ａ）

×100

外国人
留学生数

（Ｃ）

休学者数
（Ｇ）

留年者数
（Ｈ）

学部・
研究科等名

収容
定員
（Ａ）

収容数
（Ｂ）

超過率算定の
対象となる在

学者数（L）

【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,
Ｇ,I,Kの合計）】

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者
数のうち、修業
年限を超える在
籍期間が２年
以内の者の数

（Ｉ）

国費
留学生数

（Ｄ）

外国政府
派遣留学生

数（Ｅ）

大学間交流協
定等に基づく
留学生等数

（Ｆ）

長期
履修

学生数
（J）

左記の収容数のうち

長期履修
学生に係
る控除数

（K）

0 758 102.4%国際人間科学部 740 765 10 2 1 0 4 0

 

○計画の実施状況等：いずれの学部、研究科も定員超過率は 110％未満である。 
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（平成 31（令和元）年度）

（人） （人）
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

(人) (人)
0 0
2 0
2 0
4 2

40 11
0 0
0 0
0 0

109 50
0 0
0 0
0 0
0 0
2 0
0 0

22 157 75.1%
科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究科 100 112 4 2 0 0 2 1 1 107 107.0%

国際協力研究科 209 227 98 15 0 4 29 30

11 280 90.0%
海事科学研究科 183 193 22 6 1 0 6 10 9 171 93.4%

農学研究科 311 314 43 9 2 0 12 12

26 754 99.5%
ｼｽﾃﾑ情報学研究科 184 211 33 6 0 0 12 9 8 185 100.5%

工学研究科 758 823 89 15 1 0 27 32

30 433 101.2%
保健学研究科 203 301 14 2 0 0 28 24 12 209 103.0%
医学研究科 428 529 51 24 1 0 41 45

23 304 89.9%
理学研究科 327 323 27 3 0 0 5 11 9 306 93.6%

経営学研究科 338 360 91 6 0 1 26 35

33 266 71.9%
経済学研究科 226 256 127 10 1 10 19 28 23 182 80.5%
法学研究科 370 330 56 10 0 1 18 39

17 138 99.3%
人間発達環境学研究科 229 280 50 1 0 0 25 21 15 239 104.4%

国際文化学研究科 139 186 77 6 0 4 21 22

(人) （人） （％）
人文学研究科 148 204 59 5 0 0 38 28 22 139 93.9%

（研究科等） (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)

15 666 102.5%
海事科学部 820 885 3 0 3 0 18 65 57 807 98.4%

農学部 650 694 1 0 1 0 12 20

28 1,316 98.4%
工学部 2,275 2,440 36 10 22 0 53 120 109 2,246 98.7%
医学部 1,337 1,385 0 0 0 0 41 33

61 1,089 100.8%
理学部 649 688 4 3 1 0 8 29 26 650 100.2%

経営学部 1,080 1,196 6 3 1 0 42 68

39 777 102.2%
経済学部 1,120 1,266 21 1 2 6 41 82 74 1,142 102.0%
法学部 760 833 9 1 0 0 16 43

17 129 92.1%
発達科学部 290 355 0 0 0 0 31 39 33 291 100.3%

国際文化学部 140 216 4 0 0 0 70 17

（人） （人） （％）
文学部 415 473 0 0 0 0 15 19 15 443 106.7%

（学部等） (人) （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）

定員超過
率

（M）
（L）／（Ａ）

×100

外国人
留学生数

（Ｃ）

休学者数
（Ｇ）

留年者数
（Ｈ）

学部・
研究科等名

収容
定員
（Ａ）

収容数
（Ｂ）

超過率算定の
対象となる在

学者数（L）

【（Ｂ）-（Ｄ,E,F,
Ｇ,I,Kの合計）】

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者
数のうち、修業
年限を超える在
籍期間が２年
以内の者の数

（Ｉ）

国費
留学生数

（Ｄ）

外国政府
派遣留学生

数（Ｅ）

大学間交流協
定等に基づく
留学生等数

（Ｆ）

長期
履修

学生数
（J）

左記の収容数のうち

長期履修
学生に係
る控除数

（K）

0 1,135 101.3%国際人間科学部 1,120 1,146 13 3 1 0 7 0

 

○計画の実施状況等：いずれの学部、研究科も定員超過率は 110％未満である。  
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○ 国 立 大 学 法 人 一 覧  

番号 大 学 名 番号 大 学 名 番号 大 学 名 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

北海道大学 

北海道教育大学 

室蘭工業大学 

小樽商科大学 

帯広畜産大学 

旭川医科大学 

北見工業大学 

弘前大学 

岩手大学 

東北大学 

宮城教育大学 

秋田大学 

山形大学 

福島大学 

茨城大学 

筑波大学 

筑波技術大学 

宇都宮大学 

群馬大学 

埼玉大学 

千葉大学 

東京大学 

東京医科歯科大学 

東京外国語大学 

東京学芸大学 

東京農工大学 

東京芸術大学 

東京工業大学 

東京海洋大学 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

お茶の水女子大学 

電気通信大学 

一橋大学 

横浜国立大学 

新潟大学 

長岡技術科学大学 

上越教育大学 

富山大学 

金沢大学 

福井大学 

山梨大学 

信州大学 

岐阜大学 

静岡大学 

浜松医科大学 

名古屋大学 

愛知教育大学 

名古屋工業大学 

豊橋技術科学大学 

三重大学 

滋賀大学 

滋賀医科大学 

京都大学 

京都教育大学 

京都工芸繊維大学 

大阪大学        

大阪教育大学 

兵庫教育大学 

神戸大学 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

 

奈良教育大学 

奈良女子大学 

和歌山大学 

鳥取大学 

島根大学 

岡山大学 

広島大学 

山口大学 

徳島大学 

鳴門教育大学 

香川大学 

愛媛大学 

高知大学 

福岡教育大学 

九州大学 

九州工業大学 

佐賀大学 

長崎大学 

熊本大学 

大分大学 

宮崎大学 

鹿児島大学 

鹿屋体育大学 

琉球大学 

政策研究大学院大学 

総合研究大学院大学 

北陸先端科学技術大学院大学 

奈良先端科学技術大学院大学 

 
 


